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目 次 

条例のあらまし 
○ 埼玉県手数料条例の一部を改正する条例のあらまし（財政課） 

○ 埼玉県職員定数条例の一部を改正する条例のあらまし（改革推進課） 

○ 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例

のあらまし（人事課） 

○ 知事等の損害賠償責任の一部免責に関する条例のあらまし（人事課） 

○ 埼玉県職員の互助共済団体に関する条例の一部を改正する条例のあらまし（職員健康支

援課） 

○ 埼玉県浄化槽保守点検業者登録条例の一部を改正する条例のあらまし（水環境課） 

○ 埼玉県個人番号の利用等に関する条例の一部を改正する条例のあらまし（社会福祉課） 

○ 埼玉県ケアラー支援条例のあらまし（地域包括ケア課） 

○ 埼玉県立精神保健福祉センター条例の一部を改正する条例（障害者福祉推進課） 

○ 地方独立行政法人の役員等の損害賠償責任の一部免除に係る額を定める条例のあらま

し（保健医療政策課） 

○ 埼玉県地方独立行政法人評価委員会条例のあらまし（保健医療政策課） 

○ 埼玉県立高等看護学院条例の一部を改正する条例のあらまし（医療人材課） 

○ 埼玉県臨床研修医研修資金貸与条例及び埼玉県医師育成奨学金貸与条例の一部を改正

する条例のあらまし（医療人材課） 

○ 埼玉県受動喫煙防止条例のあらまし（健康長寿課） 

○ 埼玉県動物の愛護及び管理に関する条例の一部を改正する条例のあらまし（生活衛生

課） 

○ 食品衛生法施行条例の一部を改正する条例のあらまし（食品安全課） 

○ 埼玉県産業技術総合センター条例の一部を改正する条例のあらまし（産業支援課） 

○ 埼玉県卸売市場条例を廃止する条例のあらまし（農業ビジネス支援課） 

○ 埼玉県森林環境譲与税基金条例のあらまし（森づくり課） 

○ 埼玉県建築基準法施行条例の一部を改正する条例のあらまし（建築安全課） 

○ 埼玉県政務活動費の交付に関する条例の一部を改正する条例のあらまし（政策調査課） 

○ 埼玉県学校職員定数条例の一部を改正する条例のあらまし（県立学校人事課） 

○ 学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例のあらまし（県立学校

人事課） 

○ 警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例の一部を改正する条例のあらまし（警務
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課） 

○ 埼玉県公安委員会等が行う事務に関する手数料条例の一部を改正する条例のあらまし

（保安課） 

○ 埼玉県ヤードにおける自動車等の適正な取扱いの確保に関する条例のあらまし（保安

課） 

条例 
○ 埼玉県手数料条例の一部を改正する条例（財政課） 

○ 埼玉県職員定数条例の一部を改正する条例（改革推進課） 

○ 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例

（人事課） 

○ 知事等の損害賠償責任の一部免責に関する条例（人事課） 

○ 埼玉県職員の互助共済団体に関する条例の一部を改正する条例（職員健康支援課） 

○ 埼玉県浄化槽保守点検業者登録条例の一部を改正する条例（水環境課） 

○ 埼玉県個人番号の利用等に関する条例の一部を改正する条例（社会福祉課） 

○ 埼玉県ケアラー支援条例（地域包括ケア課） 

○ 埼玉県立精神保健福祉センター条例の一部を改正する条例（障害者福祉推進課） 

○ 地方独立行政法人の役員等の損害賠償責任の一部免除に係る額を定める条例（保健医療

政策課） 

○ 埼玉県地方独立行政法人評価委員会条例（保健医療政策課） 

○ 埼玉県立高等看護学院条例の一部を改正する条例（医療人材課） 

○ 埼玉県臨床研修医研修資金貸与条例及び埼玉県医師育成奨学金貸与条例の一部を改正

する条例（医療人材課） 

○ 埼玉県受動喫煙防止条例（健康長寿課） 

○ 埼玉県動物の愛護及び管理に関する条例の一部を改正する条例（生活衛生課） 

○ 食品衛生法施行条例の一部を改正する条例（食品安全課） 

○ 埼玉県産業技術総合センター条例の一部を改正する条例（産業支援課） 

○ 埼玉県卸売市場条例を廃止する条例（農業ビジネス支援課） 

○ 埼玉県森林環境譲与税基金条例（森づくり課） 

○ 埼玉県建築基準法施行条例の一部を改正する条例（建築安全課） 

○ 埼玉県政務活動費の交付に関する条例の一部を改正する条例（政策調査課） 

○ 埼玉県学校職員定数条例の一部を改正する条例（県立学校人事課） 

○ 学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例（県立学校人事課） 

○ 警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例の一部を改正する条例（警務課） 

○ 埼玉県公安委員会等が行う事務に関する手数料条例の一部を改正する条例（保安課） 

○ 埼玉県ヤードにおける自動車等の適正な取扱いの確保に関する条例（保安課） 

規則 
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○ 埼玉県知事の職務代理に関する規則の一部を改正する規則（改革推進課） 

○ 埼玉県本庁事務の委任及び決裁に関する規則の一部を改正する規則（改革推進課） 

○ 埼玉県地域機関事務の委任及び決裁に関する規則の一部を改正する規則（改革推進課） 

○ 埼玉県行政組織規則の一部を改正する規則（改革推進課） 

○ 埼玉県個人番号の利用等に関する条例施行規則の一部を改正する規則（情報システム

課） 

○ 知事の所管する条例等の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報

通信の技術の利用に関する規則の一部を改正する規則（情報システム課） 

○ 会計年度任用職員の報酬等に関する規則の一部を改正する規則（人事課） 

○ 地方公営企業法第 39 条第２項に規定する知事が定める職を指定する規則の一部を改正

する規則（人事課） 

○ 地方公営企業法第 15 条第１項ただし書に規定する職員を定める規則の一部を改正する

規則（人事課） 

○ 埼玉県恩給支給規則の一部を改正する規則（職員健康支援課） 

○ 埼玉県職員住宅管理規則の一部を改正する規則（職員健康支援課） 

○ 知事の保有する個人情報の保護等に関する規則の一部を改正する規則（文書課） 

○ 埼玉県文書管理規則の一部を改正する規則（文書課） 

○ 埼玉県平和資料館管理規則の一部を改正する規則（広聴広報課） 

○ 埼玉会館管理規則の一部を改正する規則（文化振興課） 

○ 埼玉県防災会議規則の一部を改正する規則（消防防災課） 

○ 埼玉県災害救助基金規則の一部を改正する規則（消防防災課） 

○ 埼玉県防災航空隊の緊急運航業務に関する条例施行規則の一部を改正する規則（消防防

災課） 

○ 埼玉県環境科学国際センター管理規則の一部を改正する規則（環境政策課） 

○ 砂利採取法施行細則の一部を改正する規則（環境政策課） 

○ 採石法施行細則の一部を改正する規則（環境政策課） 

○ フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行細則の一部を改正する規

則（大気環境課） 

○ 埼玉県浄化槽保守点検業者登録条例施行規則の一部を改正する規則（水環境課） 

○ 浄化槽法施行細則の一部を改正する規則（水環境課） 

○ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則の一部を改正する規則（産業廃棄物指導

課） 

○ 社会福祉法施行細則の一部を改正する規則（社会福祉課） 

○ 埼玉県被保護者等住居・生活サービス提供事業の業務の適正化等に関する条例施行規則

（社会福祉課） 

○ 埼玉県立精神保健福祉センター管理規則の一部を改正する規則（障害者福祉推進課） 

○ 埼玉県総合リハビリテーションセンター管理規則の一部を改正する規則（障害者福祉推

進課） 
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○ 児童福祉法施行細則の一部を改正する規則（障害者支援課） 

○ 埼玉県地方独立行政法人評価委員会規則の一部を改正する規則（保健医療政策課） 

○ 埼玉県地方独立行政法人埼玉県立病院機構評価委員会規則（保健医療政策課） 

○ 埼玉県立高等看護学院学則の一部を改正する規則（医療人材課） 

○ 埼玉県健康増進法施行細則の一部を改正する規則（健康長寿課） 

○ 難病の患者に対する医療等に関する法律施行細則の一部を改正する規則（疾病対策課） 

○ 埼玉県動物の愛護及び管理に関する条例施行規則の一部を改正する規則（生活衛生課） 

○ 埼玉県温泉法施行細則の一部を改正する規則（薬務課） 

○ 埼玉県東部地域振興ふれあい拠点施設管理規則の一部を改正する規則（産業支援課） 

○ 埼玉県西部地域振興ふれあい拠点施設管理規則の一部を改正する規則（産業支援課） 

○ 埼玉県立高等技術専門校規則の一部を改正する規則（産業人材育成課） 

○ 埼玉県卸売市場条例施行規則を廃止する規則（農業ビジネス支援課） 

○ 埼玉県卸売市場審議会規則を廃止する規則（農業ビジネス支援課） 

○ 埼玉県家畜伝染病予防法施行細則の一部を改正する規則（畜産安全課） 

○ 埼玉県農業大学校管理規則の一部を改正する規則（農業支援課） 

○ 埼玉県種苗センター管理規則の一部を改正する規則（生産振興課） 

○ 埼玉県森林法施行細則の一部を改正する規則（森づくり課） 

○ 埼玉県都市公園に関する規則の一部を改正する規則（公園スタジアム課） 

○ 埼玉県宅地建物取引業法施行細則の一部を改正する規則（建築安全課） 

○ 埼玉県特別県営住宅条例施行規則及び埼玉県特定公共賃貸住宅条例施行規則の一部を

改正する規則（住宅課） 

○ 埼玉県証紙条例施行規則の一部を改正する規則（出納総務課） 

○ 埼玉県財務規則の一部を改正する規則（出納総務課） 

○ 埼玉県教育局等文書管理規則及び埼玉県立学校文書管理規則の一部を改正する規則（教

委・総務課） 

○ 学校職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則（教職員課） 

○ 学校職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部を改正する規則（教職員課） 

○ 学校職員の住居手当に関する規則の一部を改正する規則（教職員課） 

○ 会計年度任用学校職員の報酬等に関する規則の一部を改正する規則（教職員課） 

○ 令和元年改正条例附則第５項の規定による住居手当に関する規則（教職員課） 

○ 学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部を改正する規則（県立学校人事課） 

○ 埼玉県ヤードにおける自動車等の適正な取扱いの確保に関する条例施行規則（保安課） 

○ 埼玉県道路交通法施行細則の一部を改正する規則（交通規制課） 

○ 管理職手当に関する規則の一部を改正する規則（総務給与課） 

○ 給料表の適用範囲に関する規則の一部を改正する規則（総務給与課） 

○ 期末手当及び勤勉手当に関する規則等の一部を改正する規則（総務給与課） 

○ 初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則（総務給与課） 

○ 住居手当に関する規則の一部を改正する規則（総務給与課） 
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○ 職員の特殊勤務手当に関する規則の一部を改正する規則（総務給与課） 

○ 令和元年改正条例附則第５項の規定による住居手当に関する規則（総務給与課） 

○ 管理職員等の範囲を定める規則の一部を改正する規則（任用審査課） 

訓令 
○ 副知事の担任事務に関する訓令（改革推進課） 

○ 埼玉県職員服務規程の一部を改正する訓令（人事課） 

○ 職員の勤務時間に関する規程の一部を改正する訓令（人事課） 

○ 技能職員の勤務時間等に関する規程の一部を改正する訓令（人事課） 

○ 埼玉県文書管理規程の一部を改正する訓令（文書課） 

○ 埼玉県公印規程の一部を改正する訓令（文書課） 

○ 埼玉県消防関係職員の服制及び制服の貸与に関する規程の一部を改正する訓令（消防防

災課） 

○ 埼玉県鳥獣保護管理員設置規程の一部を改正する訓令（みどり自然課） 

○ 教育局等の職員の勤務時間に関する規程の一部を改正する訓令（教委・総務課） 

○ 埼玉県教育委員会教育長の権限に属する事務の委任及び決裁に関する規程の一部を改

正する訓令（教委・総務課） 

○ 埼玉県収用委員会事務局決裁規程の一部を改正する訓令（収用委員会事務局） 

管理規程 
○ 埼玉県工業用水道事業給水規程の一部を改正する規程（水道企画課） 

○ 埼玉県企業局宿舎管理規程の一部を改正する規程（公営企業・財務課） 

○ 埼玉県公営企業財務規程の一部を改正する規程（公営企業・財務課） 

○ 埼玉県企業職員給与規程の一部を改正する規程（公営企業・総務課） 

○ 埼玉県企業職員就業規程の一部を改正する規程の一部を改正する規程（公営企業・総務

課） 

○ 埼玉県企業局事務の委任及び決裁に関する規程の一部を改正する規程（公営企業・総務

課） 

○ 埼玉県病院局会計年度任用職員の報酬等に関する規程（経営管理課） 

○ 埼玉県病院事業管理規程の一部を改正する規程（経営管理課） 

○ 埼玉県病院事業財務規程の一部を改正する規程（経営管理課） 

○ 埼玉県病院局組織規程の一部を改正する規程（経営管理課） 

○ 埼玉県病院局職員就業規程の一部を改正する規程（経営管理課） 

○ 埼玉県病院局職員給与規程の一部を改正する規程（経営管理課） 

○ 埼玉県流域下水道事業財務規程の一部を改正する規程（下水道管理課） 

○ 埼玉県下水道局事務の委任及び決裁に関する規程の一部を改正する規程（下水道管理

課） 

○ 埼玉県下水道局職員給与規程の一部を改正する規程（下水道管理課） 
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○ 埼玉県下水道局職員就業規程の一部を改正する規程（下水道管理課） 

告示 
○ 物品の買入れ等に係る入札参加資格に関する告示（入札審査課） 

○ 認定特定非営利活動法人の認定の失効に係る公告（共助社会づくり課） 

○ 埼玉県地球温暖化対策に係る事業活動対策指針の一部を改正する告示（温暖化対策課） 

○ 埼玉県地球温暖化対策推進条例の規定に基づく自動車排出温室効果ガスを排出せず、又

はその排出量が相当程度少ない自動車の一部を改正する告示（大気環境課） 

○ 埼玉県地球温暖化対策推進条例の規定に基づく低燃費車を導入すべき期限及び低燃費

車の台数の割合の一部を改正する告示（大気環境課） 

○ 生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人

等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療機関及び施術機関の指定（社会

福祉課） 

○ 生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人

等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定医療機関及び指定施術機関の

変更の届出（社会福祉課） 

○ 生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人

等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定医療機関及び指定施術機関の

廃止の届出（社会福祉課） 

○ 生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人

等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定医療機関の辞退の届出（社会福

祉課） 

○ 生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人

等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定医療機関の休止の届出（社会福

祉課） 

○ 生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人

等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による介護機関の指定（社会福祉課） 

○ 生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人

等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定介護機関の変更の届出（社会福

祉課） 

○ 生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人

等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定介護機関の休止の届出（社会福

祉課） 

○ 生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人

等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定介護機関の廃止の届出（社会福

祉課） 

○ 身体障害者福祉法第 15条指定医師の辞退（障害者福祉推進課） 

○ 埼玉県立精神保健福祉センター条例別表第一及び別表第一の二に規定する知事が別に



 

令和 2年(2020年)3月 31日 

 

定める額（障害者福祉推進課） 

○ 車両制限令第３条第１項第３号に基づく高さ指定（道路環境課） 

○ 富士見都市計画事業三芳町富士塚土地区画整理事業の事業計画の変更認可（第５回）（市

街地整備課） 

○ 低炭素建築物新築等計画認定申請手数料等のうち共同住宅の共用部分の床面積を除く

建築物等（建築安全課） 

○ 建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料等のうち住宅部分の共用部分の床

面積を除く建築物（建築安全課） 

○ 建築物エネルギー消費性能認定申請手数料のうち住宅部分の共用部分の床面積を除く

建築物（建築安全課） 

○ 会計管理者事務の一部委任告示の一部を改正する告示（出納総務課） 

○ 毛呂山・越生都市計画下水道事業の事業計画の変更認可（下水道事業課） 

○ 秩父都市計画下水道事業の事業計画の変更認可（下水道事業課） 

○ 県道保谷志木線の供用の開始（朝霞県土整備事務所） 

○ 県道保谷志木線の道路の占用を制限する区域の指定（朝霞県土整備事務所） 

○ 県道志木停車場線の供用の開始（朝霞県土整備事務所） 

○ 県道石坂高坂停車場線の区域の変更（東松山県土整備事務所） 

○ 県道石坂高坂停車場線の供用の開始（東松山県土整備事務所） 

○ 県道高坂上唐子線の区域の変更（東松山県土整備事務所） 

○ 県道高坂上唐子線の供用の開始（東松山県土整備事務所） 

○ 県道東松山鴻巣線の区域の変更（東松山県土整備事務所） 

○ 県道飯能寄居線の区域の変更（飯能県土整備事務所） 

○ 県道越生長沢線の区域の変更（飯能県土整備事務所） 

○ 県道東松山越生線の区域の変更（飯能県土整備事務所） 

○ 県道飯能寄居線の区域の変更（飯能県土整備事務所） 

○ 県道日高狭山線の区域の変更（飯能県土整備事務所） 

○ 県道日高川島線の区域の変更（飯能県土整備事務所） 

○ 県道熊谷館林線の区域の変更（熊谷県土整備事務所） 

○ 県道冑山熊谷線の区域の変更（熊谷県土整備事務所） 

○ 県道北中曽根北大桑線の区域の変更（行田県土整備事務所） 

○ 県道西宝珠花屏風線の供用の開始（越谷県土整備事務所） 

○ 県道野田岩槻線の区域の変更（越谷県土整備事務所） 

○ 県道野田岩槻線の供用の開始（越谷県土整備事務所） 

○ 開発行為に関する工事の完了公告（川越建築安全センター） 

○ 開発行為に関する工事の完了公告（越谷建築安全センター） 

○ 開発行為に関する工事の完了公告（越谷建築安全センター） 

○ 開発行為に関する工事の完了公告（越谷建築安全センター） 

○ 埼玉県政務活動費の交付に関する規程の一部を改正する告示（政策調査課） 



 

令和 2年(2020年)3月 31日 

 

○ 埼玉県病院事業告示第６号の一部を改正する告示（経営管理課） 

○ 埼玉県立病院の未収金回収業務委託（経営管理課） 

正誤 
○ 埼玉県病院事業管理規程第６号中訂正（経営管理課） 

 

 



本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し 

  
埼
玉
県
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
埼
玉
県
条
例
第
四
号
）
（
財
政
課
） 

一 

趣
旨 

 
 

毒
物
及
び
劇
物
取
締
法
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
毒
物
劇
物
製
造
業
、
毒
物
劇
物
輸
入
業
又
は 

 

 

毒
物
劇
物
販
売
業
の
登
録
申
請
手
数
料
の
額
を
定
め
る
等
す
る
た
め
の
改
正 

二 

内
容 

 

㈠ 

毒
物
及
び
劇
物
取
締
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
規
定
の
整
備
等 

 
 

（
例
）
国
か
ら
の
権
限
移
譲
に
伴
う
、
毒
物
劇
物
の
原
体
を
取
り
扱
う
製
造
業
等
の
登
録
申 

 
 

 
 

 

請
及
び
書
換
え
交
付
申
請
等
に
係
る
手
数
料
の
設
定 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

登
録
申
請
手
数
料 

 
 

二
万
八
千
四
百
円 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

登
録
票
書
換
え
交
付
手
数
料 

二
千
四
百
円 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

登
録
票
再
交
付
手
数
料 

 
 

 
 

四
千
円 

 

㈡ 

そ
の
他
規
定
の
整
備 

 
 

（
例
）
家
畜
伝
染
病
予
防
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
規
定
の
整
備 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

現
行 

「
豚
コ
レ
ラ
」 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

改
正
後 

 

「
豚
熱
」 

三 

施
行
期
日 

 
 

令
和
二
年
四
月
一
日
。
た
だ
し
、
二
㈡
の
一
部
は
、
公
布
の
日
等 

 



本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し 

  
埼
玉
県
職
員
定
数
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
埼
玉
県
条
例
第
五
号
）
（
改
革
推
進
課
） 

一 

趣
旨 

 
 

児
童
虐
待
防
止
対
策
体
制
及
び
災
害
対
応
体
制
の
強
化
等
に
対
処
す
る
た
め
、
職
員
の
定
数

を
改
定
す
る
も
の
で
あ
る
。 

二 

内
容 

 

(一) 

知
事
の
事
務
を
補
助
す
る
職
員 

 
 

 

六
千
七
百
七
十
六
人 
→ 
六
千
八
百
五
十
七
人
（
＋
八
十
一
人
） 

 

(二) 

病
院
事
業
管
理
者
の
事
務
を
補
助
す
る
職
員 

 
 

 

二
千
四
百
十
一
人 

→ 

二
千
四
百
二
十
八
人
（
＋
十
七
人
） 

三 

施
行
期
日 

 
 

令
和
二
年
四
月
一
日 



本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し 

  
議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例
（
埼
玉
県
条
例
第
六
号
）
（
人
事
課
） 

一 

趣
旨 

 
 

地
方
公
務
員
法
及
び
地
方
自
治
法
の
一
部
改
正
に
よ
り
、
新
た
に
会
計
年
度
任
用
職
員
制
度

が
導
入
さ
れ
、
給
料
を
支
給
さ
れ
る
職
員
が
補
償
の
対
象
と
な
る
こ
と
に
伴
う
規
定
の
整
備 

二 

内
容 

 
 

給
料
を
支
給
さ
れ
る
職
員
の
補
償
基
礎
額
の
適
用
に
つ
い
て
規
定
を
整
備 

三 

施
行
期
日 

 
 

令
和
二
年
四
月
一
日 

 
 

 



本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し 

  
知
事
等
の
損
害
賠
償
責
任
の
一
部
免
責
に
関
す
る
条
例
（
埼
玉
県
条
例
第
七
号
）
（
人
事
課
） 

一 

趣
旨 

 
 

知
事
等
の
県
に
対
す
る
損
害
賠
償
責
任
に
つ
い
て
、
そ
の
職
務
を
行
う
に
つ
き
善
意
で
か
つ

重
大
な
過
失
が
な
い
と
き
は
、
県
に
対
し
て
賠
償
の
責
任
を
負
う
額
の
一
部
を
免
責
す
る
も
の 

二 

内
容 

 
 

知
事
等
が
県
に
対
し
て
損
害
賠
償
責
任
を
負
う
額
は
、
地
方
自
治
法
施
行
令
に
定
め
る
基
準

給
与
年
額
に
、
職
の
区
分
ご
と
に
本
条
例
で
定
め
る
数
を
乗
じ
て
得
た
額
を
上
限
と
す
る
。 

三 

施
行
期
日 

 
 

令
和
二
年
四
月
一
日 



本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し 

  
埼
玉
県
職
員
の
互
助
共
済
団
体
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
埼
玉
県
条
例
第
八 

 

号
）
（
職
員
健
康
支
援
課
） 

一 

趣
旨
・
内
容 

 
 

互
助
共
済
団
体
の
会
員
で
あ
る
職
員
の
給
与
か
ら
控
除
し
、
当
該
団
体
に
払
い
込
む
こ
と
が

で
き
る
掛
金
等
と
し
て
、
損
害
保
険
に
係
る
保
険
料
を
追
加
す
る
た
め
の
改
正 

二 

施
行
期
日 

 
 

令
和
二
年
九
月
一
日 



本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し 

  
埼
玉
県
浄
化
槽
保
守
点
検
業
者
登
録
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
埼
玉
県
条
例
第
九
号
）

（
水
環
境
課
） 

一 

趣
旨 

 
 

浄
化
槽
法
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
浄
化
槽
管
理
士
に
対
す
る
研
修
の
機
会
の
確
保
に
関
す
る

規
定
を
追
加
す
る
た
め
の
改
正 

二 

内
容 

 

㈠ 

浄
化
槽
管
理
士
に
対
す
る
研
修
の
規
定
を
追
加 

 

㈡ 

指
定
研
修
機
関
の
指
定
手
続
等
に
関
す
る
規
定
を
追
加 

三 

施
行
期
日 

 
 

令
和
二
年
四
月
一
日 



本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し 

  
埼
玉
県
個
人
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
埼
玉
県
条
例
第
十
号
）

（
社
会
福
祉
課
） 

一 

趣
旨 

 
 

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
の
一 

 

部
改
正
を
踏
ま
え
、
個
人
番
号
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
事
務
と
し
て
生
活
に
困
窮
す
る
外 

 

国
人
に
対
す
る
進
学
準
備
給
付
金
の
支
給
に
関
す
る
事
務
を
追
加
等
す
る
た
め
の
改
正 

二 

内
容 

 

別
表
第
一
及
び
別
表
第
二
に
生
活
に
困
窮
す
る
外
国
人
に
対
す
る
進
学
準
備
給
付
金
の
支
給 

に
関
す
る
事
務
の
追
加
等
を
行
う
。 

三 

施
行
期
日 

 
 

公
布
の
日 



本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し 

  
埼
玉
県
ケ
ア
ラ
ー
支
援
条
例
（
埼
玉
県
条
例
第
十
一
号
）
（
地
域
包
括
ケ
ア
課
） 

一 

趣
旨 

 
 

ケ
ア
ラ
ー
の
支
援
に
関
し
、
基
本
理
念
を
定
め
、
県
の
責
務
並
び
に
県
民
、
事
業
者
及
び
関

係
機
関
の
役
割
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
ケ
ア
ラ
ー
の
支
援
に
関
す
る
施
策
の
基
本
と

な
る
事
項
を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
ケ
ア
ラ
ー
の
支
援
に
関
す
る
施
策
を
総
合
的
か
つ
計
画

的
に
推
進
し
、
も
っ
て
全
て
の
ケ
ア
ラ
ー
が
健
康
で
文
化
的
な
生
活
を
営
む
こ
と
が
で
き
る

社
会
の
実
現
を
目
指
す
も
の 

二 

内
容 

㈠ 

定
義 

ア 

ケ
ア
ラ
ー 

高
齢
、
身
体
上
又
は
精
神
上
の
障
害
又
は
疾
病
等
に
よ
り
援
助
を
必
要
と
す
る
親

族
、
友
人
そ
の
他
の
身
近
な
人
に
対
し
て
、
無
償
で
介
護
、
看
護
、
日
常
生
活
上
の
世

話
そ
の
他
の
援
助
を
提
供
す
る
者 

イ 

ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー 

 

ケ
ア
ラ
ー
の
う
ち
、
十
八
歳
未
満
の
者 

ウ 

関
係
機
関 

 

介
護
、
障
害
者
及
び
障
害
児
の
支
援
、
医
療
、
教
育
、
児
童
の
福
祉
等
に
関
す
る
業

務
を
行
い
、
そ
の
業
務
を
通
じ
て
日
常
的
に
ケ
ア
ラ
ー
に
関
わ
る
可
能
性
が
あ
る
機
関 

㈡ 

基
本
理
念 

ア 

ケ
ア
ラ
ー
の
支
援
は
、
全
て
の
ケ
ア
ラ
ー
が
個
人
と
し
て
尊
重
さ
れ
、
健
康
で
文
化

的
な
生
活
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
行
わ
れ
る
こ
と
。 

イ 

ケ
ア
ラ
ー
の
支
援
は
、
県
、
県
民
、
市
町
村
、
事
業
者
、
関
係
機
関
及
び
民
間
支
援

団
体
等
の
多
様
な
主
体
が
相
互
に
連
携
を
図
り
な
が
ら
、
ケ
ア
ラ
ー
が
孤
立
す
る
こ
と

の
な
い
よ
う
社
会
全
体
で
支
え
る
よ
う
に
行
わ
れ
る
こ
と
。 

ウ 

ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
の
支
援
は
、
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
と
し
て
の
時
期
が
特
に
社
会
に
お

い
て
自
立
的
に
生
き
る
基
礎
を
培
い
、
人
間
と
し
て
基
本
的
な
資
質
を
養
う
重
要
な
時

期
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
適
切
な
教
育
の
機
会
を
確
保
し
、
か
つ
、
心
身
の
健
や
か
な

成
長
及
び
発
達
並
び
に
そ
の
自
立
が
図
ら
れ
る
よ
う
に
行
わ
れ
る
こ
と
。 

㈢ 

県
の
責
務
等 

ア 

県
の
責
務 

 

ケ
ア
ラ
ー
の
支
援
に
関
す
る
施
策
の
実
施
等 

イ 

県
民
の
役
割 



 

ケ
ア
ラ
ー
の
支
援
の
必
要
性
の
理
解
と
県
及
び
市
町
村
が
実
施
す
る
施
策
へ
の
協
力 

ウ 

事
業
者
の
役
割 

(ｱ) 

ケ
ア
ラ
ー
の
支
援
の
必
要
性
の
理
解
と
県
及
び
市
町
村
が
実
施
す
る
施
策
へ
の
協

力 
(ｲ) 
ケ
ア
ラ
ー
で
あ
る
従
業
員
の
勤
務
へ
の
配
慮
と
必
要
な
支
援 

エ 

関
係
機
関
の
役
割 

(ｱ) 

県
及
び
市
町
村
が
実
施
す
る
施
策
へ
の
積
極
的
な
協
力 

(ｲ) 

日
常
的
に
ケ
ア
ラ
ー
に
関
わ
る
可
能
性
の
認
識
と
健
康
状
態
等
の
確
認
、
支
援
の

必
要
性
の
把
握
等 

(ｳ) 

ケ
ア
ラ
ー
に
対
す
る
必
要
な
支
援 

オ 

教
育
に
関
す
る
業
務
を
行
う
関
係
機
関
の
役
割 

(ｱ) 

日
常
的
に
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
に
関
わ
る
可
能
性
の
認
識
と
教
育
の
機
会
の
確
保
の

状
況
等
の
確
認
、
支
援
の
必
要
性
の
把
握
等 

(ｲ) 

ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
に
対
す
る
必
要
な
支
援 

㈣ 

ケ
ア
ラ
ー
の
支
援
に
関
す
る
推
進
計
画 

ア 

県
に
よ
る
推
進
計
画
の
策
定 

イ 

推
進
計
画
に
定
め
る
事
項 

(ｱ) 

ケ
ア
ラ
ー
及
び
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
の
支
援
の
基
本
方
針 

(ｲ) 

ケ
ア
ラ
ー
及
び
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
の
支
援
の
具
体
的
施
策 

(ｳ) 

施
策
を
推
進
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項 

ウ 

計
画
の
公
表 

㈤ 

主
要
な
施
策
等 

ア 

広
報
及
び
啓
発 

イ 

人
材
の
育
成 

ウ 

民
間
支
援
団
体
等
に
よ
る
支
援
の
推
進 

エ 

体
制
の
整
備 

オ 

財
政
上
の
措
置 

三 

施
行
期
日 

 

公
布
の
日 



本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し 

  
埼
玉
県
立
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
埼
玉
県
条
例
第
十
二

号
）
（
障
害
者
福
祉
推
進
課
） 

一 

趣
旨 

 
 

埼
玉
県
立
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
設
置
の
目
的
を
効
果
的
に
達
成
す
る
た
め
、
同
セ
ン 

 

タ
ー
の
う
ち
自
立
訓
練
施
設
の
管
理
を
指
定
管
理
者
に
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し
、 

 

併
せ
て
そ
の
利
用
に
係
る
料
金
を
指
定
管
理
者
の
収
入
と
し
て
収
受
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
こ 

 

と
と
す
る
た
め
の
改
正 

二 

内
容 

 

㈠ 

指
定
管
理
者
制
度
の
導
入 

 
 

 

指
定
管
理
者
に
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
う
ち
自
立
訓
練
施
設
の
管
理
の
業
務
を
行
わ 

 
 

せ
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
た
め
、
指
定
管
理
者
の
指
定
の
手
続
、
管
理
の
基
準
、
業 

 
 

務
の
範
囲
等
を
規
定
す
る
。 

 

㈡ 

利
用
料
金
制
度
の
導
入 

 
 

 

精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
う
ち
自
立
訓
練
施
設
の
利
用
に
係
る
料
金
を
指
定
管
理
者
の 

 
 

収
入
と
し
て
収
受
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
た
め
、
利
用
料
金
の
額
の
上
限
等
を 

 
 

規
定
す
る
。 

三 

施
行
期
日 

 
 

令
和
三
年
四
月
一
日 

 
 

た
だ
し
、
二
㈠
の
う
ち
、
指
定
管
理
者
の
指
定
の
手
続
に
係
る
規
定
は
公
布
の
日 

  



本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し 

  
地
方
独
立
行
政
法
人
の
役
員
等
の
損
害
賠
償
責
任
の
一
部
免
除
に
係
る
額
を
定
め
る
条
例
（
埼

玉
県
条
例
第
十
三
号
）
（
保
健
医
療
政
策
課
） 

一 

趣
旨 

 
 

地
方
独
立
行
政
法
人
法
の
一
部
改
正
を
踏
ま
え
、
県
が
設
立
し
た
地
方
独
立
行
政
法
人
の
役

員
等
の
損
害
賠
償
責
任
の
一
部
免
除
に
係
る
額
を
定
め
る
た
め
の
条
例
の
制
定 

二 

内
容 

 
 

役
員
等
の
最
低
責
任
負
担
額
は
、
基
準
報
酬
年
額
に
乗
数
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る 

      

三 

施
行
期
日 

 
 

令
和
二
年
四
月
一
日 

    

監
事
又
は
会
計
監
査
人 

理
事 

理
事
長
又
は
副
理
事
長 

区 

分 

二 四 六 
乗 

数 

 



本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し 

  
埼
玉
県
地
方
独
立
行
政
法
人
評
価
委
員
会
条
例
（
埼
玉
県
条
例
第
十
四
号
）
（
保
健
医
療
政
策

課
） 

一 

趣
旨 

 
 

県
立
病
院
の
地
方
独
立
行
政
法
人
化
に
伴
い
、
地
方
独
立
行
政
法
人
評
価
委
員
会
に
関
し
必

要
な
事
項
を
定
め
る
た
め
の
条
例
の
制
定 

二 

内
容 

 

㈠ 

地
方
独
立
行
政
法
人
評
価
委
員
会
の
名
称 

       

㈡ 

条
例
で
規
定
す
る
事
務
（
県
立
大
学
は
ウ
の
み
） 

 
 

ア 

中
期
計
画
の
作
成
又
は
変
更
に
係
る
認
可
に
関
し
、
知
事
の
諮
問
に
応
じ
て
意
見
を
述 

 
 

 

べ
る
こ
と 

 
 

イ 

毎
事
業
年
度
及
び
中
期
目
標
の
期
間
に
お
け
る
業
務
の
実
績
に
係
る
評
価
に
関
し
、
知 

 
 

 

事
の
諮
問
に
応
じ
て
意
見
を
述
べ
る
こ
と 

 
 

ウ 

そ
の
他
業
務
運
営
に
関
す
る
事
項
の
う
ち
知
事
が
必
要
と
認
め
る
も
の
に
関
し
、
意
見 

 
 

 

を
述
べ
る
こ
と 

三 

施
行
期
日 

 
 

令
和
二
年
四
月
一
日 

 

埼
玉
県
地
方
独
立
行
政
法
人
埼
玉
県
立
病

院
機
構
評
価
委
員
会 

埼
玉
県
公
立
大
学
法
人
埼
玉
県
立
大
学
評

価
委
員
会 

名

称 

地
方
独
立
行
政
法
人
埼
玉
県
立
病
院
機
構 

公
立
大
学
法
人
埼
玉
県
立
大
学 

地

方

独

立

行

政

法

人 

 



本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し 

  
埼
玉
県
立
高
等
看
護
学
院
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
埼
玉
県
条
例
第
十
五
号
）
（
医
療

人
材
課
） 

一 

趣
旨 

 

大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
い
、
埼
玉
県
立
高
等
看
護
学
院

の
入
学
料
を
減
額
し
、
又
は
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
と
と
も
に
、
授
業
料
の
減

額
又
は
免
除
に
関
す
る
規
定
の
整
備
を
す
る
た
め
の
改
正 

二 

内
容 

 

㈠ 

入
学
料
を
減
額
又
は
免
除
で
き
る
よ
う
規
定 

 

㈡ 

授
業
料
の
減
額
又
は
免
除
に
関
す
る
規
定
を
整
備 

三 

施
行
期
日 

 
 

令
和
二
年
四
月
一
日 

 
 

た
だ
し
、
改
正
後
の
第
六
条
二
項
の
規
定
に
つ
い
て
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
以
後
に
埼
玉

県
立
高
等
看
護
学
院
に
入
学
又
は
転
学
し
た
学
生
に
つ
い
て
適
用
す
る
。 

 



本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し 

  
埼
玉
県
臨
床
研
修
医
研
修
資
金
貸
与
条
例
及
び
埼
玉
県
医
師
育
成
奨
学
金
貸
与
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例
（
埼
玉
県
条
例
第
十
六
号
）
（
医
療
人
材
課
） 

一 

趣
旨 

 
 

医
師
法
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
規
定
の
整
備
を
す
る
た
め
の
改
正 

二 

内
容 

 
 

臨
床
研
修
病
院
に
係
る
定
義
規
定
の
改
正 

三 

施
行
期
日 

 
 

令
和
二
年
四
月
一
日 



本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し 

  
埼
玉
県
受
動
喫
煙
防
止
条
例
（
埼
玉
県
条
例
第
十
七
号
）
（
健
康
長
寿
課
） 

一 

趣
旨 

 
 

受
動
喫
煙
の
防
止
に
関
し
、
県
、
県
民
、
保
護
者
及
び
事
業
者
の
責
務
を
明
ら
か
に
す
る
と

と
も
に
、
県
民
が
受
動
喫
煙
を
避
け
る
こ
と
が
で
き
る
環
境
を
整
備
す
る
こ
と
に
よ
り
、
望

ま
な
い
受
動
喫
煙
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
の
な
い
社
会
の
実
現
を
目
指
す
も
の
。 

二 

内
容 

㈠ 

県
の
責
務
等 

ア 

県
の
責
務 

受
動
喫
煙
の
防
止
等
に
関
す
る
総
合
的
な
施
策
の
策
定
及
び
実
施 

イ 

県
民
の
責
務 

他
人
に
受
動
喫
煙
を
生
じ
さ
せ
な
い
こ
と
等 

ウ 

保
護
者
の
責
務 

監
護
に
係
る
未
成
年
者
の
受
動
喫
煙
の
防
止 

エ 

事
業
者
の
責
務 

 
 

受
動
喫
煙
を
防
止
す
る
た
め
の
環
境
整
備
及
び
県
が
実
施
す
る
施
策
へ
の
協
力 

㈡ 

喫
煙
可
能
室
の
設
置
の
禁
止
等 

既
存
特
定
飲
食
提
供
施
設
の
管
理
権
原
者
は
、
喫
煙
可
能
室
を
設
置
し
て
は
な
ら
な

い
。
た
だ
し
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
喫
煙
可
能
室
を
設
置
す
る
こ
と
が
で

き
る
。 

ア 

従
業
員
を
雇
用
し
て
い
な
い
場
合 

イ 

従
業
員
を
雇
用
し
て
い
る
と
き
は
、
喫
煙
可
能
室
を
設
置
し
た
既
存
特
定
飲
食
提
供

施
設
で
勤
務
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
次
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次

に
定
め
る
承
諾
を
得
た
場
合 

(ｱ) 

喫
煙
可
能
室
を
新
た
に
設
置
す
る
場
合 

全
て
の
従
業
員
の
承
諾 

(ｲ) 

喫
煙
可
能
室
の
設
置
後
に
従
業
員
を
新
た
に
雇
用
す
る
場
合 

当
該
従
業
員
の
承
諾 

(ｳ) 

従
業
員
に
係
る
状
況
を
知
事
に
報
告
す
る
場
合 

全
て
の
従
業
員
の
承
諾 

㈢ 

喫
煙
可
能
室
設
置
の
届
出
等 

ア 

喫
煙
可
能
室
を
設
置
し
た
管
理
権
原
者
は
、
速
や
か
に
知
事
に
届
け
出
る
。 

イ 

届
出
を
し
た
管
理
権
原
者
は
、
従
業
員
に
係
る
状
況
を
知
事
に
報
告
す
る
。 



㈣ 

書
類
の
保
存 

喫
煙
可
能
室
を
設
置
し
た
既
存
特
定
飲
食
提
供
施
設
の
管
理
権
原
者
は
、
喫
煙
可
能
室

を
設
置
で
き
る
こ
と
を
証
明
す
る
書
類
を
備
え
て
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

㈤ 
指
導
、
助
言
、
勧
告
、
命
令
等 

ア 

指
導
及
び
助
言 

知
事
は
、
既
存
特
定
飲
食
提
供
施
設
の
管
理
権
原
者
等
に
対
す
る
望
ま
な
い
受
動
喫

煙
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
指
導
又
は
助
言
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

イ 

勧
告
、
命
令
等 

(ｱ) 

知
事
は
、
条
例
に
違
反
し
て
喫
煙
可
能
室
を
設
置
し
て
い
る
と
認
め
る
と
き
は
、

喫
煙
可
能
室
の
廃
止
を
勧
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

(ｲ) 

(ｱ)
の
勧
告
に
期
限
内
に
従
わ
な
か
っ
た
と
き
、
知
事
は
、
そ
の
旨
を
公
表
す
る
こ

と
が
で
き
る
。 

(ｳ) 

(ｱ)
の
勧
告
に
係
る
措
置
を
と
ら
な
か
っ
た
と
き
、
知
事
は
、
期
限
を
定
め
て
措
置

を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
令
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

ウ 

立
入
検
査
等 

 

知
事
は
、
立
入
検
査
等
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 

エ 

罰
則 

 

命
令
、
書
類
保
存
等
に
違
反
し
た
者
合
は
過
料
に
処
す
る
。 

三 

施
行
期
日 

 

令
和
三
年
四
月
一
日 



本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し 

 
 

 
埼
玉
県
動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
埼
玉
県
条
例
第
十

八
号
）
（
生
活
衛
生
課
） 

一 

趣
旨 

 
 

動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
動
物
愛
護
管
理
員
に
つ
い
て

定
め
る
等
す
る
た
め
の
改
正 

二 

内
容 

 

㈠ 

動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
事
務
を
行
う
職
員
と
し
て
、
動
物
愛
護
管
理
員
を
置
く

こ
と
を
規
定 

 

㈡ 

法
が
改
正
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
条
例
に
引
用
し
て
い
る
法
の
条
項
の
一
部
に
つ
い
て
条

項
ず
れ
が
生
じ
た
た
め
、
当
該
引
用
箇
所
を
修
正 

三 

施
行
期
日 

 
 

令
和
二
年
六
月
一
日 



本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し 

  
食
品
衛
生
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
埼
玉
県
条
例
第
十
九
号
）
（
食
品
安
全

課
） 

一 

趣
旨 

 
 

食
品
衛
生
法
等
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
公
衆
衛
生
上
必
要
な
措
置
に
関
す
る
基
準
を
改
め 

 

る
等
す
る
た
め
の
改
正 

二 

内
容 

 
 

公
衆
衛
生
上
必
要
な
措
置
に
関
す
る
基
準
の
削
除 

 
 

条
項
ず
れ
修
正
の
た
め
の
改
正 

 
 

文
言
表
記
整
理
の
た
め
の
改
正 

三 

施
行
期
日 

 
 

令
和
二
年
六
月
一
日 

 
 

た
だ
し
、
二 

に
つ
い
て
は
、
令
和
三
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
二 

の
適
用
に
つ
い 

 

て
は
、
令
和
三
年
五
月
三
十
一
日
ま
で
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

  

(一) (二) (三) 

(二) 

(一) 



本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し 

  
埼
玉
県
産
業
技
術
総
合
セ
ン
タ
ー
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
埼
玉
県
条
例
第
二
十
号
）

（
産
業
支
援
課
） 

一 

趣
旨 

新
た
に
埼
玉
県
産
業
技
術
総
合
セ
ン
タ
ー
に
導
入
す
る
試
験
研
究
機
器
の
使
用
料
及
び
試
験

に
係
る
手
数
料
を
定
め
る
と
と
も
に
、
近
年
老
朽
化
し
た
機
器
を
条
例
か
ら
削
除
す
る
。 

二 

内
容 

 

㈠ 

使
用
料 

 
 

次
の
二
点
を
条
例
に
追
加
す
る
。 

 
 

・
小
型
射
出
成
形
機 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一
時
間 

一
、
九
一
〇
円 

 
 

・
ア
ル
コ
ー
ル
ア
ナ
ラ
イ
ザ 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

一
時
間 

四
八
〇
円 

 

㈡ 

手
数
料 

 
 

次
を
条
例
に
追
加
す
る
。 

 
 

・
ア
ル
コ
ー
ル
ア
ナ
ラ
イ
ザ
に
よ
る
定
量
分
析 

 
 

 
一
試
料
一
測
定 

二
、
四
二
〇
円 

 

㈢ 

次
の
七
点
を
条
例
か
ら
削
除
す
る
。 

 
 

使
用
料 

 
 

・
マ
イ
ク
ロ
ス
コ
ー
プ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

・
毛
管
式
流
動
性
測
定
装
置 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

・
ガ
ス
発
生
量
測
定
機 

 
 

・
ミ
ル
式
粉
砕
機 

 

 
 

・
織
物
摩
耗
試
験
機 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

手
数
料 

 
 

・
Ｉ
Ｃ
Ｐ
質
量
分
析
装
置
に
よ
る
分
析 

 
 

・
万
能
材
料
試
験
機 

二
キ
ロ
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
試
験
機
に
よ
る
も
の 

 
 

 
 

 
 

 
 

三 

施
行
期
日 

 
 

公
布
の
日 



本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し 

  
埼
玉
県
卸
売
市
場
条
例
を
廃
止
す
る
条
例
（
埼
玉
県
条
例
第
二
十
一
号
）
（
農
業
ビ
ジ
ネ
ス
支

援
課
） 

一 

趣
旨 

 
 

卸
売
市
場
法
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
埼
玉
県
卸
売
市
場
条
例
を
廃
止
す
る
。 

二 

内
容 

 

㈠ 

埼
玉
県
卸
売
市
場
条
例
を
廃
止
す
る
。 

 

㈡ 

執
行
機
関
の
附
属
機
関
に
関
す
る
条
例
に
つ
い
て
、
埼
玉
県
卸
売
市
場
審
議
会
に
係
る
規 

 
 

定
を
削
除
す
る
た
め
の
改
正
を
行
う
。 

 

㈢ 

埼
玉
県
証
紙
条
例
に
つ
い
て
、
埼
玉
県
卸
売
市
場
条
例
に
係
る
規
定
を
削
除
す
る
た
め
の 

 
 

改
正
を
行
う
。 

 

㈣ 

埼
玉
県
本
人
確
認
情
報
の
利
用
及
び
提
供
に
関
す
る
条
例
に
つ
い
て
、
卸
売
市
場
法
及
び 

 
 

埼
玉
県
卸
売
市
場
条
例
に
係
る
規
定
を
削
除
す
る
た
め
の
改
正
を
行
う
。 

三 

施
行
期
日 

 
 

令
和
二
年
六
月
二
十
一
日 



本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し 

  
埼
玉
県
森
林
環
境
譲
与
税
基
金
条
例
（
埼
玉
県
条
例
第
二
十
二
号
）
（
森
づ
く
り
課
） 

一 

趣
旨 

 
 

「
森
林
環
境
税
及
び
森
林
環
境
譲
与
税
に
関
す
る
法
律
」
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
の
施

行
に
伴
い
、
令
和
元
年
度
か
ら
県
に
譲
与
さ
れ
る
森
林
環
境
譲
与
税
を
、
法
が
定
め
る
目
的
に

従
っ
て
活
用
す
る
た
め
、
埼
玉
県
森
林
環
境
譲
与
税
基
金
を
設
置
す
る
た
め
の
条
例
の
制
定 

二 

内
容 

 
 

基
金
の
設
置
、
積
立
て
、
管
理
、
処
分
等
に
つ
い
て
規
定
す
る
。 

三 

施
行
期
日 

 
 

公
布
の
日 



本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し 

  
埼
玉
県
建
築
基
準
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
埼
玉
県
条
例
第
二
十
三
号
）
（
建

築
安
全
課
） 

一 

趣
旨 

 
 

建
築
基
準
法
等
の
一
部
改
正
を
踏
ま
え
、
高
い
延
焼
防
止
性
能
等
を
有
す
る
構
造
の
校
舎
の 

 

教
室
等
の
出
入
口
に
関
す
る
基
準
を
見
直
す
等
す
る
た
め
の
改
正 

二 

内
容 

 

㈠ 

主
要
構
造
部
規
制
の
合
理
化 

 

㈡ 

小
規
模
な
特
殊
建
築
物
に
係
る
基
準
の
合
理
化 

三 

施
行
期
日 

 
 

公
布
の
日 

 



本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し 

  
埼
玉
県
政
務
活
動
費
の
交
付
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
埼
玉
県
条
例
第
二
十

四
号
）
（
政
策
調
査
課
） 

一 

趣
旨 

 
 

政
務
活
動
費
の
収
支
報
告
書
等
に
つ
い
て
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
公
表
す
る
た
め
の

改
正 

二 

内
容 

 

㈠ 

題
名
を
「
埼
玉
県
政
務
活
動
費
の
交
付
等
に
関
す
る
条
例
」
に
改
め
る
。 

 

㈡ 

収
支
報
告
書
等
の
閲
覧
に
つ
い
て
規
定
す
る
。 

 

㈢ 

収
支
報
告
書
等
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
公
開
に
つ
い
て
規
定
す
る
。 

三 

施
行
期
日 

 
 

令
和
二
年
四
月
一
日 

 

 



本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し 

  
埼
玉
県
学
校
職
員
定
数
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
埼
玉
県
条
例
第
二
十
五
号
）
（
県
立

学
校
人
事
課
） 

一 

趣
旨 

 
 

高
等
学
校
及
び
義
務
教
育
諸
学
校
に
お
け
る
教
職
員
の
標
準
定
数
の
変
更
の
た
め
、
学
校
職 

 

員
の
定
数
を
改
定
す
る
た
め
の
改
正 

二 

内
容 

 
 

学
校
職
員
の
定
数
の
改
定 

三 

施
行
期
日 

 
 

令
和
二
年
四
月
一
日 



本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し 

  
学
校
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
埼
玉
県
条
例
第

二
十
六
号
）
（
県
立
学
校
人
事
課
） 

一 

趣
旨 

公
立
の
義
務
教
育
諸
学
校
等
の
教
育
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の
一
部
改
正
を

踏
ま
え
、
教
育
職
員
の
業
務
量
の
適
切
な
管
理
等
を
行
う
た
め
、
服
務
を
監
督
す
る
教
育
委
員

会
が
講
ず
べ
き
措
置
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
を
定
め
る
た
め
の
改
正 

二 

内
容 

 
 

教
育
職
員
が
正
規
の
勤
務
時
間
及
び
そ
れ
以
外
の
時
間
に
お
い
て
行
う
業
務
の
量
の
適
切
な

管
理
等
を
行
う
た
め
に
講
ず
べ
き
措
置
に
つ
い
て
は
、
法
に
規
定
す
る
指
針
に
基
づ
き
、
教
育

職
員
の
服
務
を
監
督
す
る
教
育
委
員
会
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。 

三 

施
行
期
日 

 
 

令
和
二
年
四
月
一
日 

 



本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し 

  
警
察
署
の
名
称
、
位
置
及
び
管
轄
区
域
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
埼
玉
県
条

例
第
二
十
七
号
）
（
警
務
課
） 

一 

趣
旨 

 
 

深
谷
市
に
お
け
る
町
の
区
域
の
新
設
に
伴
い
、
深
谷
警
察
署
の
管
轄
区
域
の
規
定
を
整
備
す 

 

る
た
め
の
改
正 

二 

内
容 

 
 

深
谷
警
察
署
の
管
轄
区
域
の
変
更 

 
 

深
谷
市
の
新
た
な
町
の
区
域
と
な
る
「
岡
一
丁
目
、
岡
二
丁
目
」
を
加
え
る
。 

三 

施
行
期
日 

 
 

公
布
の
日 



本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し 

  
埼
玉
県
公
安
委
員
会
等
が
行
う
事
務
に
関
す
る
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
埼
玉

県
条
例
第
二
十
八
号
）
（
保
安
課
） 

一 

趣
旨 

 
 

古
物
営
業
法
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
規
定
の
整
備
を
す
る
た
め
の
改
正 

二 

内
容 

 
 

規
定
の
整
備 

 
 

別
表
第
二
号
の
表
第
三
号 
（
現
行
）
第
七
条
第
四
項 

→ 

（
改
正
後
）
第
七
条
第
五
項 

三 

施
行
期
日 

 
 

令
和
二
年
四
月
一
日 



本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し 

  
埼
玉
県
ヤ
ー
ド
に
お
け
る
自
動
車
等
の
適
正
な
取
扱
い
の
確
保
に
関
す
る
条
例
（
埼
玉
県
条
例

第
二
十
九
号
）
（
保
安
課
） 

一 

趣
旨 

 
 

ヤ
ー
ド
に
お
け
る
盗
難
自
動
車
等
の
保
管
及
び
解
体
の
状
況
に
鑑
み
、
県
内
の
ヤ
ー
ド
に
お

け
る
自
動
車
等
の
適
正
な
取
扱
い
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
規
制
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
自

動
車
等
の
盗
難
の
防
止
を
図
り
、
も
っ
て
県
民
の
平
穏
な
生
活
の
確
保
に
資
す
る
こ
と
と
す
る

た
め
の
条
例
の
制
定 

二 

内
容 

 

㈠ 

ヤ
ー
ド
内
自
動
車
等
関
連
事
業
に
係
る
届
出 

 
 

ア 

ヤ
ー
ド
内
自
動
車
等
関
連
事
業
（
ヤ
ー
ド
に
お
い
て
行
う
輸
出
、
譲
渡
又
は
引
渡
し
を

目
的
と
し
た
自
動
車
等
の
保
管
又
は
解
体
）
を
行
お
う
と
す
る
者
に
対
し
、
あ
ら
か
じ
め

公
安
委
員
会
に
対
し
届
出
を
義
務
付
け 

 
 

イ 

ア
の
届
出
を
し
た
者
に
対
し
、
届
出
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合
、
三
十
日
以
内
に
公

安
委
員
会
に
対
し
届
出
を
義
務
付
け 

 
 

ウ 

ア
の
届
出
を
し
た
者
に
対
し
、
届
出
に
係
る
ヤ
ー
ド
内
自
動
車
等
関
連
事
業
を
休
止
、

廃
止
又
は
休
止
し
た
ヤ
ー
ド
内
自
動
車
等
関
連
事
業
を
再
開
し
た
場
合
、
三
十
日
以
内
に

公
安
委
員
会
に
対
し
届
出
を
義
務
付
け 

 

㈡ 

相
手
方
の
確
認 

 
 

 

ヤ
ー
ド
内
自
動
車
等
関
連
事
業
者
（
ヤ
ー
ド
内
自
動
車
等
関
連
事
業
を
行
う
者
）
に
対
し
、

ヤ
ー
ド
内
自
動
車
等
関
連
事
業
に
係
る
自
動
車
等
を
受
け
取
ろ
う
と
す
る
場
合
に
、
当
該
自

動
車
等
を
引
き
渡
そ
う
と
す
る
者
の
氏
名
、
住
所
等
の
確
認
を
義
務
付
け 

 

㈢ 

盗
難
自
動
車
等
の
申
告 

 
 

 

ヤ
ー
ド
内
自
動
車
等
関
連
事
業
者
に
対
し
、
取
り
扱
う
自
動
車
等
に
盗
難
自
動
車
等
の
疑

い
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
、
警
察
官
へ
の
申
告
を
義
務
付
け 

 

㈣ 

取
引
記
録
の
作
成
等 

 
 

ア 

記
録
の
作
成 

 
 

 
 

ヤ
ー
ド
内
自
動
車
等
関
連
事
業
者
に
対
し
、
ヤ
ー
ド
内
自
動
車
等
関
連
事
業
に
係
る
自

動
車
等
を
受
け
取
る
等
し
た
場
合
に
、
次
の
事
項
に
関
す
る
取
引
記
録
の
作
成
を
義
務
付

け 

 
 

 

(ｱ) 

取
引
の
年
月
日 

 
 

 

(ｲ) 

自
動
車
等
の
品
目
及
び
数
量 

 
 

 

(ｳ) 

自
動
車
等
の
特
徴 

等 



 
 

イ 

記
録
の
保
存 

 
 

 
 

ヤ
ー
ド
内
自
動
車
等
関
連
事
業
者
に
対
し
、
取
引
記
録
を
そ
の
作
成
の
日
か
ら
三
年
間

保
存
す
る
よ
う
義
務
付
け 

 

㈤ 
従
事
者
名
簿
の
備
付
け 

 
 

 

ヤ
ー
ド
内
自
動
車
等
関
連
事
業
者
に
対
し
、
ヤ
ー
ド
ご
と
に
当
該
ヤ
ー
ド
に
お
け
る
業
務

に
従
事
す
る
者
の
氏
名
、
住
所
等
を
記
載
し
た
名
簿
の
備
付
け
を
義
務
付
け 

 

㈥ 

土
地
等
の
譲
渡
等
を
し
よ
う
と
す
る
者
の
責
務 

 
 

ア 

土
地
等
の
所
有
者
等
は
、
土
地
等
の
譲
渡
等
の
契
約
締
結
前
に
、
当
該
土
地
等
を
盗
難

自
動
車
等
の
解
体
等
に
使
わ
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

イ 

何
人
も
、
自
己
が
譲
渡
等
を
し
よ
う
と
し
て
い
る
土
地
等
が
盗
難
自
動
車
等
の
解
体
等

に
使
わ
れ
る
こ
と
を
知
っ
て
、
当
該
土
地
等
の
譲
渡
等
を
し
て
は
な
ら
な
い
。 

 
 

ウ 

ヤ
ー
ド
内
自
動
車
等
関
連
事
業
を
行
お
う
と
す
る
者
に
対
し
、
土
地
等
の
譲
渡
等
を
し

よ
う
と
す
る
者
は
、
契
約
書
等
に
当
該
土
地
等
が
盗
難
自
動
車
等
の
解
体
等
に
使
わ
れ
た

際
、
契
約
の
解
除
、
土
地
等
の
買
戻
し
等
が
で
き
る
旨
等
を
定
め
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

 

㈦ 

ヤ
ー
ド
の
視
認
性
の
確
保 

 
 

 

ヤ
ー
ド
を
設
置
し
よ
う
と
す
る
者
等
に
対
し
、
ヤ
ー
ド
の
内
部
を
外
部
か
ら
見
通
す
こ
と

が
で
き
る
構
造
と
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

㈧ 

標
識
の
掲
示 

 
 

 

届
出
者
に
対
し
、
届
出
に
係
る
ヤ
ー
ド
ご
と
に
、
公
衆
の
見
や
す
い
場
所
に
、
氏
名
又
は

名
称
、
届
出
年
月
日
及
び
届
出
警
察
署
等
を
記
載
し
た
標
識
を
掲
示
す
る
よ
う
義
務
付
け 

 

㈨ 

立
入
検
査
等 

 
 

 

警
察
職
員
に
よ
る
、
ヤ
ー
ド
に
対
す
る
立
入
り
、
書
類
そ
の
他
の
物
件
の
検
査
等
の
受
忍

を
義
務
付
け 

 

㈩ 

適
用
除
外 

 
 

ア 

こ
の
条
例
の
規
定
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
適
用
し
な
い
。 

 
 

 

(ｱ) 

道
路
運
送
車
両
法
第
七
十
八
条
第
四
項
に
規
定
す
る
自
動
車
分
解
整
備
事
業
者
が
分

解
整
備
と
し
て
ヤ
ー
ド
内
自
動
車
等
関
連
事
業
を
行
う
と
き
。 

 
 

 

(ｲ) 

自
転
車
の
安
全
利
用
の
促
進
及
び
自
転
車
等
の
駐
車
対
策
の
総
合
的
推
進
に
関
す
る

法
律
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
撤
去
し
た
自
転
車
等
を
保
管
す
る
と
き
。 

 
 

イ 

次
に
掲
げ
る
規
定
は
、
次
に
定
め
る
者
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。 

 
 

 

(ｱ) 
 

㈠
の
規
定 

使
用
済
自
動
車
の
再
資
源
化
等
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
十
七
項
に

規
定
す
る
関
連
事
業
者 

 
 

 

(ｲ) 
 

㈢
の
規
定 

古
物
営
業
法
第
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
警
察
官
に
申
告
し
な



け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
に
お
け
る
古
物
商 

 
 

ウ 

次
に
掲
げ
る
規
定
は
、
次
に
定
め
る
者
が
当
該
各
号
に
定
め
る
報
告
を
し
た
事
項
、
と

っ
た
措
置
又
は
記
載
を
し
、
若
し
く
は
記
録
を
し
た
事
項
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。 

 
 

 
(ｱ) 

㈡
の
規
定 

使
用
済
自
動
車
の
再
資
源
化
等
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
り
使
用
済

自
動
車
を
引
き
取
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
等
に
お
け
る
関
連
事
業
者
が
、
同
法
に

定
め
る
報
告
を
し
た
事
項
、
又
は
古
物
商
が
、
古
物
営
業
法
の
規
定
に
よ
り
、
相
手
方

の
真
偽
を
確
認
す
る
た
め
に
と
っ
た
措
置 

 
 

 

(ｲ) 

㈣
の
規
定 
使
用
済
自
動
車
の
再
資
源
化
等
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
り
使
用
済

自
動
車
を
引
き
取
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
等
に
お
け
る
関
連
事
業
者
が
、
同
法
に

定
め
る
報
告
を
し
た
事
項
、
又
は
古
物
商
が
、
古
物
営
業
法
の
規
定
に
よ
り
、
帳
簿
等

に
記
載
を
し
、
又
は
電
磁
的
方
法
に
よ
り
記
録
を
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
項 

三 

罰
則 

 

㈠ 

二
㈠
ア
又
は
㈣
ア
若
し
く
は
イ
に
違
反
し
た
者 

三
月
以
下
の
懲
役
又
は
三
十
万
円
以
下

の
罰
金 

 

㈡ 

二
㈠
イ
若
し
く
は
ウ
又
は
㈨
の
立
入
検
査
を
拒
み
、
妨
げ
、
若
し
く
は
忌
避
等
し
た
者 

三

十
万
円
以
下
の
罰
金 

 

㈢ 

二
㈤
に
違
反
し
た
者 

二
十
万
円
以
下
の
罰
金 

 

㈣ 

二
㈧
に
違
反
し
た
者 

十
万
円
以
下
の
罰
金 

四 

施
行
期
日 

 
 

令
和
二
年
七
月
一
日 



九
十 

毒
物
及
び
劇

物
取
締
法
（
昭
和

二
十
五
年
法
律
第

三
百
三
号
）
第
四

条
第
二
項
の
規
定

に
基
づ
く
毒
物
又 

 

は
劇
物
の
製
造
業
、 

輸
入
業
又
は
販
売

業
の
登
録
の
申
請

に
対
す
る
審
査 

毒
物
劇
物

製
造
業
、

毒
物
劇
物

輸
入
業
又

は
毒
物
劇

物
販
売
業

の
登
録
申

請
手
数
料 

イ 

毒
物
劇
物
製
造
業
又
は
毒
物
劇
物
輸
入
業
に 

 

係
る
登
録 

 
 

 
 

 
 

二
万
八
千
四
百
円 

ロ 

毒
物
劇
物
販
売
業
に
係
る
登
録 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
一
万
五
千
四
百
円 

 

条

例 

埼
玉
県
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
条
例
第
四
号 

 
 

 

埼
玉
県
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

第
一
条 

埼
玉
県
手
数
料
条
例
（
平
成
十
二
年
埼
玉
県
条
例
第
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。 

 
 

第
三
条
第
十
七
号
中
「
第
百
三
十
三
号
」
を
「
第
百
二
十
八
号
」
に
改
め
る
。 

 
 

別
表
危
機
管
理
防
災
部
の
項
第
四
十
号
中
「
又
は
圧
縮
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
」

を
「
、
圧
縮
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
又
は
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
」

に
改
め
る
。 

 
 

別
表
保
健
医
療
部
の
項
第
九
十
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

            
 

別
表
保
健
医
療
部
の
項
中
第
九
十
一
号
及
び
第
九
十
二
号
を
削
り
、
第
九
十
三
号
を
次
の
よ

う
に
改
め
る
。 

        

九
十
一 

毒
物
及
び

劇
物
取
締
法
第
四

条
第
三
項
の
規
定

に
基
づ
く
毒
物
又 

 

は
劇
物
の
製
造
業
、

輸
入
業
又
は
販
売

業
の
登
録
の
更
新 

毒
物
劇
物

製
造
業
、

毒
物
劇
物

輸
入
業
又

は
毒
物
劇

物
販
売
業

の
登
録
更 

イ 

毒
物
劇
物
製
造
業
又
は
毒
物
劇
物
輸
入
業
に 

 

係
る
登
録
の
更
新 

 
 

 
 

 

一
万
六
百
円 

ロ 

毒
物
劇
物
販
売
業
に
係
る
登
録
の
更
新 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

六
千
八
百
円 

 



    
 

別
表
保
健
医
療
部
の
項
第
九
十
四
号
及
び
第
九
十
五
号
を
削
り
、
同
項
第
九
十
六
号
中
「
毒

物
及
び
劇
物
取
締
法
施
行
令
第
三
十
六
条
の
七
第
一
項
第
三
号
」
を
「
毒
物
及
び
劇
物
取
締
法

第
九
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
条
第
二
項
」
に
改
め
、
「
（
製
剤
製
造
業
者
等

に
係
る
申
請
に
限
る
。
）
」
を
削
り
、
「
製
剤
製
造
業
者
等
に
係
る
毒
物
劇
物
製
造
業
又
は
毒

物
劇
物
輸
入
業
の
登
録
変
更
申
請
手
数
料
」
を
「
毒
物
劇
物
製
造
業
又
は
毒
物
劇
物
輸
入
業
の

登
録
変
更
申
請
手
数
料
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
九
十
二
号
と
し
、
同
項
中
第
九
十
七
号
を

削
り
、
第
九
十
八
号
を
第
九
十
三
号
と
し
、
同
項
第
九
十
九
号
中
「
毒
物
及
び
劇
物
取
締
法
施

行
令
」
の
下
に
「
（
昭
和
三
十
年
政
令
第
二
百
六
十
一
号
）
」
を
加
え
、
「
の
販
売
業
」
を
「
の

製
造
業
、
輸
入
業
又
は
販
売
業
」
に
、
「
毒
物
劇
物
販
売
業
登
録
票
書
換
え
交
付
手
数
料
」
を

「
毒
物
劇
物
製
造
業
、
毒
物
劇
物
輸
入
業
又
は
毒
物
劇
物
販
売
業
の
登
録
票
書
換
え
交
付
手
数

料
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
九
十
四
号
と
し
、
同
項
第
百
号
中
「
の
販
売
業
」
を
「
の
製
造

業
、
輸
入
業
又
は
販
売
業
」
に
、
「
毒
物
劇
物
販
売
業
登
録
票
再
交
付
手
数
料
」
を
「
毒
物
劇

物
製
造
業
、
毒
物
劇
物
輸
入
業
又
は
毒
物
劇
物
販
売
業
の
登
録
票
再
交
付
手
数
料
」
に
改
め
、

同
号
を
同
項
第
九
十
五
号
と
し
、
同
項
中
第
百
一
号
を
第
九
十
六
号
と
し
、
第
百
二
号
か
ら
第

百
三
十
二
号
ま
で
を
五
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
項
第
百
三
十
三
号
中
「
六
千
三
百
円
」
を
「
六

千
四
百
円
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
百
二
十
八
号
と
し
、
同
項
中
第
百
三
十
四
号
を
第
百
二

十
九
号
と
し
、
第
百
三
十
五
号
か
ら
第
百
八
十
七
号
ま
で
を
五
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。 

 
 

別
表
農
林
部
の
項
第
三
十
三
号
中
「
豚
コ
レ
ラ
」
を
「
豚
熱
」
に
改
め
る
。 

 
 

別
表
都
市
整
備
部
の
項
第
百
十
三
号
金
額
の
欄
イ
⑶
㈠
中
「
合
計
」
の
下
に
「
（
知
事
が
別

に
定
め
る
建
築
物
に
つ
い
て
は
、
共
同
住
宅
の
共
用
部
分
の
床
面
積
を
除
く
。
㈡
か
ら
㈥
ま
で

及
び
第
百
十
五
号
イ
⑶
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
加
え
、
同
欄
ロ
⑶
中
「
共
同
住
宅
」
の
下
に

「
（
知
事
が
別
に
定
め
る
も
の
を
除
く
。
第
百
十
五
号
ロ
⑶
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
加
え
、

同
項
第
百
十
七
号
金
額
の
欄
ロ
中
「
場
合
」
の
下
に
「
（
イ
⑵
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。
）
」

を
加
え
、
同
欄
ロ
を
同
欄
ハ
と
し
、
同
欄
イ
中
「
場
合
」
の
下
に
「
（
イ
⑴
に
掲
げ
る
場
合
を

除
く
。
）
」
を
加
え
、
「
（
知
事
が
別
に
定
め
る
算
定
方
法
に
よ
っ
て
算
定
し
た
も
の
を
い
う
。

以
下
こ
の
号
及
び
第
百
二
十
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
削
り
、
同
欄
イ
を
同
欄
ロ
と
し
、

同
欄
イ
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

    

イ 

建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
に
関
す
る
法
律
第
二
十
九
条
第
三
項
に

規
定
す
る
他
の
建
築
物
に
つ
い
て
、
当
該
建
築
物
が
記
載
さ
れ
た
同
条
第
一
項
に
規

定
す
る
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
向
上
計
画
が
同
法
第
三
十
条
第
一
項
の
認
定 

 
  

 

の
申
請
に
対
す
る

審
査 

新
申
請
手

数
料 

  

 



                                
 

別
表
都
市
整
備
部
の
項
第
百
十
八
号
金
額
の
欄
イ
⑵
㈠
中
「
合
計
」
の
下
に
「
（
知
事
が
別

に
定
め
る
建
築
物
に
つ
い
て
は
、
共
用
部
分
の
床
面
積
を
除
く
。
㈡
か
ら
㈣
ま
で
及
び
ロ
⑵
、

第
百
二
十
号
イ
⑵
及
び
ロ
⑵
並
び
に
第
百
二
十
二
号
イ
⑵
及
び
ロ
⑵
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を

 

又
は
同
法
第
三
十
一
条
第
一
項
の
変
更
の
認
定
を
受
け
た
こ
と
を
示
す
書
類
が
提
出 

 

さ
れ
た
場
合 

 
⑴ 

建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
に
関
す
る
法
律
第
十
二
条
第
一
項
又 

 
 

は
第
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
場
合 

 
 

㈠ 
床
面
積
の
合
計
（
知
事
が
別
に
定
め
る
算
定
方
法
に
よ
っ
て
算
定
し
た
も
の

を
い
う
。
以
下
こ
の
号
及
び
第
百
二
十
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
三
百
平
方 

 

メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
万
千
円 

 
 

㈡ 

床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も 

 
 

の 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

三
万
千
円 

 
 

㈢ 

床
面
積
の
合
計
が
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も 

 
 

 

の 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

九
万
四
千
円 

 
 

㈣ 

床
面
積
の
合
計
が
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も

の 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

十
四
万
九
千
円 

 
 

㈤ 

床
面
積
の
合
計
が
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
二
万
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満 

 
 

 

の
も
の 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

十
八
万
八
千
円 

 
 

㈥ 

床
面
積
の
合
計
が
二
万
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
二
十
三
万
五
千
円 

 

⑵ 

建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
に
関
す
る
法
律
第
十
二
条
第
二
項
又

は
第
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
場
合 

 
 

㈠ 

床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

 
 

 

五
千
五
百
円 

 
 

㈡ 

床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も

の 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
万
五
千
五
百
円 

 
 

㈢ 

床
面
積
の
合
計
が
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も

の 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

四
万
七
千
円 

 
 

㈣ 

床
面
積
の
合
計
が
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も

の 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

七
万
四
千
五
百
円 

 
 

㈤ 

床
面
積
の
合
計
が
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
二
万
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満

の
も
の 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

九
万
四
千
円 

 
 

㈥ 

床
面
積
の
合
計
が
二
万
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

十
一
万
七
千
五
百
円 

 



加
え
、
同
項
第
百
二
十
二
号
中
「
ロ
⑵
」
の
下
に
「
又
は
同
号
イ
⑶
及
び
ロ
⑶
」
を
加
え
、
同

号
金
額
の
欄
ハ
⑵
㈠
中
「
合
計
」
の
下
に
「
（
知
事
が
別
に
定
め
る
建
築
物
に
つ
い
て
は
、
共

用
部
分
の
床
面
積
を
除
く
。
㈡
か
ら
㈣
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
加
え
、
同
項
第
百
二
十

三
号
金
額
の
欄
ロ
中
「
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
基
準
等
を
定
め
る
省
令
」
を
「
イ
以
外

の
場
合
で
、
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
基
準
等
を
定
め
る
省
令
」
に
改
め
、
同
欄
ロ
を
同

欄
ハ
と
し
、
同
欄
イ
中
「
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
基
準
等
を
定
め
る
省
令
」
を
「
イ
以

外
の
場
合
で
、
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
基
準
等
を
定
め
る
省
令
」
に
改
め
、
同
欄
イ
を

同
欄
ロ
と
し
、
同
欄
イ
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

                 

第
二
条 

埼
玉
県
手
数
料
条
例
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

別
表
保
健
医
療
部
の
項
第
九
十
八
号
中
「
覚
せ
い
剤
取
締
法
」
を
「
覚
醒
剤
取
締
法
」
に
、

「
覚
せ
い
剤
施
用
機
関
の
」
を
「
覚
醒
剤
施
用
機
関
の
」
に
、
「
覚
せ
い
剤
施
用
機
関
指
定
申

請
手
数
料
」
を
「
覚
醒
剤
施
用
機
関
指
定
申
請
手
数
料
」
に
改
め
、
同
項
第
九
十
九
号
中
「
覚

せ
い
剤
取
締
法
」
を
「
覚
醒
剤
取
締
法
」
に
、
「
覚
せ
い
剤
研
究
者
の
」
を
「
覚
醒
剤
研
究
者

の
」
に
、
「
覚
せ
い
剤
研
究
者
指
定
申
請
手
数
料
」
を
「
覚
醒
剤
研
究
者
指
定
申
請
手
数
料
」

に
改
め
、
同
項
第
百
号
中
「
覚
せ
い
剤
取
締
法
」
を
「
覚
醒
剤
取
締
法
」
に
、
「
覚
せ
い
剤
原

料
取
扱
者
の
」
を
「
覚
醒
剤
原
料
取
扱
者
の
」
に
、
「
覚
せ
い
剤
原
料
取
扱
者
指
定
申
請
手
数

料
」
を
「
覚
醒
剤
原
料
取
扱
者
指
定
申
請
手
数
料
」
に
改
め
、
同
項
第
百
一
号
中
「
覚
せ
い
剤

イ 

建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
に
関
す
る
法
律
第
二
十
九
条
第
三
項
に 

規
定
す
る
他
の
建
築
物
に
つ
い
て
、
当
該
建
築
物
が
記
載
さ
れ
た
同
条
第
一
項
に
規

定
す
る
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
向
上
計
画
が
同
法
第
三
十
条
第
一
項
の
認
定

又
は
同
法
第
三
十
一
条
第
一
項
の
変
更
の
認
定
を
受
け
た
こ
と
を
示
す
書
類
が
提
出

さ
れ
た
場
合 

 

⑴ 

床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

 
 

 
 

五
千
五
百
円 

 

⑵ 

床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
万
五
千
五
百
円 

 

⑶ 

床
面
積
の
合
計
が
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

四
万
七
千
円 

 

⑷ 

床
面
積
の
合
計
が
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

七
万
四
千
五
百
円 

 

⑸ 

床
面
積
の
合
計
が
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
二
万
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の

も
の 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

九
万
四
千
円 

 

⑹ 

床
面
積
の
合
計
が
二
万
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

十
一
万
七
千
五
百
円 

 



取
締
法
」
を
「
覚
醒
剤
取
締
法
」
に
、
「
覚
せ
い
剤
原
料
研
究
者
の
」
を
「
覚
醒
剤
原
料
研
究

者
の
」
に
、
「
覚
せ
い
剤
原
料
研
究
者
指
定
申
請
手
数
料
」
を
「
覚
醒
剤
原
料
研
究
者
指
定
申

請
手
数
料
」
に
改
め
、
同
項
第
百
二
号
中
「
覚
せ
い
剤
取
締
法
」
を
「
覚
醒
剤
取
締
法
」
に
、

「
基
づ
く
覚
せ
い
剤
施
用
機
関
、
覚
せ
い
剤
研
究
者
、
覚
せ
い
剤
原
料
取
扱
者
又
は
覚
せ
い
剤

原
料
研
究
者
」
を
「
基
づ
く
覚
醒
剤
施
用
機
関
、
覚
醒
剤
研
究
者
、
覚
醒
剤
原
料
取
扱
者
又
は

覚
醒
剤
原
料
研
究
者
」
に
、
「
覚
せ
い
剤
施
用
機
関
、
覚
せ
い
剤
研
究
者
、
覚
せ
い
剤
原
料
取

扱
者
又
は
覚
せ
い
剤
原
料
研
究
者
の
指
定
証
再
交
付
手
数
料
」
を
「
覚
醒
剤
施
用
機
関
、
覚
醒

剤
研
究
者
、
覚
醒
剤
原
料
取
扱
者
又
は
覚
醒
剤
原
料
研
究
者
の
指
定
証
再
交
付
手
数
料
」
に
改

め
、
同
項
第
百
三
号
中
「
覚
せ
い
剤
取
締
法
」
を
「
覚
醒
剤
取
締
法
」
に
、
「
覚
せ
い
剤
製
造

業
者
の
」
を
「
覚
醒
剤
製
造
業
者
の
」
に
、
「
覚
せ
い
剤
製
造
業
者
指
定
申
請
経
由
手
数
料
」

を
「
覚
醒
剤
製
造
業
者
指
定
申
請
経
由
手
数
料
」
に
改
め
、
同
項
第
百
四
号
中
「
覚
せ
い
剤
取

締
法
」
を
「
覚
醒
剤
取
締
法
」
に
、
「
覚
せ
い
剤
原
料
輸
入
業
者
の
」
を
「
覚
醒
剤
原
料
輸
入

業
者
の
」
に
、
「
覚
せ
い
剤
原
料
輸
入
業
者
指
定
申
請
経
由
手
数
料
」
を
「
覚
醒
剤
原
料
輸
入

業
者
指
定
申
請
経
由
手
数
料
」
に
改
め
、
同
項
第
百
五
号
中
「
覚
せ
い
剤
取
締
法
」
を
「
覚
醒

剤
取
締
法
」
に
、
「
覚
せ
い
剤
原
料
輸
出
業
者
の
」
を
「
覚
醒
剤
原
料
輸
出
業
者
の
」
に
、
「
覚

せ
い
剤
原
料
輸
出
業
者
指
定
申
請
経
由
手
数
料
」
を
「
覚
醒
剤
原
料
輸
出
業
者
指
定
申
請
経
由

手
数
料
」
に
改
め
、
同
項
第
百
六
号
中
「
覚
せ
い
剤
取
締
法
」
を
「
覚
醒
剤
取
締
法
」
に
、
「
覚

せ
い
剤
原
料
製
造
業
者
の
」
を
「
覚
醒
剤
原
料
製
造
業
者
の
」
に
、
「
覚
せ
い
剤
原
料
製
造
業

者
指
定
申
請
経
由
手
数
料
」
を
「
覚
醒
剤
原
料
製
造
業
者
指
定
申
請
経
由
手
数
料
」
に
改
め
、

同
項
第
百
七
号
中
「
覚
せ
い
剤
取
締
法
」
を
「
覚
醒
剤
取
締
法
」
に
、
「
基
づ
く
覚
せ
い
剤
製

造
業
者
、
覚
せ
い
剤
原
料
輸
入
業
者
、
覚
せ
い
剤
原
料
輸
出
業
者
又
は
覚
せ
い
剤
原
料
製
造
業

者
」
を
「
基
づ
く
覚
醒
剤
製
造
業
者
、
覚
醒
剤
原
料
輸
入
業
者
、
覚
醒
剤
原
料
輸
出
業
者
又
は

覚
醒
剤
原
料
製
造
業
者
」
に
、
「
覚
せ
い
剤
製
造
業
者
、
覚
せ
い
剤
原
料
輸
入
業
者
、
覚
せ
い

剤
原
料
輸
出
業
者
又
は
覚
せ
い
剤
原
料
製
造
業
者
の
指
定
証
再
交
付
経
由
手
数
料
」
を
「
覚
醒

剤
製
造
業
者
、
覚
醒
剤
原
料
輸
入
業
者
、
覚
醒
剤
原
料
輸
出
業
者
又
は
覚
醒
剤
原
料
製
造
業
者

の
指
定
証
再
交
付
経
由
手
数
料
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

１ 

こ
の
条
例
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
中
埼
玉
県
手
数
料

条
例
別
表
農
林
部
の
項
の
改
正
規
定
は
公
布
の
日
か
ら
、
第
二
条
の
規
定
は
こ
の
条
例
の
施
行

の
日
又
は
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
等

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
元
年
法
律
第
六
十
三
号
）
の
施
行
の
日
の
い
ず
れ
か
遅
い
日

か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

第
二
条
の
規
定
の
施
行
の
日
が
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
と
同
日
と
な
る
と
き
は
、
第
一
条
（
埼

玉
県
手
数
料
条
例
別
表
農
林
部
の
項
の
改
正
規
定
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
第
二
条
の
規



定
に
よ
り
改
正
さ
れ
る
埼
玉
県
手
数
料
条
例
の
規
定
は
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
っ
て
ま
ず
改
正

さ
れ
、
次
い
で
第
二
条
の
規
定
に
よ
っ
て
改
正
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。 



条

例 

埼
玉
県
職
員
定
数
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
条
例
第
五
号 

 
 

 

埼
玉
県
職
員
定
数
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

埼
玉
県
職
員
定
数
条
例
（
昭
和
三
十
年
埼
玉
県
条
例
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。 

 

第
二
条
第
一
項
第
二
号
中
「
六
千
七
百
七
十
六
人
」
を
「
六
千
八
百
五
十
七
人
」
に
改
め
、
同

項
第
九
号
中
「
二
千
四
百
十
一
人
」
を
「
二
千
四
百
二
十
八
人
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 



条

例 

議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
条
例
第
六
号 

 
 

 

議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例 

 

議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
二
年
埼

玉
県
条
例
第
五
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
五
条
第
四
号
中
「
報
酬
が
日
額
以
外
の
方
法
に
よ
つ
て
定
め
ら
れ
て
い
る
職
員
又
は
報
酬
の

な
い
」
を
「
前
三
号
に
掲
げ
る
者
以
外
の
」
に
改
め
る
。 

 
 

附 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 



条

例 

知
事
等
の
損
害
賠
償
責
任
の
一
部
免
責
に
関
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
条
例
第
七
号 

 
 

 

知
事
等
の
損
害
賠
償
責
任
の
一
部
免
責
に
関
す
る
条
例 

 

（
損
害
賠
償
責
任
の
一
部
免
責
） 

第
一
条 

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
三
条
の
二
第
一
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
知
事
若
し
く
は
委
員
会
の
委
員
若
し
く
は
委
員
又
は
職
員
（
同
法
第
二
百
四

十
三
条
の
二
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
賠
償
の
命
令
の
対
象
と
な
る
者
を
除
く
。
以
下
こ
の

条
に
お
い
て
「
知
事
等
」
と
い
う
。
）
の
県
に
対
す
る
損
害
を
賠
償
す
る
責
任
を
、
知
事
等
が

職
務
を
行
う
に
つ
き
善
意
で
か
つ
重
大
な
過
失
が
な
い
と
き
は
、
知
事
等
が
賠
償
の
責
任
を
負

う
額
か
ら
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
知
事
等
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
を
控
除
し

て
得
た
額
に
つ
い
て
免
れ
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。 

 

一 

地
方
警
務
官
（
警
察
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
第
五
十
六
条
第
一
項
に

規
定
す
る
地
方
警
務
官
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
及
び
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
以
外
の
知
事

等 

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
七
十
三
条
第
一
項
第
一

号
に
規
定
す
る
普
通
地
方
公
共
団
体
の
長
等
の
基
準
給
与
年
額
に
、
次
に
掲
げ
る
地
方
警
務

官
以
外
の
知
事
等
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
数
を
乗
じ
て
得
た
額 

 
 

イ 

知
事 

六 

 
 

ロ 

副
知
事
、
教
育
委
員
会
の
教
育
長
若
し
く
は
委
員
、
公
安
委
員
会
の
委
員
、
選
挙
管
理

委
員
会
の
委
員
又
は
監
査
委
員 

四 

 
 

ハ 

人
事
委
員
会
の
委
員
、
労
働
委
員
会
の
委
員
、
収
用
委
員
会
の
委
員
、
内
水
面
漁
場
管

理
委
員
会
の
委
員
又
は
地
方
公
営
企
業
の
管
理
者 

二 

 
 

ニ 

職
員
（
地
方
警
務
官
並
び
に
ロ
及
び
ハ
に
掲
げ
る
職
員
を
除
く
。
） 

一 

 

二 

地
方
警
務
官 

地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
七
十
三
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
地
方
警

務
官
の
基
準
給
与
年
額
に
、
次
に
掲
げ
る
地
方
警
務
官
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定

め
る
数
を
乗
じ
て
得
た
額 

 
 

イ 

警
察
本
部
長 

二 

 
 

ロ 

イ
に
掲
げ
る
地
方
警
務
官
以
外
の
地
方
警
務
官 

一 

 

（
委
任
） 

第
二
条 

こ
の
条
例
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
規
則
で
定
め
る
。 

附 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 



条

例 

埼
玉
県
職
員
の
互
助
共
済
団
体
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

埼
玉
県
条
例
第
八
号 

 
 

 

埼
玉
県
職
員
の
互
助
共
済
団
体
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

埼
玉
県
職
員
の
互
助
共
済
団
体
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
年
埼
玉
県
条
例
第
三
十
三
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
六
条
第
二
項
中
「
生
命
保
険
」
の
下
に
「
及
び
損
害
保
険
」
を
加
え
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
令
和
二
年
九
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 



条

例 

埼
玉
県
浄
化
槽
保
守
点
検
業
者
登
録
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

埼
玉
県
条
例
第
九
号 

 
 

 

埼
玉
県
浄
化
槽
保
守
点
検
業
者
登
録
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

埼
玉
県
浄
化
槽
保
守
点
検
業
者
登
録
条
例
（
昭
和
六
十
年
埼
玉
県
条
例
第
四
十
四
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
九
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

 

（
浄
化
槽
管
理
士
に
対
す
る
研
修
） 

第
九
条
の
二 

浄
化
槽
保
守
点
検
業
者
は
、
そ
の
浄
化
槽
管
理
士
に
、
知
事
の
指
定
す
る
者
（
以

下
「
指
定
研
修
機
関
」
と
い
う
。
）
が
行
う
浄
化
槽
管
理
士
に
対
す
る
研
修
（
以
下
「
研
修
」

と
い
う
。
）
を
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
有
効
期
間
が
満
了
す
る
ま
で
の
間
に
少
な
く
と
も

一
回
以
上
受
け
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
規
則
で
定
め
る
浄
化
槽
管
理
士
に
つ
い

て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

２ 

前
項
の
規
定
は
、
浄
化
槽
保
守
点
検
業
者
が
自
ら
浄
化
槽
管
理
士
で
あ
る
場
合
に
つ
い
て
準

用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
「
浄
化
槽
保
守
点
検
業
者
は
、
そ
の
浄
化
槽
管
理
士
に
」
と

あ
る
の
は
「
自
ら
が
浄
化
槽
管
理
士
で
あ
る
浄
化
槽
保
守
点
検
業
者
は
」
と
、
「
受
け
さ
せ
な

け
れ
ば
」
と
あ
る
の
は
「
受
け
な
け
れ
ば
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

 

第
十
三
条
の
次
に
次
の
九
条
を
加
え
る
。 

 

（
指
定
研
修
機
関
の
指
定
） 

第
十
三
条
の
二 

指
定
研
修
機
関
の
指
定
は
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
研
修
を
行
お
う

と
す
る
者
の
申
請
に
よ
り
行
う
。 

２ 

知
事
は
、
前
項
の
申
請
が
次
の
要
件
を
満
た
し
て
い
る
と
認
め
る
と
き
で
な
け
れ
ば
、
指
定

研
修
機
関
の
指
定
を
し
て
は
な
ら
な
い
。 

 

一 

職
員
、
設
備
、
研
修
の
実
施
の
方
法
そ
の
他
の
事
項
に
つ
い
て
の
研
修
の
実
施
に
関
す
る

計
画
が
研
修
の
適
正
か
つ
確
実
な
実
施
の
た
め
に
適
切
な
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

 

二 

前
号
の
研
修
の
実
施
に
関
す
る
計
画
の
適
正
か
つ
確
実
な
実
施
に
必
要
な
経
理
的
及
び
技

術
的
な
基
礎
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

３ 

知
事
は
、
第
一
項
の
申
請
が
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
指
定
研
修
機

関
の
指
定
を
し
て
は
な
ら
な
い
。 

 

一 

申
請
者
が
一
般
社
団
法
人
又
は
一
般
財
団
法
人
以
外
の
者
で
あ
る
と
き
。 

 

二 

申
請
者
が
そ
の
行
う
研
修
に
関
す
る
業
務
（
以
下
「
研
修
業
務
」
と
い
う
。
）
以
外
の
業

務
に
よ
り
研
修
業
務
を
公
正
に
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
。 



 

三 

申
請
者
が
第
十
三
条
の
八
の
規
定
に
よ
り
指
定
を
取
り
消
さ
れ
、
そ
の
取
消
し
の
日
か
ら

起
算
し
て
二
年
を
経
過
し
な
い
者
で
あ
る
と
き
。 

 
四 

申
請
者
の
役
員
の
う
ち
に
、
法
若
し
く
は
法
に
基
づ
く
処
分
又
は
こ
の
条
例
若
し
く
は
こ

の
条
例
に
基
づ
く
処
分
に
違
反
し
て
、
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
執
行

を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
つ
た
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
を
経
過
し
な
い
者
が
あ
る
と
き
。 

（
事
業
計
画
の
認
可
等
） 

第
十
三
条
の
三 

指
定
研
修
機
関
は
、
毎
事
業
年
度
、
事
業
計
画
及
び
収
支
予
算
を
作
成
し
、
当

該
事
業
年
度
の
開
始
前
に
（
第
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
受
け
た
日
の
属
す
る

事
業
年
度
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
指
定
を
受
け
た
後
遅
滞
な
く
）
、
知
事
の
認
可
を
受
け
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。 

２ 

指
定
研
修
機
関
は
、
毎
事
業
年
度
の
経
過
後
三
月
以
内
に
、
そ
の
事
業
年
度
の
事
業
報
告
書

及
び
収
支
決
算
書
を
作
成
し
、
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
研
修
業
務
規
程
） 

第
十
三
条
の
四 

指
定
研
修
機
関
は
、
研
修
業
務
の
開
始
前
に
、
研
修
業
務
の
実
施
に
関
す
る
規

程
（
以
下
こ
の
条
及
び
第
十
三
条
の
八
第
二
項
第
三
号
に
お
い
て
「
研
修
業
務
規
程
」
と
い
う
。
）

を
定
め
、
知
事
の
認
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
も
、

同
様
と
す
る
。 

２ 

研
修
業
務
規
程
に
は
、
研
修
を
行
う
時
間
、
場
所
及
び
方
法
そ
の
他
の
規
則
で
定
め
る
事
項

を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

知
事
は
、
第
一
項
の
認
可
を
し
た
研
修
業
務
規
程
が
研
修
業
務
の
適
正
か
つ
確
実
な
実
施
上

不
適
当
と
な
つ
た
と
認
め
る
と
き
は
、
指
定
研
修
機
関
に
対
し
、
こ
れ
を
変
更
す
べ
き
こ
と
を

命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
帳
簿
の
備
付
け
等
） 

第
十
三
条
の
五 

指
定
研
修
機
関
は
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
帳
簿
を
備
え
付
け
、
こ

れ
に
研
修
業
務
に
関
す
る
事
項
で
規
則
で
定
め
る
も
の
を
記
載
し
、
及
び
こ
れ
を
保
存
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
監
督
命
令
） 

第
十
三
条
の
六 

知
事
は
、
研
修
業
務
の
適
正
な
実
施
を
確
保
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る

と
き
は
、
当
該
指
定
研
修
機
関
に
対
し
、
研
修
業
務
に
関
し
監
督
上
必
要
な
命
令
を
す
る
こ
と

が
で
き
る
。 

 

（
研
修
業
務
の
休
廃
止
） 

第
十
三
条
の
七 

指
定
研
修
機
関
は
、
知
事
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
、
研
修
業
務
の
全
部
又
は

一
部
を
休
止
し
、
又
は
廃
止
し
て
は
な
ら
な
い
。 

 

（
指
定
の
取
消
し
等
） 



第
十
三
条
の
八 

知
事
は
、
指
定
研
修
機
関
が
第
十
三
条
の
二
第
三
項
各
号
（
第
三
号
を
除
く
。
）

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
と
き
は
、
そ
の
指
定
を
取
り
消
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 
知
事
は
、
指
定
研
修
機
関
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
と
き
は
、
そ
の

指
定
を
取
り
消
し
、
又
は
期
間
を
定
め
て
研
修
業
務
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
停
止
を
命
ず
る

こ
と
が
で
き
る
。 

 

一 

第
十
三
条
の
二
第
二
項
各
号
の
要
件
を
満
た
さ
な
く
な
つ
た
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。 

 

二 

第
十
三
条
の
三
又
は
前
条
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。 

 

三 

第
十
三
条
の
四
第
一
項
の
認
可
を
受
け
た
研
修
業
務
規
程
に
よ
ら
な
い
で
研
修
業
務
を
行

つ
た
と
き
。 

 

四 

第
十
三
条
の
四
第
三
項
又
は
第
十
三
条
の
六
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
と
き
。 

 

五 

次
条
第
一
項
の
条
件
に
違
反
し
た
と
き
。 

 

（
指
定
等
の
条
件
） 

第
十
三
条
の
九 

第
九
条
の
二
第
一
項
、
第
十
三
条
の
三
第
一
項
、
第
十
三
条
の
四
第
一
項
又
は

第
十
三
条
の
七
の
規
定
に
よ
る
指
定
、
認
可
又
は
許
可
に
は
、
条
件
を
付
し
、
及
び
こ
れ
を
変

更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

前
項
の
条
件
は
、
当
該
指
定
、
認
可
又
は
許
可
に
係
る
事
項
の
確
実
な
実
施
を
図
る
た
め
必

要
な
最
小
限
度
の
も
の
に
限
り
、
か
つ
、
当
該
指
定
、
認
可
又
は
許
可
を
受
け
る
者
に
不
当
な

義
務
を
課
す
る
こ
と
と
な
る
も
の
で
あ
つ
て
は
な
ら
な
い
。 

 

（
公
示
） 

第
十
三
条
の
十 

知
事
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
そ
の
旨
を
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

一 

第
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
し
た
と
き
。 

 

二 

第
十
三
条
の
七
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
し
た
と
き
。 

 

三 

第
十
三
条
の
八
の
規
定
に
よ
り
指
定
を
取
り
消
し
、
又
は
研
修
業
務
の
全
部
若
し
く
は
一

部
の
停
止
を
命
じ
た
と
き
。 

 
 

 

附 

則 

１ 

こ
の
条
例
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

こ
の
条
例
の
施
行
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
に
登
録
の
有
効
期
間

が
満
了
す
る
浄
化
槽
保
守
点
検
業
者
に
つ
い
て
は
、
当
該
登
録
の
有
効
期
間
が
満
了
す
る
ま
で

の
間
は
、
改
正
後
の
第
九
条
の
二
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。 

  



条

例 

埼
玉
県
個
人
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
条
例
第
十
号 

 
 

 

埼
玉
県
個
人
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

埼
玉
県
個
人
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
七
年
埼
玉
県
条
例
第
四
十
一
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

別
表
第
一
の
四
の
項
及
び
別
表
第
二
の
一
の
項
中
「
就
労
自
立
給
付
金
」
の
下
に
「
若
し
く
は

進
学
準
備
給
付
金
」
を
加
え
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 



条

例 

埼
玉
県
ケ
ア
ラ
ー
支
援
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

埼
玉
県
条
例
第
十
一
号 

 
 

 

埼
玉
県
ケ
ア
ラ
ー
支
援
条
例 

（
目
的
） 

第
一
条 

こ
の
条
例
は
、
ケ
ア
ラ
ー
の
支
援
に
関
し
、
基
本
理
念
を
定
め
、
県
の
責
務
並
び
に
県

民
、
事
業
者
及
び
関
係
機
関
の
役
割
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
ケ
ア
ラ
ー
の
支
援
に
関
す

る
施
策
の
基
本
と
な
る
事
項
を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
ケ
ア
ラ
ー
の
支
援
に
関
す
る
施
策
を
総

合
的
か
つ
計
画
的
に
推
進
し
、
も
っ
て
全
て
の
ケ
ア
ラ
ー
が
健
康
で
文
化
的
な
生
活
を
営
む
こ

と
が
で
き
る
社
会
を
実
現
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

（
定
義
） 

第
二
条 

こ
の
条
例
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
る
。 

 

一 

ケ
ア
ラ
ー 

高
齢
、
身
体
上
又
は
精
神
上
の
障
害
又
は
疾
病
等
に
よ
り
援
助
を
必
要
と
す

る
親
族
、
友
人
そ
の
他
の
身
近
な
人
に
対
し
て
、
無
償
で
介
護
、
看
護
、
日
常
生
活
上
の
世

話
そ
の
他
の
援
助
を
提
供
す
る
者
を
い
う
。 

 

二 

ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー 

ケ
ア
ラ
ー
の
う
ち
、
十
八
歳
未
満
の
者
を
い
う
。 

 

三 

関
係
機
関 

介
護
、
障
害
者
及
び
障
害
児
の
支
援
、
医
療
、
教
育
、
児
童
の
福
祉
等
に
関

す
る
業
務
を
行
い
、
そ
の
業
務
を
通
じ
て
日
常
的
に
ケ
ア
ラ
ー
に
関
わ
る
可
能
性
が
あ
る
機

関
を
い
う
。 

 

四 

民
間
支
援
団
体 

ケ
ア
ラ
ー
の
支
援
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
民
間
の
団
体
を
い
う
。 

（
基
本
理
念
） 

第
三
条 

ケ
ア
ラ
ー
の
支
援
は
、
全
て
の
ケ
ア
ラ
ー
が
個
人
と
し
て
尊
重
さ
れ
、
健
康
で
文
化
的

な
生
活
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

ケ
ア
ラ
ー
の
支
援
は
、
県
、
県
民
、
市
町
村
、
事
業
者
、
関
係
機
関
、
民
間
支
援
団
体
等
の

多
様
な
主
体
が
相
互
に
連
携
を
図
り
な
が
ら
、
ケ
ア
ラ
ー
が
孤
立
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
社
会

全
体
で
支
え
る
よ
う
に
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
の
支
援
は
、
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
と
し
て
の
時
期
が
特
に
社
会
に
お
い
て
自

立
的
に
生
き
る
基
礎
を
培
い
、
人
間
と
し
て
基
本
的
な
資
質
を
養
う
重
要
な
時
期
で
あ
る
こ
と

に
鑑
み
、
適
切
な
教
育
の
機
会
を
確
保
し
、
か
つ
、
心
身
の
健
や
か
な
成
長
及
び
発
達
並
び
に

そ
の
自
立
が
図
ら
れ
る
よ
う
に
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
県
の
責
務
） 



第
四
条 

県
は
、
前
条
に
定
め
る
基
本
理
念
（
第
六
条
第
一
項
及
び
第
七
条
第
一
項
に
お
い
て
「
基

本
理
念
」
と
い
う
。
）
に
の
っ
と
り
、
ケ
ア
ラ
ー
の
支
援
に
関
す
る
施
策
を
総
合
的
か
つ
計
画

的
に
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

県
は
、
ケ
ア
ラ
ー
の
支
援
に
お
け
る
市
町
村
の
役
割
の
重
要
性
に
鑑
み
、
市
町
村
が
ケ
ア
ラ

ー
の
支
援
に
関
す
る
施
策
を
実
施
す
る
場
合
に
は
、
助
言
そ
の
他
の
必
要
な
支
援
を
行
う
も
の

と
す
る
。 

３ 

県
は
、
第
一
項
の
施
策
を
実
施
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
市
町
村
、
事
業
者
、
関
係
機
関
、
民

間
支
援
団
体
等
と
相
互
に
連
携
を
図
る
も
の
と
す
る
。 

（
県
民
の
役
割
） 

第
五
条 

県
民
は
、
ケ
ア
ラ
ー
が
置
か
れ
て
い
る
状
況
及
び
ケ
ア
ラ
ー
の
支
援
の
必
要
性
に
つ
い

て
の
理
解
を
深
め
、
ケ
ア
ラ
ー
が
孤
立
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
十
分
配
慮
す
る
と
と
も
に
、

県
及
び
市
町
村
が
実
施
す
る
ケ
ア
ラ
ー
の
支
援
に
関
す
る
施
策
に
協
力
す
る
よ
う
努
め
る
も
の

と
す
る
。 

（
事
業
者
の
役
割
） 

第
六
条 

事
業
者
は
、
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
ケ
ア
ラ
ー
の
支
援
の
必
要
性
に
つ
い
て
の
理
解

を
深
め
、
そ
の
事
業
活
動
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
県
及
び
市
町
村
が
実
施
す
る
ケ
ア
ラ
ー
の

支
援
に
関
す
る
施
策
に
協
力
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

事
業
者
は
、
雇
用
す
る
従
業
員
が
ケ
ア
ラ
ー
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
認
識
す
る
と
と

も
に
、
当
該
従
業
員
が
ケ
ア
ラ
ー
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
ケ
ア
ラ
ー
の
意
向
を
尊
重

し
つ
つ
、
勤
務
す
る
に
当
た
っ
て
の
配
慮
、
情
報
の
提
供
そ
の
他
の
必
要
な
支
援
を
行
う
よ
う

努
め
る
も
の
と
す
る
。 

（
関
係
機
関
の
役
割
） 

第
七
条 

関
係
機
関
は
、
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
県
及
び
市
町
村
が
実
施
す
る
ケ
ア
ラ
ー
の
支

援
に
関
す
る
施
策
に
積
極
的
に
協
力
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

関
係
機
関
は
、
そ
の
業
務
を
通
じ
て
日
常
的
に
ケ
ア
ラ
ー
に
関
わ
る
可
能
性
が
あ
る
立
場
に

あ
る
こ
と
を
認
識
し
、
関
わ
り
の
あ
る
者
が
ケ
ア
ラ
ー
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
ケ
ア

ラ
ー
の
意
向
を
尊
重
し
つ
つ
、
ケ
ア
ラ
ー
の
健
康
状
態
、
そ
の
置
か
れ
て
い
る
生
活
環
境
等
を

確
認
し
、
支
援
の
必
要
性
の
把
握
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

３ 

関
係
機
関
は
、
支
援
を
必
要
と
す
る
ケ
ア
ラ
ー
に
対
し
、
情
報
の
提
供
、
適
切
な
支
援
機
関

へ
の
案
内
又
は
取
次
ぎ
そ
の
他
の
必
要
な
支
援
を
行
う
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

（
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
と
関
わ
る
教
育
に
関
す
る
業
務
を
行
う
関
係
機
関
の
役
割
） 

第
八
条 

ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
と
関
わ
る
教
育
に
関
す
る
業
務
を
行
う
関
係
機
関
は
、
そ
の
業
務
を

通
じ
て
日
常
的
に
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
に
関
わ
る
可
能
性
が
あ
る
立
場
に
あ
る
こ
と
を
認
識
し
、

関
わ
り
の
あ
る
者
が
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
の



意
向
を
尊
重
し
つ
つ
、
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
の
教
育
の
機
会
の
確
保
の
状
況
、
健
康
状
態
、
そ
の

置
か
れ
て
い
る
生
活
環
境
等
を
確
認
し
、
支
援
の
必
要
性
の
把
握
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

２ 
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
と
関
わ
る
教
育
に
関
す
る
業
務
を
行
う
関
係
機
関
は
、
支
援
を
必
要
と
す

る
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
か
ら
の
教
育
及
び
福
祉
に
関
す
る
相
談
に
応
じ
る
と
と
も
に
、
ヤ
ン
グ
ケ

ア
ラ
ー
に
対
し
、
適
切
な
支
援
機
関
へ
の
案
内
又
は
取
次
ぎ
そ
の
他
の
必
要
な
支
援
を
行
う
よ

う
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

（
ケ
ア
ラ
ー
の
支
援
に
関
す
る
推
進
計
画
） 

第
九
条 

県
は
、
ケ
ア
ラ
ー
の
支
援
に
関
す
る
施
策
を
総
合
的
か
つ
計
画
的
に
推
進
す
る
た
め
の

計
画
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
推
進
計
画
」
と
い
う
。
）
を
策
定
す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

推
進
計
画
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

一 

ケ
ア
ラ
ー
及
び
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
の
支
援
に
関
す
る
基
本
方
針 

二 

ケ
ア
ラ
ー
及
び
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
の
支
援
に
関
す
る
具
体
的
施
策 

三 

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
ケ
ア
ラ
ー
及
び
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
の
支
援
に
関
す
る
施

策
を
推
進
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項 

３ 

県
は
、
推
進
計
画
を
定
め
、
又
は
変
更
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
こ
れ
を
公
表
す
る
も
の
と

す
る
。 

（
広
報
及
び
啓
発
） 

第
十
条 

県
は
、
広
報
活
動
及
び
啓
発
活
動
を
通
じ
て
、
県
民
、
事
業
者
及
び
関
係
機
関
が
、
ケ

ア
ラ
ー
が
置
か
れ
て
い
る
状
況
、
ケ
ア
ラ
ー
の
支
援
の
方
法
等
の
ケ
ア
ラ
ー
の
支
援
等
に
関
す

る
知
識
を
深
め
、
社
会
全
体
と
し
て
ケ
ア
ラ
ー
の
支
援
が
推
進
さ
れ
る
よ
う
必
要
な
施
策
を
講

ず
る
も
の
と
す
る
。 

（
人
材
の
育
成
） 

第
十
一
条 

県
は
、
ケ
ア
ラ
ー
の
支
援
の
充
実
を
図
る
た
め
、
相
談
、
助
言
、
日
常
生
活
の
支
援

等
の
ケ
ア
ラ
ー
の
支
援
を
担
う
人
材
を
育
成
す
る
た
め
の
研
修
の
実
施
そ
の
他
の
必
要
な
施
策

を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

（
民
間
支
援
団
体
等
に
よ
る
支
援
の
推
進
） 

第
十
二
条 

県
は
、
民
間
支
援
団
体
そ
の
他
の
ケ
ア
ラ
ー
を
支
援
し
て
い
る
者
が
適
切
か
つ
効
果

的
に
ケ
ア
ラ
ー
の
支
援
を
推
進
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
情
報
の
提
供
、
助
言
そ
の
他
の
必
要

な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

（
体
制
の
整
備
） 

第
十
三
条 

県
は
、
ケ
ア
ラ
ー
の
支
援
を
適
切
に
実
施
す
る
た
め
、
ケ
ア
ラ
ー
の
支
援
に
関
す
る

施
策
を
総
合
的
か
つ
計
画
的
に
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
体
制
及
び
県
、
市
町
村
、
関
係
機
関
、

民
間
支
援
団
体
等
の
相
互
間
の
緊
密
な
連
携
協
力
体
制
の
整
備
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

（
財
政
上
の
措
置
） 



第
十
四
条 

県
は
、
ケ
ア
ラ
ー
の
支
援
に
関
す
る
施
策
を
推
進
す
る
た
め
、
必
要
な
財
政
上
の
措

置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

 
 

 

附 

則 
こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

 



条

例 

埼
玉
県
立
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
条
例
第
十
二
号 

 
 

 

埼
玉
県
立
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

埼
玉
県
立
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
条
例
（
平
成
十
三
年
埼
玉
県
条
例
第
八
十
四
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
六
条
中
「
お
い
て
自
立
訓
練
施
設
を
利
用
し
た
者
又
は
医
療
等
の
提
供
を
受
け
た
者
は
、
別

表
第
一
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
」
を
「
お
い
て
は
、
自
立
訓
練
施
設
を
利
用
し
た
者
は
別
表
第

一
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
医
療
等
の
提
供
を
受
け
た
者
は
別
表
第
一
の
二
に
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
、
」
に
改
め
る
。 

 

第
十
条
を
第
十
八
条
と
し
、
第
九
条
の
次
に
次
の
八
条
を
加
え
る
。 

 

（
指
定
管
理
者
に
よ
る
管
理
） 

第
十
条 

知
事
は
、
セ
ン
タ
ー
の
設
置
の
目
的
を
効
果
的
に
達
成
す
る
た
め
、
地
方
自
治
法
（
昭 

 

和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
四
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
法
人
そ
の 

 

他
の
団
体
で
あ
っ
て
知
事
が
指
定
す
る
も
の
（
以
下
「
指
定
管
理
者
」
と
い
う
。
）
に
、
セ
ン 

 

タ
ー
の
管
理
に
関
す
る
業
務
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の
を
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

一 

第
二
条
第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
業
務
の
う
ち
自
立
訓
練
施
設
に
係
る
業
務 

 

二 

自
立
訓
練
施
設
の
施
設
（
設
備
及
び
物
品
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
維
持
管
理
に
関
す 

 
 

る
業
務 

 

三 

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
知
事
が
別
に
定
め
る
業
務 

２ 

指
定
管
理
者
が
前
項
各
号
に
掲
げ
る
業
務
（
以
下
「
指
定
管
理
業
務
」
と
い
う
。
）
を
行
う 

 

場
合
に
お
け
る
第
四
条
及
び
第
五
条
（
こ
の
条
例
に
基
づ
く
規
則
又
は
当
該
規
則
に
基
づ
く
命 

 

令
に
違
反
し
た
場
合
に
限
る
。
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
知
事
」 

 

と
あ
る
の
は
、
「
指
定
管
理
者
」
と
す
る
。 

 

（
指
定
管
理
者
の
指
定
の
手
続
） 

第
十
一
条 

指
定
管
理
者
の
指
定
は
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
指
定
を
受
け
よ
う
と
す 

 

る
も
の
の
申
請
に
よ
り
行
う
。 

２ 

知
事
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
を
満
た
す
も
の
の
う
ち
最
も
適
切
な
管
理
を
行
う
こ
と
が
で
き 

 

る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
指
定
管
理
者
と
し
て
指
定
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

一 

関
係
す
る
法
令
、
条
例
及
び
規
則
を
遵
守
し
、
適
正
に
自
立
訓
練
施
設
の
運
営
を
行
う
こ 

 
 

と
が
で
き
る
こ
と
。 

 

二 

自
立
訓
練
施
設
の
設
置
の
目
的
を
効
果
的
に
達
成
し
、
及
び
効
率
的
な
運
営
を
行
う
こ
と 



 
 

が
で
き
る
こ
と
。 

 

三 

指
定
管
理
業
務
を
安
定
し
て
行
う
経
営
基
盤
を
有
し
て
い
る
こ
と
。 

 
四 

指
定
管
理
業
務
を
通
じ
て
取
得
し
た
個
人
に
関
す
る
情
報
の
適
正
な
取
扱
い
を
確
保
す
る 

 
 

こ
と
が
で
き
る
こ
と
。 

 

（
指
定
管
理
者
の
公
表
等
） 

第
十
二
条 

知
事
は
、
指
定
管
理
者
の
指
定
を
し
た
と
き
は
、
当
該
指
定
管
理
者
の
名
称
及
び
主 

 

た
る
事
務
所
の
所
在
地
並
び
に
指
定
の
期
間
を
告
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

指
定
管
理
者
は
、
そ
の
名
称
又
は
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、 

 

変
更
し
よ
う
と
す
る
日
の
二
週
間
前
ま
で
に
、
そ
の
旨
を
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
告
示
し
な
け
れ
ば
な
ら 

 

な
い
。 

 

（
管
理
の
基
準
等
） 

第
十
三
条 

指
定
管
理
者
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
よ
り
、
指
定
管
理
業
務
を
行
わ
な
け
れ
ば
な 

 

ら
な
い
。 

 

一 

関
係
す
る
法
令
、
条
例
及
び
規
則
を
遵
守
し
、
適
正
に
自
立
訓
練
施
設
の
運
営
を
行
う
こ 

 
 

と
。 

 

二 

自
立
訓
練
施
設
の
施
設
の
維
持
管
理
を
適
切
に
行
う
こ
と
。 

 

三 

指
定
管
理
業
務
を
通
じ
て
取
得
し
た
個
人
に
関
す
る
情
報
を
適
正
に
取
り
扱
う
こ
と
。 

２ 

知
事
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
指
定
管
理
者
と
協
定
を
締
結
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

一 

前
項
各
号
に
掲
げ
る
基
準
に
関
し
必
要
な
事
項 

 

二 

指
定
管
理
業
務
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項 

 

三 

指
定
管
理
業
務
の
事
業
報
告
に
関
す
る
事
項 

 

四 

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
自
立
訓
練
施
設
の
管
理
の
適
正
を
期
す
る
た
め
必
要
な 

 
 

事
項 

 

（
指
定
の
取
消
し
等
） 

第
十
四
条 

知
事
は
、
指
定
管
理
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
指
定
管
理 

 

者
の
指
定
を
取
り
消
し
、
又
は
期
間
を
定
め
て
指
定
管
理
業
務
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
停
止 

 

を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

一 

指
定
管
理
業
務
又
は
そ
の
経
理
に
関
す
る
知
事
の
指
示
に
従
わ
な
い
と
き
。 

 

二 

第
十
一
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
基
準
を
満
た
さ
な
く
な
っ
た
と
認
め
る
と
き
。 

 

三 

前
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
基
準
を
遵
守
し
な
い
と
き
。 

 

四 

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
当
該
指
定
管
理
者
に
よ
る
管
理
を
継
続
す
る
こ
と
が
適 

 
 

当
で
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。 

２ 

県
は
、
指
定
管
理
者
が
前
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
を
受
け
、
こ
れ
に
よ
っ
て
損
失
を
受
け
る 



自

立

訓

練

及

び

短

期

入

所 
 

区 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

分 
 

 
 

 
 
 

つ
き 

 

四
〇
〇
円 

  

  

 

（
 

「
 

金 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

額 
 

 
 

 
 
 

つ
き 

 

四
〇
〇
円 

 

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総 

 

合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
第
二
十
九 

 

条
第
三
項
第
一
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働 

 

大
臣
が
定
め
る
基
準
に
よ
り
算
定
し
た
費 

 
 

 

こ
と
が
あ
っ
て
も
、
そ
の
補
償
の
責
め
を
負
わ
な
い
。 

３ 

第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
は
、
指
定
管
理
者
の
指
定
の
取
消
し
又
は
指
定
管
理
業
務
の
停
止 

 
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

 

（
指
定
管
理
者
に
よ
る
施
設
の
現
状
変
更
等
） 

第
十
五
条 
指
定
管
理
者
は
、
自
立
訓
練
施
設
の
施
設
の
改
修
、
増
設
そ
の
他
の
知
事
が
別
に
定 

 

め
る
現
状
変
更
を
行
お
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
知
事
の
承
認
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な 

 

い
。 

２ 

指
定
管
理
者
は
、
そ
の
指
定
の
期
間
が
満
了
し
た
と
き
又
は
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指 

 

定
を
取
り
消
さ
れ
、
若
し
く
は
期
間
を
定
め
て
指
定
管
理
業
務
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
停
止 

 

を
命
ぜ
ら
れ
た
と
き
は
、
そ
の
管
理
を
し
な
く
な
っ
た
施
設
を
速
や
か
に
原
状
に
回
復
し
な
け 

 

れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
知
事
の
承
認
を
得
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

 

（
利
用
料
金
収
入
の
帰
属
及
び
利
用
料
金
の
額
の
決
定
） 

第
十
六
条 

知
事
は
、
地
方
自
治
法
第
二
百
四
十
四
条
の
二
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
管
理 

 

者
に
自
立
訓
練
施
設
の
利
用
に
係
る
料
金 

次
項
及
び
次
条
に
お
い
て 

利
用
料
金
」
と
い
う
。
） 

 

を
当
該
指
定
管
理
者
の
収
入
と
し
て
収
受
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

前
項
の
場
合
に
お
け
る
利
用
料
金
は
、
指
定
管
理
者
が
別
表
第
一
に
定
め
る
範
囲
内
で
定
め 

 

る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
指
定
管
理
者
は
、
あ
ら
か
じ
め
利
用
料
金
に
つ
い
て 

 

知
事
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
利
用
料
金
の
納
付
等
） 

第
十
七
条 

自
立
訓
練
施
設
を
利
用
し
た
者
は
、
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
管
理
者
が
定 

 

め
た
利
用
料
金
を
納
期
限
ま
で
に
指
定
管
理
者
に
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に 

 

お
い
て
は
、
第
六
条
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。 

２ 

第
八
条
及
び
第
九
条
の
規
定
は
、
利
用
料
金
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、 

 

第
八
条
中
「
知
事
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
管
理
者
」
と
、
「
使
用
料
又
は
手
数
料
」
と
あ
る
の 

 

は
「
知
事
の
承
認
を
得
て
、
利
用
料
金
」
と
、
第
九
条
中
「
使
用
料
及
び
手
数
料
」
と
あ
る
の 

 

は
「
利
用
料
金
」
と
、
「
知
事
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
管
理
者
」
と
す
る
。 

 

別
表
第
一
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

別
表
第
一
（
第
六
条
、
第
十
六
条
関
係
） 

 
 

     



 

区 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

分 
 

 
 

 
 
 

つ
き 

 

四
〇
〇
円 

金 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

額 
 

 
 

 
 
 

つ
き 

 

四
〇
〇
円 

 診

療

及

び

検

査 
 

 

用
の
額
及
び
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特 

 
 

定
費
用
と
し
て
知
事
が
別
に
定
め
る
額
の 

 
 

合
計
額 

健
康
保
険
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十 

号
）
第
七
十
六
条
第
二
項
（
同
法
第
百
四 

十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）         

の
規
定
に
よ
る
定
め
又
は
高
齢
者
の
医
療 

の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
七
年 

法
律
第
八
十
号
）
第
七
十
一
条
第
一
項
の 

規
定
に
よ
る
療
養
の
給
付
に
要
す
る
費
用 

の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
に
よ
り
算
定 

し
た
額
。
た
だ
し
、
労
働
者
災
害
補
償
保 

険
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
五
十
号
）
の 

適
用
を
受
け
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
厚
生 

労
働
省
労
働
基
準
局
長
が
定
め
る
と
こ
ろ 

に
よ
り
算
定
す
る
。 

 

  

  

 

身

体

検

査

（

試

験

検

査

を

除

く

。

） 
 
 

     

 

容
積
三
、
〇
〇
〇
立
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル 

 

ま
で
ご
と
に
つ
き 

 
 

 
 

 

五
〇
円 

  

診
療
及
び
検
査
の
項
に
規
定
す
る
算
定
方 

 

法
に
準
じ
て
得
た
額
及
び
実
費
相
当
額
の 

 
 
 
 
 
 

 

合
計
額
の
範
囲
内
に
お
い
て
知
事
が
別
に 

 
 
 
 
 
 

 

定
め
る
額 

  

診
療
及
び
検
査
の
項
に
規
定
す
る
算
定
方 

 

法
に
準
じ
て
得
た
額
の
範
囲
内
に
お
い
て 

 

知
事
が
別
に
定
め
る
額 

 

  

 

一
組
一
日
に
つ
き 

 
 

 
 

 
 

つ
き 

 

四
〇
〇
円 

四
一
〇
円 

 
 

 
 

 
 

つ
き 

 

四

〇
〇
円 

消

毒 

寝 

 

 

 

 

 

 

 

具 

ツ
ベ
ル
ク
リ
ン
反
応
検
査
及
び
予
防
接
種 

      

別
表
第
一
の
次
に
次
の
一
表
を
加
え
る
。 

別
表
第
一
の
二
（
第
六
条
関
係
） 

        
 

                  
 

 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 



容
積
三
、
〇
〇
〇
立
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル 

ま
で
ご
と
に
つ
き 

 
 

 
 

 

五
〇
円 

 

１ 

こ
の
条
例
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
項
の
規
定
は
、
公
布
の 

 

日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

 
（
準
備
行
為
） 

 
 

２ 

改
正
後
の
埼
玉
県
立
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
条
例
（
以
下
「
新
条
例
」
と
い
う
。
）
第
十 

 

条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
管
理
者
（
以
下
「
指
定
管
理
者
」
と
い
う
。
）
の
指
定
に
関
し
必 

 

要
な
行
為
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
前
に
お
い
て
も
、
新 

 

条
例
第
十
条
第
一
項
、
第
十
一
条
及
び
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
の
例
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で 

 

き
る
。 

 

（
経
過
措
置
） 

３ 

施
行
日
か
ら
指
定
管
理
者
に
自
立
訓
練
施
設
の
管
理
を
行
わ
せ
る
と
き
は
、
施
行
日
前
に
改 

 

正
前
の
埼
玉
県
立
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
条
例
（
以
下
「
旧
条
例
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に 

 

よ
り
知
事
が
し
た
承
認
そ
の
他
の
行
為
（
施
行
日
以
後
の
利
用
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
又
は 

 

知
事
に
対
し
て
さ
れ
た
申
請
そ
の
他
の
行
為
（
施
行
日
以
後
に
指
定
管
理
者
に
管
理
を
行
わ
せ 

 

る
こ
と
と
な
る
業
務
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
は
、
施
行
日
以
後
に
お
け
る
新
条
例
の
適
用
に 

 

つ
い
て
は
、
新
条
例
の
相
当
規
定
に
基
づ
い
て
当
該
指
定
管
理
者
が
し
た
承
認
そ
の
他
の
行
為 

 

又
は
当
該
指
定
管
理
者
に
対
し
て
さ
れ
た
申
請
そ
の
他
の
行
為
と
み
な
す
。 

４ 

施
行
日
後
に
指
定
管
理
者
に
自
立
訓
練
施
設
の
管
理
を
行
わ
せ
る
と
き
は
、
当
該
管
理
を
開 

 

始
す
る
日
前
に
旧
条
例
又
は
新
条
例
の
規
定
に
よ
り
知
事
が
し
た
承
認
そ
の
他
の
行
為
（
当
該 

 

管
理
を
開
始
す
る
日
以
後
の
利
用
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
又
は
知
事
に
対
し
て
さ
れ
た
申
請 

 

そ
の
他
の
行
為
（
当
該
管
理
を
開
始
す
る
日
以
後
に
指
定
管
理
者
に
管
理
を
行
わ
せ
る
こ
と
と 

 

な
る
業
務
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
は
、
新
条
例
の
相
当
規
定
に
基
づ
い
て
当
該
指
定
管
理
者 

 

が
し
た
承
認
そ
の
他
の
行
為
又
は
当
該
指
定
管
理
者
に
対
し
て
さ
れ
た
申
請
そ
の
他
の
行
為
と 

 

み
な
す
。 

  
 

 



条

例 

地
方
独
立
行
政
法
人
の
役
員
等
の
損
害
賠
償
責
任
の
一
部
免
除
に
係
る
額
を
定
め
る
条
例
を
こ

こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

埼
玉
県
条
例
第
十
三
号 

 
 

 

地
方
独
立
行
政
法
人
の
役
員
等
の
損
害
賠
償
責
任
の
一
部
免
除
に
係
る
額
を
定
め
る
条
例 

 

（
法
第
十
九
条
の
二
第
四
項
の
条
例
で
定
め
る
額
） 

第
一
条 

県
が
設
立
し
た
地
方
独
立
行
政
法
人
（
地
方
独
立
行
政
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第

百
十
八
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
地
方
独
立
行
政
法
人
を
い
う
。
）
の
理
事
長
、
副
理

事
長
、
理
事
若
し
く
は
監
事
又
は
会
計
監
査
人
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
役
員
等
」
と
い
う
。
）

の
当
該
地
方
独
立
行
政
法
人
に
対
す
る
損
害
を
賠
償
す
る
責
任
に
係
る
同
法
第
十
九
条
の
二
第

四
項
の
条
例
で
定
め
る
額
は
、
地
方
独
立
行
政
法
人
法
施
行
令
（
平
成
十
五
年
政
令
第
四
百
八

十
六
号
）
第
三
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
基
準
報
酬
年
額
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
役
員
等

の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
数
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。 

 

一 

理
事
長
又
は
副
理
事
長 

六 

 

二 

理
事 

四 

 

三 

監
事
又
は
会
計
監
査
人 

二 

 

（
委
任
） 

第
二
条 

こ
の
条
例
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
規
則
で
定
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

  



条

例 

埼
玉
県
地
方
独
立
行
政
法
人
評
価
委
員
会
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

埼
玉
県
条
例
第
十
四
号 

 
 

 

埼
玉
県
地
方
独
立
行
政
法
人
評
価
委
員
会
条
例 

 

（
名
称
） 

第
一
条 

地
方
独
立
行
政
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
八
号
。
次
条
に
お
い
て
「
法
」
と

い
う
。
）
第
十
一
条
第
一
項
の
地
方
独
立
行
政
法
人
評
価
委
員
会
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に

お
い
て
「
委
員
会
」
と
い
う
。
）
と
し
て
、
次
の
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
地
方
独
立
行
政
法
人
に

関
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
名
称
の
委
員
会
を
置
く
。 

       

（
所
掌
事
務
） 

第
二
条 

委
員
会
は
、
法
第
十
一
条
第
二
項
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
務
及
び
そ
の

他
法
の
規
定
に
よ
り
そ
の
権
限
に
属
さ
せ
ら
れ
た
事
項
の
処
理
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
事
務
（
埼

玉
県
公
立
大
学
法
人
埼
玉
県
立
大
学
評
価
委
員
会
に
あ
っ
て
は
、
第
三
号
に
掲
げ
る
も
の
に
限

る
。
）
を
つ
か
さ
ど
る
。 

 

一 

法
第
二
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
中
期
計
画
の
作
成
又
は
変
更
に
係
る
認
可
に
関
し
、

知
事
の
諮
問
に
応
じ
て
意
見
を
述
べ
る
こ
と
。 

 

二 

法
第
二
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
毎
事
業
年
度
及
び
中
期
目
標
の
期
間
に
お
け
る
業
務

の
実
績
に
係
る
評
価
に
関
し
、
知
事
の
諮
問
に
応
じ
て
意
見
を
述
べ
る
こ
と
。 

 

三 

そ
の
他
地
方
独
立
行
政
法
人
の
業
務
運
営
に
関
す
る
事
項
の
う
ち
知
事
が
必
要
と
認
め
る

も
の
に
関
し
、
意
見
を
述
べ
る
こ
と
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

  

埼
玉
県
地
方
独
立
行
政
法
人
埼
玉
県
立
病

院
機
構
評
価
委
員
会 

埼
玉
県
公
立
大
学
法
人
埼
玉
県
立
大
学
評

価
委
員
会 

名

称 
地
方
独
立
行
政
法
人
埼
玉
県
立
病
院
機
構 

公
立
大
学
法
人
埼
玉
県
立
大
学 

地

方

独

立

行

政

法

人 

 



条

例 

埼
玉
県
立
高
等
看
護
学
院
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

埼
玉
県
条
例
第
十
五
号 

 
 

 

埼
玉
県
立
高
等
看
護
学
院
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

埼
玉
県
立
高
等
看
護
学
院
条
例
（
昭
和
四
十
八
年
埼
玉
県
条
例
第
五
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
六
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

２ 

知
事
は
、
学
業
が
優
秀
で
、
か
つ
、
経
済
的
理
由
に
よ
り
授
業
料
の
納
付
が
困
難
で
あ
る
と

認
め
ら
れ
る
者
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
者
に
つ
い
て
、
入
学
料
を
減

額
し
、
又
は
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

第
七
条
第
二
項
中
「
知
事
は
、
」
の
下
に
「
学
業
が
優
秀
で
、
か
つ
、
経
済
的
理
由
に
よ
り
授

業
料
の
納
付
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
者
そ
の
他
」
を
加
え
る
。 

 
 

 

附 

則 

１ 

こ
の
条
例
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

改
正
後
の
第
六
条
第
二
項
の
規
定
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
以
後
に
埼
玉
県
立
高
等
看
護
学

院
に
入
学
又
は
転
入
学
を
し
た
学
生
に
つ
い
て
適
用
す
る
。 

  
 

 



条

例 

 

埼
玉
県
臨
床
研
修
医
研
修
資
金
貸
与
条
例
及
び
埼
玉
県
医
師
育
成
奨
学
金
貸
与
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
条
例
第
十
六
号 

 
 

 

埼
玉
県
臨
床
研
修
医
研
修
資
金
貸
与
条
例
及
び
埼
玉
県
医
師
育
成
奨
学
金
貸
与
条
例
の
一 

 
 

 

部
を
改
正
す
る
条
例 

 

次
に
掲
げ
る
条
例
の
規
定
中
「
医
学
を
履
修
す
る
課
程
を
置
く
大
学
に
附
属
す
る
病
院
又
は
厚

生
労
働
大
臣
の
指
定
す
る
病
院
」
を
「
知
事
の
指
定
す
る
病
院
又
は
外
国
の
病
院
で
厚
生
労
働
大

臣
の
指
定
す
る
も
の
」
に
改
め
る
。 

一 

埼
玉
県
臨
床
研
修
医
研
修
資
金
貸
与
条
例
（
平
成
二
十
二
年
埼
玉
県
条
例
第
十
六
号
）
第
二

条
第
一
項 

二 

埼
玉
県
医
師
育
成
奨
学
金
貸
与
条
例
（
平
成
二
十
四
年
埼
玉
県
条
例
第
十
五
号
）
第
八
条
第

一
号 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 



条

例 

埼
玉
県
受
動
喫
煙
防
止
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

埼
玉
県
条
例
第
十
七
号 

 
 

 

埼
玉
県
受
動
喫
煙
防
止
条
例 

 

（
目
的
） 

第
一
条 

こ
の
条
例
は
、
受
動
喫
煙
の
防
止
に
関
し
、
県
、
県
民
、
保
護
者
及
び
事
業
者
の
責
務

を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
県
民
が
受
動
喫
煙
を
避
け
る
こ
と
が
で
き
る
環
境
を
整
備
す
る

こ
と
に
よ
り
、
望
ま
な
い
受
動
喫
煙
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
の
な
い
社
会
を
実
現
す
る
こ
と
を
目

的
と
す
る
。 

 

（
定
義
） 

第
二
条 

こ
の
条
例
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
る
。 

 

一 

受
動
喫
煙 

健
康
増
進
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
三
号
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
法
」

と
い
う
。
）
第
二
十
八
条
第
三
号
に
規
定
す
る
受
動
喫
煙
を
い
う
。 

 

二 

既
存
特
定
飲
食
提
供
施
設 

健
康
増
進
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
三
十
年
法
律

第
七
十
八
号
。
第
五
号
に
お
い
て
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す

る
既
存
特
定
飲
食
提
供
施
設
を
い
う
。 

 

三 

管
理
権
原
者 

法
第
二
十
六
条
に
規
定
す
る
管
理
権
原
者
を
い
う
。 

 

四 

管
理
権
原
者
等 

法
第
三
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
管
理
権
原
者
等
を
い
う
。 

 

五 

喫
煙
可
能
室 

改
正
法
附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
法
第
三
十

三
条
第
三
項
第
一
号
に
規
定
す
る
喫
煙
可
能
室
を
い
う
。 

（
県
の
責
務
） 

第
三
条 

県
は
、
受
動
喫
煙
の
防
止
に
関
す
る
総
合
的
な
施
策
を
策
定
し
、
及
び
実
施
す
る
も
の

と
す
る
。 

（
県
民
の
責
務
） 

第
四
条 

県
民
は
、
他
人
に
受
動
喫
煙
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

２ 

県
民
は
、
県
が
実
施
す
る
受
動
喫
煙
の
防
止
に
関
す
る
施
策
に
協
力
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。 

 

（
保
護
者
の
責
務
） 

第
五
条 

保
護
者
は
、
い
か
な
る
場
所
に
お
い
て
も
、
そ
の
監
護
に
係
る
未
成
年
者
の
受
動
喫
煙

を
防
止
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 



（
事
業
者
の
責
務
） 

第
六
条 

事
業
者
は
、
そ
の
事
業
活
動
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
受
動
喫
煙
を
防
止
す
る
た
め
の

環
境
の
整
備
に
取
り
組
む
と
と
も
に
、
県
が
実
施
す
る
受
動
喫
煙
の
防
止
に
関
す
る
施
策
に
協

力
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
喫
煙
可
能
室
の
設
置
の
禁
止
等
） 

第
七
条 

既
存
特
定
飲
食
提
供
施
設
の
管
理
権
原
者
は
、
当
該
既
存
特
定
飲
食
提
供
施
設
に
喫
煙

可
能
室
を
設
置
し
て
は
な
ら
な
い
。 

２ 

既
存
特
定
飲
食
提
供
施
設
の
管
理
権
原
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に

は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
既
存
特
定
飲
食
提
供
施
設
に
喫
煙
可
能
室
を
設
置
す

る
こ
と
が
で
き
る
。 

一 

従
業
員
（
労
働
基
準
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
四
十
九
号
）
第
九
条
に
規
定
す
る
労
働

者
（
同
居
の
親
族
の
み
を
使
用
す
る
事
業
又
は
事
務
所
に
使
用
さ
れ
る
者
及
び
家
事
使
用
人

を
除
く
。)

を
い
う
。
以
下
同
じ
。)

を
雇
用
し
て
い
な
い
場
合 

二 

従
業
員
を
雇
用
し
て
い
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定

め
る
承
諾
を
得
た
場
合 

イ 

喫
煙
可
能
室
を
新
た
に
設
置
す
る
場
合 

全
て
の
従
業
員
の
喫
煙
可
能
室
を
設
置
し
た

既
存
特
定
飲
食
提
供
施
設
で
勤
務
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
書
面
に
よ
る
承
諾 

ロ 

喫
煙
可
能
室
の
設
置
後
に
従
業
員
を
新
た
に
雇
用
す
る
場
合 

当
該
従
業
員
の
喫
煙
可

能
室
を
設
置
し
た
既
存
特
定
飲
食
提
供
施
設
で
勤
務
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
書
面
に
よ
る

承
諾 

ハ 

第
九
条
第
二
項
の
報
告
を
行
う
場
合 

全
て
の
従
業
員
の
喫
煙
可
能
室
を
設
置
し
た
既

存
特
定
飲
食
提
供
施
設
で
勤
務
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
書
面
に
よ
る
承
諾 

ニ 

そ
の
他
規
則
で
定
め
る
場
合 

規
則
で
定
め
る
承
諾 

３ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
喫
煙
可
能
室
を
設
置
し
た
後
に
同
項
第
二
号
の
承
諾
が
撤
回
さ
れ
た
場

合
で
あ
っ
て
も
、
管
理
権
原
者
は
次
に
第
九
条
第
二
項
の
報
告
を
行
う
ま
で
の
間
は
引
き
続
き

喫
煙
可
能
室
を
設
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

４ 

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
管
理
権
原
者
が
引
き
続
き
喫
煙
可
能
室
を
設
置
し
よ
う
と
す
る
と

き
は
、
当
該
従
業
員
の
望
ま
な
い
受
動
喫
煙
を
防
止
す
る
た
め
、
当
該
既
存
特
定
飲
食
提
供
施

設
の
実
情
に
応
じ
適
切
な
措
置
を
と
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
不
利
益
取
扱
い
の
禁
止
） 

第
八
条 

既
存
特
定
飲
食
提
供
施
設
の
管
理
権
原
者
等
は
、
従
業
員
が
前
条
第
二
項
第
二
号
の
承

諾
を
し
な
い
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
当
該
従
業
員
に
対
し
て
不
利
益
な
取
扱
い
を
し
て
は
な
ら

な
い
。 

（
喫
煙
可
能
室
設
置
の
届
出
等
） 



第
九
条 

第
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
喫
煙
可
能
室
を
設
置
し
た
既
存
特
定
飲
食
提
供
施
設
の

管
理
権
原
者
は
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
速
や
か
に
同
項
に
該
当
す
る
旨
を
知
事
に

届
け
出
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
既
存
特
定
飲
食
提
供
施
設
の
管
理
権
原
者
は
、
規
則
で
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
従
業
員
に
係
る
状
況
を
知
事
に
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。 

（
書
類
の
保
存
） 

第
十
条 

第
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
喫
煙
可
能
室
を
設
置
し
た
既
存
特
定
飲
食
提
供
施
設
の

管
理
権
原
者
は
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
同
項
に
該
当
す
る
こ
と
を
証
明
す
る
書
類

を
備
え
、
こ
れ
を
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
既
存
特
定
飲
食
提
供
施
設
の
管
理
権
原
者
等
に
対
す
る
指
導
及
び
助
言
） 

第
十
一
条 

知
事
は
、
既
存
特
定
飲
食
提
供
施
設
の
管
理
権
原
者
等
に
対
し
、
当
該
既
存
特
定
飲

食
提
供
施
設
に
お
け
る
望
ま
な
い
受
動
喫
煙
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
指
導
及
び
助
言
を
す

る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
既
存
特
定
飲
食
提
供
施
設
の
管
理
権
原
者
に
対
す
る
勧
告
、
命
令
等
） 

第
十
二
条 

知
事
は
、
既
存
特
定
飲
食
提
供
施
設
の
管
理
権
原
者
が
第
七
条
第
二
項
の
規
定
に
違

反
し
て
喫
煙
可
能
室
を
設
置
し
て
い
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
管
理
権
原
者
に
対
し
、
期
限

を
定
め
て
、
当
該
喫
煙
可
能
室
を
廃
止
す
る
こ
と
を
勧
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
勧
告
を
受
け
た
既
存
特
定
飲
食
提
供
施
設
の
管
理
権
原
者
が
、

同
項
の
期
限
内
に
こ
れ
に
従
わ
な
か
っ
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
公
表
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

３ 

知
事
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
勧
告
を
受
け
た
既
存
特
定
飲
食
提
供
施
設
の
管
理
権
原
者

が
、
そ
の
勧
告
に
係
る
措
置
を
と
ら
な
か
っ
た
と
き
は
、
当
該
管
理
権
原
者
に
対
し
、
期
限
を

定
め
て
、
そ
の
勧
告
に
係
る
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
立
入
検
査
等
） 

第
十
三
条 

知
事
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
既
存
特
定
飲
食
提
供
施
設

の
管
理
権
原
者
等
に
対
し
、
当
該
既
存
特
定
飲
食
提
供
施
設
の
状
況
そ
の
他
必
要
な
事
項
に
関

し
報
告
を
さ
せ
、
又
は
そ
の
職
員
に
、
当
該
既
存
特
定
飲
食
提
供
施
設
に
立
ち
入
り
、
当
該
既

存
特
定
飲
食
提
供
施
設
の
状
況
若
し
く
は
帳
簿
、
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ
せ
、
若
し
く

は
関
係
者
に
質
問
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
立
入
検
査
又
は
質
問
を
す
る
職
員
は
、
そ
の
身
分
を
示
す
証
明
書
を
携

帯
し
、
関
係
者
に
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
権
限
は
、
犯
罪
捜
査
の
た
め
に
認
め
ら
れ
た
も
の
と
解
釈
し
て
は
な

ら
な
い
。 

（
委
任
） 



第
十
四
条 

こ
の
条
例
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
条
例
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
規

則
で
定
め
る
。 

（
罰
則
） 

第
十
五
条 

第
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
者
は
、
五
万
円
以
下
の
過
料
に

処
す
る
。 

第
十
六
条 

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
二
万
円
以
下
の
過
料
に
処
す
る
。 

 

一 

第
十
条
の
規
定
に
よ
る
書
類
を
備
え
付
け
ず
、
又
は
保
存
し
な
か
っ
た
者 

 

二 

第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
報
告
を
し
、
又
は
同

項
の
規
定
に
よ
る
検
査
を
拒
み
、
妨
げ
、
若
し
く
は
忌
避
し
、
若
し
く
は
同
項
の
規
定
に
よ

る
質
問
に
対
し
て
答
弁
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
答
弁
を
し
た
者 

 
 

 

附 

則 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
条
例
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
経
過
措
置
） 

２ 

第
七
条
の
規
定
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
際
現
に
喫
煙
可
能
室
を
設
置
し
て
い
る
既
存
特
定

飲
食
提
供
施
設
に
つ
い
て
も
、
適
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
同
条
第
二
項
第
二
号
イ
中
「
喫

煙
可
能
室
を
新
た
に
設
置
す
る
場
合
」
と
あ
る
の
は
「
こ
の
条
例
の
施
行
日
以
後
引
き
続
き
喫

煙
可
能
室
を
設
置
す
る
場
合
」
と
す
る
。 

（
見
直
し
） 

３ 

県
は
、
社
会
状
況
の
変
化
等
を
踏
ま
え
、
必
要
に
応
じ
こ
の
条
例
に
つ
い
て
見
直
し
を
行
う

も
の
と
す
る
。 

 



条

例 

埼
玉
県
動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
条
例
第
十
八
号 

 
 

 

埼
玉
県
動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

埼
玉
県
動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
年
埼
玉
県
条
例
第
十
九
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

目
次
中
「
第
十
八
条
」
を
「
第
十
七
条
の
二
」
に
改
め
る
。 

 

第
二
条
第
三
号
中
「
第
二
十
六
条
第
一
項
の
」
を
「
第
二
十
五
条
の
二
に
規
定
す
る
」
に
改
め

る
。 

 

第
七
条
の
二
第
一
項
中
「
第
二
十
四
条
の
二
」
を
「
第
二
十
四
条
の
二
の
二
」
に
改
め
る
。 

 

第
五
章
中
第
十
八
条
の
前
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

 

（
動
物
愛
護
管
理
員
） 

第
十
七
条
の
二 

法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
動
物
愛
護
管
理
担
当
職
員
と
し
て
、

動
物
愛
護
管
理
員
を
置
く
。 

２ 

前
項
の
動
物
愛
護
管
理
員
は
、
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
野
犬
等
の
収
容
、
前
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
立
入
検
査
及
び
質
問
そ
の
他
の
動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
事
務
を
行

う
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
令
和
二
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 



条

例 

食
品
衛
生
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
条
例
第
十
九
号 

 
 

 

食
品
衛
生
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

食
品
衛
生
法
施
行
条
例
（
平
成
十
二
年
埼
玉
県
条
例
第
二
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。 

 

第
三
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

第
三
条 

削
除 

 

第
四
条
中
「
第
五
十
一
条
」
を
「
第
五
十
四
条
」
に
、
「
別
表
第
二
」
を
「
別
表
」
に
改
め

る
。 

 

第
六
条
中
「
第
五
十
二
条
第
一
項
」
を
「
第
五
十
五
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。 

第
八
条
第
一
項
中
「
第
三
条
」
を
「
食
品
衛
生
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第

二
十
三
号
）
第
六
十
六
条
の
二
第
一
項
」
に
改
め
る
。 

 

別
表
第
一
を
削
る
。  

 

別
表
第
二
第
一
号
イ
⑴ 

中
「
第
五
十
二
条
第
一
項
」
を
「
第
五
十
五
条
第
一
項
」
に
改
め
、

同
号
イ
⑾ 

中
「
第
十
一
条
第
一
項
」
を
「
第
十
三
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
号
ロ 

中
「
め
ん

類
製
造
業
」
を
「
麺
類
製
造
業
」
に
、
「
乾
め
ん
類
」
を
「
乾
麺
類
」
に
、
「
生
め
ん
類
」
を
「
生

麺
類
」
に
、
「
ゆ
で
め
ん
類
」
を
「
ゆ
で
麺
類
」
に
改
め
、
同
表
を
別
表
と
す
る
。 

 
 

 

附 

則 

１ 

こ
の
条
例
は
、
令
和
二
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
四
条
及
び
第
六
条
の
改

正
規
定
並
び
に
別
表
第
二
の
改
正
規
定
（
第
一
号
イ
⑴ 

を
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
は
、
令

和
三
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

食
品
衛
生
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
三
十
年
法
律
第
四
十
六
号
）
第
一
条
の

規
定
に
よ
る
改
正
前
の
食
品
衛
生
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
三
十
三
号
）
第
五
十
条

第
二
項
に
基
づ
く
改
正
前
の
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
管
理
運
営
の
基
準
の
適
用
に
つ
い
て

は
、
令
和
三
年
五
月
三
十
一
日
ま
で
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

  

(31) 

(二) 

(二) 

(三) 



⑼ 

Ｆ
Ｔ
― 

 

Ｎ
Ｍ
Ｒ
装 

 

置
に
よ
る 

 

分
析 

条

例 

埼
玉
県
産
業
技
術
総
合
セ
ン
タ
ー
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
条
例
第
二
十
号 

埼
玉
県
産
業
技
術
総
合
セ
ン
タ
ー
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

埼
玉
県
産
業
技
術
総
合
セ
ン
タ
ー
条
例
（
平
成
十
四
年
埼
玉
県
条
例
第
八
十
四
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

別
表
第
一
第
一
号
の
表
第
一
項
中
ラ
を
ム
と
し
、
カ
か
ら
ナ
ま
で
を
ヨ
か
ら
ラ
ま
で
と
し
、
ワ

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 

別
表
第
一
第
一
号
の
表
第
二
項
中
チ
を
削
り
、
リ
を
チ
と
し
、
ヌ
か
ら
ヨ
ま
で
を
リ
か
ら
カ
ま

で
と
し
、
同
表
第
五
項
中
ワ
を
削
り
、
カ
を
ワ
と
し
、
ヨ
か
ら
ソ
ま
で
を
カ
か
ら
レ
ま
で
と
し
、

ツ
を
削
り
、
ネ
を
ソ
と
し
、
ナ
か
ら
ヤ
ま
で
を
ツ
か
ら
オ
ま
で
と
し
、
そ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加

え
る
。 

 

 

別
表
第
一
第
一
号
の
表
第
五
項
中
マ
を
ヤ
と
し
、
ケ
か
ら
キ
ま
で
を
マ
か
ら
サ
ま
で
と
し
、
同

表
第
六
項
中
ワ
を
削
り
、
カ
を
ワ
と
し
、
ヨ
か
ら
ウ
ま
で
を
カ
か
ら
ム
ま
で
と
し
、
同
表
第
八
項

中
レ
を
削
り
、
ソ
を
レ
と
し
、
ツ
を
ソ
と
す
る
。 

                

カ 

小
型
射
出
成
形
機 

一
時
間 

一
、
九
一
〇
円 

 

 

ク 

ア
ル
コ
ー
ル
ア
ナ
ラ
イ
ザ 
一
時
間 

四
八
〇
円 

 

    

    

      

      

 

⑹ 

Ｉ
Ｃ
Ｐ
質
量
分
析
装
置 

 

に
よ
る
分
析 

⑺ 

Ｉ
Ｃ
Ｐ
発
光
分
析
装
置 

 

に
よ
る
分
析 

⑻ 

Ｘ
線
マ 

 

イ
ク
ロ
ア 

 

ナ
ラ
イ
ザ 

 

に
よ
る
分 

 

析 

一
試
料 

一
成
分 

一
試
料 

一
成
分 

一
四
、
四
〇
〇 

（
一
成
分
を
増 

ご
と
に
二
、
〇 

〇
円
を
加
え
る
。 

 

九
、
六
七
〇 

（
一
成
分
を
増 

ご
と
に
一
、
五 

〇
円
を
加
え
る
。 

試
料
分
析 

マ
ッ
ピ
ン
グ 

一
試
料 

一
測
定 

一
試
料 

一
測
定 

二
九
、
六
〇
〇 

三
二
、
六
〇
〇 

液
体
試
料
測 

定 

一
時
間 

 

八
、
四
〇
〇 

（
一
時
間
を
増 

ご
と
に
六
、
〇 

〇
円
を
加
え
る
。 

「 



                                  

        

  

         

         

 

別
表
第
二
第
一
号
の
表
第
一
項
中 

      

 

   

    

     

     

 

⑼ 

Ｆ
Ｔ
― 

 

Ｎ
Ｍ
Ｒ
装 

 

置
に
よ
る 

 

分
析 

 

八
、
四
〇
〇 

（
一
時
間
を
増 

ご
と
に
六
、
〇 

〇
円
を
加
え
る
。 

固
体
試
料
測 

定 

一
時
間 

二
九
、
四
〇
〇 

（
一
時
間
を
増 

ご
と
に
九
、
〇 

〇
円
を
加
え
る
。 

⑽ 

ガ
ス
ク
ロ
マ
ト
グ
ラ
フ 

 

に
よ
る
分
析 

⑾ 

液
体
ク
ロ
マ
ト
グ
ラ
フ 

 

に
よ
る
分
析 

⑿ 

液
体
ク
ロ
マ
ト
グ
ラ
フ 

 

質
量
分
析
装
置
に
よ
る
分 

 

析 

⒀ 

イ
オ
ン
ク
ロ
マ
ト
グ
ラ 

 

フ
に
よ
る
分
析 

⒁ 

赤
外
分
光
光
度
計
に
よ 

 

る
分
析 

⒂ 

熱
分
析
装
置
に
よ
る
分 

 

析 

 

る
分
析 

⒃ 

Ｘ
線
回
折
装
置
に
よ
る 

 

分
析 

一
試
料 

一
測
定 

一
試
料 

一
測
定 

一
試
料 

一
測
定 

一
試
料 

一
測
定 

一
試
料 

一
測
定 

一
試
料 

一
測
定 

一
試
料 

一
測
定 

二
〇
、
三
〇
〇 

九
、
八
六
〇 

五
、
五
〇
〇 

一
四
、
八
〇
〇 

四
、
七
八
〇 

三
、
八
八
〇 

九
、
七
七
〇 

円 す 五 ） 円 す 九 ） 円 円 

⑹ 

Ｉ
Ｃ
Ｐ
発
光
分
析
装
置 

 

に
よ
る
分
析 

⑺ 

Ｘ
線
マ 

 

イ
ク
ロ
ア 

 

ナ
ラ
イ
ザ 

 

に
よ
る
分 

 

析 

⑻ 

Ｆ
Ｔ
― 

 

Ｎ
Ｍ
Ｒ
装 

 

置
に
よ
る 

 

分
析 

液
体
試
料
測 

定 試
料
分
析 

マ
ッ
ピ
ン
グ 

一
試
料 

一
成
分 

一
試
料 

一
測
定 

一
試
料 

一
測
定 

 

九
、
六
七
〇
円 

（
一
成
分
を
増
す 

ご
と
に
一
、
五
九 

〇
円
を
加
え
る
。
） 

二
九
、
六
〇
〇
円 

三
二
、
六
〇
〇
円 

 

八
、
四
〇
〇
円 

（
一
時
間
を
増
す 

ご
と
に
六
、
〇
一 

〇
円
を
加
え
る
。
） 

一
時
間 

「 



 
 

 

 

 

 

                                  

         

 

         

  

          

          

 

 
 

 
 

  

  

 

 

円 円 円 円 円 円 円 円 す 一 ） 円 す 一 ） 

⑻ 

Ｆ
Ｔ
― 

 

Ｎ
Ｍ
Ｒ
装 

 

置
に
よ
る 

 

分
析 

 

八
、
四
〇
〇
円 

（
一
時
間
を
増
す 

ご
と
に
六
、
〇
一 

〇
円
を
加
え
る
。
） 

固
体
試
料
測 

定 

二
九
、
四
〇
〇
円 

（
一
時
間
を
増
す 

ご
と
に
九
、
〇
一 

〇
円
を
加
え
る
。
） 

 

一
時
間 

を 

に
改
め
、
同
表
第
二
項 

⑼ 
ガ
ス
ク
ロ
マ
ト
グ
ラ
フ 

 

に
よ
る
分
析 

⑽ 

液
体
ク
ロ
マ
ト
グ
ラ
フ 

 

に
よ
る
分
析 

⑾ 

液
体
ク
ロ
マ
ト
グ
ラ
フ 

 

質
量
分
析
装
置
に
よ
る
分 

 

析 

⑿ 

イ
オ
ン
ク
ロ
マ
ト
グ
ラ 

 

フ
に
よ
る
分
析 

⒀ 

赤
外
分
光
光
度
計
に
よ 

 

る
分
析 

⒁ 

熱
分
析
装
置
に
よ
る
分 

 

析 

 

る
分
析 

⒂ 

Ｘ
線
回
折
装
置
に
よ
る 

 

分
析 

⒃ 

ア
ル
コ
ー
ル
ア
ナ
ラ
イ 

 

ザ
に
よ
る
定
量
分
析 

一
試
料 

一
測
定 

一
試
料 

一
測
定 

一
試
料 

一
測
定 

一
試
料 

一
測
定 

一
試
料 

一
測
定 

一
試
料 

一
測
定 

一
試
料 

一
測
定 

一
試
料 

一
測
定 

九
、
八
六
〇
円 

二
〇
、
三
〇
〇
円 

五
、
五
〇
〇
円 

一
四
、
八
〇
〇
円 

四
、
七
八
〇
円 

三
、
八
八
〇
円 

九
、
七
七
〇
円 

二
、
四
二
〇
円 

」 

」 

中 

「 

「 

二
キ
ロ
ニ
ュ 

ー
ト
ン
の
試 

験
機
に
よ
る 

も
の 

一
〇
キ
ロ
ニ 

ュ
ー
ト
ン
の 

試
験
機
に
よ 

る
も
の 

一
試
料 

一
項
目 

一
試
料 

一
項
目 

一
、
〇
六
〇
円 

八
一
〇
円 

」 

を 

一
〇
キ
ロ
ニ 

ュ
ー
ト
ン
の 

試
験
機
に
よ 

る
も
の 

一
試
料 

一
項
目 

八 

一
〇
円 



 

 

     
 

 

附 
則 

 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

」 

に
改
め
る
。 



条

例 

埼
玉
県
卸
売
市
場
条
例
を
廃
止
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
条
例
第
二
十
一
号 

 
 

 

埼
玉
県
卸
売
市
場
条
例
を
廃
止
す
る
条
例 

 

埼
玉
県
卸
売
市
場
条
例
（
昭
和
四
十
六
年
埼
玉
県
条
例
第
七
十
七
号
）
は
、
廃
止
す
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
条
例
は
、
令
和
二
年
六
月
二
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

２ 

こ
の
条
例
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に 

 

よ
る
。 

 

（
執
行
機
関
の
附
属
機
関
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

３ 

執
行
機
関
の
附
属
機
関
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
八
年
埼
玉
県
条
例
第
十
七
号
）
の
一
部 

 

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

別
表
第
一
の
一
の
表
埼
玉
県
卸
売
市
場
審
議
会
の
項
を
削
る
。 

 

（
埼
玉
県
証
紙
条
例
の
一
部
改
正
） 

４ 

埼
玉
県
証
紙
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
埼
玉
県
条
例
第
六
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改 

 

正
す
る
。 

 
 

別
表
埼
玉
県
卸
売
市
場
条
例
（
昭
和
四
十
六
年
埼
玉
県
条
例
第
七
十
七
号
）
の
項
を
削
る
。 

 

（
埼
玉
県
本
人
確
認
情
報
の
利
用
及
び
提
供
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

５ 

埼
玉
県
本
人
確
認
情
報
の
利
用
及
び
提
供
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
二
年
埼
玉
県
条
例
第 

 

六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

別
表
第
二
中
第
七
号
を
削
り
、
第
八
号
を
第
七
号
と
し
、
第
九
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で
を
一 

 

号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
第
十
二
号
を
削
り
、
第
十
三
号
を
第
十
一
号
と
し
、
第
十
四
号
か
ら
第
十 

 

七
号
ま
で
を
二
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。 



条

例 

埼
玉
県
森
林
環
境
譲
与
税
基
金
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
条
例
第
二
十
二
号 

 
 

 

埼
玉
県
森
林
環
境
譲
与
税
基
金
条
例 

 

（
設
置
） 

第
一
条 

森
林
環
境
税
及
び
森
林
環
境
譲
与
税
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
十
一
年
法
律
第
三
号
）

第
三
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
実
施
す
る
森
林
の
整
備
及
び
そ
の
促
進
に
関
す
る
施
策
に

要
す
る
経
費
の
財
源
に
充
て
る
た
め
、
埼
玉
県
森
林
環
境
譲
与
税
基
金
（
以
下
「
基
金
」
と
い

う
。
）
を
設
置
す
る
。 

 

（
積
立
て
） 

第
二
条 

基
金
と
し
て
積
み
立
て
る
額
は
、
当
該
積
立
て
を
す
る
年
度
の
一
般
会
計
歳
入
歳
出
予

算
で
定
め
る
額
と
す
る
。 

 

（
管
理
） 

第
三
条 

基
金
に
属
す
る
現
金
は
、
金
融
機
関
へ
の
預
金
そ
の
他
最
も
確
実
か
つ
有
利
な
方
法
に

よ
り
保
管
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

基
金
に
属
す
る
現
金
は
、
必
要
に
応
じ
、
最
も
確
実
か
つ
有
利
な
有
価
証
券
に
代
え
る
こ
と

が
で
き
る
。 

 

（
運
用
益
金
の
処
理
） 

第
四
条 

基
金
の
運
用
か
ら
生
ず
る
収
益
は
、
一
般
会
計
歳
入
歳
出
予
算
に
計
上
し
て
、
こ
の
基

金
に
編
入
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
処
分
） 

第
五
条 

基
金
は
、
第
一
条
に
規
定
す
る
施
策
に
要
す
る
経
費
の
財
源
に
充
て
る
場
合
に
限
り
、

こ
れ
を
処
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
委
任
） 

第
六
条 

こ
の
条
例
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
基
金
の
管
理
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
知
事
が
定

め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 



条

例 

埼
玉
県
建
築
基
準
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
条
例
第
二
十
三
号 

 

埼
玉
県
建
築
基
準
法
施
行
条
例
（
昭
和
三
十
五
年
埼
玉
県
条
例
第
三
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
五
条
中
「
又
は
準
耐
火
建
築
物
」
を
「
、
準
耐
火
建
築
物
又
は
建
築
基
準
法
施
行
令
（
昭
和

二
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
八
号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
百
三
十
六
条
の
二
第
一
号
ロ
若

し
く
は
第
二
号
ロ
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
」
に
改
め
る
。 

 

第
六
条
第
二
項
中
「
建
築
基
準
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
八
号
。
以
下
「
令
」

と
い
う
。
）
」
を
「
令
」
に
改
め
る
。 

 

第
十
五
条
中
「
耐
火
建
築
物
」
の
下
に
「
又
は
令
第
百
十
条
及
び
第
百
十
条
の
二
に
掲
げ
る
基

準
に
適
合
す
る
建
築
物
」
を
加
え
る
。 

 

第
三
十
五
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

（
他
の
用
途
部
分
と
の
区
画
） 

第
三
十
五
条 

建
築
物
の
一
部
に
車
庫
等
を
設
け
る
場
合
に
お
い
て
は
、
車
庫
等
以
外
の
部
分
の 

 

た
め
に
設
け
る
避
難
用
出
口
を
車
庫
等
の
内
部
に
設
け
て
は
な
ら
な
い
。 

 

第
三
十
六
条
中
「
及
び
前
条
第
二
号
」
を
削
る
。 

 

第
五
十
五
条
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

一 

耐
火
建
築
物
又
は
令
第
百
十
条
及
び
第
百
十
条
の
二
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
と 

 
 

す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
階
数
が
三
以
下
で
延
べ
面
積
が
二
百
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
興
行
場 

 
 

等
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

  



条

例 

埼
玉
県
政
務
活
動
費
の
交
付
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

埼
玉
県
条
例
第
二
十
四
号 

 
 

 

埼
玉
県
政
務
活
動
費
の
交
付
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

埼
玉
県
政
務
活
動
費
の
交
付
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
三
年
埼
玉
県
条
例
第
五
十
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

題
名
中
「
交
付
」
の
下
に
「
等
」
を
加
え
る
。 

 

第
一
条
中
「
交
付
す
る
こ
と
」
の
下
に
「
等
」
を
加
え
る
。 

 

第
七
条
第
一
項
中
「
次
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
九
条
に
お
い
て
」
を
「
以
下
」
に
改
め
、
同

条
第
三
項
中
「
書
類
の
写
し
」
の
下
に
「
（
第
九
条
第
一
項
に
お
い
て
「
証
拠
書
類
の
写
し
」
と

い
う
。
）
」
を
加
え
る
。 

 

第
十
条
を
第
十
一
条
と
し
、
第
九
条
を
第
十
条
と
し
、
第
八
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

 

（
収
支
報
告
書
等
の
保
存
及
び
閲
覧
等
） 

第
九
条 

議
長
は
、
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
収
支
報
告
書
及
び
証
拠
書
類
の
写
し
（
以

下
こ
の
条
に
お
い
て
「
収
支
報
告
書
等
」
と
い
う
。
）
を
、
当
該
収
支
報
告
書
等
を
提
出
す
べ

き
期
間
の
末
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

何
人
も
、
議
長
に
対
し
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
保
存
さ
れ
て
い
る
収
支
報
告
書
等
の
閲
覧
を

請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
議
長
は
、
当
該
請
求
に
係
る
収
支
報
告
書

等
に
埼
玉
県
議
会
情
報
公
開
条
例
（
平
成
十
一
年
埼
玉
県
条
例
第
二
号
）
第
七
条
第
四
項
に
規

定
す
る
非
公
開
情
報
が
記
録
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
当
該
非
公
開
情
報
が
記
録
さ
れ
て
い
る
部

分
を
除
い
た
部
分
に
つ
き
、
閲
覧
に
供
す
る
も
の
と
す
る
。 

３ 

前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
議
長
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
保
存
し
て
い
る
収
支
報

告
書
等
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
に
よ
り
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

議
長
は
、
当
該
収
支
報
告
書
等
に
埼
玉
県
議
会
情
報
公
開
条
例
第
七
条
第
四
項
に
規
定
す
る
非

公
開
情
報
が
記
録
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
当
該
非
公
開
情
報
が
記
録
さ
れ
て
い
る
部
分
を
除
い

た
部
分
に
つ
き
、
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。 

 
 

 

附 

則 

１ 

こ
の
条
例
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
埼
玉
県
政
務
活
動
費
の
交
付
等
に
関
す
る
条
例
第
九
条
第
三
項

の
規
定
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
以
後
に
交
付
の
決
定
が
あ
っ
た
政
務
活
動
費
に
つ
い
て
適
用

し
、
同
日
前
に
交
付
の
決
定
が
あ
っ
た
政
務
活
動
費
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 



条

例 

埼
玉
県
学
校
職
員
定
数
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
条
例
第
二
十
五
号 

 
 

 

埼
玉
県
学
校
職
員
定
数
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

埼
玉
県
学
校
職
員
定
数
条
例
（
昭
和
三
十
年
埼
玉
県
条
例
第
二
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。 

 

第
二
条
第
一
項
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

               
 

 

附 

則 

１ 

こ
の
条
例
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

改
正
後
の
第
二
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
三

年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
同
項
の
表
中
「
七
、
九
七
二
人
」
と
あ
る
の
は
「
八
、
〇
三

五
人
」
と
、
「
九
、
五
一
四
人
」
と
あ
る
の
は
「
九
、
六
一
八
人
」
と
す
る
。 

そ
の
他
の
職
員 

校
長
及
び
教
員
（
副 

校
長
、
教
頭
、
主
幹 

教
諭
、
教
諭
、
養
護 

教
諭
、
助
教
諭
、
養 

護
助
教
諭
及
び
講
師 

を
い
う
。
） 

 
 

 
 

学
校
種
別 

   

職
員
種
別 

   

一
、
三
九
五 

  
 

 
 

 

人 

   

七
、
九
七
二 

  
 

 
 

 

人 

県
立
高
等
学
校 

及
び
市
町
村
立 

高
等
学
校
（
定 

時
制
の
課
程
に 

限
る
。
） 

   

四
、
四
六
八 

  
 

 
 

 

人 

   

四
、
一
五
一 

  
 

 
 

 

人 

県
立
及
び
市
町 

村
立
の
特
別
支 

援
学
校 

   

四
、
五
〇
七 

  
 

 
 

 

人 

   

九
、
五
一
四 

  
 

 
 

 

人 

県
立
中
学
校
及 

び
市
町
村
立
中 

学
校
（
義
務
教 

育
学
校
の
後
期 

課
程
を
含
む
。
）    

四
、
九
九
八 

  
 

 
 

 

人 

  

一
六
、
四
五
二 

  
 

 
 

 

人 

市
町
村
立
小
学 

校
（
義
務
教
育 

学
校
の
前
期
課 

程
を
含
む
。
） 

 

 



条

例 

学
校
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。 

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
知
事 

大

野

元

裕 

埼
玉
県
条
例
第
二
十
六
号 

 
 

 

学
校
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

学
校
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
七
年
埼
玉
県
条
例
第
二
十
八
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
八
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

 

（
教
育
職
員
の
業
務
量
の
適
切
な
管
理
等
） 

第
八
条
の
二 

教
育
職
員
（
学
校
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
一
年
埼
玉
県
条
例
第 

 

三
十
三
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
教
育
職
員
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
） 

 

の
健
康
及
び
福
祉
の
確
保
を
図
る
こ
と
に
よ
り
学
校
教
育
の
水
準
の
維
持
向
上
に
資
す
る
た
め
、 

 

教
育
職
員
が
正
規
の
勤
務
時
間
及
び
そ
れ
以
外
の
時
間
に
お
い
て
行
う
業
務
の
量
の
適
切
な
管 

 

理
そ
の
他
教
育
職
員
の
健
康
及
び
福
祉
の
確
保
を
図
る
た
め
に
講
ず
べ
き
措
置
に
つ
い
て
は
、 

 

公
立
の
義
務
教
育
諸
学
校
等
の
教
育
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
昭
和
四
十
六
年 

 

法
律
第
七
十
七
号
）
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
針
に
基
づ
き
、
教
育
職
員
の
服
務
を
監
督 

 

す
る
教
育
委
員
会
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。 

 

第
九
条
第
二
項
中
「
前
条
第
一
項
」
を
「
第
八
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。 

 

第
九
条
の
二
第
一
項
中
「
（
昭
和
三
十
一
年
埼
玉
県
条
例
第
三
十
三
号
）
」
を
削
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 



条

例 

警
察
署
の
名
称
、
位
置
及
び
管
轄
区
域
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公

布
す
る
。 

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
条
例
第
二
十
七
号 

 
 

 

 
 

 

警
察
署
の
名
称
、
位
置
及
び
管
轄
区
域
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

警
察
署
の
名
称
、
位
置
及
び
管
轄
区
域
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
九
年
埼
玉
県
条
例
第
二
十

七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

別
表
深
谷
警
察
署
の
項
中
「
岡
、
」
の
下
に
「
岡
一
丁
目
、
岡
二
丁
目
、
」
を
加
え
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 



条

例 

埼
玉
県
公
安
委
員
会
等
が
行
う
事
務
に
関
す
る
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ

に
公
布
す
る
。 

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
条
例
第
二
十
八
号 

 
 

 

埼
玉
県
公
安
委
員
会
等
が
行
う
事
務
に
関
す
る
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

埼
玉
県
公
安
委
員
会
等
が
行
う
事
務
に
関
す
る
手
数
料
条
例
（
平
成
十
二
年
埼
玉
県
条
例
第
五

十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

別
表
第
二
号
の
表
第
三
号
中
「
第
七
条
第
四
項
」
を
「
第
七
条
第
五
項
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 



条

例 

埼
玉
県
ヤ
ー
ド
に
お
け
る
自
動
車
等
の
適
正
な
取
扱
い
の
確
保
に
関
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布

す
る
。 令

和
二
年
三
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
条
例
第
二
十
九
号 

 
 

 

埼
玉
県
ヤ
ー
ド
に
お
け
る
自
動
車
等
の
適
正
な
取
扱
い
の
確
保
に
関
す
る
条
例 

 

（
目
的
） 

第
一
条 

こ
の
条
例
は
、
ヤ
ー
ド
に
お
け
る
盗
難
自
動
車
等
の
保
管
及
び
解
体
の
状
況
に
鑑
み
、

県
内
の
ヤ
ー
ド
に
お
け
る
自
動
車
等
の
適
正
な
取
扱
い
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
規
制
を
行

う
こ
と
に
よ
り
、
自
動
車
等
の
盗
難
の
防
止
を
図
り
、
も
っ
て
県
民
の
平
穏
な
生
活
の
確
保
に

資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

 

（
定
義
） 

第
二
条 

こ
の
条
例
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
る
。 

 

一 

ヤ
ー
ド 

自
動
車
等
の
保
管
又
は
解
体
（
自
動
車
等
か
ら
部
品
そ
の
他
の
物
品
を
分
離
す

る
行
為
又
は
自
動
車
等
の
車
体
を
切
断
す
る
行
為
を
い
う
。
第
四
号
及
び
第
五
条
に
お
い
て

同
じ
。
）
の
用
に
供
す
る
施
設
（
そ
の
敷
地
を
含
む
。
）
の
う
ち
、
塀
、
垣
、
柵
、
コ
ン
テ

ナ
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
囲
い
で
あ
っ
て
、
み
だ
り
に
人
が
立
ち
入
る
の
を
防
止
す
る
こ

と
が
で
き
る
も
の
が
当
該
施
設
の
周
囲
に
設
け
ら
れ
た
も
の
を
い
う
。 

 

二 

自
動
車
等 

自
動
車
、
原
動
機
付
自
転
車
、
自
転
車
及
び
自
動
車
部
品
で
あ
っ
て
、
公
安

委
員
会
規
則
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。 

 

三 

盗
難
自
動
車
等 

自
動
車
等
で
あ
っ
て
、
盗
品
そ
の
他
財
産
に
対
す
る
罪
に
当
た
る
行
為

に
よ
っ
て
領
得
さ
れ
た
も
の
を
い
う
。 

 

四 

ヤ
ー
ド
内
自
動
車
等
関
連
事
業 

ヤ
ー
ド
に
お
い
て
行
う
自
動
車
等
の
保
管
又
は
解
体
（
公

安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
規
模
未
満
の
ヤ
ー
ド
に
お
い
て
行
う
自
動
車
等
の
保
管
又
は
解
体

（
業
と
し
て
行
わ
な
い
も
の
に
限
る
。
）
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
、
輸
出
、
譲
渡
又
は
引
渡

し
を
目
的
と
す
る
も
の
を
い
う
。 

 

五 

ヤ
ー
ド
内
自
動
車
等
関
連
事
業
者 

ヤ
ー
ド
内
自
動
車
等
関
連
事
業
を
行
う
者
を
い
う
。 

 

（
ヤ
ー
ド
内
自
動
車
等
関
連
事
業
に
係
る
届
出
） 

第
三
条 

ヤ
ー
ド
内
自
動
車
等
関
連
事
業
を
行
お
う
と
す
る
者
（
法
人
で
な
い
団
体
で
代
表
者
又

は
管
理
人
の
定
め
の
あ
る
も
の
を
含
む
。
）
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
、
ヤ
ー
ド
ご
と
に
次
に
掲
げ
る
事
項
を
公
安
委
員
会
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。 



 

一 

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
居
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表
者
（
法
人
で

な
い
団
体
で
代
表
者
又
は
管
理
人
の
定
め
の
あ
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表
者
又
は
管

理
人
）
の
氏
名 

 

二 
ヤ
ー
ド
の
所
在
地 

 

三 

ヤ
ー
ド
の
規
模
及
び
設
備
の
概
要 

 

四 

そ
の
他
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
事
項 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
者
（
次
項
及
び
第
十
条
に
お
い
て
「
届
出
者
」
と
い
う
。
）

は
、
そ
の
届
出
に
係
る
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
日
か
ら
三
十
日
以
内
に
、
公
安

委
員
会
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
旨
を
公
安
委
員
会
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

３ 

届
出
者
は
、
そ
の
ヤ
ー
ド
内
自
動
車
等
関
連
事
業
を
休
止
し
、
若
し
く
は
廃
止
し
、
又
は
休

止
し
た
ヤ
ー
ド
内
自
動
車
等
関
連
事
業
を
再
開
し
た
と
き
は
、
そ
の
日
か
ら
三
十
日
以
内
に
、

公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
旨
を
公
安
委
員
会
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。 

 

（
相
手
方
の
確
認
） 

第
四
条 

ヤ
ー
ド
内
自
動
車
等
関
連
事
業
者
は
、
ヤ
ー
ド
内
自
動
車
等
関
連
事
業
に
係
る
自
動
車

等
を
受
け
取
ろ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
、
当
該
自
動

車
等
を
引
き
渡
そ
う
と
す
る
者
（
以
下
こ
の
条
及
び
第
六
条
第
一
項
第
四
号
に
お
い
て
「
相
手

方
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
相
手
方
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定

め
る
事
項
の
確
認
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

一 

法
人
（
法
人
で
な
い
団
体
で
代
表
者
又
は
管
理
人
の
定
め
の
あ
る
も
の
を
含
む
。
第
六
条

第
一
項
第
四
号
及
び
第
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
） 

名
称
及
び
本
店
又
は
主
た
る

事
務
所
の
所
在
地
並
び
に
ヤ
ー
ド
内
自
動
車
等
関
連
事
業
者
と
の
間
で
現
に
自
動
車
等
の
引

渡
し
の
任
に
当
た
っ
て
い
る
個
人
の
氏
名
、
住
所
そ
の
他
の
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
事

項 

 

二 

個
人 

氏
名
、
住
所
そ
の
他
の
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
事
項 

 

（
盗
難
自
動
車
等
の
申
告
） 

第
五
条 

ヤ
ー
ド
内
自
動
車
等
関
連
事
業
者
は
、
ヤ
ー
ド
内
自
動
車
等
関
連
事
業
に
係
る
自
動
車

等
を
受
け
取
り
、
保
管
し
、
又
は
解
体
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
自
動
車
等
に
つ

い
て
盗
難
自
動
車
等
の
疑
い
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
直
ち
に
そ
の
旨
を
警
察
官
に
申
告
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
記
録
の
作
成
等
） 

第
六
条 

ヤ
ー
ド
内
自
動
車
等
関
連
事
業
者
は
、
ヤ
ー
ド
内
自
動
車
等
関
連
事
業
に
係
る
自
動
車

等
を
受
け
取
り
、
又
は
引
き
渡
し
た
と
き
は
、
そ
の
都
度
、
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
と
こ



ろ
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
関
す
る
記
録
（
次
項
及
び
第
十
四
条
第
二
号
に
お
い
て
「
取

引
記
録
」
と
い
う
。
）
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
一 

取
引
の
年
月
日 

 

二 
自
動
車
等
の
品
目
及
び
数
量 

 

三 

自
動
車
等
の
特
徴 

 

四 

相
手
方
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
第
四
条
第
一
号
に
定
め
る
事
項
、
個
人
で
あ
る

場
合
に
あ
っ
て
は
同
条
第
二
号
に
定
め
る
事
項 

 

五 

第
四
条
の
規
定
に
よ
り
行
っ
た
確
認
の
方
法 

 

六 

そ
の
他
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
事
項 

２ 

ヤ
ー
ド
内
自
動
車
等
関
連
事
業
者
は
、
取
引
記
録
を
そ
の
作
成
の
日
か
ら
三
年
間
、
公
安
委

員
会
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
保
存
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
従
事
者
名
簿
の
備
付
け
） 

第
七
条 

ヤ
ー
ド
内
自
動
車
等
関
連
事
業
者
は
、
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

ヤ
ー
ド
ご
と
に
当
該
ヤ
ー
ド
に
お
け
る
業
務
に
従
事
す
る
者
の
名
簿
を
備
え
、
こ
れ
に
当
該
ヤ

ー
ド
に
お
け
る
業
務
に
従
事
す
る
者
の
氏
名
、
住
所
そ
の
他
の
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
事

項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
土
地
等
の
譲
渡
等
を
し
よ
う
と
す
る
者
の
責
務
） 

第
八
条 

県
内
に
所
在
す
る
土
地
又
は
建
物
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
土
地
等
」
と
い
う
。
）

の
所
有
者
は
、
当
該
土
地
等
に
お
い
て
ヤ
ー
ド
内
自
動
車
等
関
連
事
業
を
行
お
う
と
す
る
者
（
既

に
当
該
土
地
等
に
お
い
て
ヤ
ー
ド
内
自
動
車
等
関
連
事
業
を
行
っ
て
い
る
者
を
含
む
。
以
下
こ

の
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
対
し
、
当
該
土
地
等
の
譲
渡
又
は
貸
付
け
（
地
上
権

の
設
定
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
譲
渡
等
」
と
い
う
。
）
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、

当
該
土
地
等
の
譲
渡
等
に
係
る
契
約
を
締
結
す
る
前
に
、
当
該
契
約
の
相
手
方
に
対
し
、
当
該

土
地
等
を
盗
難
自
動
車
等
の
ヤ
ー
ド
内
自
動
車
等
関
連
事
業
の
用
に
供
す
る
も
の
で
な
い
こ
と

を
確
認
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ヤ
ー
ド
を
設
置
し
た
者
が
、
ヤ
ー
ド
内
自
動
車

等
関
連
事
業
を
行
お
う
と
す
る
者
に
対
し
当
該
ヤ
ー
ド
の
譲
渡
等
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
も
、

同
様
と
す
る
。 

２ 

何
人
も
、
自
己
が
譲
渡
等
を
し
よ
う
と
し
て
い
る
土
地
等
が
盗
難
自
動
車
等
の
ヤ
ー
ド
内
自

動
車
等
関
連
事
業
の
用
に
供
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
こ
と
を
知
っ
て
、
当
該
土
地
等
の
譲
渡
等
を

し
て
は
な
ら
な
い
。 

３ 

ヤ
ー
ド
内
自
動
車
等
関
連
事
業
を
行
お
う
と
す
る
者
に
対
し
、
土
地
等
の
譲
渡
等
を
し
よ
う

と
す
る
者
は
、
当
該
土
地
等
が
盗
難
自
動
車
等
の
ヤ
ー
ド
内
自
動
車
等
関
連
事
業
の
用
に
供
さ

れ
る
こ
と
が
判
明
し
、
又
は
供
さ
れ
た
と
き
に
、
当
該
譲
渡
等
に
係
る
契
約
の
解
除
、
当
該
土

地
等
の
買
戻
し
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
た
め
、
当
該
契
約
に
お
い
て
、
次
に
掲
げ
る



事
項
を
定
め
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

 

一 

当
該
土
地
等
を
盗
難
自
動
車
等
の
ヤ
ー
ド
内
自
動
車
等
関
連
事
業
の
用
に
供
し
て
は
な
ら

な
い
旨 

 

二 
当
該
土
地
等
が
盗
難
自
動
車
等
の
ヤ
ー
ド
内
自
動
車
等
関
連
事
業
の
用
に
供
さ
れ
る
こ
と

が
判
明
し
、
又
は
供
さ
れ
た
と
き
は
、
催
告
を
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
契
約
の
解
除
、
買
戻

し
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
で
き
る
旨 

 

（
ヤ
ー
ド
の
視
認
性
の
確
保
） 

第
九
条 

ヤ
ー
ド
を
設
置
し
よ
う
と
す
る
者
及
び
ヤ
ー
ド
を
使
用
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
県
民
の

平
穏
な
生
活
を
確
保
す
る
た
め
、
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
ヤ
ー
ド

の
内
部
を
外
部
か
ら
見
通
す
こ
と
が
で
き
る
構
造
と
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
標
識
の
掲
示
） 

第
十
条 

届
出
者
は
、
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
届
出
に
係
る
ヤ
ー
ド

ご
と
に
、
公
衆
の
見
や
す
い
場
所
に
、
氏
名
又
は
名
称
そ
の
他
の
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る

事
項
を
記
載
し
た
標
識
を
掲
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
立
入
検
査
等
） 

第
十
一
条 

公
安
委
員
会
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
警
察
職
員
に
、
ヤ

ー
ド
内
自
動
車
等
関
連
事
業
を
行
っ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
者
の
事
務
所
、
ヤ
ー
ド
そ
の
他
の

施
設
に
立
ち
入
り
、
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ
せ
、
又
は
関
係
者
に
質
問
さ
せ
る
こ
と
が

で
き
る
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
立
入
検
査
を
す
る
警
察
職
員
は
、
そ
の
身
分
を
示
す
証
明
書
を
携
帯
し
、

関
係
者
に
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
検
査
の
権
限
は
、
犯
罪
捜
査
の
た
め
に
認
め
ら
れ
た
も
の
と
解

釈
し
て
は
な
ら
な
い
。 

 

（
適
用
除
外
） 

第
十
二
条 

こ
の
条
例
の
規
定
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
適
用
し
な
い
。 

 

一 

道
路
運
送
車
両
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）
第
七
十
八
条
第
四
項
に
規
定

す
る
自
動
車
分
解
整
備
事
業
者
が
分
解
整
備
（
同
法
第
四
十
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
分
解

整
備
を
い
う
。
）
と
し
て
ヤ
ー
ド
内
自
動
車
等
関
連
事
業
を
行
う
と
き
。 

 

二 

自
転
車
の
安
全
利
用
の
促
進
及
び
自
転
車
等
の
駐
車
対
策
の
総
合
的
推
進
に
関
す
る
法
律

（
昭
和
五
十
五
年
法
律
第
八
十
七
号
）
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
撤
去
し
た
自
転
車
等
を

保
管
す
る
と
き
。 

２ 

次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
者
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。 

 

一 

第
三
条 

使
用
済
自
動
車
の
再
資
源
化
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
七

号
）
第
二
条
第
十
七
項
に
規
定
す
る
関
連
事
業
者 



 

二 

第
五
条 

古
物
営
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
号
）
第
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
警
察
官
に
申
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
に
お
け
る
古
物
商
（
同
法
第
二
条
第
三
項

に
規
定
す
る
古
物
商
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
） 

３ 

次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
者
が
当
該
各
号
に
定
め
る
報
告
を
し
た

事
項
、
と
っ
た
措
置
又
は
記
載
を
し
、
若
し
く
は
記
録
を
し
た
事
項
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な

い
。 

 

一 

第
四
条 

使
用
済
自
動
車
の
再
資
源
化
等
に
関
す
る
法
律
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

使
用
済
自
動
車
（
同
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
使
用
済
自
動
車
を
い
う
。
以
下
こ
の
項

に
お
い
て
同
じ
。
）
を
引
き
取
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
に
お
け
る
引
取
業
者
（
同
法
第

二
条
第
十
一
項
に
規
定
す
る
引
取
業
者
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
同
法
第
十
一

条
の
規
定
に
よ
り
使
用
済
自
動
車
を
引
き
取
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
に
お
け
る
フ
ロ
ン

類
回
収
業
者
（
同
法
第
二
条
第
十
二
項
に
規
定
す
る
フ
ロ
ン
類
回
収
業
者
を
い
う
。
次
号
に

お
い
て
同
じ
。
）
、
同
法
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
使
用
済
自
動
車
を
引
き
取
ら
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
場
合
若
し
く
は
同
法
第
十
六
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
使
用
済
自
動
車
を
引
き
渡

さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
解
体
業
者
（
同
法
第
二
条
第
十
三
項
に
規
定
す
る
解
体
業
者
を
い
う
。

次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
若
し
く
は
同
法
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
解
体
自
動
車
（
同
法
第

二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
解
体
自
動
車
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
引
き
取
ら
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
に
お
け
る
破
砕
業
者
（
同
法
第
二
条
第
十
四
項
に
規
定
す
る
破
砕
業

者
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
同
法
第
八
十
一
条
第
一
項
、
第
三
項
、
第
七
項
若

し
く
は
第
十
項
の
規
定
に
よ
り
情
報
管
理
セ
ン
タ
ー
（
同
法
第
百
十
四
条
に
規
定
す
る
情
報

管
理
セ
ン
タ
ー
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
報
告
し
た
事
項
又
は
古
物
営
業
法
第

十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
相
手
方
の
真
偽
を
確
認
す
る
た
め
に
古
物
商
が
と
っ
た
措
置 

 

二 

第
六
条 

使
用
済
自
動
車
の
再
資
源
化
等
に
関
す
る
法
律
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

使
用
済
自
動
車
を
引
き
取
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
若
し
く
は
同
法
第
十
条
の
規
定
に
よ

り
使
用
済
自
動
車
を
引
き
渡
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
に
お
け
る
引
取
業
者
、
同
法
第
十

一
条
の
規
定
に
よ
り
使
用
済
自
動
車
を
引
き
取
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
若
し
く
は
同
法

第
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
使
用
済
自
動
車
を
引
き
渡
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
に
お
け
る

フ
ロ
ン
類
回
収
業
者
、
同
法
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
使
用
済
自
動
車
を
引
き
取
ら
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
場
合
若
し
く
は
同
法
第
十
六
条
第
四
項
若
し
く
は
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
解
体

自
動
車
若
し
く
は
使
用
済
自
動
車
を
引
き
渡
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
若
し
く
は
同
条
第

七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
四
項
若
し
く
は
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
解
体
自
動
車
を
引

き
渡
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
に
お
け
る
解
体
業
者
若
し
く
は
同
条
第
四
項
若
し
く
は
第

六
項
（
同
条
第
七
項
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ

り
解
体
業
者
か
ら
解
体
自
動
車
若
し
く
は
使
用
済
自
動
車
を
引
き
渡
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る



他
の
解
体
業
者
若
し
く
は
同
法
第
十
七
条
若
し
く
は
第
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
解
体

自
動
車
を
引
き
取
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
若
し
く
は
同
条
第
二
項
若
し
く
は
第
七
項
の

規
定
に
よ
り
解
体
自
動
車
を
引
き
渡
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
に
お
け
る
破
砕
業
者
若
し

く
は
同
条
第
二
項
若
し
く
は
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
破
砕
業
者
か
ら
解
体
自
動
車
を
引
き
渡

さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
他
の
破
砕
業
者
が
同
法
第
八
十
一
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
、
第

六
項
、
第
七
項
若
し
く
は
第
九
項
か
ら
第
十
一
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
情
報
管
理
セ
ン
タ
ー

に
報
告
し
た
事
項
又
は
古
物
営
業
法
第
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
帳
簿
等
に
記
載
を
し
、
若
し

く
は
電
磁
的
方
法
に
よ
り
記
録
を
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
に
お
け
る
古
物
商
が

記
載
を
し
、
若
し
く
は
記
録
を
し
た
事
項 

 

（
委
任
） 

第
十
三
条 

こ
の
条
例
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
条
例
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
公

安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
。 

 

（
罰
則
） 

第
十
四
条 

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
三
月
以
下
の
懲
役
又
は
三
十
万
円
以
下

の
罰
金
に
処
す
る
。 

 

一 

第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
せ
ず
、
又
は
虚
偽
の
届
出
を
し
て
ヤ
ー
ド
内
自
動

車
等
関
連
事
業
を
行
っ
た
者 

 

二 

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
取
引
記
録
を
作
成
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
取
引
記
録
を

作
成
し
、
又
は
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
保
存
を
し
な
か
っ
た
者 

第
十
五
条 

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
三
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。 

 

一 

第
三
条
第
二
項
若
し
く
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
せ
ず
、
又
は
虚
偽
の
届
出
を
し

た
者 

 

二 

第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
検
査
を
拒
み
、
妨
げ
、
若
し
く
は
忌
避
し
、
又
は

同
項
の
規
定
に
よ
る
質
問
に
対
し
て
答
弁
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
答
弁
を
し
た
者 

第
十
六
条 

第
七
条
に
規
定
す
る
名
簿
を
備
え
ず
、
又
は
こ
れ
に
必
要
な
記
載
を
せ
ず
、
若
し
く

は
虚
偽
の
記
載
を
し
た
者
は
、
二
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。 

第
十
七
条 

第
十
条
の
規
定
に
違
反
し
た
者
は
、
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。 

第
十
八
条 

法
人
の
代
表
者
若
し
く
は
管
理
人
又
は
法
人
若
し
く
は
人
の
代
理
人
、
使
用
人
そ
の

他
の
従
業
者
が
、
そ
の
法
人
又
は
人
の
業
務
に
関
し
、
前
四
条
の
違
反
行
為
を
し
た
と
き
は
、

行
為
者
を
罰
す
る
ほ
か
、
そ
の
法
人
又
は
人
に
対
し
て
も
、
各
本
条
の
罰
金
刑
を
科
す
る
。 

２ 

法
人
で
な
い
団
体
に
つ
い
て
前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
代
表
者
又
は
管

理
人
が
、
そ
の
訴
訟
行
為
に
つ
き
法
人
で
な
い
団
体
を
代
表
す
る
ほ
か
、
法
人
を
被
告
人
又
は

被
疑
者
と
す
る
場
合
の
刑
事
訴
訟
に
関
す
る
法
律
の
規
定
を
準
用
す
る
。 

 
 

 

附 

則 



 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
条
例
は
、
令
和
二
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
（
経
過
措
置
） 

２ 

ヤ
ー
ド
内
自
動
車
等
関
連
事
業
を
行
お
う
と
す
る
者
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
前
に
お
い

て
も
、
第
三
条
第
一
項
の
規
定
の
例
に
よ
り
、
公
安
委
員
会
に
対
し
、
届
出
を
行
う
こ
と
が
で

き
る
。 

３ 

こ
の
条
例
の
施
行
の
際
現
に
ヤ
ー
ド
内
自
動
車
等
関
連
事
業
者
で
あ
る
者
に
つ
い
て
は
、
第

三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
ヤ
ー
ド
内
自
動
車
等
関
連
事
業
を
行
お
う
と
す
る
者
と
み
な
し
て
、

同
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
中
「
あ
ら
か
じ
め
」
と
あ
る
の
は
、

「
令
和
二
年
九
月
三
十
日
ま
で
に
」
と
す
る
。 

４ 

こ
の
条
例
の
施
行
の
際
現
に
ヤ
ー
ド
内
自
動
車
等
関
連
事
業
者
で
あ
る
者
に
つ
い
て
は
、
第

七
条
及
び
第
十
条
の
規
定
は
、
令
和
二
年
九
月
三
十
日
ま
で
の
間
は
、
適
用
し
な
い
。 

 



規

則 

埼
玉
県
知
事
の
職
務
代
理
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
規
則
第
二
号 

 
 

 

埼
玉
県
知
事
の
職
務
代
理
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

埼
玉
県
知
事
の
職
務
代
理
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
四
年
埼
玉
県
規
則
第
四
十
一
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

第
一
項
中
「
奥
野 

立
」
を
「
砂
川
裕
紀
」
に
、
「
飯
島 

寛
」
を
「
橋
本
雅
道
」
に
改
め
る
。 

 
 
 
 
 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 



規

則 

 

埼
玉
県
本
庁
事
務
の
委
任
及
び
決
裁
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布

す
る
。 

 
 

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
規
則
第
三
号 

 
 

 

埼
玉
県
本
庁
事
務
の
委
任
及
び
決
裁
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

第
一
条 

埼
玉
県
本
庁
事
務
の
委
任
及
び
決
裁
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
五
年
埼
玉
県
規
則
第

一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
七
条
第
一
項
中
「
政
策
・
財
務
局
長
」
の
下
に
「
、
行
政
改
革
・
Ｉ
Ｃ
Ｔ
局
長
」
を
、
「
ス

ポ
ー
ツ
局
長
」
の
下
に
「
、
環
境
未
来
局
長
」
を
加
え
る
。 

 

第
九
条
第
一
項
中
「
危
機
対
策
幹
」
の
下
に
「
、
児
童
虐
待
対
策
幹
」
を
、
「
主
任
協
同
組

合
検
査
員
」
の
下
に
「
、
家
畜
衛
生
幹
」
を
加
え
る
。 

 

第
十
二
条
第
三
項
第
一
号
中
「
政
策
・
財
務
局
長
」
の
下
に
「
、
行
政
改
革
・
Ｉ
Ｃ
Ｔ
局
長
」

を
、
「
ス
ポ
ー
ツ
局
長
」
の
下
に
「
、
環
境
未
来
局
長
」
を
加
え
る
。 

 

別
表
第
一
県
土
整
備
部
建
設
管
理
課
長
の
項
第
二
号
事
務
の
種
類
の
欄
中
「
証
明
等
」
を
「
証

明
」
に
改
め
、
同
号
委
任
事
務
の
欄
中
「
又
は
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
た
経
営
規
模
等
評
価

申
請
書
の
内
容
の
確
認
」
を
削
り
、
同
項
第
三
号
事
務
の
種
類
の
欄
中
「
証
明
等
」
を
「
証
明
」

に
改
め
、
同
号
委
任
事
務
の
欄
中
「
又
は
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
た
総
合
評
定
値
請
求
書
の

内
容
の
確
認
」
を
削
る
。 

 

別
表
第
二
第
三
号
知
事
室
長
、
部
長
及
び
会
計
管
理
者
専
決
事
項
の
欄
を
次
の
よ
う
に
改
め

る
。 

   

別
表
第
二
第
七
号
知
事
室
長
、
部
長
及
び
会
計
管
理
者
専
決
事
項
の
欄
中
「
共
催
の
承
認
」

の
下
に
「
（
新
規
の
事
案
又
は
重
要
若
し
く
は
異
例
な
事
案
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
」
を
加

え
、
「
そ
の
」
を
削
り
、
同
表
第
十
七
号
知
事
室
長
、
部
長
及
び
会
計
管
理
者
専
決
事
項
の
欄

中
「
類
す
る
者
」
の
下
に
「
並
び
に
同
法
第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
各
号
に
規
定
す
る
者
」
を

加
え
る
。 

 

別
表
第
三
知
事
室
長
、
部
長
及
び
会
計
管
理
者
専
決
事
項
の
欄
３
中
「
、
地
域
経
営
局
長
及

び
少
子
化
対
策
局
長
」
を
「
及
び
雇
用
労
働
局
長
」
に
改
め
る
。 

 

別
表
第
四
総
務
部
の
表
税
務
課
の
項
第
三
号
部
長
専
決
事
項
の
欄
２
中
「
第
二
十
三
条
第
一

項
」
を
「
第
三
十
五
条
の
二
第
一
項
」
に
改
め
る
。 

 

別
表
第
四
危
機
管
理
防
災
部
の
表
消
防
防
災
課
の
項
機
関
名
の
欄
中
「
０
０
０
０
０
」
を
「
０

 

重
要
又
は
異
例
な
告
示
を
す
る
こ
と
。 

 

消
防

防
災

課
 

消
 



０
０
」
に
改
め
、
同
項
第
六
号
及
び
第
七
号
を
削
り
、
同
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

                                 防
課

 課策対害災 

一 

災
害
対
策
基

本
法
（
以
下
こ

の
項
に
お
い
て

「
法
」
と
い
う
。
）

及
び
災
害
対
策

基
本
法
施
行
令

（
昭
和
三
十
七

年
政
令
第
二
百

八
十
八
号
。
以

下
こ
の
項
に
お

い
て
「
施
行
令
」

と
い
う
。
）
の

施
行
に
関
す
る

事
務 

１ 

法
第
二
十
三
条

第
一
項
の
規
定
に

基
づ
き
、
都
道
府

県
災
害
対
策
本
部 

 

を
設
置
す
る
こ
と
。 

２ 

法
第
二
十
三
条

第
三
項
の
規
定
に

基
づ
き
、
都
道
府

県
災
害
対
策
副
本

部
長
、
都
道
府
県

災
害
対
策
本
部
員

そ
の
他
の
職
員
を

任
命
す
る
こ
と
。 

３ 

法
第
二
十
三
条

第
五
項
の
規
定
に

基
づ
き
、
都
道
府

県
現
地
災
害
対
策

本
部
を
設
置
す
る

こ
と
。 

４ 

法
第
六
十
条
第

六
項
の
規
定
に
基

づ
き
、
市
町
村
長

が
実
施
す
べ
き
措

置
の
全
部
又
は
一

部
を
代
わ
つ
て
実

施
す
る
こ
と
。 

５ 

法
第
七
十
一
条

第
一
項
の
規
定
に

基
づ
き
、
従
事
命

令
等
を
発
し
、
又

は
施
設
等
を
管
理

し
、
使
用
し
、
若 

１ 

法
第
二
条
第
六
号
の
規
定
に
基
づ

き
、
指
定
地
方
公
共
機
関
を
指
定
す

る
こ
と
。 

２ 

法
第
十
六
条
第
五
項
の
規
定
に
基

づ
き
、
市
町
村
防
災
会
議
を
設
置
し

な
い
こ
と
に
つ
い
て
、
市
町
村
に
対

し
、
必
要
な
助
言
又
は
勧
告
を
す
る

こ
と
。 

３ 

法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基

づ
き
、
県
相
互
の
間
で
防
災
会
議
の

協
議
会
を
設
置
す
る
こ
と
。 

４ 

法
第
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
基

づ
き
、
県
相
互
の
間
で
防
災
会
議
の

協
議
会
を
設
置
し
た
旨
を
内
閣
総
理

大
臣
に
届
け
出
る
こ
と
。 

５ 

法
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に

基
づ
き
、
指
定
行
政
機
関
等
の
長
に

対
し
、
当
該
指
定
行
政
機
関
等
の
職

員
の
派
遣
を
要
請
す
る
こ
と
。 

６ 

法
第
三
十
条
第
一
項
及
び
第
二
項

の
規
定
に
基
づ
き
、
指
定
行
政
機
関

及
び
指
定
地
方
行
政
機
関
又
は
他
の

地
方
公
共
団
体
の
機
関
の
職
員
の
派

遣
に
つ
い
て
内
閣
総
理
大
臣
に
あ
つ

せ
ん
を
求
め
る
こ
と
。 

７ 

法
第
三
十
三
条
の
規
定
に
基
づ
き
、 

 

内
閣
総
理
大
臣
に
対
し
、
資
料
を
提

出
し
、
又
は
交
換
す
る
こ
と
。 

８ 

法
第
四
十
二
条
第
六
項
の
規
定
に

基
づ
き
、
市
町
村
地
域
防
災
計
画
に 

 

つ
い
て
、
市
町
村
防
災
会
議
に
対
し
、 

 

必
要
な
助
言
又
は
勧
告
を
す
る
こ
と
。 

 



                                  

 
 

 

し
く
は
収
用
す
る

こ
と
。 

６ 

法
第
七
十
一
条

第
二
項
の
規
定
に

基
づ
き
、
同
条
第

一
項
の
規
定
に
よ

る
知
事
の
権
限
に

属
す
る
事
務
を
市

町
村
長
に
執
行
さ

せ
る
こ
と
。 

７ 

法
第
七
十
二
条

第
一
項
の
規
定
に

基
づ
き
、
市
町
村

長
に
対
し
、
応
急

措
置
の
実
施
又
は

応
援
に
つ
い
て
指

示
す
る
こ
と
。 

８ 

法
第
七
十
三
条

第
一
項
の
規
定
に

基
づ
き
、
市
町
村

長
が
実
施
す
べ
き

応
急
措
置
の
全
部

又
は
一
部
を
代
わ

つ
て
実
施
す
る
こ

と
。 

９ 

法
第
七
十
四
条

第
一
項
の
規
定
に

基
づ
き
、
災
害
応

急
対
策
の
実
施
に

つ
い
て
他
の
都
道

府
県
知
事
等
に
対

し
、
応
援
を
求
め

る
こ
と
。 

９ 

法
第
四
十
四
条
第
三
項
に
お
い
て

準
用
す
る
法
第
四
十
二
条
第
六
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
市
町
村
相
互
間
地

域
防
災
計
画
に
つ
い
て
、
市
町
村
防

災
会
議
の
協
議
会
に
対
し
、
必
要
な

助
言
又
は
勧
告
を
す
る
こ
と
。 

０ 

法
第
四
十
七
条
の
規
定
に
基
づ
き
、 

 

防
災
に
関
す
る
必
要
な
組
織
を
整
備

し
、
並
び
に
防
災
に
関
す
る
事
務
又

は
業
務
に
従
事
す
る
職
員
の
配
置
及

び
服
務
の
基
準
を
定
め
る
こ
と
。 

０ 

法
第
四
十
八
条
の
規
定
に
基
づ
き
、 

 
防
災
訓
練
に
関
し
必
要
な
事
項
を
決

定
す
る
こ
と
。 

０ 

法
第
五
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に

基
づ
き
、
災
害
の
状
況
及
び
対
策
措

置
の
概
要
に
つ
い
て
内
閣
総
理
大
臣

に
報
告
す
る
こ
と
。 

０ 

法
第
六
十
条
第
七
項
の
規
定
に
基

づ
き
、
市
町
村
長
の
事
務
の
代
行
の

開
始
又
は
終
了
を
公
示
す
る
こ
と
。 

０ 

法
第
六
十
一
条
の
二
の
規
定
に
基

づ
き
、
避
難
の
た
め
の
立
退
き
の
勧

告
又
は
指
示
等
に
つ
い
て
市
町
村
長

に
必
要
な
助
言
を
す
る
こ
と
。 

０ 

法
第
六
十
三
条
第
四
項
に
お
い
て

準
用
す
る
法
第
六
十
一
条
の
二
の
規

定
に
基
づ
き
、
警
戒
区
域
の
設
定
に

つ
い
て
市
町
村
長
に
必
要
な
助
言
を

す
る
こ
と
。 

６ 

法
第
七
十
条
第
三
項
の
規
定
に
基

づ
き
、
指
定
公
共
機
関
の
長
等
に
応

急
措
置
の
実
施
を
要
請
し
、
又
は
求 
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０ 

法
第
七
十
四
条

の
二
第
一
項
の
規

定
に
基
づ
き
、
他

の
都
道
府
県
知
事

に
対
し
、
災
害
発

生
市
町
村
長
を
応

援
す
る
こ
と
を
求

め
る
こ
と
。 

０ 
法
第
七
十
四
条

の
三
第
一
項
の
規

定
に
基
づ
き
、
内

閣
総
理
大
臣
に
対

し
、
他
の
都
道
府

県
知
事
に
応
援
す

る
こ
と
を
求
め
る 

 

よ
う
求
め
る
こ
と
。 

０ 

法
第
七
十
四
条

の
三
第
四
項
の
規

定
に
基
づ
き
、
市

町
村
長
に
対
し
、

災
害
発
生
市
町
村

長
を
応
援
す
る
こ 

 

と
を
求
め
る
こ
と
。 

０ 

法
第
七
十
五
条 

 

の
規
定
に
基
づ
き
、 

災
害
時
に
お
い
て

県
の
事
務
又
は
知

事
の
権
限
に
属
す

る
事
務
の
一
部
を

他
の
都
道
府
県
に

委
託
し
、
当
該
都

道
府
県
知
事
に
管

理
又
は
執
行
さ
せ 

 

め
る
こ
と
。 

７ 

法
第
七
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に

基
づ
き
、
市
町
村
長
に
対
し
、
災
害

応
急
対
策
の
実
施
又
は
応
援
を
求
め

る
こ
と
。 

８ 

法
第
七
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に

基
づ
き
、
市
町
村
長
の
事
務
の
代
行 

 

の
開
始
又
は
終
了
を
公
示
す
る
こ
と
。 

９ 

法
第
七
十
四
条
の
二
第
二
項
の
規

定
に
基
づ
き
、
市
町
村
長
に
対
し
、

災
害
発
生
市
町
村
長
を
応
援
す
る
こ

と
を
求
め
る
こ
と
。 

０ 

法
第
七
十
四
条
の
四
の
規
定
に
基

づ
き
、
指
定
行
政
機
関
の
長
等
に
対

し
、
応
援
を
求
め
、
又
は
災
害
応
急

対
策
の
実
施
を
要
請
す
る
こ
と
。 

１ 

法
第
八
十
六
条
の
九
第
三
項
の
規

定
に
基
づ
き
、
他
の
都
道
府
県
知
事

と
協
議
す
る
旨
を
内
閣
総
理
大
臣
に

報
告
す
る
こ
と
。 

２ 

法
第
八
十
六
条
の
九
第
八
項
の
規

定
に
基
づ
き
、
同
条
第
七
項
の
規
定

に
よ
る
報
告
の
内
容
を
協
議
元
都
道

府
県
知
事
に
通
知
す
る
こ
と
。 

３ 

法
第
八
十
六
条
の
九
第
九
項
の
規

定
に
基
づ
き
、
同
条
第
八
項
の
規
定

に
よ
る
通
知
の
内
容
を
都
道
府
県
外

協
議
元
市
町
村
長
に
通
知
す
る
と
と

も
に
、
内
閣
総
理
大
臣
に
報
告
す
る

こ
と
。 

４ 

法
第
八
十
六
条
の
九
第
十
二
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
同
条
第
十
一
項
の

規
定
に
よ
る
報
告
を
受
け
た
旨
を
協 
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る
こ
と
。 

４ 

法
第
八
十
六
条

の
九
第
二
項
又
は

第
八
十
六
条
の
十

一
の
規
定
に
基
づ

き
、
被
災
住
民
の 

 

受
入
れ
に
つ
い
て
、 

 

他
の
都
道
府
県
知

事
と
協
議
す
る
こ

と
。 

５ 

法
第
八
十
六
条

の
九
第
四
項
の
規

定
に
基
づ
き
、
被

災
住
民
の
受
入
れ

に
つ
い
て
、
関
係

市
町
村
長
と
協
議

す
る
こ
と
。 

６ 

法
第
八
十
六
条

の
十
第
一
項
の
規

定
に
基
づ
き
、
市

町
村
長
が
実
施
す

べ
き
措
置
の
全
部

又
は
一
部
を
代
わ

つ
て
実
施
す
る
こ

と
。 

７ 

法
第
八
十
六
条

の
十
四
第
二
項
の

規
定
に
基
づ
き
、

運
送
事
業
者
で
あ 

る
指
定
公
共
機
関

等
に
対
し
、
被
災

者
の
運
送
を
行
う

べ
き
こ
と
を
指
示 

 

議
先
都
道
府
県
知
事
に
通
知
す
る
と

と
も
に
、
内
閣
総
理
大
臣
に
報
告
す

る
こ
と
。 

５ 

法
第
八
十
六
条
の
九
第
十
三
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
同
条
第
十
二
項
の

規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
旨
を
都

道
府
県
外
協
議
先
市
町
村
長
に
通
知

す
る
こ
と
。 

６ 

法
第
八
十
六
条
の
十
第
二
項
の
規

定
に
基
づ
き
、
市
町
村
長
の
事
務
の

代
行
の
開
始
又
は
終
了
を
公
示
す
る

こ
と
。 

７ 

法
第
八
十
六
条
の
十
一
後
段
の
規

定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
法

第
八
十
六
条
の
九
第
九
項
の
規
定
に

基
づ
き
、
同
条
第
八
項
の
規
定
に
よ

る
通
知
の
内
容
を
公
示
し
、
及
び
内

閣
府
令
で
定
め
る
者
に
通
知
す
る
と

と
も
に
、
内
閣
総
理
大
臣
に
報
告
す

る
こ
と
。 

８ 

法
第
八
十
六
条
の
十
一
後
段
の
規

定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
法

第
八
十
六
条
の
九
第
十
一
項
の
規
定

に
基
づ
き
、
都
道
府
県
外
広
域
一
時

滞
在
の
必
要
が
な
く
な
つ
た
と
認
め

る
旨
を
協
議
先
都
道
府
県
知
事
等
に

通
知
し
、
並
び
に
公
示
す
る
と
と
も

に
、
内
閣
総
理
大
臣
に
報
告
す
る
こ

と
。 

９ 

法
第
八
十
六
条
の
十
一
後
段
の
規

定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
法

第
八
十
六
条
の
九
第
十
三
項
の
規
定

に
基
づ
き
、
法
第
八
十
六
条
の
十
一 
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二 

災
害
救
助
法

（
昭
和
二
十
二

年
法
律
第
百
十

八
号
。
以
下
こ

の
項
に
お
い
て

「
法
」
と
い
う
。
）

及
び
災
害
救
助

法
施
行
令
（
昭

和
二
十
二
年
政

０ 

 

１ 

法
第
二
条
の
規

定
に
基
づ
き
、
法

の
適
用
に
つ
い
て

決
定
す
る
こ
と
。 

２ 

法
第
二
条
の
二

第
三
項
の
規
定
に

基
づ
き
、
救
助
実

施
市
の
指
定
に
つ

い
て
内
閣
総
理
大 

 

す
る
こ
と
。 

８ 

法
第
八
十
六
条

の
十
六
第
二
項
の

規
定
に
基
づ
き
、

必
要
な
物
資
又
は

資
材
の
供
給
に
つ

い
て
必
要
な
措
置

を
講
ず
る
こ
と
。 

９ 
法
第
八
十
六
条

の
十
八
第
二
項
の

規
定
に
基
づ
き
、

運
送
事
業
者
で
あ

る
指
定
公
共
機
関

等
に
対
し
、
災
害

応
急
対
策
必
要
物

資
の
運
送
を
行
う

べ
き
こ
と
を
指
示

す
る
こ
と
。 

１ 

法
第
二
条
の
三
の
規
定
に
基
づ
き
、

救
助
に
お
い
て
必
要
と
な
る
物
資
の

供
給
又
は
役
務
の
提
供
に
つ
い
て
、

救
助
実
施
市
の
長
及
び
物
資
の
生
産

等
を
業
と
す
る
者
そ
の
他
の
関
係
者

と
の
連
絡
調
整
を
行
う
こ
と
。 

２ 

法
第
八
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
救

助
を
要
す
る
者
及
び
そ
の
近
隣
の
者

を
救
助
に
関
す
る
業
務
に
協
力
さ
せ 

 

後
段
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適

用
す
る
法
第
八
十
六
条
の
九
第
十
一

項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
旨

を
都
道
府
県
外
協
議
先
市
町
村
長
に

通
知
す
る
こ
と
。 

０ 

法
第
八
十
六
条
の
十
二
第
一
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
市
町
村
長
に
助
言

を
す
る
こ
と
。 

１ 

法
第
八
十
六
条
の
十
二
第
二
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
内
閣
総
理
大
臣
に

助
言
を
求
め
る
こ
と
。 

２ 

法
第
八
十
六
条
の
十
六
第
一
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
指
定
行
政
機
関
の

長
等
に
対
し
、
必
要
な
物
資
又
は
資

材
の
供
給
に
つ
い
て
必
要
な
措
置
を

講
ず
る
よ
う
要
請
し
、
又
は
求
め
る

こ
と
。 

３ 

施
行
令
第
二
十
八
条
第
三
項
の
規

定
に
基
づ
き
、
災
害
時
に
お
い
て
事

務
を
委
託
し
、
又
は
そ
の
委
託
に
係

る
事
務
を
変
更
し
、
若
し
く
は
そ
の

事
務
の
委
託
を
廃
止
し
た
場
合
に
お

い
て
、
公
示
し
、
及
び
総
務
大
臣
に 

 

届
け
出
る
こ
と
。 

 

18 19 

30 31 32 33 



                               

別
表
第
四
環
境
部
の
表
大
気
環
境
課
の
項
第
七
号
部
長
専
決
事
項
の
欄
中
３
を
４
と
し
、
２

を
３
と
し
、
１
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 

２ 

条
例
第
二
十
八
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
低
燃
費
車
の
導
入
に
係
る
期
限
及
び
割
合
を
定

め
る
こ
と
。 

 
 

令
第
二
百
二
十

五
号
。
以
下
こ

の
項
に
お
い
て

「
施
行
令
」
と

い
う
。
）
の
施

行
に
関
す
る
事

務 

 

臣
に
意
見
を
述
べ

る
こ
と
。 

３ 

法
第
七
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ

き
、
医
療
、
土
木

建
築
工
事
又
は
輸

送
関
係
者
を
救
助

に
関
す
る
業
務
に 

 
従
事
さ
せ
る
こ
と
。 

４ 

法
第
九
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ

き
、
病
院
等
を
管

理
し
、
土
地
等
を

使
用
し
、
又
は
物

資
の
生
産
等
を
業 

 

と
す
る
者
に
対
し
、 

 

そ
の
取
り
扱
う
物 

 

資
の
保
管
を
命
じ
、 

 

又
は
物
資
を
収
用

す
る
こ
と
。 

５ 

法
第
十
三
条
第

一
項
の
規
定
に
基

づ
き
、
そ
の
権
限

に
属
す
る
救
助
の

実
施
に
関
す
る
事

務
の
一
部
を
災
害

発
生
市
町
村
の
長

が
行
う
こ
と
と
す

る
こ
と
。 

 

る
こ
と
。 

３ 

法
第
十
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
、

救
助
又
は
応
援
の
実
施
に
関
し
て
必

要
な
事
項
を
日
本
赤
十
字
社
に
委
託

す
る
こ
と
。 

４ 

施
行
令
第
三
条
の
規
定
に
基
づ
き
、 

 

救
助
の
程
度
、
方
法
及
び
期
間
を
定

め
る
こ
と
。 

５ 

市
町
村
長
の
救
助
状
況
の
報
告
を

受
理
し
、
そ
の
処
置
に
つ
い
て
指
示

す
る
こ
と
。 

 



 

別
表
第
四
環
境
部
の
表
水
環
境
課
の
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

         

別
表
第
四
保
健
医
療
部
の
表
保
健
医
療
政
策
課
の
項
第
一
号
部
長
専
決
事
項
の
欄
に
次
の
よ

う
に
加
え
る
。 

 

５ 

法
第
三
十
条
の
十
五
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
報
告
病
院
等
の
開
設
者
又
は
管
理
者

に
対
し
、
書
面
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
。 

 

６ 

法
第
三
十
条
の
十
五
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
報
告
病
院
等
の
開
設
者
又
は
管
理
者

に
対
し
、
協
議
の
場
に
お
け
る
協
議
に
参
加
す
る
よ
う
求
め
る
こ
と
。 

 

７ 

法
第
三
十
条
の
十
五
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
報
告
病
院
等
の
開
設
者
又
は
管
理
者

に
対
し
、
都
道
府
県
医
療
審
議
会
に
出
席
し
、
説
明
を
す
る
よ
う
求
め
る
こ
と
。 

 

８ 

法
第
三
十
条
の
十
五
第
六
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
報
告
病
院
等
の
開
設
者
又
は
管
理
者

に
対
し
、
基
準
日
後
病
床
機
能
に
変
更
し
な
い
こ
と
そ
の
他
必
要
な
措
置
を
と
る
べ
き
こ

と
を
命
ず
る
こ
と
。 

 

９ 

法
第
三
十
条
の
十
五
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
六
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
法

第
七
条
の
二
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
者
以
外
の
者
が
開
設
す
る
報
告
病
院
等
の
開
設
者
又

は
管
理
者
に
対
し
、
基
準
日
後
病
床
機
能
に
変
更
し
な
い
こ
と
そ
の
他
必
要
な
措
置
を
と

る
べ
き
こ
と
を
要
請
す
る
こ
と
。 

 

０ 

法
第
三
十
条
の
十
六
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
病
床
機
能
報
告
対
象
病
院
等
の
開
設

者
又
は
管
理
者
に
対
し
、
医
療
を
提
供
す
る
こ
と
そ
の
他
必
要
な
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と

を
指
示
す
る
こ
と
。 

 

１ 

法
第
三
十
条
の
十
六
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
法

第
七
条
の
二
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
者
以
外
の
者
が
開
設
す
る
病
床
機
能
報
告
対
象
病
院

等
の
開
設
者
又
は
管
理
者
に
対
し
、
医
療
を
提
供
す
る
こ
と
そ
の
他
必
要
な
措
置
を
と
る

べ
き
こ
と
を
要
請
す
る
こ
と
。 

 

２ 

法
第
三
十
条
の
十
七
の
規
定
に
基
づ
き
、
病
床
機
能
報
告
対
象
病
院
等
の
開
設
者
又
は

管
理
者
に
対
し
、
要
請
に
係
る
措
置
を
講
ず
べ
き
こ
と
を
勧
告
す
る
こ
と
。 

 

３ 

法
第
三
十
条
の
十
八
の
規
定
に
基
づ
き
、
命
令
、
指
示
又
は
勧
告
に
従
わ
な
か
つ
た
旨

十
三 

埼
玉
県
浄
化

槽
保
守
点
検
業
者

登
録
条
例
（
昭
和

六
十
年
埼
玉
県
条

例
第
四
十
四
号
）

の
施
行
に
関
す
る

事
務 

 

埼
玉
県
浄
化
槽
保
守
点
検
業
者
登
録

条
例
第
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基

づ
き
、
浄
化
槽
管
理
士
に
対
す
る
研
修

を
行
う
者
を
指
定
す
る
こ
と
。 

 

11 10 12 13 



を
公
表
す
る
こ
と
。 

 

別
表
第
四
保
健
医
療
部
の
表
医
療
整
備
課
の
項
第
一
号
部
長
専
決
事
項
の
欄
中
７
か
ら
５
ま

で
を
削
り
、
６
を
７
と
し
、
７
か
ら
４
ま
で
を
８
か
ら
５
ま
で
と
し
、
同
項
第
二
号
事
務
の
種

類
の
欄
中
「
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
三
号
）
」
を
削
り
、
同
表
医
療
人
材
課
の
項
に
次

の
一
号
を
加
え
る
。 

               

別
表
第
四
保
健
医
療
部
の
表
健
康
長
寿
課
の
項
第
一
号
部
長
専
決
事
項
の
欄
１
中
「
第
三
十

二
条
第
一
項
」
を
「
第
六
十
六
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
欄
２
中
「
第
三
十
二
条
第
二
項
」
を

「
第
六
十
六
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
表
疾
病
対
策
課
の
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

            

十
五 

医
師
法
（
昭

和
二
十
三
年
法
律

第
二
百
一
号
。
以

下
こ
の
項
に
お
い

て
「
法
」
と
い
う
。
）

の
施
行
に
関
す
る

事
務 

 

１ 

法
第
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定

に
基
づ
き
、
臨
床
研
修
病
院
を
指
定

す
る
こ
と
。 

２ 

法
第
十
六
条
の
二
第
四
項
の
規
定

に
基
づ
き
、
臨
床
研
修
病
院
の
指
定

を
取
り
消
す
こ
と
。 

３ 

法
第
十
六
条
の
三
第
三
項
の
規
定

に
基
づ
き
、
臨
床
研
修
病
院
ご
と
の

研
修
医
の
定
員
を
定
め
る
こ
と
。 

４ 

法
第
十
六
条
の
四
第
一
項
の
規
定

に
基
づ
き
、
臨
床
研
修
病
院
の
管
理

者
又
は
開
設
者
に
対
し
、
報
告
を
求

め
、
又
は
必
要
な
指
示
を
す
る
こ
と
。 

 

17 

25 

26 

17 

27 

54 

18 

45 

十 

健
康
寿
命
の
延

伸
等
を
図
る
た
め

の
脳
卒
中
、
心
臓

病
そ
の
他
の
循
環

器
病
に
係
る
対
策

に
関
す
る
基
本
法

（
平
成
三
十
年
法

律
第
百
五
号
。
以

下
こ
の
項
に
お
い

て
「
法
」
と
い
う
。
）

の
施
行
に
関
す
る

０ 

１ 

法
第
十
一
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
、

都
道
府
県
循
環
器
病

対
策
推
進
計
画
を
定

め
る
こ
と
。 

２ 

法
第
十
一
条
第
四

項
の
規
定
に
基
づ
き
、

都
道
府
県
循
環
器
病

対
策
推
進
計
画
を
変

更
す
る
こ
と
。 

 

 



   
別
表
第
四
保
健
医
療
部
の
表
薬
務
課
の
項
第
二
号
部
長
専
決
事
項
の
欄
１
中
「
製
剤
製
造
業

者
等
」
を
「
毒
物
又
は
劇
物
の
製
造
業
者
又
は
輸
入
業
者
」
に
改
め
、
同
欄
２
中
「
製
剤
製
造

業
者
等
に
係
る
登
録
」
を
「
毒
物
又
は
劇
物
の
製
造
業
又
は
輸
入
業
の
登
録
」
に
改
め
、
同
項

第
五
号
事
務
の
種
類
の
欄
中
「
覚
せ
い
剤
取
締
法
」
を
「
覚
醒
剤
取
締
法
」
に
改
め
、
同
号
部

長
専
決
事
項
の
欄
１
中
「
覚
せ
い
剤
施
用
機
関
」
を
「
覚
醒
剤
施
用
機
関
」
に
、
「
覚
せ
い
剤

研
究
者
」
を
「
覚
醒
剤
研
究
者
」
に
、
「
覚
せ
い
剤
及
び
覚
せ
い
剤
原
料
」
を
「
覚
醒
剤
及
び

覚
醒
剤
原
料
」
に
改
め
、
同
欄
２
中
「
覚
せ
い
剤
原
料
取
扱
者
又
は
覚
せ
い
剤
原
料
研
究
者
」

を
「
覚
醒
剤
原
料
取
扱
者
又
は
覚
醒
剤
原
料
研
究
者
」
に
、
「
、
覚
せ
い
剤
原
料
」
を
「
、
覚

醒
剤
原
料
」
に
改
め
、
同
欄
３
中
「
覚
せ
い
剤
製
造
業
者
又
は
覚
せ
い
剤
原
料
輸
入
業
者
、
覚

せ
い
剤
原
料
輸
出
業
者
」
を
「
覚
醒
剤
製
造
業
者
又
は
覚
醒
剤
原
料
輸
入
業
者
、
覚
醒
剤
原
料

輸
出
業
者
」
に
、
「
覚
せ
い
剤
原
料
製
造
業
者
」
を
「
覚
醒
剤
原
料
製
造
業
者
」
に
改
め
る
。 

 

別
表
第
四
産
業
労
働
部
の
表
産
業
労
働
政
策
課
の
項
中
第
五
号
を
削
り
、
第
六
号
を
第
五
号

と
し
、
同
表
産
業
支
援
課
の
項
第
四
号
知
事
決
裁
事
項
の
欄
１
中
「
第
四
十
九
条
第
一
項
」
を

「
第
六
十
七
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
欄
２
中
「
第
四
十
九
条
第
五
項
」
を
「
第
六
十
七
条
第

五
項
」
に
改
め
、
同
号
部
長
専
決
事
項
の
欄
１
中
「
第
四
十
九
条
第
四
項
」
を
「
第
六
十
七
条

第
四
項
」
に
改
め
、
同
欄
２
中
「
第
五
十
条
第
一
項
」
を
「
第
六
十
八
条
第
一
項
」
に
改
め
、

同
欄
３
中
「
第
五
十
条
第
二
項
」
を
「
第
六
十
八
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
欄
４
中
「
第
五
十

条
第
四
項
」
を
「
第
六
十
八
条
第
四
項
」
に
改
め
、
同
欄
５
中
「
第
五
十
条
第
六
項
」
を
「
第

六
十
八
条
第
六
項
」
に
改
め
、
同
欄
６
中
「
第
五
十
一
条
第
二
項
」
を
「
第
六
十
九
条
第
二
項
」

に
改
め
、
同
欄
７
中
「
第
五
十
一
条
第
三
項
」
を
「
第
六
十
九
条
第
三
項
」
に
改
め
る
。 

 

別
表
第
四
農
林
部
の
表
農
村
整
備
課
の
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

           

 

事
務 

 
 

 

三 

農
業
用
た
め
池

の
管
理
及
び
保
全

に
関
す
る
法
律
（
平 

 

成
三
十
一
年
法
律

第
十
七
号
。
以
下

こ
の
項
に
お
い
て

「
法
」
と
い
う
。
）

の
施
行
に
関
す
る

事
務 

１ 

法
第
十
一
条
第
一

項
前
段
の
規
定
に
基

づ
き
、
防
災
工
事
の

全
部
又
は
一
部
を
施

行
し
、
及
び
同
項
後

段
の
規
定
に
基
づ
き
、

公
告
す
る
こ
と
。 

２ 

法
第
十
一
条
第
二

項
の
規
定
に
基
づ
き
、

防
災
工
事
の
施
行
に

０ 

１ 

法
第
七
条
第
一
項
及
び
第
三
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
特
定
農
業
用
た
め

池
と
し
て
指
定
し
、
及
び
そ
の
旨
を

公
示
す
る
こ
と
。 

２ 

法
第
七
条
第
五
項
及
び
同
項
に
お

い
て
準
用
す
る
同
条
第
三
項
の
規
定

に
基
づ
き
、
特
定
農
業
用
た
め
池
と

し
て
の
指
定
を
解
除
し
、
及
び
そ
の

旨
を
公
示
す
る
こ
と
。 

 



      

別
表
第
四
県
土
整
備
部
の
表
道
路
環
境
課
の
項
第
一
号
知
事
決
裁
事
項
の
欄
２
中
「
第
七
条

第
五
項
（
」
の
下
に
「
第
十
条
第
三
項
及
び
」
を
加
え
、
「
又
は
第
十
条
第
三
項
」
を
削
り
、

同
欄
３
中
「
第
七
条
第
六
項
（
」
の
下
に
「
第
十
条
第
三
項
、
」
を
、
「
第
十
九
条
第
三
項
」

の
下
に
「
、
第
十
九
条
の
二
第
三
項
」
を
加
え
、
「
又
は
第
十
条
第
三
項
」
を
削
り
、
同
欄
中

８
を
９
と
し
、
５
か
ら
７
ま
で
を
６
か
ら
８
ま
で
と
し
、
４
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 

５ 

法
第
十
九
条
の
二
第
二
項
（
第
五
十
四
条
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
共
用
管
理
施
設
の
管
理
の
方
法
の
裁
定
を
国
土
交
通
大
臣
に

申
請
す
る
こ
と
。 

 

別
表
第
四
県
土
整
備
部
の
表
道
路
環
境
課
の
項
第
一
号
部
長
専
決
事
項
の
欄
１
中
「
第
七
条

第
四
項
」
の
下
に
「
（
第
十
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
を
加
え
、
同

欄
中
０
を
２
と
し
、
１
か
ら
９
ま
で
を
９
か
ら
１
ま
で
と
し
、
１
を
１
と
し
、
そ
の
次
に
次
の

よ
う
に
加
え
る
。 

 

０ 

法
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
共
用
管
理
施
設
の
管
理
に
関
す
る
費

用
に
つ
い
て
、
共
用
管
理
施
設
関
係
道
路
管
理
者
と
協
議
し
て
分
担
金
額
及
び
分
担
方
法

を
定
め
る
こ
と
。 

 

別
表
第
四
県
土
整
備
部
の
表
道
路
環
境
課
の
項
第
一
号
部
長
専
決
事
項
の
欄
０
中
「
第
四
十

八
条
の
五
第
一
項
」
を
「
第
四
十
八
条
の
五
第
二
項
」
に
改
め
、
同
欄
０
を
同
欄
０
と
し
、
同

欄
中
４
を
６
と
し
、
７
か
ら
０
ま
で
を
９
か
ら
０
ま
で
と
し
、
６
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 

７ 

法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
共
用
管
理
施
設
の
管
理
の
方
法
に
つ
い

て
共
用
管
理
施
設
関
係
道
路
管
理
者
と
協
議
し
て
定
め
る
こ
と
。 

 

８ 

法
第
十
九
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
共
用
管
理
施
設
の
管
理
の
方
法
に
つ
い

て
裁
定
す
る
こ
と
。 

 

別
表
第
四
県
土
整
備
部
の
表
河
川
砂
防
課
の
項
第
二
号
部
長
専
決
事
項
の
欄
中
「
協
定
」
の

下
に
「
（
費
用
負
担
の
割
合
を
定
め
、
又
は
変
更
す
る
も
の
に
限
る
。
）
」
を
加
え
る
。 

第
二
条 

埼
玉
県
本
庁
事
務
の
委
任
及
び
決
裁
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

別
表
第
四
農
林
部
の
表
農
業
ビ
ジ
ネ
ス
支
援
課
の
項
第
八
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

   

 
 

要
し
た
費
用
を
特
定

農
業
用
た
め
池
の
所

有
者
等
か
ら
徴
収
す

る
こ
と
。 

 

 

20 

23 

19 

22 

17 

20 

16 

18 

19 

15 

15 

17 

13 

15 

八 

卸
売
市
場
法
（
昭

和
四
十
六
年
法
律

０ 

 

１ 

法
第
十
三
条
第
五
項
の
規
定
に
基

づ
き
、
地
方
卸
売
市
場
の
認
定
を
す 

 

14 

16 



          

別
表
第
四
農
林
部
の
表
農
業
ビ
ジ
ネ
ス
支
援
課
の
項
中
第
九
号
を
削
り
、
第
十
号
を
第
九
号

と
す
る
。 

第
三
条 

埼
玉
県
本
庁
事
務
の
委
任
及
び
決
裁
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

別
表
第
四
県
土
整
備
部
の
表
建
設
管
理
課
の
項
第
一
号
部
長
専
決
事
項
の
欄
３
中
「
第
二
十

九
条
第
一
項
第
四
号
」
を
「
第
二
十
九
条
第
一
項
第
五
号
」
に
改
め
る
。 

第
四
条 

埼
玉
県
本
庁
事
務
の
委
任
及
び
決
裁
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

別
表
第
四
農
林
部
の
表
農
産
物
安
全
課
の
項
第
三
号
事
務
の
種
類
の
欄
中
「
肥
料
取
締
法
」

を
「
肥
料
の
品
質
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
。 

 
 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、

当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。 

一 

第
二
条
の
規
定 

令
和
二
年
六
月
二
十
一
日 

二 

第
三
条
の
規
定 

令
和
二
年
十
月
一
日 

三 

第
四
条
の
規
定 

肥
料
取
締
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
元
年
法
律
第
六
十
二
号
）

の
施
行
の
日 

 

第
三
十
五
号
。
以

下
こ
の
項
に
お
い

て
「
法
」
と
い
う
。
）

の
施
行
に
関
す
る

事
務 

 
 

る
こ
と
。 

２ 

法
第
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る

法
第
六
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す

る
法
第
十
三
条
第
五
項
の
規
定
に
基

づ
き
、
変
更
の
認
定
を
す
る
こ
と
。 

３ 

法
第
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る

法
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
認
定
を
取
り
消
す
こ
と
。 

 



規

則 

 

埼
玉
県
地
域
機
関
事
務
の
委
任
及
び
決
裁
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に

公
布
す
る
。 

 
 

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
規
則
第
四
号 

 
 

 

埼
玉
県
地
域
機
関
事
務
の
委
任
及
び
決
裁
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

第
一
条 

埼
玉
県
地
域
機
関
事
務
の
委
任
及
び
決
裁
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
五
年
埼
玉
県
規

則
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
七
条
第
一
項
中
「
医
幹
」
の
下
に
「
、
医
療
経
営
管
理
幹
」
を
加
え
、
「
、
企
画
技
術
幹
」

を
削
る
。 

 

別
表
第
一
専
決
事
項
の
欄
中
第
六
号
を
削
り
、
第
七
号
を
第
六
号
と
し
、
第
八
号
か
ら
第
六

十
二
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。 

 

別
表
第
二
地
方
行
政
機
関
の
表
東
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
所
長
、
県
央
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー

所
長
、
川
越
比
企
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
所
長
、
西
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
所
長
、
利
根
地
域
振

興
セ
ン
タ
ー
所
長
、
北
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
所
長
及
び
秩
父
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
所
長
の
項

第
一
号
委
任
事
務
の
欄
中
「
第
五
十
八
条
第
一
項
」
を
「
第
七
十
六
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同

号
専
決
事
項
の
欄
１
中
「
第
八
条
第
一
項
及
び
第
九
条
第
一
項
」
を
「
第
十
四
条
第
一
項
及
び

第
十
五
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
欄
２
中
「
第
九
条
第
二
項
」
を
「
第
十
五
条
第
二
項
」
に
改

め
、
同
表
自
動
車
税
事
務
所
長
の
項
第
二
号
専
決
事
項
の
欄
中
「
第
二
十
三
条
第
十
項
」
を
「
第

三
十
五
条
の
二
第
十
項
」
に
改
め
、
同
表
環
境
管
理
事
務
所
長
の
項
第
十
三
号
事
務
の
種
類
の

欄
中
「
。
）
」
の
下
に
「
及
び
フ
ロ
ン
類
の
使
用
の
合
理
化
及
び
管
理
の
適
正
化
に
関
す
る
法

律
施
行
規
則
（
平
成
二
十
六
年
経
済
産
業
省
・
環
境
省
令
第
七
号
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
施

行
規
則
」
と
い
う
。
）
」
を
加
え
、
同
号
委
任
事
務
の
欄
１
中
「
第
一
種
特
定
製
品
廃
棄
等
実

施
者
」
の
下
に
「
、
特
定
解
体
工
事
元
請
業
者
」
を
加
え
、
「
又
は
」
を
「
、
」
に
改
め
、
「
第

一
種
フ
ロ
ン
類
充
填
回
収
業
者
」
の
下
に
「
又
は
第
一
種
特
定
製
品
引
取
等
実
施
者
」
を
、
「
適

正
化
の
」
の
下
に
「
実
施
の
」
を
加
え
、
同
欄
２
中
「
第
一
種
フ
ロ
ン
類
引
渡
受
託
者
又
は
」

を
「
特
定
解
体
工
事
元
請
業
者
、
第
一
種
フ
ロ
ン
類
引
渡
受
託
者
、
」
に
改
め
、
「
第
一
種
フ

ロ
ン
類
充
填
回
収
業
者
」
の
下
に
「
又
は
第
一
種
特
定
製
品
引
取
等
実
施
者
」
を
加
え
、
同
号

専
決
事
項
の
欄
中
４
を
５
と
し
、
同
欄
３
中
「
第
四
十
九
条
第
七
項
」
を
「
第
四
十
九
条
第
八

項
」
に
、
「
又
は
」
を
「
、
」
に
改
め
、
「
第
一
種
フ
ロ
ン
類
充
填
回
収
業
者
」
の
下
に
「
又

は
第
一
種
特
定
製
品
引
取
等
実
施
者
」
を
加
え
、
同
欄
３
を
同
欄
４
と
し
、
同
欄
２
中
「
第
四

十
九
条
第
六
項
」
を
「
第
四
十
九
条
第
七
項
」
に
改
め
、
同
欄
２
を
同
欄
３
と
し
、
同
欄
１
中

「
第
四
十
九
条
第
五
項
」
を
「
第
四
十
九
条
第
六
項
」
に
改
め
、
同
欄
１
を
同
欄
２
と
し
、
同

34 

35 

33 

33 

34 

32 

32 

33 

31 

31 

32 



欄
０
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 

１ 

法
第
四
十
九
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
第
一
種
特
定
製
品
廃
棄
等
実
施
者
又
は
第

一
種
特
定
製
品
引
取
等
実
施
者
に
対
し
、
必
要
な
措
置
を
講
ず
べ
き
旨
の
勧
告
を
す
る
こ

と
。 

 

別
表
第
二
地
方
行
政
機
関
の
表
環
境
管
理
事
務
所
長
の
項
第
十
三
号
専
決
事
項
の
欄
に
次
の

よ
う
に
加
え
る
。 

 

６ 

法
第
九
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
関
係
行
政
機
関
の
長
又
は
関
係
地
方
公
共

団
体
の
長
に
対
し
、
必
要
な
資
料
の
送
付
そ
の
他
の
協
力
を
求
め
る
こ
と
。 

 

７ 

施
行
規
則
第
四
十
八
条
の
三
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
第
一
種
特
定
製
品
引

取
等
実
施
者
へ
の
引
取
証
明
書
の
写
し
の
交
付
を
要
し
な
い
こ
と
に
つ
い
て
、
や
む
を
得

な
い
と
認
め
る
こ
と
。 

 

８ 

施
行
規
則
第
四
十
八
条
の
六
第
三
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
引
取
り
等
に
際
し
て
の
フ
ロ

ン
類
が
大
気
中
に
放
出
さ
れ
る
お
そ
れ
が
な
い
こ
と
に
つ
い
て
、
や
む
を
得
な
い
と
認
め

る
こ
と
。 

 

別
表
第
二
地
方
行
政
機
関
の
表
環
境
管
理
事
務
所
長
の
項
第
十
六
号
委
任
事
務
の
欄
中
６
を

８
と
し
、
５
を
７
と
し
、
４
を
５
と
し
、
そ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 

６ 

法
第
四
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
関
係
地
方
公
共
団
体
の
長
そ
の
他
の
者
に

対
し
、
浄
化
槽
に
関
す
る
情
報
の
提
供
を
求
め
る
こ
と
。 

 

別
表
第
二
地
方
行
政
機
関
の
表
環
境
管
理
事
務
所
長
の
項
第
十
六
号
委
任
事
務
の
欄
３
中

「
第
十
一
条
第
一
項
」
を
「
第
十
一
条
第
一
項
本
文
」
に
改
め
、
同
欄
３
を
同
欄
４
と
し
、
同

欄
２
中
「
第
十
一
条
第
一
項
」
を
「
第
十
一
条
第
一
項
本
文
」
に
改
め
、
同
欄
２
を
同
欄
３
と

し
、
同
欄
中
１
を
２
と
し
、
同
欄
０
中
「
ま
た
は
」
を
「
又
は
」
に
改
め
、
同
欄
０
を
同
欄
１

と
し
、
同
欄
９
中
「
第
十
一
条
の
二
」
を
「
第
十
一
条
の
三
」
に
改
め
、
同
欄
９
を
同
欄
０
と

し
、
同
欄
８
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 

９ 

法
第
十
一
条
の
二
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
浄
化
槽
管
理
者
か
ら
提
出

さ
れ
た
使
用
の
休
止
の
届
出
又
は
使
用
の
再
開
の
届
出
を
受
理
す
る
こ
と
。 

 

別
表
第
二
地
方
行
政
機
関
の
表
環
境
管
理
事
務
所
長
の
項
第
十
六
号
委
任
事
務
の
欄
に
次
の

よ
う
に
加
え
る
。 

 

９ 

法
附
則
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
浄
化
槽
管
理
者
に
対
し
、
特
定
既
存
単

独
処
理
浄
化
槽
に
関
し
、
除
却
そ
の
他
生
活
環
境
の
保
全
及
び
公
衆
衛
生
上
必
要
な
措
置

を
と
る
よ
う
助
言
又
は
指
導
を
す
る
こ
と
。 

 

０ 

法
附
則
第
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
条
第
一
項
の
助
言
又
は
指
導
を
受
け

た
者
に
対
し
、
相
当
の
期
限
を
定
め
て
、
除
却
そ
の
他
生
活
環
境
の
保
全
及
び
公
衆
衛
生

上
必
要
な
措
置
を
と
る
こ
と
を
勧
告
す
る
こ
と
。 

30 31 36 37 38 
18 

15 

17 

14 

15 

16 

16 

12 

12 

11 

10 

13 

12 

13 

13 

14 10 

10 
11 

19 20 



 

１ 

法
附
則
第
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
条
第
二
項
の
勧
告
を
受
け
た
者
に
対

し
、
相
当
の
期
限
を
定
め
て
、
勧
告
に
係
る
措
置
を
と
る
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
。 

 
別
表
第
二
地
方
行
政
機
関
の
表
環
境
管
理
事
務
所
長
の
項
第
十
六
号
専
決
事
項
の
欄
を
次
の

よ
う
に
改
め
る
。 

    

別
表
第
二
地
方
行
政
機
関
の
表
環
境
管
理
事
務
所
長
の
項
第
十
八
号
専
決
事
項
の
欄
１
中
「
６
」

を
「
５
ま
で
」
に
改
め
、
同
項
第
二
十
一
号
委
任
事
務
の
欄
２
中
「
同
条
第
四
号
各
号
」
を
「
同

条
第
四
項
各
号
」
に
改
め
、
同
表
福
祉
事
務
所
長
の
項
第
九
号
専
決
事
項
の
欄
９
中
「
特
定
施

設
入
所
者
生
活
介
護
」
を
「
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
」
に
改
め
、
同
表
保
健
所
長
の
項
第

十
三
号
専
決
事
項
の
欄
２
中
「
第
十
三
条
第
十
号
」
を
「
第
十
三
条
第
十
一
号
」
に
改
め
、
同

項
第
三
十
一
号
事
務
の
種
類
の
欄
中
「
法
」
と
い
う
。
）
」
の
下
に
「
、
健
康
増
進
法
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
三
十
年
法
律
第
七
十
八
号
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
改
正
法
」
と

い
う
。
）
」
を
加
え
、
同
号
委
任
事
務
の
欄
４
中
「
第
二
十
五
条
の
七
」
を
「
第
三
十
一
条
」

に
、
「
特
定
施
設
」
を
「
特
定
施
設
等
」
に
改
め
、
同
号
専
決
事
項
の
欄
５
中
「
第
二
十
五
条

の
五
第
二
項
」
を
「
第
二
十
九
条
第
二
項
」
に
改
め
、
「
又
は
」
の
下
に
「
同
条
第
一
項
第
一

号
か
ら
第
三
号
ま
で
（
改
正
法
附
則
第
二
条
第
一
項
又
は
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み

替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
掲
げ
る
」
を
加
え
、
同
欄
６
中
「
第
二
十
五
条
の
八
第

一
項
」
を
「
第
三
十
二
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
欄
７
中
「
第
二
十
五
条
の
八
第
二
項
」
を
「
第

三
十
二
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
欄
８
中
「
第
二
十
五
条
の
八
第
三
項
」
を
「
第
三
十
二
条
第

三
項
」
に
改
め
、
同
欄
中
２
を
３
と
し
、
同
欄
１
中
「
第
二
十
七
条
第
一
項
（
法
第
三
十
二
条

第
三
項
」
を
「
第
六
十
一
条
第
一
項
（
法
第
六
十
六
条
第
三
項
」
に
改
め
、
同
欄
１
を
同
欄
８

と
し
、
そ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 

９ 

改
正
法
附
則
第
二
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
報
告
を
さ
せ
、
又
は
職
員
に
、
喫
煙

可
能
室
設
置
施
設
に
立
ち
入
り
、
当
該
喫
煙
可
能
室
設
置
施
設
の
状
況
若
し
く
は
帳
簿
、

書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ
せ
、
若
し
く
は
関
係
者
に
質
問
さ
せ
る
こ
と
。 

 

０ 

改
正
法
附
則
第
二
条
第
六
項
に
規
定
す
る
身
分
を
示
す
証
明
書
を
交
付
す
る
こ
と
。 

 

１ 

改
正
法
附
則
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
報
告
を
さ
せ
、
又
は
職
員
に
、
指
定

た
ば
こ
専
用
喫
煙
室
設
置
施
設
等
に
立
ち
入
り
、
当
該
指
定
た
ば
こ
専
用
喫
煙
室
設
置
施

設
等
の
状
況
若
し
く
は
帳
簿
、
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ
せ
、
若
し
く
は
関
係
者
に

質
問
さ
せ
る
こ
と
。 

 

２ 

改
正
法
附
則
第
三
条
第
四
項
に
規
定
す
る
身
分
を
示
す
証
明
書
を
交
付
す
る
こ
と
。 

 

別
表
第
二
地
方
行
政
機
関
の
表
保
健
所
長
の
項
第
三
十
一
号
専
決
事
項
の
欄
０
中
「
第
二
十

１ 

法
第
四
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
浄
化
槽
台
帳
を
作
成
す
る
こ
と
。 

２ 

法
第
五
十
三
条
第
三
項
に
規
定
す
る
身
分
を
示
す
証
明
書
を
交
付
す
る
こ
と
。 
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五
条
の
九
第
二
項
」
を
「
第
三
十
八
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
欄
０
を
同
欄
７
と
し
、
同
欄
９

中
「
第
二
十
五
条
の
九
第
一
項
」
を
「
第
三
十
八
条
第
一
項
」
に
、
「
特
定
施
設
」
を
「
特
定

施
設
等
」
に
改
め
、
同
欄
９
を
同
欄
６
と
し
、
同
欄
８
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 

９ 
法
第
三
十
四
条
第
一
項
（
改
正
法
附
則
第
二
条
第
一
項
又
は
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
法
第
三
十
四
条
第
一

項
に
規
定
す
る
者
に
対
し
、
喫
煙
専
用
室
標
識
等
を
除
去
し
、
又
は
喫
煙
専
用
室
の
供
用

を
停
止
す
る
こ
と
を
勧
告
す
る
こ
と
。 

 

０ 

法
第
三
十
四
条
第
二
項
（
改
正
法
附
則
第
二
条
第
一
項
又
は
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
勧
告
を
受
け
た
者
が
、

そ
の
勧
告
に
従
わ
な
か
つ
た
旨
を
公
表
す
る
こ
と
。 

 

１ 

法
第
三
十
四
条
第
三
項
（
改
正
法
附
則
第
二
条
第
一
項
又
は
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
法
第
三
十
四
条
第
三

項
に
規
定
す
る
者
に
対
し
、
勧
告
に
係
る
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
。 

 

２ 

法
第
三
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
項
に
規
定
す
る
者
に
対
し
、
喫
煙
目
的

室
標
識
等
を
除
去
し
、
又
は
喫
煙
目
的
室
設
置
施
設
の
供
用
を
停
止
す
る
こ
と
を
勧
告
す

る
こ
と
。 

 

３ 

法
第
三
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
項
に
規
定
す
る
者
に
対
し
、
喫
煙
目
的

室
標
識
等
を
除
去
し
、
又
は
喫
煙
目
的
室
の
供
用
を
停
止
す
る
こ
と
を
勧
告
す
る
こ
と
。 

 

４ 

法
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
勧
告
を
受
け
た
者
が
、
そ
の
勧
告
に
従
わ

な
か
つ
た
旨
を
公
表
す
る
こ
と
。 

 

５ 

法
第
三
十
六
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
項
に
規
定
す
る
者
に
対
し
、
勧
告
に
係

る
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
。 

 

別
表
第
二
地
方
行
政
機
関
の
表
保
健
所
長
の
項
第
三
十
一
号
専
決
事
項
の
欄
に
次
の
よ
う
に

加
え
る
。 

 

４ 

改
正
省
令
附
則
第
二
条
第
七
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
喫
煙
可
能
室
設
置
施
設
の
変
更
に

係
る
届
出
を
受
理
す
る
こ
と
。 

 

５ 

改
正
省
令
附
則
第
二
条
第
八
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
喫
煙
可
能
室
の
場
所
を
喫
煙
を
す

る
こ
と
が
で
き
る
場
所
と
し
な
い
こ
と
と
し
た
こ
と
に
係
る
届
出
を
受
理
す
る
こ
と
。 

 

別
表
第
二
地
方
行
政
機
関
の
表
保
健
所
長
の
項
第
三
十
四
号
委
任
事
務
の
欄
１
中
「
第
四
項
」

を
「
第
三
項
」
に
改
め
、
同
欄
４
中
「
第
十
七
条
第
二
項
」
を
「
第
十
八
条
第
一
項
」
に
、
「
販

売
事
業
者
」
を
「
販
売
業
者
」
に
改
め
、
「
質
問
さ
せ
、
」
の
下
に
「
若
し
く
は
」
を
加
え
、

同
欄
７
中
「
若
し
く
は
第
二
項
」
を
「
又
は
第
二
項
」
に
改
め
、
「
若
し
く
は
提
出
さ
れ
」
を

削
り
、
「
、
提
出
さ
れ
た
」
を
「
、
返
納
さ
れ
た
」
に
改
め
、
同
号
専
決
事
項
の
欄
中
５
を
８

と
し
、
同
欄
４
中
「
第
三
十
六
条
の
二
及
び
第
三
十
六
条
の
七
」
を
「
第
三
十
六
条
の
二
第
一
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項
又
は
第
二
項
」
に
改
め
、
「
営
業
」
の
下
に
「
若
し
く
は
研
究
」
を
、
「
輸
入
業
者
」
の
下

に
「
若
し
く
は
特
定
毒
物
研
究
者
」
を
加
え
、
「
返
納
さ
れ
若
し
く
は
提
出
さ
れ
た
」
を
「
返

納
さ
れ
た
」
に
改
め
、
「
登
録
票
」
の
下
に
「
若
し
く
は
特
定
毒
物
研
究
者
の
許
可
証
」
を
加

え
、
「
、
提
出
さ
れ
た
」
を
「
、
返
納
さ
れ
た
」
に
改
め
、
同
欄
４
を
同
欄
７
と
し
、
同
欄
中

２
及
び
３
を
削
り
、
１
を
６
と
し
、
０
を
５
と
し
、
９
を
４
と
し
、
同
欄
８
中
「
基
づ
き
」
の

下
に
「
、
毒
物
若
し
く
は
劇
物
の
製
造
業
者
若
し
く
は
輸
入
業
者
」
を
加
え
、
同
欄
８
を
同
欄

３
と
し
、
同
欄
７
中
「
全
部
又
は
」
を
「
全
部
若
し
く
は
」
に
改
め
、
同
欄
７
を
同
欄
２
と
し
、

同
欄
中
６
を
１
と
し
、
同
欄
５
中
「
毒
物
又
は
劇
物
の
販
売
業
の
登
録
を
受
け
て
い
る
者
」
を

「
毒
物
劇
物
営
業
者
」
に
改
め
、
「
規
定
に
基
づ
く
」
を
削
り
、
同
欄
５
を
同
欄
０
と
し
、
同

欄
４
中
「
第
十
七
条
第
四
項
」
を
「
第
十
八
条
第
三
項
」
に
改
め
、
同
欄
４
を
同
欄
９
と
し
、

同
欄
中
３
を
７
と
し
、
そ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

８ 

法
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
毒
物
若
し
く
は
劇
物
の
製
造
業
者
若
し
く
は

輸
入
業
者
か
ら
報
告
を
徴
し
、
又
は
当
該
職
員
に
、
こ
れ
ら
の
者
の
製
造
所
等
の
場
所
に

立
ち
入
り
、
帳
簿
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ
せ
、
関
係
者
に
質
問
さ
せ
、
若
し
く
は
毒
物
、

劇
物
等
を
収
去
さ
せ
る
こ
と
。 

 

別
表
第
二
地
方
行
政
機
関
の
表
保
健
所
長
の
項
第
三
十
四
号
専
決
事
項
の
欄
中
２
を
６
と
し
、

１
を
２
と
し
、
そ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 

３ 

法
第
七
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
毒
物
又
は
劇
物
の
製
造
業
者
又
は
輸
入
業
者
の

毒
物
劇
物
取
扱
責
任
者
の
氏
名
の
届
出
及
び
当
該
届
出
事
項
の
変
更
の
届
出
を
受
理
す
る

こ
と
。 

 

４ 

法
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
毒
物
又
は
劇
物
の
製
造
業
又
は
輸
入
業
の
登
録

の
変
更
を
行
う
こ
と
。 

 

５ 

法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
毒
物
又
は
劇
物
の
製
造
業
者
又
は
輸
入
業
者
の

氏
名
又
は
住
所
等
の
届
出
及
び
製
造
所
又
は
営
業
所
の
営
業
の
廃
止
の
届
出
を
受
理
す
る

こ
と
。 

 

別
表
第
二
地
方
行
政
機
関
の
表
保
健
所
長
の
項
第
三
十
四
号
専
決
事
項
の
欄
に
１
と
し
て
、

次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 

１ 

法
第
四
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
毒
物
又
は
劇
物
の
製
造
業
又
は
輸

入
業
の
登
録
又
は
当
該
登
録
の
更
新
を
行
う
こ
と
。 

 

別
表
第
二
地
方
行
政
機
関
の
表
保
健
所
長
の
項
第
三
十
九
号
事
務
の
種
類
の
欄
中
「
覚
せ
い

剤
取
締
法
」
を
「
覚
醒
剤
取
締
法
」
に
改
め
、
同
号
委
任
事
務
の
欄
１
か
ら
４
ま
で
、
６
及
び

７
中
「
覚
せ
い
剤
施
用
機
関
」
を
「
覚
醒
剤
施
用
機
関
」
に
、
「
覚
せ
い
剤
研
究
者
」
を
「
覚

醒
剤
研
究
者
」
に
改
め
、
同
欄
９
中
「
覚
せ
い
剤
製
造
業
者
、
覚
せ
い
剤
施
用
機
関
」
を
「
覚

醒
剤
製
造
業
者
、
覚
醒
剤
施
用
機
関
」
に
、
「
覚
せ
い
剤
研
究
者
」
を
「
覚
醒
剤
研
究
者
」
に
、
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「
覚
せ
い
剤
の
」
を
「
覚
醒
剤
の
」
に
改
め
、
同
欄
０
及
び
１
中
「
覚
せ
い
剤
施
用
機
関
」
を

「
覚
醒
剤
施
用
機
関
」
に
、
「
覚
せ
い
剤
研
究
者
」
を
「
覚
醒
剤
研
究
者
」
に
、
「
覚
せ
い
剤

の
」
を
「
覚
醒
剤
の
」
に
改
め
、
同
欄
２
中
「
覚
せ
い
剤
施
用
機
関
」
を
「
覚
醒
剤
施
用
機
関
」

に
、
「
覚
せ
い
剤
研
究
者
」
を
「
覚
醒
剤
研
究
者
」
に
、
「
覚
せ
い
剤
を
」
を
「
覚
醒
剤
を
」

に
改
め
、
同
欄
３
中
「
覚
せ
い
剤
施
用
機
関
」
を
「
覚
醒
剤
施
用
機
関
」
に
、
「
覚
せ
い
剤
研

究
者
」
を
「
覚
醒
剤
研
究
者
」
に
、
「
当
該
覚
せ
い
剤
」
を
「
当
該
覚
醒
剤
」
に
改
め
、
同
欄

４
中
「
覚
せ
い
剤
施
用
機
関
」
を
「
覚
醒
剤
施
用
機
関
」
に
、
「
覚
せ
い
剤
研
究
者
」
を
「
覚

醒
剤
研
究
者
」
に
改
め
、
同
欄
５
か
ら
８
ま
で
、
０
及
び
１
中
「
覚
せ
い
剤
原
料
取
扱
者
又
は

覚
せ
い
剤
原
料
研
究
者
」
を
「
覚
醒
剤
原
料
取
扱
者
又
は
覚
醒
剤
原
料
研
究
者
」
に
改
め
、
同

欄
３
中
「
覚
せ
い
剤
原
料
取
扱
者
」
を
「
覚
醒
剤
原
料
取
扱
者
」
に
、
「
覚
せ
い
剤
原
料
の
」

を
「
覚
醒
剤
原
料
の
」
に
改
め
、
同
欄
４
中
「
第
三
十
条
の
十
三
」
を
「
第
三
十
条
の
十
三
本

文
」
に
、
「
覚
せ
い
剤
原
料
」
を
「
覚
醒
剤
原
料
」
に
改
め
、
同
欄
５
中
「
第
三
十
条
の
十
四
」

を
「
第
三
十
条
の
十
四
第
一
項
」
に
、
「
覚
せ
い
剤
原
料
」
を
「
覚
醒
剤
原
料
」
に
改
め
、
同

欄
０
中
「
覚
せ
い
剤
施
用
機
関
」
を
「
覚
醒
剤
施
用
機
関
」
に
改
め
、
同
欄
０
を
同
欄
２
と
し
、

同
欄
中
９
を
１
と
し
、
同
欄
８
中
「
覚
せ
い
剤
原
料
」
を
「
覚
醒
剤
原
料
」
に
改
め
、
同
欄
８

を
同
欄
０
と
し
、
同
欄
７
中
「
覚
せ
い
剤
原
料
」
を
「
覚
醒
剤
原
料
」
に
改
め
、
同
欄
７
を
同

欄
９
と
し
、
同
欄
６
中
「
覚
せ
い
剤
原
料
」
を
「
覚
醒
剤
原
料
」
に
改
め
、
同
欄
６
を
同
欄
８

と
し
、
同
欄
５
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 

６ 

法
第
三
十
条
の
十
四
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
薬
局
開
設
者
又
は
病
院
、
診
療
所
若

し
く
は
飼
育
動
物
診
療
施
設
の
開
設
者
か
ら
医
薬
品
で
あ
る
覚
醒
剤
原
料
の
廃
棄
の
届
出

を
受
理
す
る
こ
と
。 

 

７ 

法
第
三
十
条
の
十
四
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
薬
局
開
設
者
又
は
病
院
、
診
療
所
若

し
く
は
飼
育
動
物
診
療
施
設
の
開
設
者
か
ら
医
薬
品
で
あ
る
覚
醒
剤
原
料
の
品
名
及
び
数

量
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
の
届
出
を
受
理
す
る
こ
と
。 

 

別
表
第
二
地
方
行
政
機
関
の
表
保
健
所
長
の
項
第
三
十
九
号
専
決
事
項
の
欄
１
中
「
覚
せ
い

剤
施
用
機
関
」
を
「
覚
醒
剤
施
用
機
関
」
に
、
「
覚
せ
い
剤
研
究
者
」
を
「
覚
醒
剤
研
究
者
」

に
改
め
、
同
欄
２
中
「
覚
せ
い
剤
施
用
機
関
」
を
「
覚
醒
剤
施
用
機
関
」
に
、
「
覚
せ
い
剤
研

究
者
」
を
「
覚
醒
剤
研
究
者
」
に
、
「
覚
せ
い
剤
に
」
を
「
覚
醒
剤
に
」
に
、
「
覚
せ
い
剤
若

し
く
は
覚
せ
い
剤
」
を
「
覚
醒
剤
若
し
く
は
覚
醒
剤
」
に
改
め
、
同
欄
３
中
「
覚
せ
い
剤
原
料
」

を
「
覚
醒
剤
原
料
」
に
改
め
る
。 

 

別
表
第
二
地
方
機
関
の
表
農
林
振
興
セ
ン
タ
ー
所
長
の
項
第
三
号
事
務
の
種
類
の
欄
中
「
昭

和
五
十
五
年
法
律
第
六
十
五
号
」
の
下
に
「
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
法
」
と
い
う
。
」
を

加
え
、
同
号
委
任
事
務
の
欄
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

11 
21 

12 

13 

28 

26 

26 

25 

27 

10 

14 

20 

18 

15 

23 

24 

25 

30 

30 

32 

26 

29 

27 

27 

30 

28 

28 

29 

31 



         

別
表
第
二
地
方
機
関
の
表
農
林
振
興
セ
ン
タ
ー
所
長
の
項
第
三
号
専
決
事
項
の
欄
中
「
農
業

経
営
基
盤
強
化
促
進
法
」
を
「
法
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

                        

１ 

法
第
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
農
業
経
営
改
善
計
画
（
農
業
経
営

を
営
み
、
又
は
営
も
う
と
す
る
区
域
が
所
管
区
域
外
に
わ
た
る
も
の
を
除
く
。
次
の

２
及
び
３
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
認
定
、
変
更
の
認
定
、
又
は
認
定
の
取
消
し
を
行

う
こ
と
。 

２ 

法
第
十
三
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
市
町
村
の
意
見
を
聴
く
こ
と
。 

３ 

法
第
十
三
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
農
業
経
営
改
善
計
画
の
認
定
又
は

認
定
の
取
消
し
を
し
た
旨
を
市
町
村
に
通
知
す
る
こ
と
。 

 

二
十
四 

農
業
用
た

め
池
の
管
理
及
び

保
全
に
関
す
る
法

律
（
平
成
三
十
一

年
法
律
第
十
七
号
。

以
下
こ
の
項
に
お

い
て
「
法
」
と
い

う
。
）
の
施
行
に

関
す
る
事
務
０
０

０ 

１ 

法
第
四
条
第
一
項
又

は
附
則
第
二
条
第
一
項

の
規
定
に
基
づ
き
、
農

業
用
た
め
池
の
届
出
を

受
理
す
る
こ
と
。 

２ 

法
第
四
条
第
二
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
農
業

用
た
め
池
の
変
更
又
は

廃
止
の
届
出
を
受
理
す

る
こ
と
。 

３ 

法
第
四
条
第
三
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
農
業

用
た
め
池
に
関
す
る
デ

ー
タ
ベ
ー
ス
を
整
備
し
、

当
該
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に

記
録
さ
れ
た
事
項
を
公

表
す
る
こ
と
。 

４ 

法
第
四
条
第
四
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
農
業

用
た
め
池
に
関
す
る
情

報
の
提
供
を
求
め
る
こ

と
。 

５ 

法
第
六
条
の
規
定
に

０ 

 

法
第
七
条
第
二
項
（
同
条
第
五

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
関
係

市
町
村
長
の
意
見
を
聴
く
こ
と
。 

 



                                  

 
 

基
づ
き
、
農
業
用
た
め

池
の
所
有
者
等
に
対
し
、

防
災
工
事
の
施
行
、
管

理
者
の
選
任
そ
の
他
の

必
要
な
措
置
を
講
ず
べ

き
旨
の
勧
告
を
す
る
こ

と
。 

６ 

法
第
七
条
第
四
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
農
業

用
た
め
池
の
所
在
地
を

管
轄
す
る
市
町
村
長
又

は
農
業
用
た
め
池
の
所

有
者
等
、
農
業
用
た
め

池
か
ら
農
業
用
水
の
供

給
を
受
け
る
者
そ
の
他

の
利
害
関
係
人
か
ら
の

申
出
を
受
理
す
る
こ
と
。 

７ 

法
第
八
条
第
一
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
同
項

に
規
定
す
る
行
為
の
許

可
を
す
る
こ
と
。 

８ 

法
第
八
条
第
三
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
国
又

は
地
方
公
共
団
体
と
協

議
す
る
こ
と
。 

９ 

法
第
九
条
第
一
項
又

は
第
三
項
の
規
定
に
基

づ
き
、
防
災
工
事
に
関

す
る
計
画
の
届
出
を
受

理
す
る
こ
と
。 

０ 

法
第
九
条
第
二
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
計
画

の
変
更
を
命
ず
る
こ
と
。 

 

 

10 



                                  

 

１ 

法
第
十
条
第
一
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
特
定

農
業
用
た
め
池
の
所
有

者
等
に
対
し
、
防
災
工
事

の
施
行
を
命
ず
る
こ
と
。 

２ 

法
第
十
条
第
二
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
法
第

九
条
第
一
項
の
届
出
を

行
つ
た
者
に
対
し
、
計

画
に
従
つ
て
防
災
工
事

を
施
行
す
べ
き
こ
と
を

命
ず
る
こ
と
。 

３ 

法
第
十
三
条
第
一
項

の
規
定
に
基
づ
き
、
施

設
管
理
権
の
設
定
に
関

す
る
裁
定
の
申
請
を
受

理
す
る
こ
と
。 

４ 

法
第
十
四
条
第
一
項

（
法
第
十
七
条
第
二
項

に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）
の
規
定

に
基
づ
き
、
法
第
十
四

条
第
一
項
各
号
に
掲
げ

る
事
項
を
公
告
し
、
通

知
す
る
こ
と
。 

５ 

法
第
十
五
条
第
一
項

の
規
定
に
基
づ
き
、
施

設
管
理
権
を
設
定
す
べ

き
旨
の
裁
定
を
す
る
こ

と
。 

６ 

法
第
十
六
条
第
一
項

（
法
第
十
七
条
第
四
項

に
お
い
て
準
用
す
る
場

０ 

 

 

11 12 13 14 15 16 



                                  

 
 

合
を
含
む
。
）
の
規
定

に
基
づ
き
、
裁
定
の
申

請
を
し
た
市
町
村
長
に

通
知
し
、
公
告
す
る
こ

と
。 

７ 

法
第
十
七
条
第
一
項

の
規
定
に
基
づ
き
、
施

設
管
理
権
の
存
続
期
間

の
延
長
に
つ
い
て
の
裁

定
の
申
請
を
受
理
す
る

こ
と
。 

８ 

法
第
十
七
条
第
三
項

の
規
定
に
基
づ
き
、
施

設
管
理
権
の
存
続
期
間

の
延
長
に
つ
い
て
の
裁

定
を
す
る
こ
と
。 

９ 

法
第
十
八
条
第
一
項

の
規
定
に
基
づ
き
、
管

理
の
状
況
に
関
す
る
報

告
を
求
め
、
又
は
職
員

若
し
く
は
委
任
し
た
者

に
農
業
用
た
め
池
に
立

ち
入
ら
せ
、
測
量
若
し

く
は
調
査
を
行
わ
せ
る

こ
と
。 

０ 

法
第
十
八
条
第
二
項

の
規
定
に
基
づ
き
、
他

人
の
占
有
す
る
土
地
に

職
員
又
は
委
任
し
た
者

に
立
ち
入
ら
せ
る
こ
と
。 

１ 

法
第
十
八
条
第
三
項

の
規
定
に
基
づ
き
、
他

人
の
占
有
す
る
土
地
に

０ 

 

 

17 18 19 20 21 



                                  

 
 

立
ち
入
る
旨
を
通
知
す

る
こ
と
。 

２ 

法
第
十
八
条
第
四
項

に
規
定
す
る
身
分
を
示

す
証
明
書
を
交
付
す
る

こ
と
。 

３ 

法
第
十
八
条
第
七
項

の
規
定
に
基
づ
き
、
立

入
り
に
よ
つ
て
損
失
を

受
け
た
者
に
対
し
、
通

常
生
ず
べ
き
損
失
を
補

償
す
る
こ
と
。 

４ 

法
第
十
八
条
第
八
項

の
規
定
に
基
づ
き
、
市

町
村
長
に
対
し
、
必
要

な
協
力
を
求
め
る
こ
と
。 

５ 

法
第
二
十
一
条
第
二

項
の
規
定
に
基
づ
き
、

土
地
改
良
区
、
土
地
改

良
区
連
合
又
は
土
地
改

良
事
業
団
体
連
合
会
に

対
し
、
必
要
な
協
力
を

求
め
る
こ
と
。 

６ 

法
附
則
第
二
条
第
二

項
の
規
定
に
基
づ
き
、

農
業
用
た
め
池
の
変
更

の
届
出
を
受
理
す
る
こ

と
。 

７ 

法
附
則
第
二
条
第
三

項
の
規
定
に
基
づ
き
、

届
出
が
さ
れ
て
い
な
い

既
存
農
業
用
た
め
池
に

つ
い
て
、
届
出
す
べ
き

０ 

 

 

22 23 24 25 26 27 



         

別
表
第
二
地
方
機
関
の
表
県
土
整
備
事
務
所
長
の
項
第
五
号
委
任
事
務
の
欄
３
中
「
同
条
た

だ
し
書
」
を
「
同
項
た
だ
し
書
」
に
改
め
、
同
項
第
十
号
委
任
事
務
の
欄
３
中
「
（
省
令
第
四

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
費
用
負
担
に
関
す
る
協
定
を
締
結
し
た
も
の
を
除
く
。
）
」
を
削
り
、

同
欄
３
を
同
欄
４
と
し
、
同
欄
２
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 

３ 

省
令
第
四
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
附
帯
工
事
に
要
す
る
費
用
の
全
部
又
は
一
部

の
負
担
に
つ
い
て
、
工
作
物
の
管
理
者
と
協
定
（
費
用
負
担
の
割
合
を
定
め
、
又
は
変
更

す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
締
結
す
る
こ
と
。 

 

別
表
第
二
地
方
機
関
の
表
西
関
東
連
絡
道
路
建
設
事
務
所
長
の
項
第
一
号
委
任
事
務
の
欄
５

中
「
（
法
」
を
「
及
び
」
に
、
「
場
合
を
含
む
。
）
」
を
「
第
四
十
四
条
第
六
項
」
に
改
め
、

同
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

                

 
 

旨
を
催
告
す
る
こ
と
。 

８ 

法
附
則
第
二
条
第
四

項
の
規
定
に
基
づ
き
、

届
出
が
さ
れ
て
い
な
い

既
存
農
業
用
た
め
池
が

あ
る
旨
の
通
知
を
受
理

す
る
こ
と
。 

 

 

長所務事設建架高道鉄 

一 

道
路
法
（
以
下

こ
の
項
に
お
い
て

「

法

」
と

い

う

。
）

の
施
行
に
関
す
る

事
務 

１ 

法
第
四
十
五
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
、

道
路
標
識
又
は
区
画
線

を
設
け
る
こ
と
。 

２ 

法
第
四
十
六
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
、

道
路
の
通
行
を
禁
止
し
、

又
は
制
限
す
る
こ
と
。 

３ 

法
第
六
十
六
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
、

他
人
の
土
地
に
立
ち
入

り
、
又
は
他
人
の
土
地

を
一
時
使
用
す
る
こ
と

及
び
こ
れ
ら
の
こ
と
を

す
る
こ
と
を
命
じ
、
若  

 

28 



                                  

 
 

 

し
く
は
委
任
す
る
こ
と
。 

４ 

法
第
六
十
八
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
、

非
常
災
害
時
に
お
い
て
、

土
地
の
一
時
使
用
又
は

土
石
等
の
使
用
等
を
す

る
こ
と
。 

５ 

法
第
六
十
八
条
第
二

項
の
規
定
に
基
づ
き
、

非
常
災
害
時
に
お
い
て
、

災
害
の
現
場
に
あ
る
者

又
は
附
近
に
居
住
す
る

者
を
防
ぎ
よ
に
従
事
さ

せ
る
こ
と
。 

６ 

法
第
六
十
九
条
第
二

項
及
び
第
九
十
一
条
第

四
項
に
お
い
て
準
用
す

る
第
四
十
四
条
第
六
項

の
規
定
に
基
づ
き
、
損

失
の
補
償
に
つ
い
て
協

議
す
る
こ
と
。 

７ 

法
第
七
十
条
第
三
項

の
規
定
に
基
づ
き
、
損

失
を
受
け
た
者
と
協
議

す
る
こ
と
。 

８ 

法
第
七
十
一
条
第
四

項
（
法
第
九
十
一
条
第

二
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）
の

規
定
に
基
づ
き
、
工
事

の
中
止
等
を
命
ず
る
権

限
を
行
わ
せ
る
た
め
道

路
監
理
員
（
本
庁
の
職  

 



                                  

  

二 

電
線
共
同
溝
の

整
備
等
に
関
す
る

特
別
措
置
法
（
以

下
こ
の
項
に
お
い

て
「
法
」
と
い
う
。
）

の
施
行
に
関
す
る

事
務 

 

１ 

法
第
三
条
第
二
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
電
線

共
同
溝
を
整
備
す
べ
き

道
路
を
指
定
し
、
変
更

し
、
又
は
廃
止
し
よ
う

と
す
る
場
合
に
、
公
安

委
員
会
等
か
ら
意
見
を

聴
く
こ
と
。 

２ 

法
第
四
条
第
二
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
占
用

の
許
可
の
申
請
を
勧
告

す
る
こ
と
。 

３ 

法
第
四
条
第
四
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
占
用

の
許
可
の
申
請
を
却
下

す
る
こ
と
。 

４ 

法
第
十
条
、
第
十
一

条
第
一
項
又
は
第
十
二 

 

員
で
あ
る
場
合
を
除
く
。）

を
命
ず
る
こ
と
。 

９ 

法
第
九
十
一
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
、

土
地
の
形
質
を
変
更
し
、

工
作
物
を
新
築
し
、
改

築
し
、
増
築
し
、
若
し

く
は
大
修
繕
し
、
又
は

物
件
を
附
加
増
置
す
る

こ
と
を
許
可
す
る
こ
と
。 

０ 

法
第
九
十
五
条
の
二

第
一
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
公
安
委
員
会
の
意

見
を
聴
き
、
又
は
事
後

に
通
知
す
る
こ
と
。 
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三 

道
路
交
通
法
（
以

下
こ
の
項
に
お
い

て
「
法
」
と
い
う
。
）

の
施
行
に
関
す
る

事
務 

 

１ 

法
第
七
十
九
条
の
規

定
に
基
づ
き
、
所
轄
警

察
署
長
の
行
う
道
路
の

使
用
許
可
に
関
し
て
協

議
を
受
け
る
こ
と
。 

２ 

法
第
八
十
条
第
一
項

の
規
定
に
基
づ
き
、
道 

 

条
第
一
項
の
規
定
に
基

づ
き
、
許
可
を
す
る
こ

と
。 

５ 

法
第
十
五
条
第
一
項

の
規
定
に
基
づ
き
、
許 

可
に
基
づ
く
権
利
の
譲

渡
を
承
認
す
る
こ
と
。 

６ 

法
第
十
六
条
第
二
項

又
は
第
十
七
条
第
一
項

の
規
定
に
基
づ
き
、
必

要
な
措
置
を
講
ず
べ
き

こ
と
を
命
ず
る
こ
と
。 

７ 

法
第
十
七
条
第
三
項

に
お
い
て
準
用
す
る
道

路
法
第
四
十
四
条
第
六

項
の
規
定
に
基
づ
き
、

損
失
の
補
償
に
つ
い
て

協
議
す
る
こ
と
。 

８ 

法
第
二
十
条
第
二
項

の
規
定
に
基
づ
き
、
必

要
な
指
示
を
す
る
こ
と
。 

９ 

法
第
二
十
六
条
の
規

定
に
基
づ
き
、
許
可
又

は
承
認
の
取
消
し
、
変

更
そ
の
他
必
要
な
処
分

を
行
う
こ
と
。 

  

 



                                  

   

五 

土
地
収
用
法
（
以

下
こ
の
項
に
お
い

て
「
法
」
と
い
う
。
）

に
関
す
る
起
業
者

と
し
て
の
事
務 

四 

都
市
計
画
法
（
以

下
こ
の
項
に
お
い

て
「
法
」
と
い
う
。
）

の
施
行
に
関
す
る

事
務 

 

１ 

法
第
十
一
条
第
三
項

の
規
定
に
基
づ
き
、
職

員
を
他
人
の
占
有
す
る

土
地
に
立
ち
入
ら
せ
る

こ
と
。 

２ 

法
第
十
五
条
の
十
四

の
規
定
に
基
づ
き
、
説

明
会
の
開
催
そ
の
他
の

措
置
を
講
じ
る
こ
と
。 

３ 

法
第
二
十
八
条
の
二 

  

路
の
維
持
、
修
繕
等
を

行
お
う
と
す
る
と
き
に
、

所
轄
警
察
署
長
と
協
議

す
る
こ
と
。 

３ 

法
第
百
十
条
の
二
第

三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

道
路
標
識
等
に
よ
る
交

通
の
規
制
に
関
し
て
、

公
安
委
員
会
に
意
見
を

述
べ
る
こ
と
及
び
同
項

た
だ
し
書
に
規
定
す
る

交
通
規
制
の
通
知
を
受

理
す
る
こ
と
。 

１ 

法
第
十
八
条
第
二
項
第
三

号
の
規
定
に
基
づ
き
、
書
面

を
作
成
す
る
こ
と
。 

２ 

法
第
十
八
条
第
二
項
第
四

号
の
規
定
に
基
づ
き
、
土
地

の
管
理
者
に
意
見
書
の
提
出

を
求
め
る
こ
と
。 

３ 

法
第
十
八
条
第
二
項
第
五

号
の
規
定
に
基
づ
き
、
起
業

地
内
に
あ
る
土
地
の
利
用
に

０ 

１ 

法
第
二
十
五
条
第
一
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
他
人
の
占

有
す
る
土
地
に
自
ら
立
ち
入

り
、
又
は
そ
の
命
じ
た
者
若

し
く
は
委
任
し
た
者
に
立
ち

入
ら
せ
る
こ
と
。 

２ 

法
第
二
十
六
条
第
一
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
障
害
物
を

伐
除
し
、
又
は
土
地
の
試
掘

等
を
行
う
こ
と
。 

 

 



                                  

  

六 

不
動
産
の
登
記

に
関
す
る
事
務 

 

 

鉄
道
高
架
事
業
の
用
地

若
し
く
は
道
路
の
境
界
を

確
認
し
、
又
は
そ
の
隣
接 

 

の
規
定
に
基
づ
き
、
補

償
等
に
つ
い
て
周
知
さ

せ
る
た
め
の
措
置
を
講

じ
る
こ
と
。 

４ 

法
第
三
十
五
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
、

土
地
等
の
測
量
又
は
物

件
の
調
査
を
職
員
に
命

ず
る
こ
と
。 

５ 
法
第
三
十
六
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
、

土
地
調
書
及
び
物
件
調

書
を
作
成
す
る
こ
と
。 

６ 

法
第
三
十
六
条
第
二

項
の
規
定
に
基
づ
き
、

署
名
押
印
し
、
土
地
所

有
者
及
び
関
係
人
を
調

書
作
成
に
立
ち
会
わ
せ
、

署
名
押
印
さ
せ
る
こ
と
。 

７ 

法
第
三
十
六
条
第
四

項
の
規
定
に
基
づ
き
、

市
町
村
長
に
立
会
い
及

び
署
名
押
印
を
依
頼
す

る
こ
と
。 

８ 

法
第
百
二
十
二
条
第

一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

非
常
災
害
に
際
し
、
土

地
を
使
用
す
る
こ
と
を

市
町
村
長
に
通
知
す
る

こ
と
。 

  

つ
い
て
法
令
の
規
定
に
よ
る

制
限
が
あ
る
と
き
、
当
該
法

令
の
施
行
に
つ
い
て
権
限
を

有
す
る
行
政
機
関
に
意
見
を

求
め
る
こ
と
。 

４ 

法
第
十
八
条
第
二
項
第
六

号
の
規
定
に
基
づ
き
、
行
政

機
関
に
意
見
書
の
提
出
を
求

め
る
こ
と
。 

５ 

法
第
十
八
条
第
二
項
第
七

号
の
規
定
に
基
づ
き
、
法
第

十
五
条
の
十
四
の
規
定
に
基

づ
き
講
じ
た
措
置
の
実
施
状

況
を
記
載
し
た
書
面
を
作
成

す
る
こ
と
。 

６ 

法
第
十
八
条
第
三
項
の
規

定
に
基
づ
き
、
書
面
を
作
成

す
る
こ
と
。 

 



    

別
表
第
二
地
方
機
関
の
表
総
合
治
水
事
務
所
長
の
項
第
二
号
委
任
事
務
の
欄
３
中
「
（
省
令

第
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
費
用
負
担
に
関
す
る
協
定
を
締
結
し
た
も
の
を
除
く
。
）
」
を

削
り
、
同
欄
３
を
同
欄
４
と
し
、
同
欄
２
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 

３ 

省
令
第
四
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
附
帯
工
事
に
要
す
る
費
用
の
全
部
又
は
一
部

の
負
担
に
つ
い
て
、
工
作
物
の
管
理
者
と
協
定
（
費
用
負
担
の
割
合
を
定
め
、
又
は
変
更

す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
締
結
す
る
こ
と
。 

 

別
表
第
二
地
方
機
関
の
表
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
の
項
第
一
号
委
任
事
務
の
欄
４
中
「
機

関
」
を
「
機
関
等
」
に
改
め
、
同
項
中
第
十
三
号
を
削
り
、
第
十
四
号
を
第
十
三
号
と
し
、
第

十
五
号
を
第
十
四
号
と
し
、
第
十
六
号
を
第
十
五
号
と
し
、
同
項
第
十
七
号
委
任
事
務
の
欄
６

中
「
第
三
条
第
七
項
」
を
「
第
三
条
第
八
項
」
に
改
め
、
同
欄
７
中
「
第
三
条
第
八
項
」
を
「
第

三
条
第
九
項
」
に
改
め
、
同
欄
８
中
「
第
三
条
第
九
項
」
を
「
第
三
条
第
十
項
」
に
改
め
、
同

欄
２
を
削
り
、
同
号
を
同
項
第
十
六
号
と
す
る
。 

 

別
表
第
二
公
の
施
設
の
表
環
境
科
学
国
際
セ
ン
タ
ー
総
長
の
項
地
域
機
関
の
長
の
欄
中
「
環

境
科
学
国
際
セ
ン
タ
ー
総
長
」
を
「
環
境
科
学
国
際
セ
ン
タ
ー
長
」
に
改
め
る
。 

第
二
条 

埼
玉
県
地
域
機
関
事
務
の
委
任
及
び
決
裁
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。 

 

別
表
第
二
地
方
行
政
機
関
の
表
保
健
所
長
の
項
第
八
号
事
務
の
種
類
の
欄
中
「
昭
和
二
十
三

年
厚
生
省
令
第
二
十
三
号
」
の
下
に
「
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
施
行
規
則
」
と
い
う
。
」

を
加
え
、
同
号
委
任
事
務
の
欄
中
４
か
ら
９
ま
で
を
削
り
、
３
を
６
と
し
、
５
か
ら
２
ま
で
を

８
か
ら
５
ま
で
と
し
、
同
欄
４
中
「
食
品
衛
生
法
施
行
規
則
」
を
「
施
行
規
則
」
に
改
め
、
同

欄
４
を
同
欄
５
と
し
、
そ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 

６ 

施
行
規
則
別
表
第
十
七
第
九
号
ロ
の
規
定
に
基
づ
き
、
健
康
被
害
及
び
法
に
違
反
す
る

情
報
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
。 

 

７ 

施
行
規
則
別
表
第
十
七
第
九
号
ハ
の
規
定
に
基
づ
き
、
健
康
被
害
に
つ
な
が
る
お
そ
れ

が
否
定
で
き
な
い
情
報
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
。 

 

別
表
第
二
地
方
行
政
機
関
の
表
保
健
所
長
の
項
第
八
号
委
任
事
務
の
欄
中
３
を
４
と
し
、
２

を
３
と
し
、
１
を
２
と
し
、
同
欄
に
１
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 

１ 

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
指
定
成
分
等
含
有
食
品
が
人
の
健
康
に
被
害
を

生
じ
、
又
は
生
じ
さ
せ
る
お
そ
れ
が
あ
る
旨
の
情
報
の
届
出
を
受
理
す
る
こ
と
。 

 

別
表
第
二
地
方
行
政
機
関
の
表
保
健
所
長
の
項
第
八
号
委
任
事
務
の
欄
０
中
「
１
、
３
及
び

４
」
を
「
８
、
０
及
び
１
」
に
改
め
、
同
欄
０
を
同
欄
７
と
し
、
同
欄
中
１
を
８
と
し
、
０
か

 
 

 

す
る
土
地
の
地
積
訂
正
に

つ
い
て
承
諾
す
る
こ
と
。  

 

14 

37 

42 

36 

38 

境
科
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国
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環
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科
学
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タ
ー

長
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24 

18 
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ら
４
ま
で
を
９
か
ら
１
ま
で
と
し
、
同
号
専
決
事
項
の
欄
０
中
「
食
品
衛
生
法
施
行
規
則
」
を

「
施
行
規
則
」
に
改
め
、
同
項
第
十
三
号
委
任
事
務
の
欄
８
中
「
第
二
十
四
条
の
四
」
を
「
第

二
十
四
条
の
四
第
一
項
」
に
改
め
、
同
欄
０
中
「
第
二
十
二
条
の
六
第
二
項
」
を
「
第
二
十
一

条
の
五
第
二
項
」
に
、
「
犬
猫
等
販
売
業
者
の
犬
猫
等
」
を
「
動
物
販
売
業
者
等
の
動
物
」
に

改
め
、
同
欄
１
中
「
第
二
十
二
条
の
六
第
三
項
」
を
「
第
二
十
二
条
の
六
」
に
改
め
、
同
欄
２

中
「
第
二
十
四
条
の
四
」
を
「
第
二
十
四
条
の
四
第
一
項
」
に
改
め
、
同
欄
中
０
を
４
と
し
、

２
か
ら
９
ま
で
を
６
か
ら
３
ま
で
と
し
、
同
欄
１
中
「
第
三
十
五
条
第
一
項
た
だ
し
書
」
の
下

に
「
（
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
を
加
え
、
同
欄
１
を
同
欄
５
と

し
、
同
欄
中
０
を
４
と
し
、
同
欄
９
中
「
第
二
十
五
条
第
四
項
」
を
「
第
二
十
五
条
第
七
項
」

に
、
「
又
は
命
令
」
を
「
、
命
令
、
報
告
の
徴
収
又
は
立
入
検
査
」
に
改
め
、
同
欄
９
を
同
欄

３
と
し
、
同
欄
８
中
「
第
二
十
五
条
第
三
項
」
を
「
第
二
十
五
条
第
四
項
」
に
改
め
、
同
欄
８

を
同
欄
２
と
し
、
同
欄
７
中
「
第
二
十
五
条
第
二
項
」
を
「
第
二
十
五
条
第
三
項
」
に
改
め
、

同
欄
７
を
同
欄
１
と
し
、
同
欄
６
中
「
第
二
十
五
条
第
一
項
」
を
「
第
二
十
五
条
第
二
項
」
に

改
め
、
「
（
犬
に
起
因
し
て
当
該
事
態
を
生
じ
さ
せ
て
い
る
者
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い

て
同
じ
。
）
」
を
削
り
、
同
欄
６
を
同
欄
０
と
し
、
同
欄
中
５
を
８
と
し
、
そ
の
次
に
次
の
よ

う
に
加
え
る
。 

 

９ 

法
第
二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
環
境
省
令
で
定
め
る
事
態
を
生
じ
さ
せ
て

い
る
者
（
犬
に
起
因
し
て
当
該
事
態
を
生
じ
さ
せ
て
い
る
者
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お

い
て
同
じ
。
）
に
対
し
、
必
要
な
指
導
又
は
助
言
を
す
る
こ
と
。 

 

別
表
第
二
地
方
行
政
機
関
の
表
保
健
所
長
の
項
第
十
三
号
委
任
事
務
の
欄
４
中
「
第
二
十
四

条
の
二
」
を
「
第
二
十
四
条
の
二
の
二
」
に
改
め
、
同
欄
４
を
同
欄
７
と
し
、
同
欄
３
中
「
第

二
十
三
条
第
三
項
（
法
第
二
十
四
条
の
四
」
を
「
第
二
十
三
条
第
四
項
（
法
第
二
十
四
条
の
四

第
一
項
」
に
、
「
従
わ
な
い
」
を
「
係
る
措
置
を
と
ら
な
か
つ
た
」
に
改
め
、
同
欄
３
を
同
欄

４
と
し
、
そ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 

５ 

法
第
二
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
第
一
種
動
物
取
扱
業
者
で
あ
つ
た
者

に
対
し
、
期
限
を
定
め
て
、
動
物
の
不
適
正
な
飼
養
又
は
保
管
に
よ
り
動
物
の
健
康
及
び

安
全
が
害
さ
れ
る
こ
と
並
び
に
周
辺
の
生
活
環
境
の
保
全
上
の
支
障
が
生
ず
る
こ
と
を
防

止
す
る
た
め
必
要
な
勧
告
を
す
る
こ
と
。 

 

６ 

法
第
二
十
四
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
勧
告
を
受
け
た
者
が
そ
の
勧
告
に
係

る
措
置
を
と
ら
な
か
つ
た
と
き
は
、
そ
の
者
に
対
し
、
期
限
を
定
め
て
、
そ
の
勧
告
に
係

る
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
。 

 

別
表
第
二
地
方
行
政
機
関
の
表
保
健
所
長
の
項
第
十
三
号
委
任
事
務
の
欄
２
の
次
に
次
の
よ

う
に
加
え
る
。 

 

３ 

法
第
二
十
三
条
第
三
項
（
法
第
二
十
四
条
の
四
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
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む
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
勧
告
を
受
け
た
者
が
そ
の
勧
告
に
従
わ
な
い
と
き
は
、
そ
の

旨
を
公
表
す
る
こ
と
。 

 
別
表
第
二
地
方
行
政
機
関
の
表
保
健
所
長
の
項
第
十
三
号
専
決
事
項
の
欄
３
中
「
第
二
十
四

条
の
四
」
を
「
第
二
十
四
条
の
四
第
一
項
」
に
改
め
、
同
欄
中
９
を
１
と
し
、
５
か
ら
８
ま
で

を
７
か
ら
０
ま
で
と
し
、
同
欄
４
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 

５ 

法
第
二
十
四
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
第
一
種
動
物
取
扱
業
者
で
あ
つ
た
者

に
対
し
、
報
告
を
求
め
、
又
は
職
員
に
、
当
該
者
の
飼
養
施
設
を
設
置
す
る
場
所
そ
の
他

関
係
の
あ
る
場
所
に
立
ち
入
り
、
飼
養
施
設
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ
せ
る
こ
と
。 

 

６ 

法
第
二
十
五
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
動
物
の
飼
養
又
は
保
管
を
し
て
い
る
者
に

対
し
、
報
告
を
求
め
、
又
は
職
員
に
、
当
該
動
物
の
飼
養
若
し
く
は
保
管
を
し
て
い
る
者

の
動
物
の
飼
養
若
し
く
は
保
管
に
関
係
の
あ
る
場
所
に
立
ち
入
り
、
飼
養
施
設
そ
の
他
の

物
件
を
検
査
さ
せ
る
こ
と
。 

 

別
表
第
二
地
方
行
政
機
関
の
表
保
健
所
長
の
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

                     

四
十
六 

食
品
衛
生

法
施
行
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条

例
（
令
和
二
年
埼

玉
県
条
例
第
十
九

号
）
附
則
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
、
な

お
従
前
の
例
に
よ

る
こ
と
と
さ
れ
た

改
正
前
の
食
品
衛

生
法
施
行
条
例
（
以

下
こ
の
項
に
お
い

て
「
旧
条
例
」
と
い

う
。
）
の
施
行
に
関

す
る
事
務
０ 

１ 

旧
条
例
別
表
第
一
第

一
号
イ
⑴
㈠
ホⅲ

（
同

号
イ
⑵
㈠
ホ
の
規
定
に

よ
り
同
号
イ
⑴
㈠
ホ
の

規
定
に
よ
る
こ
と
と
さ

れ
る
場
合
を
含
む
。
）

の
規
定
に
基
づ
き
、
指

示
を
す
る
こ
と
。 

２ 

旧
条
例
別
表
第
一
第

一
号
イ
⑴
㈠
ヌⅴ

（
同

号
イ
⑵
㈠
チ
の
規
定
に

よ
り
同
号
イ
⑴
㈠
ヌⅲ

か
らⅴ

ま
で
の
規
定
に

よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場

合
を
含
む
。
）
の
規
定

に
基
づ
き
、
要
請
を
す

る
こ
と
。 

３ 

旧
条
例
別
表
第
一
第

一
号
イ
⑴
㈠
ルⅱ

（
同

号
イ
⑵
㈠
リ
の
規
定
に

０ 

 

 

(ホ) 

(ⅲ) 

(ホ) 

(ホ) 

(ヌ) 

(ⅴ) 

(チ) 

(ヌ) 

(ⅲ) 

(ⅴ) 

(ル) 

(ⅱ) 

(リ) 

19 

21 

18 

20 



                           

別
表
第
二
地
方
機
関
の
表
動
物
指
導
セ
ン
タ
ー
所
長
の
項
第
二
号
委
任
事
務
の
欄
中
０
を
１

と
し
、
７
か
ら
９
ま
で
を
８
か
ら
０
ま
で
と
し
、
同
欄
６
中
「
第
三
十
五
条
第
一
項
た
だ
し
書
」

の
下
に
「
（
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
を
加
え
、
同
欄
６
を
同
欄

７
と
し
、
同
欄
中
５
を
６
と
し
、
同
欄
４
中
「
第
二
十
五
条
第
四
項
」
を
「
第
二
十
五
条
第
七

項
」
に
、
「
又
は
命
令
」
を
「
、
命
令
、
報
告
の
徴
収
又
は
立
入
検
査
」
に
改
め
、
同
欄
４
を

同
欄
５
と
し
、
同
欄
３
中
「
第
二
十
五
条
第
三
項
」
を
「
第
二
十
五
条
第
四
項
」
に
改
め
、
同

欄
３
を
同
欄
４
と
し
、
同
欄
２
中
「
第
二
十
五
条
第
二
項
」
を
「
第
二
十
五
条
第
三
項
」
に
改

め
、
同
欄
２
を
同
欄
３
と
し
、
同
欄
１
中
「
第
二
十
五
条
第
一
項
」
を
「
第
二
十
五
条
第
二
項
」

 
 

よ
り
同
号
イ
⑴
㈠
ル
の 

規
定
に
よ
る
こ
と
と
さ

れ
る
場
合
を
含
む
。
）

の
規
定
に
基
づ
き
、
指

示
を
す
る
こ
と
。 

４ 

旧
条
例
別
表
第
一
第

一
号
イ
⑴
㈠
ヲⅰ

（
同

号
イ
⑵
㈠
ヌ
の
規
定
に

よ
り
同
号
イ
⑴
㈠
ヲ
の

規
定
に
よ
る
こ
と
と
さ

れ
る
場
合
を
含
む
。
）

の
規
定
に
基
づ
き
、
報

告
を
さ
せ
る
こ
と
。 

５ 

旧
条
例
別
表
第
一
第

一
号
イ
⑴
㈥
ロ
（
同
号

イ
⑵
㈥
の
規
定
に
よ
り

同
号
イ
⑴
㈥
の
規
定
に

よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場

合
を
含
む
。
）
の
規
定

に
基
づ
き
、
報
告
を
受

理
す
る
こ
と
。 

６ 

旧
条
例
別
表
第
一
第

二
号
ハ
⑷
の
規
定
に
基

づ
き
、
指
示
を
す
る
こ

と
。 

 

 

(ル) 

(ヲ) 

(ⅰ) 

(ヌ) 

(ヲ) 

(ロ) 

19 

20 

20 

21 



に
改
め
、
「
（
犬
に
起
因
し
て
当
該
事
態
を
生
じ
さ
せ
て
い
る
者
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お

い
て
同
じ
。
）
」
を
削
り
、
同
欄
１
を
同
欄
２
と
し
、
同
欄
に
１
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 
１ 

法
第
二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
環
境
省
令
で
定
め
る
事
態
を
生
じ
さ
せ
て

い
る
者
（
犬
に
起
因
し
て
当
該
事
態
を
生
じ
さ
せ
て
い
る
者
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お

い
て
同
じ
。
）
に
対
し
、
必
要
な
指
導
又
は
助
言
を
す
る
こ
と
。 

 

別
表
第
二
地
方
機
関
の
表
動
物
指
導
セ
ン
タ
ー
所
長
の
項
第
二
号
専
決
事
項
の
欄
１
中
「
第

二
十
四
条
の
四
」
を
「
第
二
十
四
条
の
四
第
一
項
」
に
改
め
、
同
欄
中
５
を
７
と
し
、
４
を
６

と
し
、
３
を
５
と
し
、
２
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 

３ 

法
第
二
十
四
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
第
一
種
動
物
取
扱
業
者
で
あ
つ
た
者

に
対
し
、
報
告
を
求
め
、
又
は
職
員
に
、
当
該
者
の
飼
養
施
設
を
設
置
す
る
場
所
そ
の
他

関
係
の
あ
る
場
所
に
立
ち
入
り
、
飼
養
施
設
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ
せ
る
こ
と
。 

 

４ 

法
第
二
十
五
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
動
物
の
飼
養
又
は
保
管
を
し
て
い
る
者
に

対
し
、
報
告
を
求
め
、
又
は
職
員
に
、
当
該
動
物
の
飼
養
若
し
く
は
保
管
を
し
て
い
る
者

の
動
物
の
飼
養
若
し
く
は
保
管
に
関
係
の
あ
る
場
所
に
立
ち
入
り
、
飼
養
施
設
そ
の
他
の

物
件
を
検
査
さ
せ
る
こ
と
。 

第
三
条 

埼
玉
県
地
域
機
関
事
務
の
委
任
及
び
決
裁
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。 

 

別
表
第
二
地
方
機
関
の
表
農
林
振
興
セ
ン
タ
ー
所
長
の
項
第
十
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

           第
四
条 

埼
玉
県
地
域
機
関
事
務
の
委
任
及
び
決
裁
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。 

 
 

別
表
第
二
地
方
行
政
機
関
の
表
病
害
虫
防
除
所
長
の
項
第
二
号
事
務
の
種
類
の
欄
中
「
肥
料

取
締
法
」
を
「
肥
料
の
品
質
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
号
委
任
事
務
の
欄
２
中

「
第
二
十
一
条
」
を
「
第
二
十
一
条
第
二
項
」
に
、
「
指
定
配
合
肥
料
の
生
産
業
者
又
は
輸
入

十 

卸
売
市
場
法
（
昭

和
四
十
六
年
法
律

第
三
十
五
号
。
以

下
こ
の
項
に
お
い

て
「
法
」
と
い
う
。
）

の
施
行
に
関
す
る

事
務 

１ 

法
第
十
四
条
に
お
い

て
準
用
す
る
法
第
六
条

第
二
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
届
出
を
受
理
す
る

こ
と
。 

２ 

法
第
十
四
条
に
お
い

て
準
用
す
る
法
第
十
二

条
第
一
項
の
規
定
に
基

づ
き
、
報
告
を
受
理
す

る
こ
と
。 

 

 



業
者
に
対
し
、
必
要
な
事
項
を
表
示
す
べ
き
旨
を
命
ず
る
」
を
「
指
定
混
合
肥
料
に
つ
い
て
、

表
示
の
基
準
を
定
め
る
べ
き
旨
を
農
林
水
産
大
臣
に
申
し
出
る
」
に
改
め
る
。 

 
 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、

当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。 

一 

第
二
条
の
規
定 

令
和
二
年
六
月
一
日 

二 

第
三
条
の
規
定 
令
和
二
年
六
月
二
十
一
日 

三 

第
四
条
の
規
定 

肥
料
取
締
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
元
年
法
律
第
六
十
二
号
）

の
施
行
の
日 



規

則 

埼
玉
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
規
則
第
五
号 

 
 

 

埼
玉
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

埼
玉
県
行
政
組
織
規
則
（
昭
和
四
十
二
年
埼
玉
県
規
則
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。 

 

目
次
中 

第
二
十
九
款
の
三 
西
関
東
連
絡
道
路
建
設
事
務
所
（
第
百
二
十
条
の
五
・
第
百
二 

十
条
の
六
を 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

に
改
め
る
。 

 

第
三
条
の
表
県
民
生
活
部
の
項
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

を 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

に
改
め
、
同
表
危
機
管
理
防
災
部
の
項 

中 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

を
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ

あ
あ
あ
あ
あ
あ 

 
 

に
改
め
る
。 

 

第
六
条
の
二
改
革
推
進
課
の
項
第
十
三
号
中
「
地
域
経
営
局
長
」
を
「
行
政
改
革
・
Ｉ
Ｃ
Ｔ
局

長
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
十
四
号
と
し
、
同
項
第
十
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

 
 

十
三 

内
部
統
制
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。 

 

第
六
条
の
二
地
域
政
策
課
の
項
中
第
十
号
を
第
十
一
号
と
し
、
第
九
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加

え
る
。 

 
 

十 

地
域
経
営
局
長
の
庶
務
に
関
す
る
こ
と
。 

 

第
七
条
人
事
課
の
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

 
 

七 

集
約
化
し
た
定
型
業
務
等
の
処
理
に
関
す
る
こ
と
。 

 

第
七
条
税
務
課
の
項
第
二
号
中
「
地
方
法
人
特
別
税
」
を
「
特
別
法
人
事
業
税
」
に
改
め
、
同

」 

「 

ラ
グ
ビ
ー
ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ
二
千
十
九
大
会
課 

ス

ポ

ー

ツ

振

興

課 

 

 

 

「 

「 

 

第
百
二
十
条
の
六
） 

八
） 

消

防

防

災

課 

 

 

 

」 

「 

第
二
十
九
款
の
三 
西
関
東
連
絡
道
路
建
設
事
務
所
（
第
百
二
十
条
の
五
・
第
百
二 

第
三
十
款 

削
除 

第
三
十
款 

削
除 

」 

十
条
の
六
） 

 

「 

」 

第
二
十
九
款
の
三 
西
関
東
連
絡
道
路
建
設
事
務
所
（
第
百
二
十
条
の
五
・ 

第
三
十
款 

鉄
道
高
架
建
設
事
務
所
（
第
百
二
十
条
の
七
・
第
百
二
十
条
の 

災

害

対

策

課 

消

防

課 

「 

災

害

対

策

課 

消

防

課 

 

 

 

 

」 

」 

ス

ポ

ー

ツ

振

興

課 

 

 

 

 



項
中
第
九
号
を
第
十
号
と
し
、
第
三
号
か
ら
第
八
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
二
号
の
次

に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

 
 

三 

軽
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
の
賦
課
徴
収
に
関
す
る
こ
と
。 

 

第
七
条
の
二
ラ
グ
ビ
ー
ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ
二
千
十
九
大
会
課
の
項
を
削
る
。 

 

第
七
条
の
三
消
防
防
災
課
の
項
中
「
消
防
防
災
課
」
を
「
消
防
課
」
に
改
め
、
同
項
中
第
八
号

か
ら
第
十
一
号
ま
で
を
削
り
、
第
十
二
号
を
第
八
号
と
し
、
第
十
三
号
を
削
り
、
第
十
四
号
を
第

九
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

 
 

十 

災
害
対
策
課
の
庶
務
、
予
算
及
び
経
理
に
関
す
る
こ
と
。 

 

第
七
条
の
三
消
防
防
災
課
の
項
第
十
五
号
中
「
消
防
防
災
対
策
」
を
「
消
防
」
に
改
め
、
同
号

を
同
項
第
十
一
号
と
し
、
同
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

 

災
害
対
策
課 

 
 

一 

災
害
対
策
基
本
法
の
施
行
（
危
機
管
理
課
に
お
い
て
所
掌
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
関

す
る
こ
と
。 

 
 

二 

防
災
対
策
に
つ
い
て
の
市
町
村
そ
の
他
関
係
機
関
と
の
調
整
（
危
機
管
理
課
に
お
い
て

所
掌
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
関
す
る
こ
と
。 

 
 

三 

災
害
救
助
法
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。 

 
 

四 

大
規
模
地
震
の
予
知
へ
の
対
応
措
置
に
関
す
る
こ
と
。 

 
 

五 

地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
と
の
連
絡
調
整
（
防
災
対
策
に
係
る
も
の
の
う
ち
、
危
機
管
理
課

に
お
い
て
所
掌
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
関
す
る
こ
と
。 

 
 

六 

前
各
号
の
ほ
か
、
災
害
対
策
に
関
す
る
こ
と
。 

 

第
九
条
医
療
整
備
課
の
項
第
一
号
中
「
施
行
」
の
下
に
「
（
他
の
機
関
に
お
い
て
所
掌
す
る
も

の
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
同
条
健
康
長
寿
課
の
項
中
第
十
四
号
を
第
十
五
号
と
し
、
第
十
三
号

を
第
十
四
号
と
し
、
第
十
二
号
を
第
十
三
号
と
し
、
第
十
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

 
 

十
二 

成
育
過
程
に
あ
る
者
及
び
そ
の
保
護
者
並
び
に
妊
産
婦
に
対
し
必
要
な
成
育
医
療
等

を
切
れ
目
な
く
提
供
す
る
た
め
の
施
策
の
総
合
的
な
推
進
に
関
す
る
法
律
の
施
行
（
他
の

機
関
に
お
い
て
所
掌
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
関
す
る
こ
と
。 

 

第
九
条
疾
病
対
策
課
の
項
中
第
十
四
号
を
第
十
五
号
と
し
、
第
十
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加

え
る
。 

 
 

十
四 

ア
レ
ル
ギ
ー
疾
患
対
策
基
本
法
の
施
行
（
他
の
機
関
に
お
い
て
所
掌
す
る
も
の
を
除

く
。
）
に
関
す
る
こ
と
。 

 

第
九
条
薬
務
課
の
項
第
五
号
中
「
覚
せ
い
剤
取
締
法
」
を
「
覚
醒
剤
取
締
法
」
に
改
め
る
。 

 

第
十
条
産
業
労
働
政
策
課
の
項
第
十
号
中
「
施
行
」
の
下
に
「
（
産
業
支
援
課
に
お
い
て
所
掌

す
る
も
の
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
同
条
産
業
支
援
課
の
項
中
第
十
八
号
を
第
十
九
号
と
し
、
第

十
二
号
か
ら
第
十
七
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
十
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 



 
 

十
二 

商
工
会
及
び
商
工
会
議
所
に
よ
る
小
規
模
事
業
者
の
支
援
に
関
す
る
法
律
の
施
行
（
事

業
継
続
力
強
化
支
援
計
画
に
関
す
る
こ
と
に
限
る
。
）
に
関
す
る
こ
と
。 

 
第
十
一
条
農
業
ビ
ジ
ネ
ス
支
援
課
の
項
第
十
三
号
中
「
バ
イ
オ
マ
ス
利
活
用
の
推
進
」
を
「
企

業
等
の
農
業
参
入
に
向
け
た
誘
致
」
に
改
め
、
同
項
第
十
四
号
を
削
り
、
同
項
第
十
五
号
中
「
及

び
埼
玉
県
卸
売
市
場
条
例
」
を
削
り
、
同
号
を
同
項
第
十
四
号
と
し
、
同
項
中
第
十
六
号
を
第
十

五
号
と
し
、
第
十
七
号
か
ら
第
二
十
二
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。 

 

第
十
一
条
農
産
物
安
全
課
の
項
第
五
号
中
「
肥
料
取
締
法
」
を
「
肥
料
の
品
質
の
確
保
等
に
関

す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
項
中
第
十
四
号
を
第
十
六
号
と
し
、
第
十
三
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加

え
る
。 

 
 

十
四 

バ
イ
オ
マ
ス
利
活
用
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。 

 
 

十
五 

食
品
循
環
資
源
の
再
生
利
用
等
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。 

 

第
十
二
条
道
路
街
路
課
の
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

 
 

五 

鉄
道
高
架
建
設
事
務
所
と
の
連
絡
調
整
に
関
す
る
こ
と
。 

 

第
十
八
条
第
一
項
第
一
号
中
「
自
動
車
取
得
税
、
自
動
車
税
」
を
「
自
動
車
税
環
境
性
能
割
、

自
動
車
税
（
種
別
割
）
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
地
方
法
人
特
別
税
」
を
「
特
別
法
人
事
業

税
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
自
動
車
税
」
を
「
自
動
車
税
（
種
別
割
）
」
に
改
め
、
同
条
第

三
項
第
一
号
中
「
自
動
車
取
得
税
等
」
を
「
自
動
車
税
環
境
性
能
割
等
」
に
、
「
、
自
動
車
取
得

税
」
を
「
、
自
動
車
税
環
境
性
能
割
、
軽
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中

「
自
動
車
税
」
を
「
自
動
車
税
（
種
別
割
）
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
及
び
第
五
号
中
「
自
動
車

取
得
税
等
及
び
自
動
車
税
」
を
「
自
動
車
税
環
境
性
能
割
等
及
び
自
動
車
税
（
種
別
割
）
」
に
改

め
る
。 

 

第
二
十
五
条
の
二
第
一
項
中
第
十
九
号
を
第
二
十
号
と
し
、
第
十
八
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加

え
る
。 

 

十
九 

受
動
喫
煙
防
止
対
策
に
関
す
る
こ
と
。 

 

第
三
十
三
条
第
五
号
中
「
肥
料
取
締
法
」
を
「
肥
料
の
品
質
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改

め
る
。 

 

第
四
十
八
条
第
二
項
の
表
埼
玉
県
消
費
生
活
支
援
セ
ン
タ
ー
川
越
の
項
及
び
埼
玉
県
消
費
生
活

支
援
セ
ン
タ
ー
春
日
部
の
項
を
削
る
。 

 

第
六
十
六
条
第
三
項
中
「
埼
玉
県
さ
い
た
ま
農
林
振
興
セ
ン
タ
ー
の
所
管
区
域
」
の
下
に
「
（
県

営
土
地
改
良
事
業
さ
い
た
ま
中
央
地
区
の
区
域
を
除
く
。
）
を
加
え
た
区
域
と
し
、
埼
玉
県
春
日

部
農
林
振
興
セ
ン
タ
ー
の
所
管
区
域
は
、
同
項
に
規
定
す
る
埼
玉
県
春
日
部
農
林
振
興
セ
ン
タ
ー

の
所
管
区
域
に
県
営
土
地
改
良
事
業
さ
い
た
ま
中
央
地
区
の
区
域
」
を
加
え
る
。 

 

第
六
十
七
条
第
一
項
第
二
十
一
号
中
「
及
び
埼
玉
県
卸
売
市
場
条
例
」
を
削
る
。 

 

第
七
十
三
条
第
十
七
号
中
「
肥
料
取
締
法
」
を
「
肥
料
の
品
質
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
」
に



埼
玉
県
鉄
道
高
架
建
設
事
務
所 

名

称 

春

日

部

市 

位 
 

 
 

 
 

置 

 

改
め
る
。 

 

第
百
十
条
第
二
項
中
「
前
項
第
十
四
号
」
を
「
前
項
第
十
五
号
か
ら
第
二
十
二
号
ま
で
」
に
改

め
る
。 

 

第
百
二
十
条
の
表
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

を 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に 

改
め
、
同
表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

  

第
三
章
第
二
節
第
三
十
款
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

 
 

 

第
三
十
款 

鉄
道
高
架
建
設
事
務
所 

 

（
設
置
、
名
称
及
び
位
置
） 

第
百
二
十
条
の
七 

連
続
立
体
交
差
事
業
を
行
わ
せ
る
た
め
、
鉄
道
高
架
建
設
事
務
所
を
置
く
。 

２ 

鉄
道
高
架
建
設
事
務
所
の
名
称
及
び
位
置
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

  

（
事
務
） 

第
百
二
十
条
の
八 

埼
玉
県
鉄
道
高
架
建
設
事
務
所
に
お
い
て
は
、
次
の
事
務
を
所
掌
す
る
。 

 

一 

東
武
鉄
道
伊
勢
崎
線
・
野
田
線
連
続
立
体
交
差
事
業
（
春
日
部
駅
付
近
）
に
係
る
用
地
取

得
及
び
工
事
に
関
す
る
こ
と
。 

「 

 

「 

 

」 

 

」 

 

埼
玉
県
川
越
県
土
整
備
事
務
所 

埼
玉
県
越
谷
県
土
整
備
事
務
所 

埼
玉
県
杉
戸
県
土
整
備
事
務
所 

  

総
務
管
理
部 

用
地
部 

道
路
施
設
部 

河
川
部 

道
路
環
境
部 

 

 

 

埼
玉
県
川
越
県
土
整
備
事
務
所 

    

総
務
管
理
部 

用
地
部 

道
路
部 

橋
り
よ
う
部 

河
川
部 

 

 

 

埼
玉
県
越
谷
県
土
整
備
事
務
所 

埼
玉
県
杉
戸
県
土
整
備
事
務
所 

   

総
務
管
理
部 

用
地
部 

道
路
施
設
部 

河
川
部 

道
路
環
境
部 

 

 

 



 

二 

前
号
の
事
業
に
関
連
し
て
行
う
都
市
計
画
街
路
事
業
に
係
る
用
地
取
得
及
び
工
事
に
関
す

る
こ
と
。 

 
第
百
六
十
一
条
中
「
技
術
支
援
室
」
を
「
材
料
技
術
・
事
業
化
支
援
室
」
に
、
「
事
業
化
支
援

室
」
を
「
生
産
技
術
・
事
業
化
支
援
室
」
に
改
め
る
。 

 

第
百
八
十
七
条
の
表
埼
玉
県
防
災
会
議
の
項
中
「
消
防
防
災
課
」
を
「
災
害
対
策
課
」
に
改
め
、

同
表
中 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

を 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に 

改
め
、
同
表
埼
玉
県
卸
売
市
場
審
議
会
の
項
を
削
る
。 

消
防
防
災
課

 
災
害
対
策
課

 

「 

埼
玉
県
地
方
独
立
行

政
法
人
評
価
委
員
会 

 

製
菓
衛
生
師
試
験
委

員 ク
リ
ー
ニ
ン
グ
師
試

験
委
員 

埼
玉
県
准
看
護
師
試

験
委
員 

地
方
独
立
行
政
法
人
法
第
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
地

方
独
立
行
政
法
人
の
業
務
の
実
績
に
関
す
る
評
価
に
関
す
る

事
務
及
び
同
法
に
よ
り
そ
の
権
限
に
属
さ
せ
ら
れ
た
事
項
を

処
理
す
る
事
務 

製
菓
衛
生
師
試
験
の
実
施
に
関
す
る
事
務
を
行
う
。 

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
師
試
験
の
実
施
に
関
す
る
事
務
を
行
う
。 

保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
第
二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
准
看
護
師
試
験
の
実
施
に
関
す
る
事
務 

保 健 医 療 政 策 課 

 

 

「 

」 

埼
玉
県
地
方
独
立
行

政
法
人
埼
玉
県
立
病

院
機
構
評
価
委
員
会 

埼
玉
県
公
立
大
学
法

人
埼
玉
県
立
大
学
評

価
委
員
会 

製
菓
衛
生
師
試
験
委

員 ク
リ
ー
ニ
ン
グ
師
試

験
委
員 

埼
玉
県
准
看
護
師
試

験
委
員 

地
方
独
立
行
政
法
人
法
第
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
そ

の
権
限
に
属
さ
せ
ら
れ
た
事
項
（
地
方
独
立
行
政
法
人
埼
玉

県
立
病
院
機
構
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
処
理
す
る
事
務 

地
方
独
立
行
政
法
人
法
第
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
そ

の
権
限
に
属
さ
せ
ら
れ
た
事
項
（
公
立
大
学
法
人
埼
玉
県
立

大
学
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
処
理
す
る
事
務 

製
菓
衛
生
師
試
験
の
実
施
に
関
す
る
事
務
を
行
う
。 

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
師
試
験
の
実
施
に
関
す
る
事
務
を
行
う
。 

保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
第
二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
准
看
護
師
試
験
の
実
施
に
関
す
る
事
務 

保 健 医 療 政 策 課 

 

 

」 



企
画
財
政
部 

地
域
経
営
局
長 

行
政
改
革
・
Ｉ
Ｃ

Ｔ
局
長 

政
策
・
財
務
局
長 

上
司
の
命
を
受
け
、
市
町
村
行
財
政
の
振
興
、
地
域

の
総
合
的
な
整
備
に
係
る
政
策
の
企
画
及
び
立
案
等

並
び
に
特
に
指
定
さ
れ
た
事
項
に
関
す
る
事
務
並
び

に
こ
れ
ら
の
事
務
に
関
す
る
総
合
調
整
の
事
務
を
掌

理
し
、
そ
の
事
務
を
処
理
す
る
た
め
、
所
属
の
職
員

を
指
揮
監
督
す
る
。 

上
司
の
命
を
受
け
、
行
政
経
営
、
情
報
通
信
技
術
の

企
画
及
び
立
案
等
並
び
に
特
に
指
定
さ
れ
た
事
項
に

関
す
る
事
務
並
び
に
こ
れ
ら
の
事
務
に
関
す
る
総
合

調
整
の
事
務
を
掌
理
し
、
そ
の
事
務
を
処
理
す
る
た

め
、
所
属
の
職
員
を
指
揮
監
督
す
る
。 

上
司
の
命
を
受
け
、
政
策
の
企
画
、
総
合
計
画
の
策

定
、
予
算
及
び
議
会
等
並
び
に
特
に
指
定
さ
れ
た
事

項
に
関
す
る
事
務
並
び
に
こ
れ
ら
の
事
務
に
関
す
る

総
合
調
整
の
事
務
を
掌
理
し
、
そ
の
事
務
を
処
理
す

る
た
め
、
所
属
の
職
員
を
指
揮
監
督
す
る
。 

 

 

 

第
百
八
十
八
条
第
一
項
の
表
企
画
財
政
部
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

  

第
百
八
十
八
条
第
一
項
の
表
危
機
管
理
課
及
び
消
防
防
災
課
の
項
中
「
消
防
防
災
課
」
を
「
災

害
対
策
課
」
に
改
め
、
同
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

  

第
百
八
十
八
条
第
三
項
の
表
総
務
部
の
項
中
「
及
び
公
益
通
報
者
保
護
」
を
「
、
公
益
通
報
者

保
護
及
び
内
部
統
制
の
評
価
」
に
改
め
、
同
表
広
聴
広
報
課
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

  

第
百
八
十
八
条
第
三
項
の
表
農
業
政
策
課
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

こ
ど
も
安
全
課 

児
童
虐
待
対
策
幹 

上
司
の
命
を
受
け
、
児
童
虐
待
対
策
に
関
す
る
事
務

を
掌
理
し
、
そ
の
事
務
を
処
理
す
る
た
め
、
所
属
の

職
員
を
指
揮
監
督
す
る
。 

 

環
境
部 

環
境
未
来
局
長 

上
司
の
命
を
受
け
、
環
境
政
策
の
企
画
及
び
立
案
等

並
び
に
特
に
指
定
さ
れ
た
事
項
に
関
す
る
事
務
並
び

に
こ
れ
ら
の
事
務
に
関
す
る
総
合
調
整
の
事
務
を
掌

理
し
、
そ
の
事
務
を
処
理
す
る
た
め
、
所
属
の
職
員

を
指
揮
監
督
す
る
。 

 

畜
産
安
全
課 

家
畜
衛
生
幹 

上
司
の
命
を
受
け
、
家
畜
伝
染
病
対
策
に
関
す
る
事

務
を
掌
理
し
、
そ
の
事
務
を
処
理
す
る
た
め
、
所
属

の
職
員
を
指
揮
監
督
す
る
。 

 

 



埼
玉
県
総
合
リ

ハ
ビ
リ
テ
ー
シ

ョ
ン
セ
ン
タ
ー 

部 局 療 医 医
療
経
営
管
理
幹 

看
護
師
長 

副
技
師
長 

技
師
長 

副
部
長 

医
療
安
全
管

理
幹 

上
司
の
命
を
受
け
、
特
に
指
定
さ
れ
た
病
棟
、
外
来

診
療
等
に
お
け
る
看
護
事
務
に
従
事
す
る
と
と
も

に
、
当
該
事
務
の
総
括
の
事
務
に
従
事
す
る
。 

上
司
の
命
を
受
け
、
栄
養
士
、
薬
剤
師
、
臨
床
検
査

技
師
、
診
療
放
射
線
技
師
、
理
学
療
法
士
、
作
業
療

法
士
、
視
能
訓
練
士
、
義
肢
装
具
士
又
は
言
語
聴
覚

士
の
行
う
事
務
の
う
ち
、
相
当
高
度
の
知
識
、
経
験

等
を
必
要
と
す
る
困
難
な
も
の
に
従
事
す
る
。 

上
司
の
命
を
受
け
、
栄
養
士
、
薬
剤
師
、
臨
床
検
査

技
師
、
診
療
放
射
線
技
師
、
理
学
療
法
士
、
作
業
療

法
士
又
は
言
語
聴
覚
士
の
行
う
事
務
の
う
ち
、
高
度

の
知
識
、
経
験
等
を
必
要
と
す
る
特
に
困
難
な
も
の

に
従
事
す
る
。 

部
長
を
助
け
、
職
員
の
担
任
す
る
事
務
を
監
督
し
、

部
の
事
務
を
整
理
す
る
。
た
だ
し
、
副
部
長
が
二
人

以
上
置
か
れ
て
い
る
場
合
で
あ
つ
て
、
あ
ら
か
じ
め

部
長
か
ら
そ
の
監
督
及
び
整
理
に
係
る
事
務
の
指
定

が
な
さ
れ
て
い
る
者
の
職
務
は
、
当
該
指
定
事
務
に

限
る
も
の
と
す
る
。 

上
司
の
命
を
受
け
、
特
に
指
定
さ
れ
た
事
項
を
掌
理

す
る
と
と
も
に
、
当
該
指
定
事
項
に
つ
い
て
、
医
療

局
長
を
助
け
、
こ
れ
ら
の
事
務
を
処
理
す
る
た
め
、

職
員
を
指
揮
監
督
す
る
。 

上
司
の
命
を
受
け
、
特
に
指
定
さ
れ
た
事
項
を
掌
理

す
る
と
と
も
に
、
当
該
指
定
事
項
に
つ
い
て
、
セ
ン

タ
ー
長
を
助
け
、
こ
れ
ら
の
事
務
を
処
理
す
る
た
め
、

職
員
を
指
揮
監
督
す
る
。 

 

 

 

第
百
八
十
八
条
第
四
項
第
五
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

五 
雇
用
労
働
局
長 

第
百
八
十
八
条
第
四
項
中
第
六
号
を
削
り
、
第
七
号
を
第
六
号
と
し
、
第
八
号
を
第
七
号
と
す

る
。 第

百
九
十
二
条
第
一
項
の
表
地
域
機
関
の
項
中
「
に
あ
つ
て
は
総
長
」
を
削
り
、
同
条
第
三
項

の
表
埼
玉
県
産
業
技
術
総
合
セ
ン
タ
ー
の
項
を
削
り
、
同
表
埼
玉
県
総
合
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

セ
ン
タ
ー
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

畜
産
安
全
課 

家
畜
衛
生
幹 

上
司
の
命
を
受
け
、
家
畜
伝
染
病
対
策
に
関
す
る
事

務
を
掌
理
し
、
そ
の
事
務
を
処
理
す
る
た
め
、
所
属

の
職
員
を
指
揮
監
督
す
る
。 

 

 

 



埼
玉
県
総
合
リ

ハ
ビ
リ
テ
ー
シ

ョ
ン
セ
ン
タ
ー 

部 局 療 医 医
療
経
営
管
理
幹 

看
護
師
長 

副
技
師
長 

技
師
長 

副
部
長 

医
療
安
全
管

理
幹 

上
司
の
命
を
受
け
、
特
に
指
定
さ
れ
た
病
棟
、
外
来

診
療
等
に
お
け
る
看
護
事
務
に
従
事
す
る
と
と
も
に
、

当
該
事
務
の
総
括
の
事
務
に
従
事
す
る
。 

上
司
の
命
を
受
け
、
栄
養
士
、
薬
剤
師
、
臨
床
検
査

技
師
、
診
療
放
射
線
技
師
、
理
学
療
法
士
、
作
業
療

法
士
、
視
能
訓
練
士
、
義
肢
装
具
士
又
は
言
語
聴
覚

士
の
行
う
事
務
の
う
ち
、
相
当
高
度
の
知
識
、
経
験

等
を
必
要
と
す
る
困
難
な
も
の
に
従
事
す
る
。 

上
司
の
命
を
受
け
、
栄
養
士
、
薬
剤
師
、
臨
床
検
査

技
師
、
診
療
放
射
線
技
師
、
理
学
療
法
士
、
作
業
療

法
士
又
は
言
語
聴
覚
士
の
行
う
事
務
の
う
ち
、
高
度

の
知
識
、
経
験
等
を
必
要
と
す
る
特
に
困
難
な
も
の

に
従
事
す
る
。 

部
長
を
助
け
、
職
員
の
担
任
す
る
事
務
を
監
督
し
、

部
の
事
務
を
整
理
す
る
。
た
だ
し
、
副
部
長
が
二
人

以
上
置
か
れ
て
い
る
場
合
で
あ
つ
て
、
あ
ら
か
じ
め

部
長
か
ら
そ
の
監
督
及
び
整
理
に
係
る
事
務
の
指
定

が
な
さ
れ
て
い
る
者
の
職
務
は
、
当
該
指
定
事
務
に

限
る
も
の
と
す
る
。 

上
司
の
命
を
受
け
、
特
に
指
定
さ
れ
た
事
項
を
掌
理

す
る
と
と
も
に
、
当
該
指
定
事
項
に
つ
い
て
、
医
療

局
長
を
助
け
、
こ
れ
ら
の
事
務
を
処
理
す
る
た
め
、

職
員
を
指
揮
監
督
す
る
。 

上
司
の
命
を
受
け
、
特
に
指
定
さ
れ
た
事
項
を
掌
理

す
る
と
と
も
に
、
当
該
指
定
事
項
に
つ
い
て
、
セ
ン

タ
ー
長
を
助
け
、
こ
れ
ら
の
事
務
を
処
理
す
る
た
め
、

職
員
を
指
揮
監
督
す
る
。 

 

 

総
合
技
術
セ
ン

タ
ー 

工
事
検
査
員 

主
任
工
事
検
査
員 

副
主
席
工
事
検
査

員 主
席
工
事
検
査
員 

総
合
技
術
幹 

技
術
指
導
幹 

上
司
の
命
を
受
け
、
工
事
の
監
督
及
び
検
査
の
事
務

に
従
事
す
る
。 

上
司
の
命
を
受
け
、
工
事
の
監
督
及
び
検
査
の
事
務

に
従
事
す
る
と
と
も
に
、
主
席
工
事
検
査
員
を
助
け
、

職
員
の
担
任
す
る
事
務
を
監
理
す
る
。 

上
司
の
命
を
受
け
、
工
事
の
監
督
及
び
検
査
の
事
務

に
従
事
す
る
と
と
も
に
、
特
に
指
定
さ
れ
た
事
項
を

掌
理
し
、
当
該
事
項
に
つ
い
て
、
主
席
工
事
検
査
員

を
助
け
、
職
員
の
担
任
す
る
事
務
を
監
理
す
る
。 

上
司
の
命
を
受
け
、
工
事
の
監
督
及
び
検
査
の
事
務

に
従
事
す
る
と
と
も
に
、
当
該
事
務
の
総
括
の
事
務

に
従
事
す
る
。 

上
司
の
命
を
受
け
、
総
合
評
価
等
に
係
る
総
合
調
整

に
関
す
る
事
務
を
掌
理
し
、
そ
の
事
務
を
処
理
す
る

た
め
、
職
員
を
指
揮
監
督
す
る
。 

上
司
の
命
を
受
け
、
土
木
技
術
の
向
上
、
普
及
、
支

援
等
に
係
る
総
合
調
整
に
関
す
る
事
務
を
掌
理
し
、

そ
の
事
務
を
処
理
す
る
た
め
、
職
員
を
指
揮
監
督
す

る
。 

 

     

第
百
九
十
二
条
第
三
項
の
表
総
合
技
術
セ
ン
タ
ー
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

  
 

 

附 

則 

１ 

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定

は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

一 

第
十
一
条
農
業
ビ
ジ
ネ
ス
支
援
課
の
項
第
十
五
号
の
改
正
規
定
（
「
及
び
埼
玉
県
卸
売
市

場
条
例
」
を
削
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
六
十
七
条
第
一
項
第
二
十
一
号
の
改
正
規
定
及
び

第
百
八
十
七
条
の
表
の
改
正
規
定
（
埼
玉
県
卸
売
市
場
審
議
会
の
項
を
削
る
部
分
に
限
る
。
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

令
和
二
年
六
月
二
十
一
日 

 



 

二 

第
十
一
条
農
産
物
安
全
課
の
項
第
五
号
の
改
正
規
定
、
第
三
十
三
条
第
五
号
の
改
正
規
定

及
び
第
七
十
三
条
第
十
七
号
の
改
正
規
定 

肥
料
取
締
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和

元
年
法
律
第
六
十
二
号
）
の
施
行
の
日 

２ 

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
危
機
管
理
防
災
部
消
防
防
災
課
に
勤
務
し
て
い
る
者
は
、
別
に
辞

令
を
発
せ
ら
れ
な
い
限
り
、
同
一
の
職
に
よ
り
、
危
機
管
理
防
災
部
消
防
課
に
勤
務
を
命
ぜ
ら

れ
た
も
の
と
す
る
。 

 



規

則 

埼
玉
県
個
人
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公

布
す
る
。 

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
規
則
第
六
号 

 
 

 

埼
玉
県
個
人
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

埼
玉
県
個
人
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
三
十
年
埼
玉
県
規
則
第
十
二
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
五
条
中
第
八
号
を
第
九
号
と
し
、
第
七
号
を
第
八
号
と
し
、
第
六
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加

え
る
。 

 

七 

生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
準
じ
て
行
う
生
活
に
困
窮
す
る
外
国
人

に
対
す
る
進
学
準
備
給
付
金
の
支
給
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の

審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務 

 

第
十
七
条
第
一
号
ト
中
「
又
は
生
活
保
護
法
」
を
「
、
生
活
保
護
法
」
に
改
め
、
「
関
す
る
情

報
」
の
下
に
「
又
は
同
法
第
五
十
五
条
の
五
第
一
項
の
進
学
準
備
給
付
金
の
支
給
に
関
す
る
情
報
」

を
加
え
る
。 

 

第
十
八
条
第
九
号
中
「
又
は
生
活
保
護
法
」
を
「
、
生
活
保
護
法
」
に
改
め
、
「
外
国
人
就
労

自
立
給
付
金
支
給
関
係
情
報
」
と
い
う
。
）
」
の
下
に
「
又
は
同
法
第
五
十
五
条
の
五
第
一
項
の

規
定
に
準
じ
て
行
う
生
活
に
困
窮
す
る
外
国
人
に
対
す
る
進
学
準
備
給
付
金
の
支
給
に
関
す
る
情

報
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
外
国
人
進
学
準
備
給
付
金
支
給
関
係
情
報
」
と
い
う
。
）
」
を
加

え
る
。 

 

第
十
八
条
第
十
号
か
ら
第
十
四
号
ま
で
及
び
第
二
十
四
号
か
ら
第
二
十
九
号
ま
で
の
規
定
中
「
又

は
外
国
人
就
労
自
立
給
付
金
支
給
関
係
情
報
」
を
「
、
外
国
人
就
労
自
立
給
付
金
支
給
関
係
情
報

又
は
外
国
人
進
学
準
備
給
付
金
支
給
関
係
情
報
」
に
改
め
る
。 

 

第
十
九
条
第
八
号
中
「
第
百
二
十
八
条
の
自
動
車
取
得
税
」
を
「
第
百
六
十
七
条
の
環
境
性
能

割
」
に
改
め
、
同
条
第
九
号
中
「
第
百
六
十
二
条
の
自
動
車
税
」
を
「
第
百
七
十
七
条
の
十
七
の

種
別
割
」
に
改
め
、
同
条
中
第
二
十
四
号
を
第
二
十
五
号
と
し
、
第
十
号
か
ら
第
二
十
三
号
ま
で

を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
九
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

 

十 

地
方
税
法
附
則
第
二
十
九
条
の
十
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
分
の
間
、
知
事
が
行
う
も

の
と
さ
れ
た
同
法
第
四
百
六
十
一
条
の
環
境
性
能
割
の
減
免
に
関
す
る
事
務 

納
税
義
務
者

に
係
る
療
育
手
帳
の
交
付
及
び
そ
の
障
害
の
程
度
に
関
す
る
情
報 

 

第
二
十
三
条
第
一
号
中
「
第
二
十
三
条
第
一
項
第
八
号
」
を
「
第
二
十
三
条
第
一
項
第
九
号
」

に
改
め
る
。 



 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 



規

則 

知
事
の
所
管
す
る
条
例
等
の
規
定
に
基
づ
く
民
間
事
業
者
等
が
行
う
書
面
の
保
存
等
に
お
け
る

情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
規
則
第
七
号 

 
 

 

知
事
の
所
管
す
る
条
例
等
の
規
定
に
基
づ
く
民
間
事
業
者
等
が
行
う
書
面
の
保
存
等
に
お

け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

第
一
条 

知
事
の
所
管
す
る
条
例
等
の
規
定
に
基
づ
く
民
間
事
業
者
等
が
行
う
書
面
の
保
存
等
に

お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
八
年
埼
玉
県
規
則
第
二
十
四
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

別
表
第
一
の
一
埼
玉
県
浄
化
槽
保
守
点
検
業
者
登
録
条
例
（
昭
和
六
十
年
埼
玉
県
条
例
第
四

十
四
号
）
の
項
中
「
第
十
二
条
」
の
下
に
「
及
び
第
十
三
条
の
五
」
を
加
え
る
。 

 
 

別
表
第
一
の
三
埼
玉
県
税
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
埼
玉
県
規
則
第
四
十
一
号
）
の

項
中
「
第
二
十
三
条
第
十
二
項
」
を
「
第
三
十
五
条
の
二
第
十
二
項
」
に
改
め
、
同
表
に
次
の

よ
う
に
加
え
る
。 

    
 

別
表
第
二
の
一
埼
玉
県
浄
化
槽
保
守
点
検
業
者
登
録
条
例
の
項
中
「
第
十
二
条
」
の
下
に
「
及

び
第
十
三
条
の
五
」
を
加
え
る
。 

 
 

別
表
第
二
の
二
埼
玉
県
税
条
例
施
行
規
則
の
項
中
「
第
二
十
三
条
第
十
一
項
」
を
「
第
三
十

五
条
の
二
第
十
一
項
」
に
改
め
、
同
表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

   

第
二
条 

知
事
の
所
管
す
る
条
例
等
の
規
定
に
基
づ
く
民
間
事
業
者
等
が
行
う
書
面
の
保
存
等
に

お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

別
表
第
一
の
一
食
品
衛
生
法
施
行
条
例
（
平
成
十
二
年
埼
玉
県
条
例
第
二
十
二
号
）
の
項
を

削
る
。 

 
 

別
表
第
一
の
二
食
品
衛
生
法
施
行
条
例
の
項
を
削
る
。 

 
 

別
表
第
一
の
三
食
品
衛
生
法
施
行
条
例
の
項
を
削
る
。 

 
 

別
表
第
二
の
一
食
品
衛
生
法
施
行
条
例
の
項
を
削
る
。 

 
 

別
表
第
二
の
二
食
品
衛
生
法
施
行
条
例
の
項
を
削
る
。 

フ
ロ
ン
類
の
使
用
の
合
理
化
及
び
管
理
の
適
正
化
に
関
す
る

法
律
施
行
細
則 

第
十
五
条
第
一
項 

 

 

フ
ロ
ン
類
の
使
用
の
合
理
化
及
び
管
理
の
適
正
化
に
関
す
る

法
律
施
行
細
則
（
平
成
十
四
年
埼
玉
県
規
則
第
十
三
号
） 

第
十
五
条
第
一
項 

 

 



 
 

 

附 

則 

１ 

こ
の
規
則
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら

施
行
す
る
。 

 

一 
第
一
条
中
別
表
第
一
の
三
及
び
別
表
第
二
の
二
の
改
正
規
定 

公
布
の
日 

 

二 

第
一
条
中
別
表
第
一
の
一
及
び
別
表
第
二
の
一
の
改
正
規
定 

令
和
二
年
四
月
一
日 

 

三 

第
二
条
の
規
定 

令
和
二
年
六
月
一
日 

２ 

第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
知
事
の
所
管
す
る
条
例
等
の
規
定
に
基
づ
く
民
間
事
業
者

等
が
行
う
書
面
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
規
則
別
表
第
一
の
一

（
食
品
衛
生
法
施
行
条
例
（
平
成
十
二
年
埼
玉
県
条
例
第
二
十
二
号
）
の
項
に
係
る
部
分
に
限

る
。
）
、
別
表
第
一
の
二
（
食
品
衛
生
法
施
行
条
例
の
項
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
別
表
第

一
の
三
（
食
品
衛
生
法
施
行
条
例
の
項
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
別
表
第
二
の
一
（
食
品
衛

生
法
施
行
条
例
の
項
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
別
表
二
の
二
（
食
品
衛
生
法
施
行
条
例
の

項
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
は
、
令
和
三
年
五
月
三
十
一
日
ま
で
は
、
な
お
そ
の
効
力

を
有
す
る
。 



規

則 

会
計
年
度
任
用
職
員
の
報
酬
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
規
則
第
八
号 

 
 

 

会
計
年
度
任
用
職
員
の
報
酬
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

会
計
年
度
任
用
職
員
の
報
酬
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
三
十
一
年
埼
玉
県
規
則
第
三
十
二
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
十
条
第
三
項
第
六
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

六 

技
能
職
員
（
地
方
公
務
員
法
第
五
十
七
条
に
規
定
す
る
単
純
な
労
務
に
雇
用
さ
れ
る
者
で

あ
っ
て
、
技
能
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
四
十
四
年
埼
玉
県
訓
令
第
四
号
）
の

適
用
を
受
け
る
職
員
、
技
能
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
四
十
四
年
埼
玉
県
教
育

委
員
会
訓
令
第
四
号
）
の
適
用
を
受
け
る
職
員
そ
の
他
知
事
が
定
め
る
職
員
を
い
う
。
） 

 

第
十
条
第
三
項
中
第
七
号
を
削
り
、
第
八
号
を
第
七
号
と
す
る
。 

 

第
十
一
条
第
二
項
中
「
退
職
し
、
又
は
失
職
し
た
」
を
「
退
職
し
た
」
に
改
め
る
。 

 

第
十
二
条
第
一
項
中
「
、
若
し
く
は
失
職
し
」
を
削
る
。 

 

第
十
四
条
第
一
号
中
「
二
万
五
千
七
百
五
十
円
」
を
「
二
万
三
千
七
百
八
十
円
」
に
改
め
、
同

条
第
二
号
中
「
一
万
四
十
円
」
を
「
九
千
二
百
七
十
円
」
に
改
め
る
。 

 

第
十
六
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

３ 

退
職
し
た
第
二
号
会
計
年
度
任
用
職
員
に
対
す
る
退
職
手
当
の
額
を
計
算
す
る
場
合
に
お
け

る
給
料
の
額
は
、
前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
知
事
が
別
に
定
め
る
額
と
す
る
。 

 

附
則
第
一
項
中
「
平
成
三
十
二
年
四
月
一
日
」
を
「
令
和
二
年
四
月
一
日
」
に
改
め
る
。 

 

附
則
第
二
項
中
「
平
成
三
十
二
年
四
月
一
日
」
を
「
令
和
二
年
四
月
一
日
」
に
、
「
平
成
三
十

三
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
令
和
三
年
三
月
三
十
一
日
」
に
、
「
平
成
三
十
三
年
四
月
一
日
」
を

「
令
和
三
年
四
月
一
日
」
に
、
「
平
成
三
十
四
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
令
和
四
年
三
月
三
十
一

日
」
に
、
「
平
成
三
十
四
年
四
月
一
日
」
を
「
令
和
四
年
四
月
一
日
」
に
、
「
平
成
三
十
五
年
三

月
三
十
一
日
」
を
「
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
る
。 

 

附
則
第
三
項
第
一
号
中
「
平
成
三
十
二
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
令
和
二
年
三
月
三
十
一
日
」 

に
改
め
る
。 

 

附
則
第
四
項
中
「
平
成
三
十
二
年
六
月
三
十
日
」
を
「
令
和
二
年
六
月
三
十
日
」
に
改
め
る
。 

 

別
表
第
一
か
ら
別
表
第
五
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

  

 



 
 

  
 

     

別表第１（第２条関係）

月額

円

1 438,300

医師及び歯科医師

医療職報酬等基準額表⑴

職種

号給

別表第２（第２条関係）

月額 月額 月額 月額 月額 月額 月額

円 円 円 円 円 円 円

1 247,354 206,458 184,127 203,201 213,101 194,514 201,827

2 186,057 204,725 196,342 203,757

3 187,986 206,248 197,865 205,686

4 189,815 207,772 199,795 207,515

5 191,643 209,397 201,827 209,343

6 193,573 210,717 203,757 211,273

7 195,401 212,241 205,686 213,101

8 196,925 215,158 207,515

9 198,448 209,343

10 199,972 211,273

11 201,597 213,101

12 202,917

13 204,441

14 206,458

義肢装具士 歯科衛生士 歯科技工士

号給

医療職報酬等基準額表⑵

職種
薬剤師
獣医師

管理栄養士

栄養士（管
理栄養士を
除く。）
衛生検査技
師

診療放射線
技師
臨床検査技
師
理学療法士
作業療法士
視能訓練士
言語聴覚士



 

 

別表第３（第２条関係）

月額 月額 月額 月額 月額

円 円 円 円 円

1 219,395 216,052 206,902 183,886 176,236

2 220,817 218,389 209,239

3 222,239 220,725 211,575

4 223,458 222,959 213,809

5 224,880 225,295 216,145

6 226,302

7 227,826

准看護師
（外来業務に
従事するもの）

号給

医療職報酬等基準額表⑶

職種 保健師

看護師
（外来業務以
外の業務に従
事するもの）

看護師
（外来業務に
従事するもの）

准看護師
（外来業務以
外の業務に従
事するもの）

別表第４（第２条関係）

月額 月額

円 円

1 152,965 191,664

2 154,083 193,391

3 155,200 195,219

4 156,317 196,946

5 157,333 198,571

6 158,755 199,993

7 160,075 201,516

8 161,396 203,040

9 162,615 204,360

10 164,138 205,681

11 165,662 206,900

12 167,287 208,220

13 168,506 209,540

14 170,029 210,861

15 171,553 212,181

16 173,076 213,502

17 174,397 214,619

18 177,139 215,939

号給

行政事務報酬等基準額表

職種

前記以外の職

標準的な会計年度任用職員の職務を
行うもの

相当の知識又は経験を必要とする会
計年度任用職員の職務を行うもの



                

             
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

調整数 調整額 

      円 

１ 5,700 

２ 11,400 

３ 17,100 

４ 22,800 

 

19 179,780 217,260

20 182,421 218,580

21 185,062 219,698

22 186,789 220,815

23 188,414 221,831

24 190,140 222,948

25 191,664 224,065

別表第５（第５条、第１６条関係） 

    報酬等の調整額表 

 



規

則 

地
方
公
営
企
業
法
第
三
十
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
知
事
が
定
め
る
職
を
指
定
す
る
規
則
の
一

部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
規
則
第
九
号 

 
 

 

地
方
公
営
企
業
法
第
三
十
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
知
事
が
定
め
る
職
を
指
定
す
る
規
則 

 
 

 

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

地
方
公
営
企
業
法
第
三
十
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
知
事
が
定
め
る
職
を
指
定
す
る
規
則
（
昭

和
四
十
年
埼
玉
県
規
則
第
七
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
四
号
中
「
地
域
医
療
連
携
室
長
」
を
「
地
域
医
療
連
携
・
入
退
院
支
援
セ
ン
タ
ー
長
、
総
合

診
療
セ
ン
タ
ー
長
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 



規

則 

地
方
公
営
企
業
法
第
十
五
条
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
職
員
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
規
則
第
十
号 

 
 

 

地
方
公
営
企
業
法
第
十
五
条
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
職
員
を
定
め
る
規
則
の
一
部 

 
 

 

 
 

 

を
改
正
す
る
規
則 

 

地
方
公
営
企
業
法
第
十
五
条
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
職
員
を
定
め
る
規
則
（
平
成
十
四

年
埼
玉
県
規
則
第
六
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
二
条
第
一
号
中
「
地
域
医
療
連
携
室
長
」
を
「
地
域
医
療
連
携
・
入
退
院
支
援
セ
ン
タ
ー
長
」

に
改
め
、
「
感
染
症
対
策
部
長
」
の
下
に
「
、
総
合
診
療
セ
ン
タ
ー
長
」
を
加
え
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 



規

則 

埼
玉
県
恩
給
支
給
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

埼
玉
県
規
則
第
十
一
号 

 
 

 

埼
玉
県
恩
給
支
給
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

埼
玉
県
恩
給
支
給
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
埼
玉
県
規
則
第
三
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

   
 

 
 

 
 

 
 

 

  
 

 

を 
 

 
 

に
改
め
る
。 

 
 

 
 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
「
氏

 
 

 
名

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
（
※

 
代
筆
の
場
合
は
、
債
権
者
の
印
を
押
し
て
く
だ

 
 

 
 

 
 
さ
い
。
）

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

別
記
様
式
第
二
号
中
「 

「
氏

 
名

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
（
※

 
代
筆
の
場
合
は
、
受
給
者
の
印
を
押
し
て
く
だ
さ
い
。
）
」

 

「
宛
先
」
 

あ
て
先

 
宛
先

 

別
記
様
式
第
一
号
中
「 
」
を
「 

」
に
、
「 

氏
 

 
 
名

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

氏
 
名

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

「
あ

 

 

」 

に
、 

に
改
め
る
。 

禁
錮
こ

」
 

を 「
禁
錮
」
 

に
、
「 

□ 印
 

を 

 
 

 
 

 
 
㊞

 

」 」 

て
先
」

 

を 



規

則 

埼
玉
県
職
員
住
宅
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
知
事 

大

野

元

裕 

埼
玉
県
規
則
第
十
二
号 

 
 

 

埼
玉
県
職
員
住
宅
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

埼
玉
県
職
員
住
宅
管
理
規
則
（
昭
和
五
十
年
埼
玉
県
規
則
第
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。 

 

第
二
条
第
一
号
中
「
臨
時
職
員
」
を
「
任
期
を
定
め
て
採
用
さ
れ
る
職
員
で
承
認
権
者
が
定
め

る
も
の
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 



規

則 

知
事
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公

布
す
る
。 

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
規
則
第
十
三
号 

 
 

 

知
事
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

知
事
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
七
年
埼
玉
県
規
則
第
七
十
三

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

別
表
砂
利
採
取
業
務
主
任
者
試
験
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 
 

    
 

 

附 

則 
 

 

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

狩
猟
免
許
試
験 

科
目
別
得
点
及
び
総

得
点 

合
格
発
表
の
日
か
ら

一
箇
月
間 

文
書
課 

 



非
常
勤
職
員

 
及
び
会
計
年
度
任
用
職
員

 
、
臨
時
職
員
の

 

雇
用
等

 

規

則 

埼
玉
県
文
書
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
規
則
第
十
四
号 

 
 

 

埼
玉
県
文
書
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

埼
玉
県
文
書
管
理
規
則
（
平
成
十
三
年
埼
玉
県
規
則
第
六
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。 

 

第
四
条
中
第
四
項
を
第
五
項
と
し
、
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
条

に
第
一
項
と
し
て
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

 
 

本
庁
及
び
地
域
機
関
に
お
け
る
文
書
等
の
管
理
に
関
す
る
事
務
を
統
括
さ
せ
る
た
め
、
最
高 

 

文
書
管
理
責
任
者
を
置
く
。 

 

別
表
中
「 

 
 

 
 

」
の
次
に
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」
を
加
え
、
「 

 
 

 

」
を
削
る
。 

 
 

 

附 

則 

１ 

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

こ
の
規
則
の
施
行
の
日
前
に
職
員
が
作
成
し
、
又
は
取
得
し
た
臨
時
職
員
の
雇
用
等
に
関
す 

 

る
文
書
等
の
保
存
期
間
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 



規

則 

埼
玉
県
平
和
資
料
館
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
規
則
第
十
五
号 

 
 

 

埼
玉
県
平
和
資
料
館
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

埼
玉
県
平
和
資
料
館
管
理
規
則
（
平
成
五
年
埼
玉
県
規
則
第
六
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。 

 

様
式
第
一
号
に
注
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 
 

 
 

 

様
式
第
三
号
の
注
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

 

    
 

 

附 

則 

１ 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
埼
玉
県
平
和
資
料
館
管
理
規
則
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、 

 

当
分
の
間
、
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

注
 
１

 
法
人
格
を
有
し
な
い
団
体
の
場
合
は
、
代
表
者
の
氏
名
を
自
署
す
る
こ
と
に
よ
り
、
 

 
 

 
押
印
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

 

 
 
２

 
輸
送
方
法
の
欄
に
は
、
「
自
家
用
車
」
、
「
運
送
業
者
委
託
」
な
ど
と
記
入
し
て
 

 
 

 
く
だ
さ
い
。

 

注
 
氏
名
（
団
体
に
あ
っ
て
は
、
代
表
者
の
氏
名
）
を
自
署
す
る
こ
と
に
よ
り
、
押
印
を
省

 

略
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

 



規

則 

埼
玉
会
館
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
規
則
第
十
六
号 

 
 

 

埼
玉
会
館
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

埼
玉
会
館
管
理
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
埼
玉
県
規
則
第
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。 

 

様
式
第
一
号
（
一
）
中
「 

」
を
削
り
、
同
様
式
の
注
１
中
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

」
を
「
０ 

 
 

 

」
に
改
め
る
。 

 

様
式
第
一
号
（
二
）
中
「 

」
を
削
り
、
同
様
式
の
注
１
中
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

」
を
「
０ 

 
 

 

」
に
改
め
る
。 

 

様
式
第
六
号
中
「 

」
を
削
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

㊞
 

記
入
の
上
、
押
印
し
て

 
㊞

 

入
し
て

 

記
 

記
入
の
上
、
押
印
し
て

 
記

 

入
し
て

 

㊞
 



規

則 

埼
玉
県
防
災
会
議
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
規
則
第
十
七
号 

 
 

 

埼
玉
県
防
災
会
議
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

埼
玉
県
防
災
会
議
規
則
（
平
成
十
七
年
埼
玉
県
規
則
第
百
五
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。 

 

第
五
条
中
「
危
機
管
理
防
災
部
消
防
防
災
課
」
を
「
危
機
管
理
防
災
部
災
害
対
策
課
」
に
改
め

る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 



規

則 

埼
玉
県
災
害
救
助
基
金
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
規
則
第
十
八
号 

 
 

 

埼
玉
県
災
害
救
助
基
金
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

埼
玉
県
災
害
救
助
基
金
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
埼
玉
県
規
則
第
七
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。 

 

第
四
条
中
「
消
防
防
災
課
長
」
を
「
災
害
対
策
課
長
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 



規

則 

埼
玉
県
防
災
航
空
隊
の
緊
急
運
航
業
務
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を

こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
規
則
第
十
九
号 

 
 

 

埼
玉
県
防
災
航
空
隊
の
緊
急
運
航
業
務
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則 

 

埼
玉
県
防
災
航
空
隊
の
緊
急
運
航
業
務
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
二
十
九
年
埼
玉
県
規

則
第
四
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
二
条
中
「
消
防
防
災
課
長
」
を
「
消
防
課
長
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 



規

則 

埼
玉
県
環
境
科
学
国
際
セ
ン
タ
ー
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
規
則
第
二
十
号 

 
 

 

埼
玉
県
環
境
科
学
国
際
セ
ン
タ
ー
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

埼
玉
県
環
境
科
学
国
際
セ
ン
タ
ー
管
理
規
則
（
平
成
十
二
年
埼
玉
県
規
則
第
四
十
五
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
二
条
か
ら
第
六
条
ま
で
の
規
定
中
「
総
長
」
を
「
セ
ン
タ
ー
長
」
に
改
め
る
。 

 

様
式
第
一
号
（
一
）
及
び
様
式
第
一
号
（
二
）
中
「
埼
玉
県
環
境
科
学
国
際
セ
ン
タ
ー
総
長
」

を
「
埼
玉
県
環
境
科
学
国
際
セ
ン
タ
ー
長
」
に
改
め
、
「
印
」
を
削
る
。 

 

様
式
第
二
号
（
一
）
及
び
様
式
第
二
号
（
二
）
中
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」

を
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」
に
改
め
る
。 

 

様
式
第
四
号
中
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」
を
「
埼
玉
県
環
境
科
学
国
際
セ
ン

タ
ー
長
」
に
改
め
、
「 

」
を
削
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

埼
玉
県
環
境
科
学
国
際
セ
ン
タ
ー
長

 

埼
玉
県
環
境
科
学
国
際
セ
ン
タ
ー
総
長

 

㊞
 

埼
玉
県
環
境
科
学
国
際
セ
ン
タ
ー
長

 

埼
玉
県
環
境
科
学
国
際
セ
ン
タ
ー
総
長

 

埼
玉
県
環
境
科
学
国
際
セ
ン
タ
ー
総
長

 
埼
玉
県
環
境
科
学
国
際
セ
ン

 

タ
ー
長

 
㊞

 



規

則 

砂
利
採
取
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
規
則
第
二
十
一
号 

 
 

 

砂
利
採
取
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

砂
利
採
取
法
施
行
細
則
（
昭
和
四
十
四
年
埼
玉
県
規
則
第
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。 

 

第
一
条
第
二
項
中
「
第
四
条
」
を
「
第
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中

「
第
五
条
」
を
「
第
四
条
第
五
項
及
び
第
六
項
、
第
五
条
」
に
改
め
る
。 

 

第
二
条
第
二
項
中
「
第
四
条
第
一
項
」
の
下
に
「
若
し
く
は
第
五
項
」
を
加
え
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 



規

則 

採
石
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
規
則
第
二
十
二
号 

 
 

 

採
石
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

採
石
法
施
行
細
則
（
昭
和
四
十
七
年
埼
玉
県
規
則
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
二
条
第
二
項
中
「
省
令
」
を
「
第
一
条
又
は
省
令
」
に
、
「
第
八
条
の
十
七
又
は
」
を
「
第

八
条
の
十
七
若
し
く
は
」
に
、
「
認
可
の
申
請
又
は
届
出
」
を
「
届
出
又
は
認
可
の
申
請
」
に
改

め
、
同
条
を
第
三
条
と
す
る
。 

 

第
一
条
第
一
項
中
「
採
石
法
施
行
規
則
」
を
「
前
条
又
は
採
石
法
施
行
規
則
」
に
、
「
又
は
」

を
「
若
し
く
は
」
に
改
め
、
同
条
を
第
二
条
と
し
、
第
一
条
と
し
て
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

 

（
軽
微
な
変
更
の
届
出
） 

第
一
条 

採
石
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
九
十
一
号
）
第
三
十
三
条
の
五
第
二
項
の
規
定

に
よ
る
届
出
は
、
知
事
が
別
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
届
書
を
提
出
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 



規

則 

フ
ロ
ン
類
の
使
用
の
合
理
化
及
び
管
理
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
規
則
第
二
十
三
号 

 
 

 

フ
ロ
ン
類
の
使
用
の
合
理
化
及
び
管
理
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則 

 

フ
ロ
ン
類
の
使
用
の
合
理
化
及
び
管
理
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
（
平
成
十
四
年
埼

玉
県
規
則
第
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
十
五
条
第
一
項
中
「
第
四
十
九
条
第
一
号
イ
⑴
」
を
「
第
四
十
九
条
第
一
号
ロ
⑴
」
に
改
め
、

同
条
第
二
項
中
「
第
四
十
九
条
第
一
号
ロ
⑴
」
を
「
第
四
十
九
条
第
一
号
ニ
⑴
」
に
改
め
、
同
項

を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

２ 

第
一
種
フ
ロ
ン
類
引
取
等
業
者
は
、
第
一
種
特
定
製
品
の
整
備
の
発
注
を
し
た
第
一
種
特
定

製
品
の
管
理
者
、
第
一
種
特
定
製
品
整
備
者
、
第
一
種
特
定
製
品
廃
棄
等
実
施
者
、
第
一
種
フ

ロ
ン
類
引
渡
受
託
者
又
は
第
一
種
フ
ロ
ン
類
充
塡
回
収
業
者
か
ら
、
こ
れ
ら
の
者
に
係
る
前
項

の
記
録
を
閲
覧
し
た
い
旨
の
申
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
正
当
な
理
由
が
な
い
限
り
、
そ
の
申
出

に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 



規

則 

埼
玉
県
浄
化
槽
保
守
点
検
業
者
登
録
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布

す
る
。 令

和
二
年
三
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
規
則
第
二
十
四
号 

 
 

 

埼
玉
県
浄
化
槽
保
守
点
検
業
者
登
録
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

埼
玉
県
浄
化
槽
保
守
点
検
業
者
登
録
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
六
十
年
埼
玉
県
規
則
第
九
十
五
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
一
条
中
「
前
三
十
日
ま
で
に
」
を
「
の
二
月
前
か
ら
一
月
前
ま
で
の
間
に
、
」
に
改
め
る
。 

 

第
三
条
第
二
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

 

七 

更
新
の
登
録
を
受
け
る
者
に
あ
つ
て
は
、
条
例
第
九
条
の
二
第
一
項
（
同
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
研
修
（
以
下
「
研
修
」

と
い
う
。
）
を
修
了
し
た
こ
と
を
証
す
る
書
類
の
写
し 

 

第
六
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

（
条
例
第
九
条
の
二
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
則
で
定
め
る
浄
化
槽
管
理
士
） 

第
六
条
の
二 

条
例
第
九
条
の
二
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
則
で
定
め
る
浄
化
槽
管
理
士
は
、
次
に

掲
げ
る
者
と
す
る
。 

 

一 

条
例
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
有
効
期
間
の
満
了
の
日
以
前
五
年
以
内
に
研
修
を
修
了

し
た
者 

 

二 

研
修
を
修
了
で
き
な
か
つ
た
こ
と
に
つ
い
て
相
当
の
理
由
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
者 

 

第
十
条
の
次
に
次
の
八
条
を
加
え
る
。 

（
指
定
の
申
請
） 

第
十
条
の
二 

条
例
第
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に

掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

一 

名
称
及
び
住
所 

 

二 

研
修
業
務
を
開
始
し
よ
う
と
す
る
年
月
日 

２ 

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

一 

定
款
及
び
登
記
事
項
証
明
書 

 

二 

申
請
の
日
の
属
す
る
事
業
年
度
の
前
事
業
年
度
に
お
け
る
財
産
目
録
及
び
貸
借
対
照
表
。

た
だ
し
、
申
請
の
日
の
属
す
る
事
業
年
度
に
設
立
さ
れ
た
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
設
立
時

に
お
け
る
財
産
目
録
と
す
る
。 

 

三 

申
請
の
日
の
属
す
る
事
業
年
度
及
び
翌
事
業
年
度
に
お
け
る
事
業
計
画
書
及
び
収
支
予
算

書 



 

四 

申
請
に
係
る
意
思
の
決
定
を
証
す
る
書
類 

 

五 

役
員
の
氏
名
及
び
経
歴
を
記
載
し
た
書
類 

 
六 

組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類 

 

七 
現
に
行
つ
て
い
る
業
務
の
概
要
を
記
載
し
た
書
類 

 

八 

研
修
業
務
の
実
施
の
方
法
に
関
す
る
計
画
を
記
載
し
た
書
類 

 

九 

研
修
の
講
師
の
選
任
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類 

 

十 

条
例
第
十
三
条
の
二
第
三
項
第
四
号
に
該
当
し
な
い
旨
を
誓
約
す
る
書
面 

 

十
一 

そ
の
他
参
考
と
な
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類 

（
名
称
等
の
変
更
の
届
出
） 

第
十
条
の
三 

指
定
研
修
機
関
は
、
そ
の
名
称
又
は
住
所
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に

掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

一 

変
更
後
の
指
定
研
修
機
関
の
名
称
又
は
住
所 

 

二 

変
更
し
よ
う
と
す
る
年
月
日 

三 

変
更
の
理
由 

（
事
業
計
画
の
認
可
等
の
申
請
） 

第
十
条
の
四 

指
定
研
修
機
関
は
、
条
例
第
十
三
条
の
三
第
一
項
前
段
の
規
定
に
よ
り
事
業
計
画

及
び
収
支
予
算
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
別
に
定
め
る
申
請
書
に
当
該
事
業
計
画

書
及
び
収
支
予
算
書
を
添
え
て
、
こ
れ
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

指
定
研
修
機
関
は
、
条
例
第
十
三
条
の
三
第
一
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
事
業
計
画
及
び
収
支

予
算
の
変
更
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を

知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

一 

変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項 

 

二 

変
更
し
よ
う
と
す
る
年
月
日 

三 

変
更
の
理
由 

（
研
修
業
務
規
程
の
認
可
等
の
申
請
） 

第
十
条
の
五 

指
定
研
修
機
関
は
、
条
例
第
十
三
条
の
四
第
一
項
前
段
の
規
定
に
よ
り
研
修
業
務

規
程
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
別
に
定
め
る
申
請
書
に
当
該
研
修
業
務
規
程
を
添

え
て
、
こ
れ
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

指
定
研
修
機
関
は
、
条
例
第
十
三
条
の
四
第
一
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
研
修
業
務
規
程
の
変

更
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
知
事
に
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

一 

変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項 

 

二 

変
更
し
よ
う
と
す
る
年
月
日 

三 

変
更
の
理
由 



（
研
修
業
務
規
程
の
記
載
事
項
） 

第
十
条
の
六 

条
例
第
十
三
条
の
四
第
二
項
の
規
則
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す

る
。 

 

一 
研
修
を
行
う
時
間
、
場
所
及
び
方
法
に
関
す
る
事
項 

 

二 

受
講
手
数
料
の
額
及
び
収
納
の
方
法
に
関
す
る
事
項 

 

三 

研
修
業
務
に
関
す
る
帳
簿
及
び
書
類
の
管
理
に
関
す
る
事
項 

四 

そ
の
他
研
修
業
務
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項 

（
帳
簿
） 

第
十
条
の
七 

条
例
第
十
三
条
の
五
の
規
則
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。 

 

一 

実
施
年
月
日 

 

二 

実
施
場
所 

 

三 

受
講
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
、
住
所
及
び
現
に
有
し
て
い
る
浄
化
槽
管
理
士
免
状
の
交
付

番
号 

 

四 

修
了
し
た
者
に
書
面
で
そ
の
旨
を
通
知
し
た
日
（
次
条
第
一
項
第
六
号
に
お
い
て
「
修
了

通
知
日
」
と
い
う
。
） 

２ 

条
例
第
十
三
条
の
五
に
規
定
す
る
帳
簿
は
、
研
修
業
務
を
廃
止
す
る
ま
で
保
存
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

（
研
修
の
実
施
結
果
の
報
告
） 

第
十
条
の
八 

指
定
研
修
機
関
は
、
研
修
を
実
施
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
次
に
掲
げ
る
事
項

を
記
載
し
た
報
告
書
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

一 

実
施
年
月
日 

 

二 

実
施
場
所 

 

三 

受
講
申
込
者
数 

 

四 

受
講
者
数 

 

五 

修
了
者
数 

 

六 

修
了
通
知
日 

２ 

前
項
の
報
告
書
に
は
、
修
了
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
、
住
所
及
び
現
に
有
し
て
い
る
浄
化
槽

管
理
士
免
状
の
交
付
番
号
を
記
載
し
た
一
覧
表
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
研
修
業
務
の
休
廃
止
の
許
可
の
申
請
） 

第
十
条
の
九 

指
定
研
修
機
関
は
、
条
例
第
十
三
条
の
七
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
よ
う
と
す

る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

一 

休
止
し
、
又
は
廃
止
し
よ
う
と
す
る
研
修
業
務
の
範
囲 

 
 

 

二 

休
止
し
、
又
は
廃
止
し
よ
う
と
す
る
年
月
日
及
び
休
止
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、 

そ
の
期
間 



三 

休
止
又
は
廃
止
の
理
由 

 
 

 

附 

則 
１ 
こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

こ
の
規
則
の
施
行
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
に
登
録
の
有
効
期
間

が
満
了
す
る
浄
化
槽
保
守
点
検
業
者
に
つ
い
て
は
、
当
該
登
録
の
有
効
期
間
が
満
了
す
る
ま
で

の
間
は
、
改
正
後
の
第
三
条
第
二
項
第
七
号
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。 

  



規

則 

浄
化
槽
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
規
則
第
二
十
五
号 

 
 

 

浄
化
槽
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

浄
化
槽
法
施
行
細
則
（
昭
和
六
十
年
埼
玉
県
規
則
第
六
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。 

 

第
一
条
第
一
項
中
「
浄
化
槽
工
事
の
技
術
上
の
基
準
及
び
浄
化
槽
の
設
置
等
の
届
出
に
関
す
る

省
令
」
を
「
浄
化
槽
工
事
の
技
術
上
の
基
準
並
び
に
浄
化
槽
の
設
置
等
の
届
出
及
び
設
置
計
画
に

関
す
る
省
令
」
に
改
め
る
。 

 

第
三
条
第
一
項
及
び
第
三
項
中
「
又
は
第
十
一
条
の
二
」
を
「
、
第
十
一
条
の
二
又
は
第
十
一

条
の
三
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 



規

則 

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布

す
る
。 令

和
二
年
三
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
規
則
第
二
十
六
号 

 
 

 

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
（
平
成
五
年
埼
玉
県
規
則
第
三
十
一
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

様
式
第
四
号
（
裏
面
）
中
「
し
尿
処
理
施
設 

 

」
を
「
し
尿
処
理
施
設 

 

」
に
改
め
、
同

様
式
の
備
考
２
中
「
し
尿
処
理
施
設
」
を
「
し
尿
処
理
施
設
」
に
改
め
る
。 

 

様
式
第
六
号
（
裏
面
）
添
付
書
類
４
中
「
ヌ
」
を
「
ル
」
に
改
め
る
。 

 

様
式
第
二
十
二
号
（
第
二
面
）
中
「 

 
 

 
 

 
 

 

」
を
「 

 
 

 
 

 
 

 

」
に
改

め
、
同
様
式
（
第
三
面
）
中
「
第
７
条
第
５
項
第
４
号
チ
」
を
「
第
７
条
第
５
項
第
４
号
リ
」
に

改
め
、
同
様
式
（
第
四
面
）
の
備
考
２
中
「
し
尿
処
理
施
設
」
を
「
し
尿
処
理
施
設
」
に
改
め
る
。 

 

様
式
第
二
十
七
号
（
第
二
面
）
中
「
第
７
条
第
５
項
第
４
号
チ
」
を
「
第
７
条
第
５
項
第
４
号

り
」
に
改
め
、
同
様
式
（
第
三
面
）
の
備
考
２
及
び
３
⑸
中
「
し
尿
処
理
施
設
」
を
「
し
尿
処
理

施
設
」
に
改
め
る
。 

 

様
式
第
三
十
一
号
中
「
第
９
条
第
６
項
（
」
を
「
第
９
条
第
６
項
又
は
第
７
項
（
」
に
、
「
第

７
条
の
２
第
４
項
」
を
「
第
７
条
の
２
第
４
項
又
は
第
５
項
」
に
改
め
、
同
様
式
の
備
考
１
⑴
中

「
第
７
条
第
５
項
第
４
号
イ
か
ら
ヘ
ま
で
又
は
チ
か
ら
ヌ
ま
で
（
同
号
チ
か
ら
ヌ
ま
で
」
を
「
第

７
条
第
５
項
第
４
号
ロ
か
ら
ト
ま
で
又
は
リ
か
ら
ル
ま
で
（
同
号
リ
か
ら
ル
ま
で
」
に
、
「
同
号

ト
」
を
「
同
号
イ
又
は
チ
」
に
改
め
、
同
様
式
の
備
考
１
⑵
中
「
第
７
条
第
５
項
第
４
号
ト
」
を

「
第
７
条
第
５
項
第
４
号
チ
」
に
改
め
、
同
様
式
の
備
考
１
中
⑵
を
⑶
と
し
、
⑴
の
次
に
次
の
よ

う
に
加
え
る
。 

 
 

 
 

 
 

  

様
式
第
三
十
一
号
の
備
考
２
中
「
第
９
条
第
６
項
」
の
次
に
「
若
し
く
は
第
７
項
」
を
加
え
る
。 

様
式
第
三
十
三
号
（
第
二
面
）
及
び
様
式
第
三
十
五
号
（
裏
面
）
中
「
第
７
条
第
５
項
第
４
号

チ
」
を
「
第
７
条
第
５
項
第
４
号
リ
」
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

第
７
条
第
５
項
第
４
号

 

第
９
条
第
６
項

 
若
し
く
は
第
７
項

 

第
７
条
第
５
項
第
４
号
リ

 

し
尿
処
理
施
設

 

第
７
条
第
５
項
第
４
号
チ

 

屎
尿

処
理

施
設
 

屎
し

尿
処
理
施
設

 

第
７
条
第
５
項
第
４
号
チ

 
第
７
条
第
５
項
第
４
号

 

ヌ
 

第
９
条
第
６
項
（

 

ル
 

リ
 

 

屎
尿

処
理

施
設
 

し
尿
処
理

 

第
７
条
第
５
項
第
４
号
リ

 

施
設

 

し
尿

処
理

施
設
 

チ
 

⑵
 
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
第
９
条
第
７
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

に
あ
っ
て
は
、
同
法
第
７
条
第
５
項
第
４
号
イ
に
該
当
す
る
旨
を
記
載
す
る
こ
と
。
 

屎
し

尿
処
理
施
設

 

第
７
条
第
５
項
第
４
号
イ
か
ら
ヘ
ま
で
又
は
チ
か
ら
ヌ
ま
で
（
同
号
チ
か
ら
ヌ
ま
で

 

し
尿
処
理
施
設

 

７
条
の
２
第
４
項

 

し
 

第
９
条
第
６
項
又
は
第
７
項
（

 

第
 

し
尿

処
理

施
設
 

７
条
第
５
項
第
４
号
ロ
か
ら
ト
ま
で
又
は
リ
か
ら
ル
ま
で
（
同
号
リ
か
ら
ル
ま
で

 
同
号

 

し
 

ト
 

同
号
イ
又
は
チ

 第
７
条
の
２
第
４
項
又
は
第
５
項

 

第
 

屎
し

尿
処
理
施
設

 

第
７
条
第
５
項
第
４
号
ト

 

第
７
条
第
５
項
第
４
号
チ

 



規

則 

社
会
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
規
則
第
二
十
七
号 

 
 

 

社
会
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

社
会
福
祉
法
施
行
細
則
（
平
成
十
五
年
埼
玉
県
規
則
第
七
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。 

 

第
三
条
中
「
第
六
十
八
条
」
の
下
に
「
、
法
第
六
十
八
条
の
三
各
項
、
法
第
六
十
八
条
の
四
」

を
加
え
る
。 

 

第
八
条
を
第
九
条
と
し
、
第
七
条
の
見
出
し
中
「
第
二
種
社
会
福
祉
事
業
」
を
「
住
居
の
用
に

供
す
る
た
め
の
施
設
を
必
要
と
し
な
い
第
二
種
社
会
福
祉
事
業
」
に
改
め
、
同
条
中
「
様
式
第
七

号
」
を
「
様
式
第
八
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
八
条
と
し
、
第
六
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

 

（
社
会
福
祉
住
居
施
設
に
係
る
第
二
種
社
会
福
祉
事
業
開
始
等
の
届
出
） 

第
七
条 

法
第
六
十
八
条
の
二
各
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
様
式
第
七
号
の
届
出
書
に
よ
り
行 

 

う
も
の
と
す
る
。 

 

様
式
第
七
号
を
様
式
第
八
号
と
し
、
様
式
第
六
号
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。 

 
 

 

                 



様式第７号（第７条関係） 

 

第二種社会福祉事業（無料低額宿泊所）開始（経営）届 

 

                                年  月  日 

 

  （宛先） 

       埼玉県知事 

 

                   届出者 住 所               

                       氏 名            ㊞ 

                        法人にあっては、主たる事務所の 

                        所在地、名称及び代表者の氏名 

 

 社会福祉法第６８条の２第１項（第２項）の規定に基づき、下記のとおり社会福祉住居

施設を設置する第二種社会福祉事業を     ので、関係書類を添付の上、届け出ます。 

 

記 

 

１ 施設の名称及び所在地 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 〒  - 

建物の名称等 

 電話番号  ＦＡＸ番号  

e-mail  

 

 

法人等の名称  

住所又は主たる事務所の所

在地 

〒  - 

建物の名称等 

連絡先 電話番号  ＦＡＸ番号  

e-mail  

届出時における法人等の 

経歴及び資産状況等 

別添１のとおり 

代表者 役職名  氏 名  

 

 

 届出時における法人の定款等 別添２のとおり 

当該事業の実施を規定している条項     

 

２ 設置者の氏名又は名称、住所又は主たる事務所の所在地並びに経歴及び資産状況等 

３ 条例、定款その他の基本約款 

 

フリガナ 

施設の名称 

施設の所在地 

連絡先 

開始した 

経営したい 



４ 建物その他の設備の規模及び構造 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付書類 

 １ 別添１－１ 届出時における法人の登記簿謄本（履歴事項全部証明書） 

 ２ 別添１－２ 直近の事業報告及び決算書類   

 ３ 別添１－３ 届出時における役員等名簿 

 ４ 別添１－４ 事業者誓約書 

 ５ 別添２ 届出時における法人の定款等 

 ６ 別添３ 建物の平面図 

利用定員             

構造       造   階建 

（当該事業として使用する部分  階部分の 全部 ・ 一部） 

敷地面積     ㎡ 

総床面積     ㎡ 

（当該事業として使用する部分 専用   ㎡、共用  ㎡） 

建築年月日    年   月しゅん工 

建物の平面図 別添３のとおり 

当該事業に使

用する設備の

有無（有する設

備に☑） 

□居室（詳細は、別添４のとおり）□炊事設備 □洗面所  

□便所 □浴室 □洗濯室又は洗濯場 □共用室 □相談室 

□食堂 □その他（           ） 

土地及び建物の使用に関する権利 別添５のとおり 

 

５ 事業開始の年月日 

    年  月  日 

 

６ 施設の管理者及び実務を担当する幹部職員の氏名及び経歴 

  

 

 

 

 

 

 
 

７ 福祉サービスを必要とする者に対する処遇の方法 

運営の方針  

処遇に関すること 別添７のとおり 

運営規程等 別添８のとおり 

 

 職名         氏名
フリガナ

 

  （経歴は、別添６のとおり） 

 職名         氏名
フリガナ

 

  （経歴は、別添６のとおり） 

 施設の管理者（施設長） 

幹部職員   

施設長とは別に幹部職員を 

配置する場合のみ記載する。 

名 



 ７ 別添４ 居室面積及び使用料（家賃）一覧 

 ８ 別添５ 登記簿謄本、借地契約書、建物賃貸借契約書等（土地及び建物の権利関 

      係を明らかにすることができる書類） 

 ９ 別添６ 経歴申告書 

 １０ 別添７ 入居者に対する処遇に関する項目 

 １１ 別添８－１ 運営規程 

 １２ 別添８－２ 金銭管理規程（金銭管理を実施する場合のみ） 

 １３ 別添８－３  事業開始時における契約書（居室利用及びサービス利用）及び重 

         要事項説明書 

 １４ 別添８－４ 金銭管理に係る契約書（金銭管理を実施する場合のみ） 

 １５ その他知事が必要と認める書類 

   

 

 

  



 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

  



規

則 

埼
玉
県
被
保
護
者
等
住
居
・
生
活
サ
ー
ビ
ス
提
供
事
業
の
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
条
例
施

行
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
規
則
第
二
十
八
号 

 
 

 

埼
玉
県
被
保
護
者
等
住
居
・
生
活
サ
ー
ビ
ス
提
供
事
業
の
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
条 

 
 

 

例
施
行
規
則 

 

被
保
護
者
等
住
居
・
生
活
サ
ー
ビ
ス
提
供
事
業
の
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則

（
平
成
二
十
五
年
埼
玉
県
規
則
第
五
十
号
）
の
全
部
を
改
正
す
る
。 

 

（
被
保
護
者
等
住
居
・
生
活
サ
ー
ビ
ス
提
供
事
業
の
開
始
の
届
出
） 

第
一
条 

埼
玉
県
被
保
護
者
等
住
居
・
生
活
サ
ー
ビ
ス
提
供
事
業
の
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る 

 

条
例
（
令
和
元
年
埼
玉
県
条
例
第
二
十
二
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
第
三
十
六
条
第
一 

 

項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
様
式
第
一
号
の
被
保
護
者
等
住
居
・
生
活
サ
ー
ビ
ス 

 

提
供
事
業
開
始
届
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。 

 

（
被
保
護
者
等
住
居
・
生
活
サ
ー
ビ
ス
提
供
事
業
の
変
更
又
は
廃
止
の
届
出
） 

第
二
条 

条
例
第
三
十
六
条
第
三
項
か
ら
第
六
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
変
更
又
は
廃
止
の
届
出
は
、 

 

様
式
第
二
号
の
被
保
護
者
等
住
居
・
生
活
サ
ー
ビ
ス
提
供
事
業
変
更
（
廃
止
）
届
に
よ
り
行
う 

 

も
の
と
す
る
。 

 

（
身
分
証
明
書
） 

第
三
条 

条
例
第
四
十
四
条
第
二
項
の
身
分
を
示
す
証
明
書
の
様
式
は
、
様
式
第
三
号
の
と
お
り 

 

と
す
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

   



様式第１号（第１条関係） 

 

被保護者等住居・生活サービス提供事業開始届 

 

                                年  月  日 

 

  （宛先） 

       埼玉県知事 

 

                   届出者 住 所 

                       氏 名            ㊞ 

                        法人にあっては、主たる事務所の 

                        所在地、名称及び代表者の氏名 

 

 下記のとおり被保護者等住居・生活サービス提供事業を開始したので（するに当たり）、

埼玉県被保護者等住居・生活サービス提供事業の業務の適正化等に関する条例第３６条第

１項（第２項）の規定により、関係書類を添付の上、届け出ます。 

 

記 

 

１ 施設の名称及び所在地 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 〒  - 

建物の名称等 

 電話番号  ＦＡＸ番号  

e-mail  

 

 

法人等の名称  

住所又は主たる事務所の所

在地 

〒  - 

建物の名称等 

連絡先 電話番号  ＦＡＸ番号  

e-mail  

届出時における法人等 

の経歴及び資産状況等 

別添１のとおり 

代表者 役職名  氏 名  

 

 

 届出時における法人の定款等 別添２のとおり 

当該事業の実施を規定している条項     

 

２ 事業者の氏名又は名称、住所又は主たる事務所の所在地並びに経歴及び資産状況等 

 

３ 定款その他の基本約款 

 

フリガナ 

施設の名称 

施設の所在地 

連絡先 



４ 建物その他の設備の規模及び構造 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付書類 

 １ 別添１－１ 届出時における法人の登記簿謄本（履歴事項全部証明書） 

 ２ 別添１－２ 直近の事業報告及び決算書類 

 ３ 別添１－３ 届出時における役員等名簿 

 ４ 別添１－４ 事業者誓約書 

 ５ 別添２ 届出時における法人の定款等 

 ６ 別添３ 建物の平面図 

入居定員       

構造       造   階建 

（当該事業として使用する部分  階部分の 全部 ・ 一部） 

敷地面積     ㎡ 

総床面積     ㎡ 

（当該施設に使用する部分 専用   ㎡、共用  ㎡） 

建築年月日    年   月しゅん工 

建物の平面図 別添３のとおり 

当該事業に使

用する設備の

有無（有する設

備に☑） 

□居室（詳細は、別添４のとおり） □炊事設備 □洗面所 

□便所 □浴室 □洗濯室又は洗濯場 □共用室 □相談室 

□食堂 □その他（           ） 

土地及び建物の使用に関する権利 別添５のとおり 

 

５ 事業開始の年月日 

    年  月  日 

 

６ 施設の管理者及び実務を担当する幹部職員の氏名及び経歴 

  

 

 

 

 

 

  

７ 福祉サービスを必要とする者に対する処遇の方法 

運営の方針  

処遇に関すること 別添７のとおり 

運営規程等 別添８のとおり 

 

職名         氏名
フリガナ

 

 （経歴は、別添６のとおり） 

 
職名         氏名

フリガナ

 

 （経歴は、別添６のとおり） 

 

施設の管理者（施設長） 

幹部職員 

施設長とは別に幹部職員を 

配置する場合のみ記載する。 

 

名 



 ７ 別添４ 居室面積及び使用料（家賃）一覧 

 ８ 別添５ 登記簿謄本、借地契約書、建物賃貸借契約書等（土地及び建物の権利関 

      係を明らかにすることができる書類） 

 ９ 別添６ 経歴申告書 

 １０ 別添７ 入居者に対する処遇に関する項目 

 １１ 別添８－１ 運営規程 

 １２ 別添８－２ 金銭管理規程（金銭管理を実施する場合のみ） 

 １３ 別添８－３ 事業開始時における契約書（居室利用及びサービス利用）及び重 

         要事項説明書 

 １４ 別添８－４ 金銭管理に係る契約書（金銭管理を実施する場合のみ） 

 １５ その他知事が必要と認める書類 

 

  



様式第２号（第２条関係） 

 

被保護者等住居・生活サービス提供事業変更（廃止）届 

 

 年  月  日  

  （宛先） 

       埼玉県知事 

 

届出者 住 所                 

氏 名              ○印   

 法人にあっては、主たる事務所の
所在地、名称及び代表者の氏名   

 

 下記のとおり被保護者等住居・生活サービス提供事業を変更（廃止）   ので、埼玉

県被保護者等住居・生活サービス提供事業の業務の適正化等に関する条例第３６条第 項

の規定により、届け出ます。 

 

記 

 

１ 変更  事項の変更前後の比較  

                     

 ⑴ 変 更 前 

 

  

 ⑵ 変 更 後 

 

 

２ 変更（廃止）  年月日 

 

 

３ 変更（廃止）の事由 

 

 

４ 変更（廃止）後の措置 

 

 

添付書類 

 変更の場合 理事会等の議事録謄本 

 廃止の場合 最近の財産目録及び貸借対照表並びに理事会等の議事録謄本 

 

したい 

した 

する 

した 

する 

した 



様式第３号（第３条関係） 

（表面） 

 

身 分 証 明 書              

 

第   号  

 次の者は、埼玉県被保護者等住居・生活サービス提供事業の業務の適正化等に関

する条例第４４条第１項の規定による立入検査その他事業経営の状況の調査の権限

を有する職員であることを証明する。 

  所属・職名           

氏   名           

     年  月  日発行 

 埼玉県知事       □印   

（裏面） 

埼玉県被保護者等住居・生活サービス提供事業の業務の適正化等に関する条例 

（抜粋） 

 （報告の徴収及び立入検査等） 

第４４条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、事業者に対し、必要と

認める事項の報告を求め、又はその職員に、事業者の事務所その他の施設に立ち

入り、施設、帳簿、書類等を検査させ、その他事業経営の状況を調査させること

ができる。 

２ 前項の規定により立入検査その他事業経営の状況の調査をする職員は、その身

分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければ

ならない。 

３ 第１項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはな

らない。 

写 

 

真 

 



規

則 

埼
玉
県
立
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
規
則
第
二
十
九
号 

 
 

 

埼
玉
県
立
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

埼
玉
県
立
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
管
理
規
則
（
平
成
十
四
年
埼
玉
県
規
則
第
五
十
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
一
条
中
「
第
十
条
」
を
「
第
十
八
条
」
に
改
め
る
。 

 

第
四
条
の
見
出
し
を
「
（
利
用
の
承
認
の
申
請
）
」
に
改
め
、
同
条
中
「
セ
ン
タ
ー
長
が
定
め

る
様
式
の
利
用
申
込
書
を
セ
ン
タ
ー
長
」
を
「
様
式
第
一
号
の
利
用
承
認
申
請
書
を
知
事
（
条
例

第
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
管
理
者
に
自
立
訓
練
施
設
の
管
理
に
関
す
る
業
務
を
行
わ
せ
る

場
合
に
あ
っ
て
は
、
指
定
管
理
者
。
以
下
こ
の
条
か
ら
第
八
条
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
に
改

め
る
。 

 

第
五
条
第
一
項
中
「
セ
ン
タ
ー
長
」
を
「
知
事
」
に
、
「
当
該
申
込
者
に
そ
の
旨
及
び
利
用
に

必
要
な
事
項
を
」
を
「
申
請
を
行
っ
た
者
に
様
式
第
二
号
の
通
知
書
に
よ
り
」
に
改
め
、
同
条
第

二
項
中
「
セ
ン
タ
ー
長
」
を
「
知
事
」
に
改
め
る
。 

 

第
六
条
中
「
セ
ン
タ
ー
長
が
」
を
「
知
事
が
」
に
、
「
セ
ン
タ
ー
長
そ
の
他
の
職
員
」
を
「
知

事
」
に
改
め
る
。 

 

第
七
条
及
び
第
八
条
中
「
セ
ン
タ
ー
長
」
を
「
知
事
」
に
改
め
る
。 

 

第
九
条
中
「
別
記
様
式
」
を
「
様
式
第
三
号
」
に
改
め
る
。 

 

第
十
条
中
「
セ
ン
タ
ー
長
」
の
下
に
「
（
自
立
訓
練
施
設
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
知
事
）
」

を
加
え
、
同
条
を
第
十
四
条
と
し
、
第
九
条
の
次
に
次
の
四
条
を
加
え
る
。 

 

（
指
定
管
理
者
の
指
定
の
申
請
） 

第
十
条 

条
例
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
は
、
知
事
が
指
定
す
る
期
限
ま
で
に
様
式 

 

第
四
号
の
指
定
管
理
者
指
定
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
、
知
事
に
提
出
す
る
こ
と 

 

に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

一 

定
款
及
び
登
記
事
項
証
明
書
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
書
類 

 

二 

知
事
が
指
定
す
る
事
業
年
度
の
事
業
報
告
書
、
収
支
計
算
書
、
正
味
財
産
増
減
計
算
書
、 

 
 

貸
借
対
照
表
及
び
財
産
目
録
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
書
類 

 

三 

知
事
が
指
定
す
る
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書
及
び
収
支
予
算
書
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
書 

 
 

類 

 

四 

組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類 

 

五 

条
例
第
十
条
第
二
項
に
規
定
す
る
指
定
管
理
業
務
の
実
施
に
関
す
る
計
画
を
記
載
し
た
書 



氏
 
名

 
 

 
 

 
 

 
 

 
㊞

 
氏

 
名
（
自
署
又
は
記
名
押
印
）

 

 
 

類 

 

六 

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
知
事
が
必
要
と
認
め
る
書
類 

 
（
利
用
料
金
の
承
認
手
続
） 

第
十
一
条 

指
定
管
理
者
は
、
条
例
第
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
利
用
料
金
に
つ
い
て
知
事 

 

の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
様
式
第
五
号
の
利
用
料
金
承
認
申
請
書
を
知
事
に
提
出 

 

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
利
用
料
金
の
納
期
限
） 

第
十
二
条 

条
例
第
十
七
条
第
一
項
の
利
用
料
金
の
納
期
限
は
、
知
事
の
承
認
を
得
て
、
指
定
管 

 

理
者
が
定
め
る
。 

 

（
利
用
料
金
の
減
免
承
認
手
続
） 

第
十
三
条 

指
定
管
理
者
は
、
条
例
第
十
七
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
条
例
第
八
条
の
規
定 

 

に
よ
り
利
用
料
金
の
減
額
又
は
免
除
に
つ
い
て
知
事
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
様 

 

式
第
六
号
の
利
用
料
金
減
額
（
免
除
）
承
認
申
請
書
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

別
記
様
式
中
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」
を
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」 

に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
三
号
と
し
、
同
様
式
の
次
に
次
の
三
様
式
を
加
え
る
。 

 



様式第４号（第１０条関係） 

 

埼玉県立精神保健福祉センター（自立訓練施設）指定管理者指定申請書 

 

                                年  月  日 

 

  （宛先） 

       埼玉県知事 

 

 

                     申請者 主たる事務所の所在地 

                         名   称 

                         代表者氏名        ㊞ 

 

 

  指定管理者の指定を受けたいので、関係書類を添えて申請します。 

  



 印 

様式第５号（第１１条関係） 

 

埼玉県立精神保健福祉センター（自立訓練施設）利用料金承認申請書 

 

                                年  月  日 

 

  （宛先） 

       埼玉県知事 

 

 

                  埼玉県立精神保健福祉センター指定管理者 

 

 

  利用料金の額を次のとおり定めることについて、承認を受けたいので申請します。 

  

  

利用料金の種類 利 用 料 金 備   考 

   

 



 印 

様式第６号（第１３条関係） 

 

埼玉県立精神保健福祉センター（自立訓練施設）利用料金減額（免除）承認申請書 

 

                                年  月  日 

 

  （宛先） 

       埼玉県知事 

 

 

                  埼玉県立精神保健福祉センター指定管理者  

 

 

  利用料金の額を次のとおり減額（免除）することについて、承認を受けたいので申請 

 します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

  

 
（注）理由を証明する書類がある場合は、添付すること。 

減額（免除）をしよ

うとする利用料金

の種類 

減額（免除）の承認

を受けようとする

理由 

減額（免除）の承認

を受けようとする額 
備  考 

    

 



 

附
則
の
次
に
次
の
二
様
式
を
加
え
る
。



□ 自立訓練（生活訓練） □ 宿泊型自立訓練  

□ 短期入所  

様式第１号（第４条関係） 

 

埼玉県立精神保健福祉センター（自立訓練施設）利用承認申請書 

 

                                年  月  日 

 

  （宛先） 

       埼玉県知事 

       （埼玉県立精神保健福祉センター指定管理者） 

 

 

                       申請者 住 所 

                           氏 名（自署又は記名押印）         

                           電話番号 

 

 

  埼玉県立精神保健福祉センター（自立訓練施設）の利用について承認を受けたいので、 

 埼玉県立精神保健福祉センター管理規則第４条の規定により、下記のとおり申請します。 

  

記 

   

 

 

 

 

利 用 開 始 日 

 

年    月    日 

 

備    考 

 

 

 

   

 

 

 

障害福祉サービス名   

 
該当する箇所の□内 
にレ印を付してくだ 
さい。 



 印 

□ 自立訓練（生活訓練） □ 宿泊型自立訓練  

□ 短期入所 

様式第２号（第５条関係） 

 

埼玉県立精神保健福祉センター（自立訓練施設）利用承認通知書 

 

                                年  月  日 

 

        様 

 

 

                         埼玉県知事               

                  （埼玉県立精神保健福祉センター指定管理者） 

 

 

     年  月  日付けで申請のあった埼玉県立精神保健福祉センター（自立訓練  

 施設）の利用については、埼玉県立精神保健福祉センター条例第４条の規定により、下 

 記のとおり承認することに決定したので通知します。 

 

記 

  

 

 

 

 

利 用 開 始 日 

 

年    月    日 

 

備    考 

 

障害福祉サービス名 

    



「
 

」
 

埼
玉
県
立
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
長

 

健
福
祉
セ
ン
タ
ー
長

 」
 「
 

「
 

」
 

埼
玉
県
知
事

 

「
 

埼
玉
県
立
精
神
保

 

（
埼
玉
県
立
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
指
定
管

 

埼
玉
県
知
事

 

（
埼
玉
県
立
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
指
定
管
理
者
）
 

と
あ
る
の
は 

と
、
様
式
第
二
号
中 

」
 と
す
る
。 

理
者
）

 

 
 

 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

１ 
こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
経
過
措
置
） 

２ 

こ
の
規
則
の
施
行
の
日
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
後
に
指
定
管
理 

 

者
に
自
立
訓
練
施
設
の
管
理
を
行
わ
せ
る
場
合
に
お
け
る
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
埼
玉
県 

 

立
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
管
理
規
則
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
第 

 

四
条
か
ら
第
八
条
ま
で
及
び
第
十
四
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
新
規
則
第
四
条
中
「
知 

 

事
（
条
例
第
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
管
理
者
に
自
立
訓
練
施
設
の
管
理
に
関
す
る
業
務 

 

を
行
わ
せ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
指
定
管
理
者
。
以
下
こ
の
条
か
ら
第
八
条
ま
で
に
お
い
て
同 

 

じ
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
セ
ン
タ
ー
長
」
と
、
新
規
則
第
五
条
か
ら
第
八
条
ま
で
の
規
定
中
「
知 

 

事
」
と
あ
る
の
は
「
セ
ン
タ
ー
長
」
と
、
新
規
則
第
十
四
条
中
「
セ
ン
タ
ー
長
（
自
立
訓
練
施 

 

設
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
知
事
）
」
と
あ
る
の
は
「
セ
ン
タ
ー
長
」
と
、
様
式
第
一
号
中 

  
 
 

  
 

 
 

  
 

 
 

 

   

と
あ
る
の
は 



「
 

 
 
名
（
自
署
又
は
記
名
押
印
）

 

氏
 

円
の
範
囲
内
で

 

署
又
は
記
名
押
印
）

 

（
自

 

規

則 

埼
玉
県
総
合
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に

公
布
す
る
。 

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
規
則
第
三
十
号 

 
 

 

埼
玉
県
総
合
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

埼
玉
県
総
合
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
管
理
規
則
（
昭
和
五
十
七
年
埼
玉
県
規
則
第
一

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

様
式
第
二
号
（
一
）
中
「 

 
 

」
を
「 

 

」
に
、
「 

 
 

 
 

」
の
次
に
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

」
を
加
え
る
。 

 
 

 
 

 
 

 

様
式
第
二
号
（
二
）
中
「 

 
 

」
を
「 

 
」
に
、
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

を 

「 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」
に
改
め
る
。 

 

様
式
第
三
号
中
「 

 
 

」
を
「 

 

」
に
、
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

を 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」 

」
に
改
め
る
。 

 

様
式
第
四
号
中
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」
を 

 
 

 
 

 
 

 
 

」
に
改
め
る
。 

 

様
式
第
六
号
中
「 

 
 

」
を
「 

 

」
に
、
「 

 
 

 
 

 
 

」
を
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

   

あ
て
先

 
宛
先

 
極
度
額

 

あ
て
先

 
宛
先

 
氏

 
名

 
 

 
 

 
 

 
 
㊞

 」
 

氏
 
名
（
自
署
又
は
記
名
押
印
）
 

あ
て
先

 
宛
先

 
氏

 
 
名

 
 

 
 

 
 

 
 
㊞

 」
 

つ
い
て
は
、

 

医
師
氏
名

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
医
師
氏
名

 

 
 

 
 

 
 

 
㊞

 
氏

 
名
（
自
署
又
は
記
名
押
印
）
 

あ
て
先

 
宛
先

 

「
 

氏
 
名

 
 

 
 

 
 

 
 

㊞
 



Ｂ
１
又
は
Ｂ

２
 

規

則 

児
童
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
規
則
第
三
十
一
号 

 
 

 

児
童
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

児
童
福
祉
法
施
行
細
則
（
昭
和
四
十
二
年
埼
玉
県
規
則
第
五
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。 

 

別
表
第
二
の
備
考
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

         
 

 

附 

則 

１ 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

改
正
後
の
別
表
第
二
の
規
定
は
、
令
和
元
年
十
月
一
日
以
後
の
措
置
に
要
す
る
費
用
の
徴
収 

 

か
ら
適
用
し
、
同
日
前
の
措
置
に
要
し
た
費
用
の
徴
収
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

 
 

 
 

1
1
 
障
害
児
入
所
施
設
又
は
肢
体
不
自
由
児
若
し
く
は
重
症
心
身
障
害
児
を
入
院
さ
せ

 

 
 

 
 

 
る
指
定
発
達
支
援
医
療
機
関
に
入
所
し
、
又
は
入
院
し
て
い
る
被
措
置
児
童
が
満
３

 

 
 

 
 

 
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
３
月
３
１
日
を
経
過
し
た
障
害
児
で
あ
つ
て
、
小
学

 

 
 

 
 

 
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の
間
に
あ
る
も
の
で
あ
る
場
合
は
、
第
２
９
条
第
１

 

 
 

 
 

 
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
被
措
置
児
童
に
係
る
措
置
費
は
徴
収
し
な
い
。

 

 
 

 
 

1
2
 

 
 

 
 

 
階
層
と
認
定
さ
れ
た
世
帯
に
属
す
る
被
措
置
児
童
が
満
３
歳
に
達
す

 

 
 

 
 

 
る
日
以
後
の
最
初
の
３
月
３
１
日
ま
で
の
間
に
あ
る
障
害
児
で
あ
る
場
合
に
つ
い
て

 

 
 
 
 
 
 
 

 
も
、

11と
同
様
と
す
る
。

 



規

則 

埼
玉
県
地
方
独
立
行
政
法
人
評
価
委
員
会
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

埼
玉
県
規
則
第
三
十
二
号 

 
 

 

埼
玉
県
地
方
独
立
行
政
法
人
評
価
委
員
会
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

埼
玉
県
地
方
独
立
行
政
法
人
評
価
委
員
会
規
則
（
平
成
二
十
一
年
埼
玉
県
規
則
第
六
十
四
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

 

埼
玉
県
公
立
大
学
法
人
埼
玉
県
立
大
学
評
価
委
員
会
規
則 

 

第
一
条
中
「
埼
玉
県
地
方
独
立
行
政
法
人
評
価
委
員
会
」
を
「
埼
玉
県
公
立
大
学
法
人
埼
玉
県

立
大
学
評
価
委
員
会
」
に
改
め
る
。 

 

第
八
条
第
二
項
中
「
署
名
し
な
け
れ
ば
」
を
「
署
名
し
、
又
は
記
名
押
印
し
な
け
れ
ば
」
に
改

め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 



規

則 

埼
玉
県
地
方
独
立
行
政
法
人
埼
玉
県
立
病
院
機
構
評
価
委
員
会
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
規
則
第
三
十
三
号 

 
 

 

埼
玉
県
地
方
独
立
行
政
法
人
埼
玉
県
立
病
院
機
構
評
価
委
員
会
規
則 

 

（
趣
旨
） 

第
一
条 

こ
の
規
則
は
、
執
行
機
関
の
附
属
機
関
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
八
年
埼
玉
県
条
例

第
十
七
号
）
第
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
埼
玉
県
地
方
独
立
行
政
法
人
埼
玉
県
立
病
院
機
構
評

価
委
員
会
（
以
下
「
委
員
会
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
組
織
） 

第
二
条 

委
員
会
は
、
委
員
五
人
以
内
を
も
っ
て
組
織
す
る
。 

２ 

委
員
は
、
医
療
又
は
経
営
に
関
し
広
く
か
つ
高
い
識
見
を
有
す
る
者
の
う
ち
か
ら
、
知
事
が

委
嘱
す
る
。 

３ 

委
員
会
に
、
特
別
の
事
項
を
調
査
審
議
さ
せ
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
臨
時
委
員
を
置

く
こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
委
員
の
任
期
） 

第
三
条 

委
員
の
任
期
は
、
二
年
と
す
る
。
た
だ
し
、
補
欠
の
委
員
の
任
期
は
、
前
任
者
の
残
任

期
間
と
す
る
。 

２ 

委
員
は
、
再
任
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
臨
時
委
員
） 

第
四
条 

臨
時
委
員
は
、
当
該
特
別
の
事
項
に
つ
い
て
学
識
経
験
の
あ
る
者
の
う
ち
か
ら
、
知
事

が
委
嘱
す
る
。 

２ 

臨
時
委
員
の
任
期
は
、
当
該
特
別
の
事
項
を
調
査
審
議
す
る
期
間
と
す
る
。 

 

（
委
員
長
） 

第
五
条 

委
員
会
に
委
員
長
を
置
き
、
委
員
の
互
選
に
よ
り
こ
れ
を
定
め
る
。 

２ 

委
員
長
は
、
会
務
を
総
理
し
、
委
員
会
を
代
表
す
る
。 

３ 

委
員
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
は
、
委
員
長
が
あ
ら
か
じ
め
指
名
す
る
委
員
が
そ
の
職
務
を
代

理
す
る
。 

 

（
会
議
） 

第
六
条 

委
員
会
の
会
議
は
、
委
員
長
が
招
集
し
、
そ
の
議
長
と
な
る
。 

２ 

委
員
会
は
、
委
員
及
び
当
該
議
事
に
関
係
の
あ
る
臨
時
委
員
（
次
項
、
第
八
条
及
び
第
九
条

第
二
項
に
お
い
て
「
委
員
等
」
と
い
う
。
）
の
過
半
数
が
出
席
し
な
け
れ
ば
、
会
議
を
開
き
、

議
決
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 



３ 

委
員
会
の
議
事
は
、
出
席
し
た
委
員
等
の
過
半
数
で
決
し
、
可
否
同
数
の
と
き
は
、
議
長
の

決
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

４ 
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
議
長
は
、
委
員
と
し
て
議
決
に
加
わ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

 

（
関
係
者
の
出
席
） 

第
七
条 

委
員
会
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
関
係
者
の
出
席
を
求
め
て
、
意
見
を
聴

く
こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
会
議
の
公
開
） 

第
八
条 

委
員
会
の
会
議
は
、
公
開
す
る
。
た
だ
し
、
出
席
し
た
委
員
等
の
三
分
の
二
以
上
の
多

数
で
議
決
し
た
と
き
は
、
公
開
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
議
事
録
） 

第
九
条 

議
長
は
、
議
事
録
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

議
事
録
に
は
、
議
長
の
ほ
か
、
出
席
し
た
委
員
等
の
う
ち
か
ら
議
長
が
指
名
す
る
委
員
等
が

署
名
し
、
又
は
記
名
押
印
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
庶
務
） 

第
十
条 

委
員
会
の
庶
務
は
、
保
健
医
療
部
保
健
医
療
政
策
課
に
お
い
て
処
理
す
る
。 

 

（
委
任
） 

第
十
一
条 

こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
委
員
会
の
運
営
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
委
員

長
が
委
員
会
に
諮
っ
て
定
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 



規

則 

埼
玉
県
立
高
等
看
護
学
院
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
規
則
第
三
十
四
号 

埼
玉
県
立
高
等
看
護
学
院
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

埼
玉
県
立
高
等
看
護
学
院
学
則
（
昭
和
四
十
八
年
埼
玉
県
規
則
第
七
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
十
三
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

 

（
入
学
料
の
免
除
等
） 

第
十
三
条
の
二 

知
事
は
、
学
業
が
優
秀
で
、
か
つ
、
経
済
的
理
由
に
よ
り
授
業
料
の
納
付
が
困

難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
者
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
者
に
つ
い
て
、

入
学
料
を
減
額
し
、
又
は
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
入
学
料
の
減
額
又
は
免
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
入
学
後
保
証
人

二
人
が
連
署
し
た
様
式
第
七
号
の
入
学
料
・
授
業
料
減
額
（
免
除
）
申
請
書
に
授
業
料
の
納
付

が
困
難
で
あ
る
旨
又
は
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
旨
を
証
明
す
る
書
類
を
添
え
、
学
院
長
に

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

前
項
の
規
定
に
よ
ら
ず
、
大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
令
和
元
年
法
律

第
八
号
）
に
よ
る
減
額
又
は
免
除
に
つ
い
て
は
、
学
院
長
が
別
に
定
め
る
様
式
を
提
出
す
る
。 

 

第
二
十
三
条
の
見
出
し
中
「
減
額
」
を
「
免
除
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
知
事
は
、
」
の

下
に
「
学
業
が
優
秀
で
、
か
つ
、
経
済
的
理
由
に
よ
り
授
業
料
の
納
付
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら

れ
る
者
そ
の
他
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
授
業
料
減
額
（
免
除
）
申
請
書
を
」
を
「
入
学
料
・

授
業
料
減
額
（
免
除
）
申
請
書
に
授
業
料
の
納
付
が
困
難
で
あ
る
旨
又
は
や
む
を
得
な
い
事
情
が

あ
る
旨
を
証
明
す
る
書
類
を
添
え
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

３ 

前
項
の
規
定
に
よ
ら
ず
、
大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援
に
関
す
る
法
律
に
よ
る
減
額
又
は

免
除
に
つ
い
て
は
、
学
院
長
が
別
に
定
め
る
様
式
を
提
出
す
る
。 

 

第
二
十
四
条
見
出
し
中
「
授
業
料
の
減
額
等
」
を
「
入
学
料
・
授
業
料
の
減
額
又
は
免
除
」
に

改
め
、
同
条
中
「
授
業
料
減
額
（
免
除
）
理
由
解
消
届
」
を
「
入
学
料
・
授
業
料
減
額
（
免
除
）

理
由
解
消
届
」
に
改
め
る
。 

 

第
三
十
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

（
会
議
） 

第
三
十
条 

学
院
の
運
営
に
必
要
な
会
議
に
つ
い
て
は
、
学
院
長
が
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

 

様
式
第
七
号
中
「
授
業
料
減
額
（
免
除
）
申
請
書
」
を
「
入
学
料
・
授
業
料
減
額
（
免
除
）
申

請
書
」
に
、
「
あ
て
先
」
を
「
宛
先
」
に
、
「
授
業
料
の
」
を
「
入
学
料
・
授
業
料
の
」
に
改
め

入
学
料
・
授
業
料
減
額
（
免
除
）
申

 
授
業
料
減
額
（
免
除
）
申
請
書

 

請
書

 
あ
て
先

 
宛
先

 
授
業
料
の

 
入
学
料
・
授
業
料
の

 



る
。 様

式
第
八
号
中
「
授
業
料
減
額
（
免
除
）
理
由
解
消
届
」
を
「
入
学
料
・
授
業
料
減
額
（
免
除
）

理
由
解
消
届
」
に
、
「
あ
て
先
」
を
「
宛
先
」
に
、
「
授
業
料
の
」
を
「
入
学
料
・
授
業
料
の
」

に
改
め
る
。 

 
 

 

附 
則 

１ 

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

改
正
後
の
第
十
三
条
第
二
項
の
規
定
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
以
後
に
埼
玉
県
立
高
等
看
護 

学
院
に
入
学
又
は
転
入
学
を
し
た
学
生
に
つ
い
て
適
用
す
る
。 

理
由
解
消
届

 
あ
て
先

 
宛
先

 

入
学
料
・
授
業
料
減
額
（
免
除
）

 

授
業
料
の

 
入
学
料
・
授
業
料
の

 

授
業
料
減
免
（
免
除
）
理
由
解
消
届

 



規

則 

埼
玉
県
健
康
増
進
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
規
則
第
三
十
五
号 

 
 

 

埼
玉
県
健
康
増
進
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

埼
玉
県
健
康
増
進
法
施
行
細
則
（
平
成
十
五
年
埼
玉
県
規
則
第
九
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。 

 

第
八
条
を
削
る
。 

 

様
式
第
二
号
及
び
様
式
第
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

                        



様式第２号（第３条関係） 

 
栄 養 管 理 指 導 票 

 
年  月  日  

 
         様 
 

所属                                      
氏名        ○印   

  

健康増進法第１８条第１項第２号の規定により、給食の状況について次のとお
り指導します。 

 上記の指導を受けました。 
  施設担当者氏名（         ） 
 
 
 
 
 
 

〇 指 導 項 目 及 び 内 容 〇 評 価 

１ 管理栄養士・栄養士の配置 １０点 

  

 

 

２ 栄養管理 ２０点 

  

 

 

３ 給食管理 ２０点 

  

 

 

４ 衛生管理 ２０点 

  

 

 

５ 栄養指導 ２０点 

  

 

 

６ 肥満及び痩せである者の割合の改善 １０点 

  

 

 



様式第３号（第４条関係） 

特 定 給 食 施 設 開 始 届  

（宛先）                           年  月  日 

埼玉県   保健所長 

       〒 

設置者の住所 

氏名              

法人にあっては、主たる事務所の 
所在地、名称及び代表者の氏名  

特定給食施設を開始したので、健康増進法第２０条第１項の規定により、次の

とおり届け出ます。 

（注）施設の種類の種別、運営形態及び献立形式の欄並びに委託先の委託内容の 

欄は、該当する項目を○で囲んでください。 

 （添付書類）特定給食施設の平面図

施 設 の 名 称  

施 設 の 所 在 地 

〒 
住所 
電話番号              ＦＡＸ番号      
電子メール 

 

種 別 

１ 学校 ２ 病院 ３ 介護老人保健施設  
４ 介護医療院 ５ 老人福祉施設 ６ 児童福祉施設  
７ 社会福祉施設 ８ 事業所 ９ 寄宿舎 10 矯正施設  
11 自衛隊 12 一般給食センター 13 その他（    ） 

許 可 病 床 数 ・ 入 所 定 員 数  

運 営 形 態 １ 直営   ２ 委託   ３ その他（    ） 

献 立 形 式 １ 単一献立 ２ 複数献立 ３ カフェテリア 

給食開始（予定）日      年  月  日 

１日の予
定給食数
及び各食
ごとの予
定給食数
（うち職
員食）〇 

区 分 朝 昼 夕   計 

１ 日 平 均 
食 

（  食） 
食 

（  食） 
食 

（  食） 
食 

（  食） 
食 

（  食） 
食 

（  食） 

管理栄養
士、栄養
士の員数
及び給食
従事職員
数 〇 

区 分 
設 置 者 側 受 託 者 側 計 
常 勤 非常勤 常 勤 非常勤 常 勤 非常勤 

管理栄養士       
栄 養 士       
調 理 師       
その他調理
従 事 者 

      

事 務 職 員       
そ の 他       

計       

 

名 称  
所 在 地 〒                              電話番号 

委 託 内 容 
１ 献立作成 ２ 材料購入 ３ 調理 ４ 配膳・下膳 
５ 食器洗浄 ６ 施設外調理 ７ 栄養指導 ８ その他（   ） 

施 設 管 理 者 職 名  職 種  氏名  

栄養部門の責任者 職 名  職 種  氏名  

施
設
の
種
類 

 

委
託
先 



 

様
式
第
四
号
中
「 

 
 

 
 

 
 

」
を 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
改
め
、
「 

」
を
削
り
、 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

を 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に 

改
め
る
。 

 

様
式
第
五
号
中
「 

 
 

 
 

 
 

」
を
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
に
改
め
、
「
あ
」
を
削
り
、 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

を 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
様
式
第
二
号
か
ら
様
式
第
五
号
ま
で
の

改
正
規
定
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

設
置
者
の
住
所

 
 

 
 

 
 

 
〒

 

設
置
者
の
住
所

 

 

」

 

施
設

の
所

在
地
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 電
話
番
号

 

 

「 

」

 

㊞
 

 
「 「 

 

」 

」

 

〒
 

 

電
話
番
号

 

 

」

 

 

「 
 

設
置
者
の
住
所

 
 

〒
 

 

電
話
番
号

 

 
 

 
 

 
 
〒

 

設
置
者
の
住
所

 

 
「 
 

電
話
番
号

 

 

施
設

の
所

在
地
 

〒
 

 

電
話
番
号

 

変
更

年
月

日
 

 
 

 
 

 
 

 
 
年

 
 

 
 
月

 
 

 
 
日

 

 

 
」

 

「 
㊞

 

 



規

則 

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に

公
布
す
る
。 

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
規
則
第
三
十
六
号 

 
 

 

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
（
平
成
二
十
六
年
埼
玉
県
規
則
第
八

十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   

様
式
第
一
号
（
裏
面
）
中 

        
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

を 

         
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
改
め
る
。 

    

５
 
個
人
情
報
等
に
係
る
同
意
事
項
 

 
本
申
請
（
申
請
書
、
診
断
書
そ
の
他
の
添
付
書
類
）
に
基
づ
く
個
 

１
．
治
療
研
究
基
礎
資
料
と
し
て
厚
生
労
働
省
及
び
埼
玉
県
に
提
供
 

２
．
他
の
都
道
府
県
又
は
指
定
都
市
に
転
居
す
る
場
合
に
転
居
先
の
 

 
引
き
継
ぐ
こ
と
 

３
．
国
、
埼
玉
県
及
び
埼
玉
県
内
の
市
町
村
が
難
病
対
策
に
関
す
る
 

４
．
国
、
地
方
公
共
団
体
、
保
険
者
等
の
関
係
機
関
に
医
療
給
付
に
 

 
回
答
を
得
る
こ
と
 

 
に
同
意
し
ま
す
。
 

※
 
本
申
請
に
よ
り
得
ら
れ
た
個
人
情
報
等
は
、
上
記
同
意
事
項
及
び
支
 

 
使
用
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
 

 

人
情
報
及
び
調
査
結
果
等
を
 

す
る
こ
と
 

都
道
府
県
又
は
指
定
都
市
に
 

 目
的
に
使
用
す
る
こ
と
 

関
す
る
事
項
の
照
会
を
行
い
 

  給
認
定
に
関
す
る
目
的
以
外
に
 

 

５
 
個
人
情
報
等
に
係
る
同
意
事
項
 

 
本
申
請
（
申
請
書
、
診
断
書
そ
の
他
の
添
付
書
類
）
に
基
づ
 

１
 
他
の
都
道
府
県
又
は
指
定
都
市
に
転
居
す
る
場
合
に
転
居
 

 
引
き
継
ぐ
こ
と
 

２
 
国
、
埼
玉
県
及
び
埼
玉
県
内
の
市
町
村
が
難
病
対
策
に
関
 

３
 
国
、
地
方
公
共
団
体
、
保
険
者
等
の
関
係
機
関
に
医
療
給
 

 
回
答
を
得
る
こ
と
 

 
に
同
意
し
ま
す
。
 

※
 
本
申
請
に
よ
り
得
ら
れ
た
個
人
情
報
等
は
、
上
記
同
意
事
項
及
 

 
使
用
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
 

６
 
臨
床
調
査
個
人
票
の
研
究
等
へ
の
利
用
に
関
す
る
事
項
 

 
別
に
定
め
る
「
臨
床
調
査
個
人
票
の
研
究
等
へ
の
利
用
に
関
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
□
 
提
出
し
ま
す
。
 

」 

」 

 

く
個
人
情
報
及
び
調
査
結
果
等
を
 

先
の
都
道
府
県
又
は
指
定
都
市
に
 

 す
る
目
的
に
使
用
す
る
こ
と
 

付
に
関
す
る
事
項
の
照
会
を
行
い
 

  び
支
給
認
定
に
関
す
る
目
的
以
外
に
 

  

す
る
同
意
書
」
の
提
出
に
つ
い
て
 

□
 
提
出
し
ま
せ
ん
。
 

「 

「 



 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 



規

則 

埼
玉
県
動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に

公
布
す
る
。 

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
規
則
第
三
十
七
号 

 
 

 

埼
玉
県
動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

埼
玉
県
動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
年
埼
玉
県
規
則
第
八
十
二

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

様
式
第
五
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 



                                 
 

（
表

 
 
面
）

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第

 
 

 
 
号

 

動
物

愛
護

管
理

員
証

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
所

 
 
属

 

 
 

 
 

 
 

 
 
職

 
 
名

 

 
 

 
 

 
 

 
 
氏

 
 
名

 

 
 

 
 

 
 

 
 
生
年
月
日

 
 

 
 

 
 
年

 
 
月

 
 
日

 

  
上
記
の
者
は
、
埼
玉
県
動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
第

1
7
条
の

２
第
１
項
に
規
定
す
る
動
物
愛
護
管
理
員
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
。

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
年

 
 
月

 
 
日

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
埼
玉
県
知
事

 
 
 

 
 
 

 
 

印
 

 

様
式
第
５
号
（
第
５
条
関
係
）

 

８
 
c
m
 

        1
2
 

c
m
 

写  真 



  
 

（
裏

 
 
面
）

 

 

埼
玉
県
動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
（
抜
粋
）

 

 
（
野
犬
等
の
収
容
）

 

第
９
条

 
知
事
は
、
飼
養
さ
れ
て
い
な
い
犬
又
は
第
７
条
第
１
号
の
規
定
に
違
反
し

て
係
留
等
を
さ
れ
て
い
な
い
犬
（
以
下
「
野
犬
等
」
と
い
う
。
）
が
あ
る
と
認
め

た
と
き
は
、
そ
の
職
員
に
、
こ
れ
を
収
容
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

２
 
前
項
の
職
員
は
、
収
容
し
よ
う
と
す
る
野
犬
等
が
そ
の
飼
い
主
又
は
そ
の
他
の

者
の
土
地
、
建
物
又
は
船
車
内
に
入
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
を
収
容
す
る
た

め
や
む
を
得
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
合
理
的
に
必
要
と
判
断
さ
れ
る
限
度
に
お

い
て
、
そ
の
場
所
（
人
の
住
居
を
除
く
。
）
に
立
ち
入
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ

し
、
そ
の
場
所
の
占
有
者
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
べ
き
者
が
拒
ん
だ
と
き
は
、
こ
の

限
り
で
な
い
。

 

３
 
何
人
も
、
正
当
な
理
由
が
な
く
、
前
項
の
立
入
り
を
拒
ん
で
は
な
ら
な
い
。

 

４
 
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
立
入
り
を
す
る
職
員
は
、
そ
の
身
分
を
示
す
証
明
書
を

携
帯
し
、
関
係
人
か
ら
要
求
が
あ
っ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

 

 
 

 
（
立
入
検
査
等
）

 

第
1
7
条

 
知
事
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
飼
い
主
か
ら
必

要
な
報
告
を
求
め
、
又
は
そ
の
職
員
に
、
施
設
、
施
設
の
あ
る
土
地
若
し
く
は
建

物
そ
の
他
関
係
の
あ
る
場
所
に
立
ち
入
り
、
動
物
の
飼
養
に
関
し
、
施
設
そ
の
他

の
物
件
を
検
査
さ
せ
、
若
し
く
は
関
係
人
に
質
問
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

２
 
前
項
の
規
定
に
よ
り
立
入
検
査
又
は
質
問
を
す
る
職
員
は
、
そ
の
身
分
を
示
す

証
明
書
を
携
帯
し
、
関
係
人
に
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

３
 
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
検
査
及
び
質
問
の
権
限
は
、
犯
罪
捜
査
の
た
め
に

認
め
ら
れ
た
も
の
と
解
釈
し
て
は
な
ら
な
い
。

 

 
（
動
物
愛
護
管
理
員
）

 

第
1
7
条
の
２

 
法
第

3
7
条
の
３
第
１
項
に
規
定
す
る
動
物
愛
護
管
理
担
当
職
員
と
し

て
、
動
物
愛
護
管
理
員
を
置
く
。

 

２
 
前
項
の
動
物
愛
護
管
理
員
は
、
第
９
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
野
犬
等
の
収
容
、

前
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
検
査
及
び
質
問
そ
の
他
の
動
物
の
愛
護
及
び
管

理
に
関
す
る
事
務
を
行
う
。

 



 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 



規

則 

埼
玉
県
温
泉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
規
則
第
三
十
八
号 

 
 

 

埼
玉
県
温
泉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

埼
玉
県
温
泉
法
施
行
細
則
（
平
成
十
四
年
埼
玉
県
規
則
第
六
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。 

 

様
式
第
十
五
号
中
「 

 
 

」
を
「 

 

」
に
改
め
、
「 

」
を
削
り
、
「
ゆ
う
出
量
」
を
「
湧

出
量
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

あ
て
先

 
宛
先

 
㊞

 

 

ゆ
う
出
量

 
湧

 

出
量

 



規

則 

埼
玉
県
東
部
地
域
振
興
ふ
れ
あ
い
拠
点
施
設
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公

布
す
る
。 

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
知
事 

大

野

元

裕 

埼
玉
県
規
則
第
三
十
九
号 

埼
玉
県
東
部
地
域
振
興
ふ
れ
あ
い
拠
点
施
設
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

埼
玉
県
東
部
地
域
振
興
ふ
れ
あ
い
拠
点
施
設
管
理
規
則
（
平
成
二
十
二
年
埼
玉
県
規
則
第
八
十

八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

様
式
第
一
号
（
一
）
、
様
式
第
一
号
（
二
）
、
様
式
第
三
号
、
様
式
第
四
号
及
び
様
式
第
八
号

中
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」
を
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

」
に
改
め
、
「 

」
を
削
る
。 

 
 

附 

則 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

の
場
合
は
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名

 

（
自
署
又
は
記
名
押
印

 

に
あ
っ
て
は
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
）
 

㊞
 



規

則 

埼
玉
県
西
部
地
域
振
興
ふ
れ
あ
い
拠
点
施
設
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公

布
す
る
。 

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
知
事 

大

野

元

裕 

埼
玉
県
規
則
第
四
十
号 

埼
玉
県
西
部
地
域
振
興
ふ
れ
あ
い
拠
点
施
設
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

埼
玉
県
西
部
地
域
振
興
ふ
れ
あ
い
拠
点
施
設
管
理
規
則
（
平
成
二
十
五
年
埼
玉
県
規
則
第
四
十

九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

様
式
第
一
号
（
一
）
、
様
式
第
一
号
（
二
）
、
様
式
第
三
号
、
様
式
第
四
号
及
び
様
式
第
八
号

中
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」
を
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

」
に
改
め
、
「 

」
を
削
る
。 

 
 

附 

則 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

の
場
合
は
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名

 

（
自
署
又
は
記
名
押
印

 

に
あ
っ
て
は
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
）
 

㊞
 



規

則 

埼
玉
県
立
高
等
技
術
専
門
校
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
規
則
第
四
十
一
号 

 
 

埼
玉
県
立
高
等
技
術
専
門
校
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

埼
玉
県
立
高
等
技
術
専
門
校
規
則
（
昭
和
六
十
一
年
埼
玉
県
規
則
第
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。 

様
式
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 



様式第１号（第７条関係） 

                                埼玉県収入証紙  

                                 貼  付  欄  

                                                        （短期課程を除く。） 

入 校 願 書                

受 付 印               出願日     年  月  日 

（宛先） 

埼玉県立    高等技術専門校長
埼玉県立職業能力開発センター所長 

 

           入校したいので、出願します。 受 験 番 号  

受 験 科 名 科 
出 願 区 分 
※□にレ点 

□推薦選考 
□一般選考 
□就職氷河期世代優先枠 

 

 

写  真 

 

ふ り が な  

氏 名 

生 年 月 日 年  月  日生  （満  歳） 

現 住 所 

〒 
      都道 
      府県 
        電話番号      （    ） 

緊急連絡先 

 未成年の場合 
 は保護者の連 

 絡先を記入 

氏名 
住所 〒 
 
        電話番号      （    ） 

最
終
学
歴 

                 大学・短大       学部 
           高校・中学       課程          科 
           （    ）       
                        年  月 卒業・卒業見込 

職

 

歴 

会 社 名 等 従事していた職務の内容 雇用形態 在 職 期 間 

    年  月～   年  月 

    年  月～   年  月 

    年  月～   年  月 

    年  月～   年  月 

資
格
免
許
等 

取得年月 資 格 ・ 免 許 の 名 称 取得年月 資 格 ・ 免 許 の 名 称 

  ・    ・  

  ・    ・  

志

望

動

機 

 



様
式
第
二
号
、
様
式
第
三
号
及
び
様
式
第
五
号
に
備
考
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

附 

則 

１ 

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

改
正
前
の
様
式
第
二
号
、
様
式
第
三
号
及
び
様
式
第
五
号
の
規
定
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の 

 

間
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
。 

備
考

 
本
人
及
び
保
証
人
は
、
氏
名
を
自
署
す
る
こ
と
に
よ
り
、
押
印
を
省
略
す
る
こ
と
が
で

 

自
署
の
場
合
は
、
押
印
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

 
き
ま
す
。

 

自
署
の
場
合
は
、
押
印
を
省
略
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

 



規

則 

埼
玉
県
卸
売
市
場
条
例
施
行
規
則
を
廃
止
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
規
則
第
四
十
二
号 

 
 

 

埼
玉
県
卸
売
市
場
条
例
施
行
規
則
を
廃
止
す
る
規
則 

 

埼
玉
県
卸
売
市
場
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
埼
玉
県
規
則
第
九
十
三
号
）
は
、
廃
止
す

る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
六
月
二
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 



規

則 

埼
玉
県
卸
売
市
場
審
議
会
規
則
を
廃
止
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
規
則
第
四
十
三
号 

 
 

 

埼
玉
県
卸
売
市
場
審
議
会
規
則
を
廃
止
す
る
規
則 

 

埼
玉
県
卸
売
市
場
審
議
会
規
則
（
平
成
十
五
年
埼
玉
県
規
則
第
百
八
号
）
は
、
廃
止
す
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
六
月
二
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 



規

則 

埼
玉
県
家
畜
伝
染
病
予
防
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
規
則
第
四
十
四
号 

 
 

 

埼
玉
県
家
畜
伝
染
病
予
防
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

埼
玉
県
家
畜
伝
染
病
予
防
法
施
行
細
則
（
昭
和
二
十
八
年
埼
玉
県
規
則
第
三
十
三
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
八
条
第
一
項
第
二
号
イ
及
び
ロ
中
「
豚
コ
レ
ラ
予
防
液
」
を
「
豚
熱
予
防
液
」
に
改
め
る
。 

 

様
式
第
一
号
中
「 

 
 

」
を
「 

 

」
に
、
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」
を
「 

に
改
め
、
同
様
式
に
注
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

様
式
第
二
号
中
「 

 
 

」
を
「 

 
 

 

」
に
改
め
、
同
様
式
に
注
と
し
て
次
の
よ
う
に
加 

え
る
。 

   

様
式
第
三
号
中
「 

 
 

」
を
「 

 

」
に
、
「 

 
 

」
を
「 

 
 

 
」
に
改
め
、
同
様 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

式
に
注
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   

様
式
第
四
号
中
「 

 
 

」
を
「 

 

」
に
、
「 
 

 

」
を
「 

 
 

 

」
に
、
「 

 
 

 
 

」
を
「 

 
 

 
 

」
に
改
め
、
同
様
式
に
注
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

様
式
第
五
号
中
「 

 
 

」
を
「 

 

」
に
、
「 

 
 

」
を
「 

 
 

 

」
に
改
め
、
同
様 

式
に
注
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 
 

 

 
 

 

様
式
第
六
号
中
「 

 
 

」
を
「 

 

」
に
、
「 

 
 

」
を
「 

 
 

 

」
に
改
め
、
同
様 

式
に
注
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 
 

 
 

 

様
式
第
七
号
中
「 

 
 

」
を
「 

 

」
に
、
「 

 
 

」
を
「 

 
 

 

」
に
、
「 

あ
て
先

 
宛
先

 

氏
名
）

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

氏
名
）
㊞

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

注
 
氏
名
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
代
表
者
の
氏
名
）
を
自
署
す
る
こ
と
に
よ
り
、
押
印
を
省
略

 
 

 
 

 
 

 
 

あ
て
先

 
宛
先

 
氏
名
）

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

あ
て
先

 
宛
先

 

注
 
氏
名
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
代
表
者
の
氏
名
）
を
自
署
す
る
こ
と
に
よ
り
、
押
印
を
省
略

 
 

 
 

 
 

 
 

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

 
 

 
 

 
 

 
 

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

 
 

 
 

 
 

 
 

氏
名
）
㊞

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

 
 

 
 

 
 

 
 

注
 
氏
名
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
代
表
者
の
氏
名
）
を
自
署
す
る
こ
と
に
よ
り
、
押
印
を
省
略

 
 

 
 

 
 

 
 

豚
コ
レ

 
氏
名
）

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

氏
名
）
㊞

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ラ
予
防
液

 
豚
熱
予
防
液

 

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

 
 

 
 

 
 

 
 

あ
て
先

 
宛
先

 
氏
名
）

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

氏
名
）
㊞

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

注
 
氏
名
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
代
表
者
の
氏
名
）
を
自
署
す
る
こ
と
に
よ
り
、
押
印
を
省
略

 
 

 
 

 
 

 
 

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

 
 

 
 

 
 

 
 

あ
て
先

 
宛
先

 
氏
名
）

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

氏
名
）
㊞

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

氏
名
）

 
 

 
 

 
 
㊞

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

氏
名
）
㊞

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

注
 
氏
名
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
代
表
者
の
氏
名
）
を
自
署
す
る
こ
と
に
よ
り
、
押
印
を
省
略

 
 

 
 

 
 

 
 

注
 
氏
名
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
代
表
者
の
氏
名
）
を
自
署
す
る
こ
と
に
よ
り
、
押
印
を
省
略

 
 

 
 

 
 

 
 

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

 
 

 
 

 
 

 
 

あ
て
先

 
宛
先

 
氏
名
）

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

氏
名
）
㊞

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

豚
コ
レ

 」
 



 
 

 
 

」
を
「 

 
 

 
 

」
に
改
め
、
同
様
式
に
注
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 
 

 
 

 

 

様
式
第
八
号
中
「 

 
 

」
を
「 

 

」
に
、
「 

 
 

」
を
「 

 
 

 

」
に
改
め
、
同
様 

式
に
注
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

   
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

          
 

 
 

  
 

      ラ
予
防
液

 
豚
熱
予
防
液

 

注
 
氏
名
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
代
表
者
の
氏
名
）
を
自
署
す
る
こ
と
に
よ
り
、
押
印
を
省
略

 
 

 
 

 
 

 
 

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

 
 

 
 

 
 

 
 

注
 
氏
名
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
代
表
者
の
氏
名
）
を
自
署
す
る
こ
と
に
よ
り
、
押
印
を
省
略

 
 

 
 

 
 

 
 

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

 
 

 
 

 
 

 
 

あ
て
先

 
宛
先

 
氏
名
）

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

氏
名
）
㊞

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



規

則 

埼
玉
県
農
業
大
学
校
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
規
則
第
四
十
五
号 

 
 

 

埼
玉
県
農
業
大
学
校
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

埼
玉
県
農
業
大
学
校
管
理
規
則
（
平
成
十
五
年
埼
玉
県
規
則
第
百
二
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
九
条
第
四
項
中
「
、
第
十
三
条
及
び
第
二
十
三
条
第
一
項
」
を
「
及
び
第
十
三
条
」
に
改
め

る
。 

 

第
二
十
二
条
中
「
半
額
」
を
「
三
分
の
二
若
し
く
は
三
分
の
一
の
額
」
に
改
め
る
。 

 

第
二
十
三
条
第
一
項
中
「
保
護
者
及
び
保
証
人
と
連
署
し
た
様
式
第
九
号
の
」
を
「
校
長
が
別

に
定
め
る
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
、
学
生
の
学
習
の
態
度
そ
の
他
の
状
況
を
総
合
的
に
勘

案
し
」
を
削
る
。 

 

第
二
十
四
条
中
第
二
号
を
削
り
、
第
三
号
を
第
二
号
と
し
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

２ 

校
長
は
、
授
業
料
の
減
免
を
受
け
て
い
る
者
が
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き 

 

は
、
そ
の
減
免
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。 

 

一 

授
業
料
の
減
免
申
請
に
不
正
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
。 

 

二 

学
業
成
績
が
著
し
く
不
良
と
な
っ
た
と
認
め
た
と
き
。 

 

三 

学
生
た
る
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
行
為
が
あ
っ
た
と
認
め
た
と
き
。 

 

様
式
第
九
号
を
削
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 



 
 
㊞

 

規 
 

則 

 

埼
玉
県
種
苗
セ
ン
タ
ー
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

埼
玉
県
規
則
第
四
十
六
号 

 
 

 

埼
玉
県
種
苗
セ
ン
タ
ー
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

埼
玉
県
種
苗
セ
ン
タ
ー
管
理
規
則
（
平
成
六
年
埼
玉
県
規
則
第
五
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。 

 

様
式
第
一
号
（
一
）
か
ら
様
式
第
一
号
（
三
）
ま
で
の
規
定
中
「 

 
 

」
を
「 

 

」
に
改 

め
、
「 

」
を
削
る
。 

 
 

 

附 

則 

１ 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
埼
玉
県
種
苗
セ
ン
タ
ー
管
理
規
則
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙 

 

は
、
当
分
の
間
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

  

あ
て
先

 
宛
先

 



あ
て
先

 
宛
先

 

規

則 

埼
玉
県
森
林
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
規
則
第
四
十
七
号 

 
 

 

埼
玉
県
森
林
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

埼
玉
県
森
林
法
施
行
細
則
（
平
成
十
二
年
埼
玉
県
規
則
第
八
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。 

 

様
式
第
一
号
か
ら
様
式
第
十
四
号
ま
で
の
規
定
中
「 

 
 

」
を
「 

 

」
に
、
「 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」
を
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

１ 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
埼
玉
県
森
林
法
施
行
細
則
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当

分
の
間
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

氏
 
名

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
氏

 
名
（
自
署
又
は
記
名
押
印
）
 

㊞
 



規

則 

埼
玉
県
都
市
公
園
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
規
則
第
四
十
八
号 

 
 

 

埼
玉
県
都
市
公
園
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

埼
玉
県
都
市
公
園
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
七
年
埼
玉
県
規
則
第
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。 

 

別
表
第
二
中
第
三
号
を
削
り
、
第
四
号
を
第
三
号
と
し
、
第
五
号
か
ら
第
八
号
ま
で
を
一
号
ず

つ
繰
り
上
げ
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 



規

則 

埼
玉
県
宅
地
建
物
取
引
業
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
規
則
第
四
十
九
号 

 
 

 

埼
玉
県
宅
地
建
物
取
引
業
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

埼
玉
県
宅
地
建
物
取
引
業
法
施
行
細
則
（
平
成
十
五
年
埼
玉
県
規
則
第
六
十
三
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
三
条
第
三
項
中
「
第
一
条
の
二
第
一
項
第
一
号
の
二
」
を
「
第
一
条
の
二
第
一
項
第
一
号
」

に
改
め
る
。 

 

第
七
条
第
五
項
中
「
第
十
四
条
の
三
第
三
項
第
四
号
」
を
「
第
十
四
条
の
三
第
三
項
第
三
号
」

に
改
め
る
。 

 

第
十
条
中
「
第
十
四
条
の
七
の
二
」
を
「
第
十
四
条
の
七
の
二
第
一
項
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 



規

則 

埼
玉
県
特
別
県
営
住
宅
条
例
施
行
規
則
及
び
埼
玉
県
特
定
公
共
賃
貸
住
宅
条
例
施
行
規
則
の
一

部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
規
則
第
五
十
号 

 
 

 

埼
玉
県
特
別
県
営
住
宅
条
例
施
行
規
則
及
び
埼
玉
県
特
定
公
共
賃
貸
住
宅
条
例
施
行
規
則

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

（
埼
玉
県
特
別
県
営
住
宅
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
一
条 

埼
玉
県
特
別
県
営
住
宅
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
一
年
埼
玉
県
規
則
第
四
十
三
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

別
表
一
の
項
中
「
一
七
」
を
「
一
八
」
に
改
め
、
同
表
四
の
項
中
「
一
〇
」
を
「
一
四
」
に

改
め
る
。 

 

（
埼
玉
県
特
定
公
共
賃
貸
住
宅
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
二
条 

埼
玉
県
特
定
公
共
賃
貸
住
宅
条
例
施
行
規
則
（
平
成
六
年
埼
玉
県
規
則
第
五
十
七
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

別
表
第
一
の
一
の
項
中
「
一
○
」
を
「
六
」
に
改
め
、
同
表
の
四
の
項
中
「
一
一
」
を
「
一

○
」
に
改
め
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 



規

則 

埼
玉
県
証
紙
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

埼
玉
県
規
則
第
五
十
一
号 

 
 

 

埼
玉
県
証
紙
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

埼
玉
県
証
紙
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
四
年
埼
玉
県
規
則
第
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。 

   

様
式
第
三
号
中 

   
 

 
 

 
 

 
 

 

を 

     
 

 

附 

則 

１ 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
埼
玉
県
証
紙
条
例
施
行
規
則
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、

当
分
の
間
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

⑴
 
売
り
さ
ば
き
場
所
の
位
置
図
及
び
権
利
関
係
を
明
確
に
す
る
た
め
に
必

 

⑵
 
市
町
村
長
又
は
区
長
の
発
行
す
る
身
分
証
明
書
（
申
請
者
が
法
人
で
あ

 

 
事
項
証
明
書
及
び
定
款
の
写
し
）

 

要
な
書
類

 

る
場
合
に
は
、
登
記

 

 

「 

」 

⑴
 
住
民
票
（
申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
登
記
事
項
証
明

 

⑵
 
そ
の
他
知
事
が
必
要
と
認
め
る
書
類

 

書
）

 

 

」 

「 

に
改
め
る
。 



規

則 

埼
玉
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
規
則
第
五
十
二
号 

 
 

 

埼
玉
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

埼
玉
県
財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
埼
玉
県
規
則
第
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。 第

二
条
第
二
号
中
「
政
策
・
財
務
局
長
」
の
下
に
「
、
行
政
改
革
・
Ｉ
Ｃ
Ｔ
局
長
」
を
加
え
、

「
ス
ポ
ー
ツ
局
長
」
の
下
に
「
、
環
境
未
来
局
長
」
を
加
え
る
。 

第
三
条
の
二
第
一
項
中
「
主
幹
（
調
整
幹
、
副
課
長
、
副
所
長
、
政
策
幹
、
危
機
対
策
幹
、
主

席
協
同
組
合
検
査
員
、
主
席
監
査
員
、
総
務
幹
、
主
席
指
導
主
事
及
び
次
席
を
含
む
。
（
第
二
百

十
四
条
の
表
中
欄
に
お
い
て
同
じ
。
）
）
又
は
副
所
長
（
局
長
、
支
所
長
、
研
究
所
長
、
副
校
長

（
県
立
の
学
校
の
副
校
長
を
除
く
。
）
、
副
セ
ン
タ
ー
長
、
副
館
長
、
次
長
、
担
当
部
長
、
副
園

長
、
技
術
指
導
幹
、
総
合
技
術
幹
、
主
席
工
事
検
査
員
、
主
席
指
導
主
事
、
教
育
主
幹
、
主
席
学

芸
主
幹
及
び
副
署
長
を
含
む
。
（
第
二
百
十
四
条
の
表
中
欄
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
「
職
に
あ

る
者
（
課
室
等
に
あ
つ
て
は
主
幹
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
職
以
上
の
職
に
あ
る
者
、
所
轄
所
に
あ

つ
て
は
担
当
部
長
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
職
以
上
の
職
に
あ
る
者
に
限
る
。
」
に
改
め
る
。 

第
四
十
八
条
の
二
中
「
課
長
が
あ
ら
か
じ
め
指
定
す
る
主
幹
」
を
「
副
課
長
」
に
改
め
る
。 

第
五
十
一
条
第
二
項
中
「
、
非
常
勤
職
員
」
を
「
並
び
に
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法

律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
第
一
号
の
会
計
年
度
任
用
職
員
」
に
、
「
警
察

非
常
勤
職
員
」
を
「
警
察
会
計
年
度
任
用
職
員
」
に
、
「
及
び
費
用
弁
償
並
び
に
臨
時
職
員
（
警

察
本
部
並
び
に
警
察
署
及
び
警
察
学
校
に
属
す
る
者
に
限
る
。
第
五
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て
「
警

察
臨
時
職
員
」
と
い
う
。
）
に
支
給
さ
れ
る
賃
金
」
を
「
、
費
用
弁
償
及
び
期
末
手
当
」
に
改
め

る
。 第

五
十
四
条
中
第
七
号
を
削
り
、
第
八
号
を
第
七
号
と
し
、
第
九
号
か
ら
第
十
四
号
ま
で
を
一

号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。 

第
五
十
八
条
第
二
項
中
「
、
警
察
非
常
勤
職
員
」
を
「
並
び
に
警
察
会
計
年
度
任
用
職
員
」
に
、

「
及
び
費
用
弁
償
並
び
に
警
察
臨
時
職
員
に
支
給
さ
れ
る
賃
金
」
を
「
、
費
用
弁
償
及
び
期
末
手

当
」
に
改
め
る
。 

第
八
十
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

 

十
四 

刑
事
収
容
施
設
及
び
被
収
容
者
等
の
処
遇
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
五
十

号
）
第
二
百
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
診
療
そ
の
他
必
要
な
医
療
上
の
措
置
に
係
る
契
約

を
す
る
と
き
。 



第
八
十
九
条
の
三
第
二
項
第
一
号
中
「
又
は
都
市
ガ
ス
」
を
「
、
都
市
ガ
ス
又
は
液
化
石
油
ガ

ス
」
に
改
め
る
。 

第
九
十
八
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

（
落
札
者
の
決
定
の
失
効
等
） 

第
九
十
八
条 
知
事
又
は
そ
の
委
任
を
受
け
た
者
は
、
落
札
者
を
決
定
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当 

 

該
決
定
を
落
札
者
に
通
知
し
た
後
、
落
札
者
に
対
し
て
、
締
結
す
る
契
約
の
内
容
を
記
載
し
た

書
面
を
速
や
か
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

前
項
の
書
面
が
落
札
者
に
到
達
し
た
日
か
ら
五
日
（
そ
の
期
間
中
に
埼
玉
県
の
休
日
を
定
め

る
条
例
（
平
成
元
年
埼
玉
県
条
例
第
三
号
）
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
県
の
休
日
が
あ
る
場

合
に
お
い
て
は
、
当
該
休
日
を
除
く
。
）
以
内
に
当
該
落
札
者
が
契
約
の
締
結
に
応
じ
な
い
と

き
は
、
前
項
の
決
定
は
効
力
を
失
う
。 

第
百
三
条
第
二
項
第
二
号
中
「
三
万
円
」
を
「
十
万
円
」
に
改
め
る
。 

第
二
百
九
条
第
一
項
中
「
中
欄
に
掲
げ
る
職
に
あ
る
者
」
の
下
に
「
（
副
課
長
又
は
副
所
長
（
こ

れ
ら
に
準
ず
る
職
と
し
て
知
事
が
別
に
定
め
る
職
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の

職
に
あ
る
者
が
複
数
あ
る
場
合
は
、
課
長
又
は
所
長
が
あ
ら
か
じ
め
指
定
す
る
副
課
長
又
は
副
所

長
の
職
に
あ
る
者
）
」
を
加
え
、
同
項
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

                 

出
納
総
務
課 

 

総
務
事
務
セ
ン
タ
ー 

 

管
財
課 

課
室
等
（
警
察
本
部
施
設
課

及
び
厚
生
課
並
び
に
次
の

項
か
ら
警
察
本
部
交
通
指

導
課
の
項
ま
で
の
も
の
を
除

く
。
） 

 
 

 
 

課
長 

副
課
長 

課
長 

副
課
長 

課
長 

副
課
長 

課
長
が
あ
ら
か
じ
め
指
定
す

る
主
幹 

課
長
が
あ
ら
か
じ
め
指
定
す

る
職
員 

課
長
が
あ
ら
か
じ
め
指
定
す

る
主
幹 

課
長
が
あ
ら
か
じ
め
指
定
す

る
職
員 

課
長
が
あ
ら
か
じ
め
指
定
す

る
主
幹 

課
長
が
あ
ら
か
じ
め
指
定
す

る
職
員 

 
 

０
０
０ 

 



                                  

県
税
事
務
所
（
次
の
項
の
も

の
を
除
く
。
） 

川
越
比
企
地
域
振
興
セ
ン

タ
ー
東
松
山
地
方
庁
舎
駐

在
及
び
北
部
地
域
振
興
セ

ン
タ
ー
本
庄
地
方
庁
舎
駐

在 所
轄
所
（
次
の
項
か
ら
警
察

学
校
の
項
ま
で
の
も
の
を
除

く
。
） 

警
察
本
部
交
通
指
導
課 

 

警
察
本
部
会
計
課 

 

会
計
管
理
課 

   

副
所
長 

 

所
長 

県
税
事
務
所
を
本
務
と
す

る
副
所
長 

副
所
長
（
県
税
事
務
所
を
本

務

と

す

る

副

所

長

を

除

く
。
） 

副
所
長 

課
長
が
あ
ら
か
じ
め
指
定
す

る
課
長
補
佐 

会
計
事
務
を
行
う
主
席
調

査
官 

課
長 

副
課
長 

課
長 

課
長
が
あ
ら
か
じ
め
指
定
す

る
専
門
員 

出
納
審
査
幹 

副
課
長 

所
長
が
あ
ら
か
じ
め
指
定
す

る
職
員 

 

副
所
長 

所
長
が
あ
ら
か
じ
め
指
定
す

る
職
員
（
県
税
事
務
所
を
本

務
と
す
る
職
員
に
限
る
。
） 

所
長
が
あ
ら
か
じ
め
指
定
す

る
職
員
（
県
税
事
務
所
を
本

務
と
す
る
職
員
を
除
く
。
） 

所
長
が
あ
ら
か
じ
め
指
定
す

る
職
員 

同 課
長
が
あ
ら
か
じ
め
指
定
す

る
職
員 

次
席 

課
長
が
あ
ら
か
じ
め
指
定
す

る
職
員 

課
長
が
あ
ら
か
じ
め
指
定
す

る
主
幹 

同 同 課
長
が
あ
ら
か
じ
め
指
定
す

る
職
員 

 



                                  

 

福
祉
事
務
所 

 

環
境
管
理
事
務
所
（
東
部
環

境
管
理
事
務
所
を
除
く
。
） 

 

県
営
競
技
事
務
所 

上
尾
県
税
事
務
所
、
川
越
県

税
事
務
所
、
所
沢
県
税
事
務

所
、
秩
父
県
税
事
務
所
、
熊

谷
県
税
事
務
所
、
行
田
県
税

事
務
所
及
び
春
日
部
県
税

事
務
所 

地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
又
は

保
健
所
を
本
務
と
す
る
副 

副
所
長
（
地
域
振
興
セ
ン
タ

ー
又
は
保
健
所
を
本
務
と

す
る
副
所
長
を
除
く
。
） 

地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
又
は

県
税
事
務
所
を
本
務
と
す

る
副
所
長 

副
所
長
（
地
域
振
興
セ
ン
タ

ー
又
は
県
税
事
務
所
を
本

務

と

す

る

副

所

長

を

除

く
。
） 

副
所
長 

所
長 

地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
を
本

務
と
す
る
副
所
長 

副
所
長
（
地
域
振
興
セ
ン
タ

ー
を
本
務
と
す
る
副
所
長

を
除
く
。
） 

所
長 

所
長
が
あ
ら
か
じ
め
指
定
す

る
職
員
（
地
域
振
興
セ
ン
タ 

所
長
が
あ
ら
か
じ
め
指
定
す

る
職
員
（
地
域
振
興
セ
ン
タ

ー
又
は
保
健
所
を
本
務
と

す
る
職
員
を
除
く
。
） 

所
長
が
あ
ら
か
じ
め
指
定
す

る
職
員
（
地
域
振
興
セ
ン
タ

ー
又
は
県
税
事
務
所
を
本

務
と
す
る
職
員
に
限
る
。
） 

所
長
が
あ
ら
か
じ
め
指
定
す

る
職
員
（
地
域
振
興
セ
ン
タ

ー
又
は
県
税
事
務
所
を
本

務
と
す
る
職
員
を
除
く
。
） 

所
長
が
あ
ら
か
じ
め
指
定
す

る
職
員 

副
所
長 

所
長
が
あ
ら
か
じ
め
指
定
す

る
職
員
（
地
域
振
興
セ
ン
タ

ー
を
本
務
と
す
る
職
員
に

限
る
。
） 

所
長
が
あ
ら
か
じ
め
指
定
す

る
職
員
（
地
域
振
興
セ
ン
タ

ー
を
本
務
と
す
る
職
員
を

除
く
。
） 

副
所
長
（
地
域
振
興
セ
ン
タ

ー
を
本
務
と
す
る
副
所
長

を
除
く
。
） 

 



                                  

  

川
越
農
林
振
興
セ
ン
タ
ー 

さ
い
た
ま
農
林
振
興
セ
ン
タ

ー
、
東
松
山
農
林
振
興
セ
ン

タ
ー
、
本
庄
農
林
振
興
セ
ン

タ
ー
及
び
春
日
部
農
林
振

興
セ
ン
タ
ー 

産
業
技
術
総
合
セ
ン
タ
ー 

春
日
部
保
健
所
、
草
加
保
健

所
及
び
熊
谷
保
健
所 

 

地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
を
本

務
と
す
る
副
所
長 

所
長
が
あ
ら
か
じ
め
指
定
す

る
林
業
部
担
当
部
長 

副
所
長
（
地
域
振
興
セ
ン
タ

ー
又
は
県
税
事
務
所
を
本

務

と

す

る

副

所

長

を

除

く
。
） 

地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
又
は

県
税
事
務
所
を
本
務
と
す

る
副
所
長 

副
所
長
（
地
域
振
興
セ
ン
タ

ー
又
は
県
税
事
務
所
を
本

務

と

す

る

副

所

長

を

除

く
。
） 

所
長
が
あ
ら
か
じ
め
指
定
す

る
副
室
長
又
は
担
当
部
長 

地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
又
は

児
童
相
談
所
を
本
務
と
す

る
副
所
長 

副
所
長
（
地
域
振
興
セ
ン
タ

ー
又
は
児
童
相
談
所
を
本

務

と

す

る

副

所

長

を

除

く
。
） 

所
長 

所
長
が
あ
ら
か
じ
め
指
定
す

る
職
員
（
地
域
振
興
セ
ン
タ 

同 

 

所
長
が
あ
ら
か
じ
め
指
定
す

る
職
員
（
地
域
振
興
セ
ン
タ

ー
又
は
県
税
事
務
所
を
本

務
と
す
る
職
員
を
除
く
。
） 

所
長
が
あ
ら
か
じ
め
指
定
す

る
職
員
（
地
域
振
興
セ
ン
タ

ー
又
は
県
税
事
務
所
を
本

務
と
す
る
職
員
に
限
る
。
） 

所
長
が
あ
ら
か
じ
め
指
定
す

る
職
員
（
地
域
振
興
セ
ン
タ

ー
又
は
県
税
事
務
所
を
本

務
と
す
る
職
員
を
除
く
。
） 

所
長
が
あ
ら
か
じ
め
指
定
す

る
職
員 

所
長
が
あ
ら
か
じ
め
指
定
す

る
職
員
（
地
域
振
興
セ
ン
タ

ー
又
は
児
童
相
談
所
を
本

務
と
す
る
職
員
に
限
る
。
） 

所
長
が
あ
ら
か
じ
め
指
定
す

る
職
員
（
地
域
振
興
セ
ン
タ

ー
又
は
児
童
相
談
所
を
本

務
と
す
る
職
員
を
除
く
。
） 

ー
又
は
保
健
所
を
本
務
と

す
る
職
員
に
限
る
。
） 

 



                           

第
二
百
九
条
第
二
項
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

       

警
察
学
校 

 

警
察
署 

県
立
の
学
校 

 

農
村
整
備
計
画
セ
ン
タ
ー 

  

主
席
調
査
官 

会
計
課
長
（
会
計
課
長
を
置

か
な
い
警
察
署
に
あ
つ
て
は

会
計
係
長
） 

所
長 

事
務
部
長
、
事
務
室
長
、
事

務
長
又
は
事
務
局
次
長 

農
林
振
興
セ
ン
タ
ー
を
本

務
と
す
る
副
所
長 

副
所
長
（
農
林
振
興
セ
ン
タ

ー
を
本
務
と
す
る
副
所
長

を
除
く
。
） 

県
税
事
務
所
を
本
務
と
す

る
副
所
長 

 

同 同 同 所
長
が
あ
ら
か
じ
め
指
定
す

る
職
員 

所
長
が
あ
ら
か
じ
め
指
定
す

る
職
員
（
農
林
振
興
セ
ン
タ

ー
を
本
務
と
す
る
職
員
に

限
る
。
） 

所
長
が
あ
ら
か
じ
め
指
定
す

る
職
員
（
農
林
振
興
セ
ン
タ

ー
を
本
務
と
す
る
職
員
を

除
く
。
） 

所
長
が
あ
ら
か
じ
め
指
定
す

る
職
員
（
県
税
事
務
所
を
本

務
と
す
る
職
員
に
限
る
。
） 

ー
を
本
務
と
す
る
職
員
に

限
る
。
） 

 

 

埼
玉
県
行
政
組
織
規
則
第
三
条
か
ら
第
五

条
ま
で
に
規
定
す
る
課
及
び
セ
ン
タ
ー
、

議
会
事
務
局
総
務
課
、
教
育
局
の
課
、
人

事
委
員
会
事
務
局
総
務
給
与
課
、
警
察
本

部
会
計
課
及
び
交
通
指
導
課
、
労
働
委
員

会
事
務
局
審
査
調
整
課
並
び
に
監
査
事
務 

 

課
長
の
指
定
す
る
職
員 

 



                       

第
二
百
十
四
条
中
「
第
二
百
四
十
三
条
の
二
第
一
項
」
を
「
第
二
百
四
十
三
条
の
二
の
二
第
一

項
」
に
改
め
、
同
条
の
表
支
出
負
担
行
為
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

         

  

支
出
負
担
行
為
又
は

支

出

命

令 

副
部
長
（
支
出
負
担
行

為
に
限
る
。
） 

部
長 

知
事
（
支
出
負
担
行
為

に
限
る
。
） 

所
管
の
課
長
又
は
所
長
及
び
主
幹
、

課
長
補
佐
又
は
こ
れ
ら
に
相
当
す
る

職
以
上
の
職
に
あ
る
者 

所
管
の
副
部
長
及
び
課
長
又
は
所
長 

所
管
の
副
知
事
及
び
部
長 

 

装
備
技
術
セ
ン
タ
ー 

警
察
署 

所
轄
所
（
防
災
航
空
セ
ン
タ
ー
、
東
部
環

境
管
理
事
務
所
、
環
境
整
備
セ
ン
タ
ー
、

高
等
看
護
学
院
、
花
と
緑
の
振
興
セ
ン
タ

ー
、
八
潮
新
都
市
建
設
事
務
所
、
総
合
教

育
セ
ン
タ
ー
江
南
支
所
、
県
立
嵐
山
史
跡

の
博
物
館
、
県
立
の
学
校
（
川
越
特
別
支

援
学
校
、
大
宮
北
特
別
支
援
学
校
、
草
加

か
が
や
き
特
別
支
援
学
校
及
び
け
や
き
特

別
支
援
学
校
を
除
く
。
）
、
警
察
署
及
び

警
察
学
校
を
除
く
。
） 

警
察
本
部
の
課
（
会
計
課
及
び
交
通
指
導

課
を
除
く
。
）
、
室
、
所
、
隊
、
市
警
察

部
総
務
課
及
び
方
面
本
部 

局
監
査
第
一
課 

所
長
の
指
定
す
る
職
員 

交
通
課
長 

所
長
の
指
定
す
る
職
員 

会
計
事
務
を
行
う
係
の
長
。
た
だ
し
、
当

該
係
に
長
を
置
か
な
い
課
、
室
、
所
、
隊

又
は
方
面
本
部
に
あ
つ
て
は
、
課
長
、
室

長
、
所
長
、
隊
長
又
は
方
面
本
部
長
の
指

定
す
る
職
員 

 

 



             

第
二
百
十
四
条
の
表
支
出
命
令
の
項
を
削
る
。 

第
二
百
十
五
条
第
一
項
中
「
第
二
百
四
十
三
条
の
二
第
一
項
各
号
」
を
「
第
二
百
四
十
三
条
の

二
の
二
第
一
項
各
号
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
二
百
四
十
三
条
の
二
第
三
項
」
を
「
第
二

百
四
十
三
条
の
二
の
二
第
三
項
」
に
改
め
る
。 

別
表
第
二
中
第
五
項
を
削
り
、
第
六
項
を
第
五
項
と
し
、
第
七
項
か
ら
第
二
十
七
項
ま
で
を
一

項
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。 

  を
削
り
、
「 

」
を
「 

」
に
、
「 

」
を
「 

」
に
、
「1

0

」
を
「 

」
に
、
「1

1

」
を
「1

0
」

に
、
「1

2

」
を
「1

1

」
に
、
「1

3

」
を
「1

2

」
に
、
「1

4

」
を
「1

3

」
に
、
「1

5

」
を
「1

4

」
に
、

「1
6

」
を
「1

5

」
に
、
「1

7

」
を
「1

6

」
に
、
「1

8

」
を
「1

7

」
に
、
「1

9

」
を
「1

8

」
に
、
「2

0

」

を
「1

9

」
に
、
「2

1

」
を
「2

0

」
に
、
「2

2

」
を
「2

1

」
に
、
「2

3

」
を
「2

2

」
に
、
「2

4

」
を

「2
3

」
に
、
「2

5

」
を
「2

4

」
に
、
「2

6

」
を
「2

5

」
に
、
「2

7

」
を
「2

6

」
に
、
「2

8

」
を
「2

7

」

に
改
め
る
。 

 

様
式
第
五
十
七
号
（
一
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

別
表
第
三
中 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

を
削
り
、
「 

」
「
８
」 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

に
改
め
る
。 

 ７
 
賃
金
 

 支
出
決
定
の
と
き
。
 

 支
出
し
よ
う
と
す
る
額
 

 
 
 

 

「 

」 

     

所
轄
所
に
お
い
て
第
三

条
の
二
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
専
決
を
行
う
者 

所
長 

課
室
等
に
お
い
て
第
三

条
の
二
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
専
決
を
行
う
者 

課
長 

所
管
の
課
長
、
担
当
課
長
又
は
こ
れ

ら
に
相
当
す
る
職
以
上
の
職
に
あ
る

者 所
管
の
課
長
、
担
当
課
長
又
は
こ
れ

ら
に
相
当
す
る
職
以
上
の
職
に
あ
る

者 所
管
の
主
査
、
係
長
又
は
こ
れ
ら
に

相
当
す
る
職
以
上
の
職
に
あ
る
者 

所
管
の
主
査
、
係
長
又
は
こ
れ
ら
に

相
当
す
る
職
以
上
の
職
に
あ
る
者 

    

 

７
 

９
８

 
９

８
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年 度 県 税 決 算 計 算 書                    

 

項 目 

 

税 目 

調    定    額 収   入   済   額 過 誤 納 金 還 付 充 当 未 済 

現年課税分 滞納繰越分 計 現年課税分 滞納繰越分 計 現年課税分 滞納繰越分 

税 額 件数 税 額 件数 税 額 件数 税 額 件数 税 額 件数 税 額 件数 税 額 件数 税 額 件数 

県 

民 

税 

個 

人 

均等割及び所得割                 

配 当 割                 

株式等譲渡所得割                 

計                 

法 人                 

利 子 割                 
事
業
税 

個 人                 

法 人                 

消
費
税 

地

方 

譲 渡 割                 

貨 物 割                 

不 動 産 取 得 税 
（  ） （  ） （  ） （  ） （  ） （  ） 

          

県 た ば こ 税                 

ゴ ル フ 場 利 用 税                 

自 動 車 取 得 税 
（  ） （  ） （  ） （  ） （  ） （  ） （  ） （  ） （  ） （  ） （  ） （  ）  

   

軽 油 引 取 税                 

自

動

車

税 

自 動 車 税 
（  ） （  ） （  ） （  ） （  ） （  ） （  ） （  ） （  ） （  ） （  ） （  ）  

   

環 境 性 能 割 
（  ） （  ） （  ） （  ） （  ） （  ） （  ） （  ） （  ） （  ） （  ） （  ）  

   

種 別 割 
（  ） （  ） （  ） （  ） （  ） （  ） （  ） （  ） （  ） （  ） （  ） （  ）  

   

鉱 区 税                 

狩 猟 税 
（  ） （  ）   （  ） （  ） （  ） （  ）   （  ） （  ）  

   

合 計 
（  ） （  ） （  ） （  ） （  ） （  ） （  ） （  ） （  ） （  ） （  ） （  ）  

   

延 滞 金 

 

  

 

  

 
過 少 申 告 加 算 金     

不 申 告 加 算 金     

重 加 算 金     

合 計        

総 合 計        

注１ 調定額及び収入済額の「件数」は、納期を２期に分けて徴収する税（例、個人事業税）については２件とし、申告納付又は納入に係る税（例、法人事業税）については申告書の提出があつたもの（修正 

 ２ 分割納付（入）となつた場合の件数は、最終の納付（入）があつたときに１件とすること。 

 ３ （ ）内には、証紙特別会計繰入金を内書きすること。 

 ４ 「不動産取得税」欄の（ ）には、徴収猶予（生前贈与分）額及び件数を記載すること。 
  

様式第５７号（１）（第７１条関係） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（単位 円） 

事 務 所 

額 不  納  欠  損  額 収  入  未  済  額 
収 入 歩 合 

 

計 現年課税分 滞納繰越分 計 現年課税分 滞納繰越分 計 

税 額 件数 税 額 件数 税 額 件数 税 額 件数 税 額 件数 税 額 件数 税 額 件数 現 滞 計 

              ％ ％ ％ 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

  

 

  

 

  

 

 

       

       

       

          

          

、更正、決定を含む。）についてそれぞれ１件として記載すること。 

 



様
式
第
六
十
一
号
（
一
）
か
ら
様
式
第
六
十
一
号
（
四
）
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



  様式第６１号（１）（第７２条関係） 
                     

                  県  税  等  収  納  額  報  告  書                               第      号 

                                                                           年  月  日                 現  
 
 
   会計管理者 様 
 
   本書のとおり報告します。                                                                 県税事務所長            

               電 算 用 

                     
 書類区分 支払区分 課 所 年度 会計 収納年月日現在 

 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 
Ｆ ３ ２ 

         一般会計       

          ０ １       

                                      

 
区 分    

 
 
    税 目 

科    目 
調   定   額 収   入   額 

過 誤 納 金 
還 付 未 済 額 

③ 

不 納 欠 損 額 

収入未済額 

①－②＋③－④ 

収入歩合 

（②－③）÷① 

調定額伸長率 
 

 本 月 分 累  計 本 月 分 累  計 本 月 分 累  計  

 款 項 目 節 金  額 負符号 
件 数 金 額 ① 件 数 

金  額 負符号 
金 額 ② 

金  額 負符号 
金 額 ④ 現年度 前年度 

 

 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ～ 42 43 44 ～ 57 58 59 ～ 72 73  

 

県 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

税 

現 
 
 
 
 
 

年 
 
 
 
 
 

課 
 
 
 
 
 

税 
 
 
 
 
 

分 

県 
 

 

民 
 
 

税 

個 
 

人 

均 等 割 及 び 所 得 割                          

 配 当 割                          

 株 式 等 譲 渡 所 得 割                          

 計                          

 法 人                          

 利 子 割                          

 計                          

 事

業

税 

個 人                          

 法 人                          

 計                          

 消

費

税 

地

方 

譲 渡 割                          

 貨 物 割                          

 計                          

 不 動 産 取 得 税                          

 県 た ば こ 税                          

 ゴ ル フ 場 利 用 税                          

 軽 油 引 取 税                          

 

自 

動 

車 

税 

性

能

割 

環

境 

環 境 性 能 割                          

 証紙特別会計繰入金                          

 計                          

 種

別

割 

種 別 割                          

 証紙特別会計繰入金                          

 計                          

 計                          

 鉱 区 税                          

 狩

猟

税 

狩 猟 税                          

 証 紙 特 別 会 計 繰 入 金                          

 計                          

 合 計                          

                

 



  様式第６１号（２）（第７２条関係） 
                     

                  県  税  等  収  納  額  報  告  書 

                                                                                                   滞  
               電 算 用 

                     
 書類区分 支払区分 課 所 年度 会計 収納年月日現在 

 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 
Ｆ ３ ２ 

         一般会計       

          ０ １       

                                      
 

区 分      
 
 
    税 目 

科    目 
調   定   額 収   入   額 

過 誤 納 金 
還 付 未 済 額 

③ 

不 納 欠 損 額 

収入未済額 
①－②＋③－④ 

収入歩合 
（②－③）÷① 

摘 要 

 

 本 月 分 累  計 本 月 分 累  計 本 月 分 累  計  

 款 項 目 節 金  額 負符号 
件 数 金 額 ① 件 数 

金  額 負符号 
金 額 ② 

金  額 負符号 
金 額 ④ 

 

 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ～ 42 43 44 ～ 57 58 59 ～ 72 73  

 

県 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

税 

滞 
 
 
 
 
 

納 
 
 
 
 
 

繰 
 
 
 
 
 

越 
 
 
 
 
 

分 

県 
 

 

民 
 
 

税 

個 
 

人 

均 等 割 及 び 所 得 割                         

 配 当 割                         

 株 式 等 譲 渡 所 得 割                         

 計                         

 法 人                         

 利 子 割                         

 計                         

 事

業

税 

個 人                         

 法 人                         

 計                         

 不 動 産 取 得 税                         

 県 た ば こ 税                         

 ゴ ル フ 場 利 用 税                         

 取

得

税 

自

動

車 

自 動 車 取 得 税                         

 証 紙 特 別 会 計 繰 入 金                         

 計                         

 軽 油 引 取 税                         

 

自 
 

動 
 

車 
 

税 

自
動
車
税 

自 動 車 税                         

 証紙特別会計繰入金                         

 計                         

 性

能

割 

環

境 

環 境 性 能 割                         

 証紙特別会計繰入金                         

 計                         

 種

別

割 

種 別 割                         

 証紙特別会計繰入金                         

 計                         

 計                         

 狩 猟 税                         

 合 計                         

 総 計                         

 
税
外 

延 滞 金                         

 加 算 金                         

 合 計                         

 県 税 総 合 計                         

 特別法人事業税及び地方法人特別税                         

 総 合 計                         

               

 



  様式第６１号（３）（第７２条関係） 
                     

                  県  税  等  収  納  額  報  告  書                               第      号 

                                                                           年  月  日                 現  
 
 
   税務課長 様 
 
   本書のとおり報告します。                                                                 県税事務所長            

               電 算 用 

                     
 書類区分 支払区分 課 所 年度 会計 収納年月日現在 

 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 
Ｆ ３ ２ 

         一般会計       

          ０ １       

                                      

 
区 分    

 
 
    税 目 

科    目 
調   定   額 収   入   額 

過 誤 納 金 
還 付 未 済 額 

③ 

不 納 欠 損 額 

収入未済額 

①－②＋③－④ 

収入歩合 

（②－③）÷① 

調定額伸長率 
 

 本 月 分 累  計 本 月 分 累  計 本 月 分 累  計  

 款 項 目 節 金  額 負符号 
件 数 金 額 ① 件 数 

金  額 負符号 
金 額 ② 

金  額 負符号 
金 額 ④ 現年度 前年度 

 

 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ～ 42 43 44 ～ 57 58 59 ～ 72 73  

 

県 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

税 

現 
 
 
 
 
 

年 
 
 
 
 
 

課 
 
 
 
 
 

税 
 
 
 
 
 

分 

県 
 

 

民 
 
 

税 

個 
 

人 

均 等 割 及 び 所 得 割                          

 配 当 割                          

 株 式 等 譲 渡 所 得 割                          

 計                          

 法 人                          

 利 子 割                          

 計                          

 事

業

税 

個 人                          

 法 人                          

 計                          

 消

費

税 

地

方 

譲 渡 割                          

 貨 物 割                          

 計                          

 不 動 産 取 得 税                          

 県 た ば こ 税                          

 ゴ ル フ 場 利 用 税                          

 軽 油 引 取 税                          

 

自 

動 

車 

税 

性

能

割 

環

境 

環 境 性 能 割                          

 証紙特別会計繰入金                          

 計                          

 種

別

割 

種 別 割                          

 証紙特別会計繰入金                          

 計                          

 計                          

 鉱 区 税                          

 狩

猟

税 

狩 猟 税                          

 証 紙 特 別 会 計 繰 入 金                          

 計                          

 合 計                          

                

 



 様式第６１号（４）（第７２条関係） 
                     

                  県  税  等  収  納  額  報  告  書 

                                                                                                   滞  
               電 算 用 

                     
 書類区分 支払区分 課 所 年度 会計 収納年月日現在 

 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 
Ｆ ３ ２ 

         一般会計       

          ０ １       

                                      
 

区 分      
 
 
    税 目 

科    目 
調   定   額 収   入   額 

過 誤 納 金 
還 付 未 済 額 

③ 

不 納 欠 損 額 

収入未済額 
①－②＋③－④ 

収入歩合 
（②－③）÷① 

摘 要 

 

 本 月 分 累  計 本 月 分 累  計 本 月 分 累  計  

 款 項 目 節 金  額 負符号 
件 数 金 額 ① 件 数 

金  額 負符号 
金 額 ② 

金  額 負符号 
金 額 ④ 

 

 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ～ 42 43 44 ～ 57 58 59 ～ 72 73  

 

県 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

税 

滞 
 
 
 
 
 

納 
 
 
 
 
 

繰 
 
 
 
 
 

越 
 
 
 
 
 

分 

県 
 

 

民 
 
 

税 

個 
 

人 

均 等 割 及 び 所 得 割                         

 配 当 割                         

 株 式 等 譲 渡 所 得 割                         

 計                         

 法 人                         

 利 子 割                         

 計                         

 事

業

税 

個 人                         

 法 人                         

 計                         

 不 動 産 取 得 税                         

 県 た ば こ 税                         

 ゴ ル フ 場 利 用 税                         

 取

得

税 

自

動

車 

自 動 車 取 得 税                         

 証 紙 特 別 会 計 繰 入 金                         

 計                         

 軽 油 引 取 税                         

 

自 
 

動 
 

車 
 

税 

自
動
車
税 

自 動 車 税                         

 証紙特別会計繰入金                         

 計                         

 性

能

割 

環

境 

環 境 性 能 割                         

 証紙特別会計繰入金                         

 計                         

 種

別

割 

種 別 割                         

 証紙特別会計繰入金                         

 計                         

 計                         

 鉱 区 税                         

 狩 猟 税                         

 合 計                         

 総 計                         

 
税
外 

延 滞 金                         

 加 算 金                         

 合 計                         

 県 税 総 合 計                         

 特別法人事業税及び地方法人特別税                         

 総 合 計                         

               

 



 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 



規

則 

埼
玉
県
教
育
局
等
文
書
管
理
規
則
及
び
埼
玉
県
立
学
校
文
書
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
教
育
長 

小 

松 

弥 

生 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
九
号 

 
 

 

埼
玉
県
教
育
局
等
文
書
管
理
規
則
及
び
埼
玉
県
立
学
校
文
書
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則 

 

（
埼
玉
県
教
育
局
等
文
書
管
理
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
一
条 

埼
玉
県
教
育
局
等
文
書
管
理
規
則
（
平
成
十
三
年
埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
号
） 

 

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

別
表
第
三
種
文
書
等
（
保
存
期
間
が
五
年
の
文
書
等
）
五
中
「 

 
 

 
 

 

 
 

」
を
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」
に
改
め
る
。 

 

（
埼
玉
県
立
学
校
文
書
管
理
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
二
条 

埼
玉
県
立
学
校
文
書
管
理
規
則
（
平
成
十
三
年
埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
一
号
） 

 

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

別
表
第
三
種
文
書
等
（
保
存
期
間
が
五
年
の
文
書
等
）
二
中
「 

 
 

 
 

 

 

を
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

１ 

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

こ
の
規
則
の
施
行
の
日
前
に
職
員
が
作
成
し
、
又
は
取
得
し
た
臨
時
職
員
の
雇
用
等
に
関
す 

る
文
書
等
の
保
存
期
間
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

 

の
任
免
、
臨
時
職
員
の
雇
用

 

及
び
会
計
年
度
任
用
職
員
の
任
免

 

臨
時
職
員
及
び
非
常
勤
職
員
」

 

非
常
勤
職
員
及
び
会
計
年
度
任
用
職
員

 

等
 



規

則 
 

学
校
職
員
の
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ

こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
教
育
長 

小 

松 

弥 

生 
 

 
 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
号 

 
 

 

学
校
職
員
の
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

学
校
職
員
の
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
埼
玉
県
教
育

委
員
会
規
則
第
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
三
条
第
二
項
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

二 

教
育
職
給
料
表
㈡
級
別
職
務
分
類
表
（
別
表
第
二
） 

 

第
二
十
一
条
第
三
項
中
「
別
表
第
一
の
備
考
」
を
「
別
表
第
一
の
備
考
１
」
に
、
「
別
表
第
二

の
備
考
」
を
「
別
表
第
二
の
備
考
１
」
に
改
め
、
同
項
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 
 

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
条
例
別
表
第
一
の
備
考
２
及
び
別
表
第
二
の
備
考
２
の
規
定
の
適
用

に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
こ
の
表
の
額
（
そ
の
職
務
の
級
が
３
級
で
あ
る
職
員
に
つ

い
て
は
、
備
考
１
の
額
を
加
算
し
た
額
）
」
と
あ
る
の
は
、
「
こ
の
表
の
額
」
と
す
る
。 

 

別
表
第
一
の
二
級
の
項
職
務
の
欄
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

    

別
表
第
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

別
表
第
二 

教
育
職
給
料
表
㈡
級
別
職
務
分
類
表 

   

別
表
第
九
の
二
短
大
卒
の
部
１
短
大
三
卒
の
項
⑴
中
「
卒
業
」
の
下
に
「
又
は
専
門
職
大
学
の

修
業
年
限
三
年
の
前
期
課
程
の
修
了
」
を
、
同
部
２
短
大
二
卒
の
項
⑴
中
「
卒
業
」
の
下
に
「
又

は
専
門
職
大
学
の
修
業
年
限
二
年
の
前
期
課
程
の
修
了
」
を
加
え
る
。 

 

別
表
第
十
二
の
備
考
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 
 

三 

教
育
委
員
会
が
別
に
定
め
る
講
師
に
こ
の
表
を
適
用
す
る
場
合
に
お
け
る
初
任
給
は
、

教
育
委
員
会
が
別
に
定
め
る
。 

 

別
表
第
十
三
の
備
考
中
「
及
び
第
二
号
」
を
「
か
ら
第
三
号
ま
で
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
第
九
の
改
正
規
定
は
、

公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

職
務
の
級 

職
務 

二
級 

講
師
（
教
育
委
員
会
が
別
に
定
め
る
者
に
限
る
。
）
の
職
務 

 

講
師
（
教
育
委
員
会
が
別
に
定
め
る
者
に
限
る
。
）
の
職
務 

主
任
実
習
助
手
の
職
務 

主
任
寄
宿
舎
指
導
員
の
職
務 



規

則 
 

学
校
職
員
の
期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公

布
す
る
。 

 
 

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
教
育
長 

小 

松 

弥 

生 
 

 
 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
一
号 

 
 

 

学
校
職
員
の
期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

学
校
職
員
の
期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
埼
玉
県
教
育
委
員
会

規
則
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
三
条
第
二
号
ヘ
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

ヘ 

技
能
職
員
（
法
第
五
十
七
条
に
規
定
す
る
単
純
な
労
務
に
雇
用
さ
れ
る
者
で
あ
つ
て
、

技
能
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
四
十
四
年
埼
玉
県
訓
令
第
四
号
）
又
は
技
能

職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
四
十
四
年
埼
玉
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
四
号
）
の

適
用
を
受
け
る
職
員
そ
の
他
教
育
委
員
会
が
定
め
る
職
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
） 

 

第
三
条
第
二
号
中
ト
を
削
り
、
チ
を
ト
と
し
、
リ
を
チ
と
し
、
同
条
第
三
号
イ
中
「
前
号
リ
」

を
「
前
号
チ
」
に
改
め
る
。 

 

第
七
条
第
一
項
中
「
掲
げ
る
期
間
」
の
下
に
「
（
非
常
勤
の
職
員
（
勤
務
日
及
び
勤
務
時
間
が

常
勤
の
職
員
と
同
様
で
あ
る
者
、
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
並
び
に
短
時
間
勤
務
職
員
を
除
く
。
）

と
し
て
在
職
し
た
期
間
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
同
項
第
一
号
中
「
チ
ま
で
」
を
「
ト
ま
で
」
に

改
め
、
ヘ
を
削
り
、
ト
を
ヘ
と
し
、
チ
を
ト
と
し
、
同
項
第
二
号
イ
中
「
前
号
チ
」
を
「
前
号
ト
」

に
改
め
る
。 

 

第
十
四
条
中
「
百
分
の
百
九
十
五
」
を
「
百
分
の
百
九
十
」
に
、
「
百
分
の
二
百
三
十
五
」
を

「
百
分
の
二
百
三
十
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 



規

則 
 

学
校
職
員
の
住
居
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
教
育
長 

小 

松 

弥 

生 
 

 
 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
二
号 

 
 

 

学
校
職
員
の
住
居
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

学
校
職
員
の
住
居
手
当
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
九
年
埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
四
十
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
四
条
中
「
一
万
二
千
円
」
を
「
一
万
六
千
円
」
に
改
め
る
。 

第
十
一
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

（
令
和
三
年
四
月
一
日
に
お
け
る
届
出
の
特
例
） 

第
十
二
条 

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日
に
お
い
て
学
校
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
及
び
義
務
教

育
諸
学
校
等
の
教
育
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
特
別
措
置
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例
（
令
和
元
年
埼
玉
県
条
例
第
二
十
四
号
）
附
則
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
住
居
手
当
を
支
給

さ
れ
て
い
る
学
校
職
員
で
あ
つ
て
、
同
年
四
月
一
日
に
お
い
て
も
引
き
続
き
当
該
住
居
手
当
に

係
る
住
宅
を
借
り
受
け
、
家
賃
を
支
払
つ
て
い
る
も
の
の
う
ち
、
同
日
に
条
例
第
九
条
の
六
第

一
項
各
号
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
令
和
二
年
三
月
三
十
一
日
に
お
い
て

支
給
さ
れ
て
い
た
住
居
手
当
に
係
る
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
行
わ
れ
た
届
出
（
令
和
元

年
改
正
条
例
附
則
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
住
居
手
当
に
関
す
る
規
則
（
令
和
二
年
埼
玉
県
教
育

委
員
会
規
則
第
十
四
号
）
第
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が

行
わ
れ
た
場
合
に
は
、
当
該
届
出
）
を
令
和
三
年
四
月
一
日
に
お
い
て
支
給
さ
れ
る
こ
と
と
な

る
住
居
手
当
に
係
る
同
項
の
規
定
に
よ
り
行
わ
れ
た
届
出
と
み
な
す
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 



規

則 
 

会
計
年
度
任
用
学
校
職
員
の
報
酬
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布

す
る
。 

 
 

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
教
育
長 

小 

松 

弥 

生 
 

 
 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
三
号 

 
 

 

会
計
年
度
任
用
学
校
職
員
の
報
酬
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

会
計
年
度
任
用
学
校
職
員
の
報
酬
等
に
関
す
る
規
則
（
令
和
二
年
埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第

三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
六
条
第
三
項
第
六
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

六 

技
能
職
員
（
地
方
公
務
員
法
第
五
十
七
条
に
規
定
す
る
単
純
な
労
務
に
雇
用
さ
れ
る
者
で

あ
っ
て
、
技
能
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
四
十
四
年
埼
玉
県
訓
令
第
四
号
）
又

は
技
能
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
四
十
四
年
埼
玉
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
四
号
）

の
適
用
を
受
け
る
職
員
そ
の
他
教
育
委
員
会
が
定
め
る
職
員
を
い
う
。
） 

 

第
六
条
第
三
項
中
第
七
号
及
び
第
八
号
を
削
り
、
第
九
号
を
第
七
号
と
す
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 



規

則 
 

令
和
元
年
改
正
条
例
附
則
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
住
居
手
当
に
関
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。 

 
 

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
教
育
長 

小 

松 

弥 

生 
 

 
 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
四
号 

 
 

 

令
和
元
年
改
正
条
例
附
則
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
住
居
手
当
に
関
す
る
規
則 

 

（
適
用
を
受
け
る
学
校
職
員
） 

第
一
条 

学
校
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
及
び
義
務
教
育
諸
学
校
等
の
教
育
職
員
の
給
与
等
に

関
す
る
特
別
措
置
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
令
和
元
年
埼
玉
県
条
例
第
二
十

四
号
。
以
下
「
改
正
条
例
」
と
い
う
。
）
附
則
第
五
項
の
埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る

学
校
職
員
は
、
改
正
条
例
第
二
条
の
規
定
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
か
ら

令
和
三
年
三
月
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
学
校
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
一
年

埼
玉
県
条
例
第
三
十
三
号
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
給
与
条
例
」
と
い
う
。
）
の

適
用
を
受
け
な
い
県
費
支
弁
の
常
勤
の
職
員
で
あ
っ
た
者
か
ら
引
き
続
き
新
た
に
学
校
職
員
と

な
っ
た
者
の
う
ち
、
施
行
日
の
前
日
に
お
い
て
改
正
条
例
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
給

与
条
例
（
以
下
「
改
正
前
給
与
条
例
」
と
い
う
。
）
第
九
条
の
六
の
規
定
を
適
用
す
る
と
し
た

な
ら
ば
支
給
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
住
居
手
当
の
月
額
が
二
千
円
を
超
え
る
学
校
職
員
と
す
る
。 

 

（
適
用
除
外
学
校
職
員
） 

第
二
条 

改
正
条
例
附
則
第
五
項
の
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
学
校
職
員
は
、
次
に
掲
げ
る
学

校
職
員
と
す
る
。 

 

一 

施
行
日
の
前
日
に
お
い
て
改
正
前
給
与
条
例
第
九
条
の
六
第
一
項
第
一
号
に
該
当
し
て
い

た
学
校
職
員
又
は
同
日
に
お
い
て
同
条
の
規
定
を
適
用
す
る
と
し
た
な
ら
ば
同
号
に
該
当
す

る
こ
と
と
な
る
学
校
職
員
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
学
校
職
員
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も

の 

 
 

イ 

給
与
条
例
第
九
条
の
六
の
規
定
を
適
用
す
る
と
し
た
な
ら
ば
新
た
に
同
条
第
一
項
第
二

号
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
る
学
校
職
員 

 
 

ロ 

改
正
前
給
与
条
例
第
九
条
の
六
の
規
定
を
適
用
す
る
と
し
た
な
ら
ば
同
条
第
一
項
第
一

号
に
該
当
し
な
い
こ
と
と
な
る
学
校
職
員 

 

二 

施
行
日
の
前
日
に
お
い
て
改
正
前
給
与
条
例
第
九
条
の
六
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該

当
し
て
い
た
学
校
職
員
又
は
同
日
に
お
い
て
同
条
の
規
定
を
適
用
す
る
と
し
た
な
ら
ば
同
項

各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
こ
と
と
な
る
学
校
職
員
で
あ
っ
て
、
同
条
の
規
定
を
適
用
す

る
と
し
た
な
ら
ば
同
項
各
号
の
い
ず
れ
か
又
は
全
て
に
該
当
し
な
い
こ
と
と
な
る
学
校
職
員 

 

三 

改
正
条
例
附
則
第
五
項
に
規
定
す
る
旧
手
当
額
が
二
千
円
以
下
と
な
る
学
校
職
員 



 

四 

前
各
号
に
掲
げ
る
学
校
職
員
に
準
ず
る
学
校
職
員
と
し
て
埼
玉
県
教
育
委
員
会
（
次
条
及

び
第
七
条
に
お
い
て
「
教
育
委
員
会
」
と
い
う
。
）
が
定
め
る
学
校
職
員 

 
（
家
賃
の
月
額
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合
の
旧
手
当
額
） 

第
三
条 
改
正
条
例
附
則
第
五
項
の
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場

合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
を
基
礎
と
し
て
改
正
前
給
与
条
例
第
九
条
の
六
第

二
項
の
規
定
に
よ
り
算
出
さ
れ
る
住
居
手
当
の
月
額
に
相
当
す
る
額
と
す
る
。 

 

一 

変
更
後
の
家
賃
の
月
額
が
当
該
変
更
前
に
支
給
さ
れ
て
い
た
改
正
条
例
附
則
第
五
項
の
規

定
に
よ
る
住
居
手
当
の
月
額
又
は
当
該
変
更
前
に
同
項
の
規
定
を
適
用
す
る
と
し
た
な
ら
ば

支
給
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
住
居
手
当
の
月
額
の
算
出
の
基
礎
と
な
っ
た
家
賃
の
月
額
（
以
下

こ
の
号
及
び
次
号
に
お
い
て
「
旧
家
賃
月
額
」
と
い
う
。
）
よ
り
高
い
場
合
（
第
三
号
に
掲

げ
る
場
合
を
除
く
。
） 

旧
家
賃
月
額 

 

二 

変
更
後
の
家
賃
の
月
額
が
旧
家
賃
月
額
よ
り
低
い
場
合
（
次
号
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。
） 

 
 

 

変
更
後
の
家
賃
の
月
額 

 

三 

施
行
日
の
前
日
に
お
い
て
改
正
前
給
与
条
例
第
九
条
の
六
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該

当
し
て
い
た
場
合
又
は
同
日
に
お
い
て
同
条
の
規
定
を
適
用
す
る
と
し
た
な
ら
ば
同
項
各
号

の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
こ
と
と
な
る
場
合 

教
育
委
員
会
が
定
め
る
額 

 

（
確
認
及
び
決
定
） 

第
四
条 

任
命
権
者
（
そ
の
委
任
を
受
け
た
者
を
含
む
。
）
は
、
施
行
日
の
前
日
に
改
正
前
給
与

条
例
第
九
条
の
六
の
規
定
に
よ
り
支
給
さ
れ
て
い
た
住
居
手
当
に
係
る
事
実
（
令
和
二
年
三
月

二
日
か
ら
施
行
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
当
該
住
居
手
当
に
係
る
家
賃
の
月
額
の
変
更
を
含
む
。
）

を
学
校
職
員
の
住
居
手
当
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
九
年
埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
四
十

号
。
次
条
及
び
第
六
条
に
お
い
て
「
住
居
手
当
規
則
」
と
い
う
。
）
第
七
条
第
二
項
に
規
定
す

る
住
居
手
当
認
定
簿
そ
の
他
の
資
料
に
よ
り
確
認
し
、
当
該
住
居
手
当
を
受
け
て
い
た
学
校
職

員
が
改
正
条
例
附
則
第
五
項
の
学
校
職
員
た
る
要
件
を
具
備
す
る
場
合
は
、
施
行
日
に
お
い
て

支
給
す
べ
き
同
項
の
規
定
に
よ
る
住
居
手
当
の
月
額
を
決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
支
給
の
始
期
及
び
終
期
） 

第
五
条 

改
正
条
例
附
則
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
住
居
手
当
の
支
給
は
、
学
校
職
員
が
新
た
に
同

項
の
学
校
職
員
た
る
要
件
を
具
備
す
る
に
至
っ
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
（
そ
の
日
が
月
の
初

日
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
日
の
属
す
る
月
）
か
ら
開
始
し
、
学
校
職
員
が
同
項
の
学
校
職
員
た

る
要
件
を
欠
く
に
至
っ
た
日
の
属
す
る
月
（
そ
の
日
が
月
の
初
日
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
日
の

属
す
る
月
の
前
月
）
又
は
令
和
三
年
三
月
の
い
ず
れ
か
早
い
月
を
も
っ
て
終
わ
る
。
た
だ
し
、

次
条
に
お
い
て
準
用
す
る
住
居
手
当
規
則
第
六
条
第
一
項
前
段
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
こ
れ
に

係
る
事
実
の
生
じ
た
日
か
ら
十
五
日
を
経
過
し
た
後
に
さ
れ
た
場
合
に
お
け
る
当
該
住
居
手
当

の
支
給
の
開
始
に
つ
い
て
は
、
そ
の
届
出
を
受
理
し
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
（
そ
の
日
が
月



の
初
日
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
日
の
属
す
る
月
）
か
ら
行
う
も
の
と
す
る
。 

 

（
住
居
手
当
規
則
の
準
用
） 

第
六
条 

住
居
手
当
規
則
第
六
条
か
ら
第
十
条
ま
で
（
第
九
条
第
一
項
を
除
く
。
）
の
規
定
は
、

改
正
条
例
附
則
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
住
居
手
当
の
支
給
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
住
居
手
当
規
則
第
六
条
第
一
項
中
「
新
た
に
条
例
第
九
条
の
六
第
一
項
」
と
あ
る
の

は
「
令
和
元
年
改
正
条
例
附
則
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
住
居
手
当
に
関
す
る
規
則
（
令
和
二
年

埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
四
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
学
校
職
員
で
あ
つ
て
、
新
た
に
学

校
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
及
び
義
務
教
育
諸
学
校
等
の
教
育
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
特

別
措
置
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
令
和
元
年
埼
玉
県
条
例
第
二
十
四
号
）
附

則
第
五
項
」
と
、
住
居
手
当
規
則
第
七
条
第
二
項
中
「
前
項
」
と
あ
る
の
は
「
令
和
元
年
改
正

条
例
附
則
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
住
居
手
当
に
関
す
る
規
則
第
四
条
又
は
前
項
」
と
、
住
居
手

当
規
則
第
九
条
第
二
項
中
「
改
定
す
る
。
前
項
た
だ
し
書
の
規
定
は
、
住
居
手
当
の
月
額
を
増

額
し
て
改
定
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
改
定
す
る
」
と
読
み
替
え
る
も

の
と
す
る
。 

 

（
雑
則
） 

第
七
条 

こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
改
正
条
例
附
則
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
住
居
手
当

の
支
給
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
教
育
委
員
会
が
埼
玉
県
人
事
委
員
会
と
協
議
し
て
定
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 



規

則 

学
校
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。 

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
教
育
長 

小 

松 

弥 

生 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
五
号 

 
 

 

学
校
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

学
校
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
七
年
埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
九

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
二
条
の
見
出
し
中
「
教
育
職
員
等
」
を
「
教
育
職
員
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
を
次
の
よ
う

に
改
め
る
。 

 

一 

教
育
職
員
（
条
例
第
八
条
の
二
に
規
定
す
る
教
育
職
員
を
い
う
。
）
の
う
ち
、
次
号
に
掲

げ
る
者
以
外
の
者 

 

第
二
条
の
二
第
一
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

 

三 

障
害
者
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
二

条
第
一
号
に
規
定
す
る
障
害
者
で
あ
る
学
校
職
員
の
う
ち
、
同
法
第
三
十
七
条
第
二
項
に
規

定
す
る
対
象
障
害
者
で
あ
る
学
校
職
員
そ
の
他
勤
務
時
間
の
割
振
り
に
つ
い
て
配
慮
を
必
要

と
す
る
者
と
し
て
教
育
委
員
会
（
条
例
第
二
条
第
一
号
に
掲
げ
る
学
校
職
員
に
つ
い
て
は
埼

玉
県
教
育
委
員
会
（
以
下
「
県
教
育
委
員
会
」
と
い
う
。
）
を
、
同
条
第
二
号
に
掲
げ
る
学

校
職
員
に
つ
い
て
は
市
町
村
の
教
育
委
員
会
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
認
め
る
学
校
職
員 

 

第
二
条
の
二
第
二
項
中
「
第
二
条
の
四
第
二
項
第
一
号
」
を
「
第
二
条
の
四
第
一
項
第
四
号
」

に
改
め
る
。 

 

第
二
条
の
三
中
「
（
条
例
第
二
条
第
一
号
に
掲
げ
る
学
校
職
員
に
つ
い
て
は
埼
玉
県
教
育
委
員

会
（
以
下
「
県
教
育
委
員
会
」
と
い
う
。
）
を
、
同
条
第
二
号
に
掲
げ
る
学
校
職
員
に
つ
い
て
は

市
町
村
の
教
育
委
員
会
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
」
を
削
る
。 

 

第
二
条
の
四
第
一
項
第
一
号
中
「
六
時
間
」
を
「
四
時
間
三
十
分
」
に
、
「
以
下
こ
の
条
」
を

「
第
四
号
」
に
改
め
、
「
。
次
項
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
」
を
削
り
、
同
項
第
二
号
中
「
午
前

九
時
」
を
「
午
前
十
時
」
に
、
「
午
後
三
時
四
十
五
分
」
を
「
午
後
三
時
十
五
分
」
に
改
め
、
同

項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

 

四 

第
二
条
の
二
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
学
校
職
員
の
勤
務
時
間
は
、
区
分
期
間
（
同
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
る
週
休
日
を
含
む
区
分
期
間
を
除
く
。
）
ご
と
に
つ
き
一
日
（
休
日
等
を
除

く
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
特
例
対
象
日
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
第
一
号
の
規
定

に
か
か
わ
ら
ず
、
四
時
間
三
十
分
未
満
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
、
特
例
対
象
日
に

つ
い
て
は
、
第
二
号
の
規
定
は
適
用
し
な
い
こ
と
。 



 

第
二
条
の
四
第
二
項
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
第
一
項
第
一
号
」
を
「
前
項
第
一
号
」
に
、

「
及
び
第
二
号
又
は
前
項
第
一
号
（
休
日
等
に
割
り
振
る
勤
務
時
間
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
及

び
第
二
号
」
を
「
、
第
二
号
及
び
第
四
号
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
二
項
と
し
、
同
条
第
四
項

中
「
又
は
第
二
項
第
二
号
」
を
削
り
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
す
る
。 

 

第
二
条
の
五
第
三
項
第
二
号
中
「
前
条
第
二
項
」
を
「
前
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。 

 

第
五
条
の
三
第
一
項
中
「
こ
の
条
」
の
下
に
「
及
び
次
条
」
を
加
え
る
。 

 

第
五
条
の
三
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

 

（
県
立
学
校
教
育
職
員
の
業
務
量
の
適
切
な
管
理
等
） 

第
五
条
の
四 

県
教
育
委
員
会
は
、
県
立
学
校
教
育
職
員
（
学
校
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭

和
三
十
一
年
埼
玉
県
条
例
第
三
十
三
号
。
以
下
「
学
校
職
員
給
与
条
例
」
と
い
う
。
）
第
二
条

第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
健
康
及
び
福
祉
の

確
保
を
図
る
こ
と
に
よ
り
学
校
教
育
の
水
準
の
維
持
向
上
に
資
す
る
よ
う
、
県
立
学
校
教
育
職

員
が
業
務
を
行
う
時
間
（
公
立
の
義
務
教
育
諸
学
校
等
の
教
育
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
特
別

措
置
法
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
七
十
七
号
）
第
七
条
第
一
項
の
指
針
に
規
定
す
る
在
校
等
時

間
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
か
ら
所
定
の
勤
務
時
間
（
学
校
職
員
の
休
日
に

お
け
る
正
規
の
勤
務
時
間
（
条
例
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
正
規
の
勤
務
時
間
を
い
う
。
以

下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
（
学
校
職
員
の
休
日
の
代
休
（
条
例
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定

に
基
づ
く
代
休
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
指
定
さ
れ
た
正
規
の
勤
務
時
間
を
除
く
。
）
及
び

学
校
職
員
の
休
日
の
代
休
と
し
て
指
定
さ
れ
た
正
規
の
勤
務
時
間
を
除
い
た
正
規
の
勤
務
時
間

を
い
う
。
）
を
除
い
た
時
間
を
次
に
掲
げ
る
時
間
の
上
限
の
範
囲
内
と
す
る
た
め
、
県
立
学
校

教
育
職
員
の
業
務
量
の
適
切
な
管
理
を
行
う
。 

 

一 

一
箇
月
に
お
い
て
四
十
五
時
間 

 

二 

一
年
に
お
い
て
三
百
六
十
時
間 

２ 

県
教
育
委
員
会
は
、
県
立
学
校
教
育
職
員
が
児
童
生
徒
等
に
係
る
通
常
予
見
す
る
こ
と
の
で

き
な
い
業
務
量
の
大
幅
な
増
加
等
に
伴
い
、
一
時
的
又
は
突
発
的
に
所
定
の
勤
務
時
間
外
に
業

務
を
行
わ
ざ
る
を
得
な
い
場
合
に
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
県
立
学
校
教
育
職
員
が

業
務
を
行
う
時
間
か
ら
所
定
の
勤
務
時
間
を
除
い
た
時
間
を
次
に
掲
げ
る
時
間
及
び
月
数
の
上

限
の
範
囲
内
と
す
る
た
め
、
県
立
学
校
教
育
職
員
の
業
務
量
の
適
切
な
管
理
を
行
う
。 

 

一 

一
箇
月
に
お
い
て
百
時
間
未
満 

 

二 

一
年
に
お
い
て
七
百
二
十
時
間 

 

三 

一
箇
月
ご
と
に
区
分
し
た
各
期
間
に
当
該
各
期
間
の
直
前
の
一
箇
月
、
二
箇
月
、
三
箇
月
、

四
箇
月
及
び
五
箇
月
の
期
間
を
加
え
た
そ
れ
ぞ
れ
の
期
間
に
お
い
て
一
箇
月
当
た
り
の
平
均

時
間
に
つ
い
て
八
十
時
間 

 

四 

一
年
の
う
ち
一
箇
月
に
お
い
て
所
定
の
勤
務
時
間
以
外
の
時
間
に
お
い
て
四
十
五
時
間
を



超
え
て
業
務
を
行
う
月
数
に
つ
い
て
六
箇
月 

３ 

前
二
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
県
立
学
校
教
育
職
員
の
業
務
量
の
適
切
な
管
理
そ
の
他
県

立
学
校
教
育
職
員
の
健
康
及
び
福
祉
の
確
保
を
図
る
た
め
に
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
は
、
県
教

育
委
員
会
が
別
に
定
め
る
。 

 

第
六
条
の
三
第
二
項
中
「
（
条
例
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
代
休
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
」
を
削
る
。 

 

第
十
一
条
第
三
項
第
二
号
中
「
第
二
十
二
条
第
二
項
」
を
「
第
二
十
二
条
の
三
第
一
項
」
に
、

「
第
二
十
二
条
第
一
項
」
を
「
第
二
十
二
条
」
に
改
め
る
。 

 

第
二
十
二
条
第
三
項
第
一
号
中
「
一
週
間
の
勤
務
時
間
が
二
十
九
時
間
以
上
の
非
常
勤
の
学
校

職
員
に
あ
っ
て
は
一
の
年
度
に
お
い
て
十
日
の
範
囲
内
の
期
間
と
し
、
一
週
間
の
勤
務
時
間
が
二

十
九
時
間
未
満
の
非
常
勤
の
学
校
職
員
に
あ
っ
て
は
一
の
年
度
に
お
い
て
週
所
定
勤
務
日
数
（
週

以
外
の
期
間
に
よ
っ
て
所
定
勤
務
日
数
又
は
所
定
勤
務
時
数
が
定
め
ら
れ
て
い
る
非
常
勤
の
学
校

職
員
に
あ
っ
て
は
一
の
年
度
の
所
定
勤
務
日
数
又
は
所
定
勤
務
時
数
）
に
応
じ
て
十
日
の
範
囲
内

で
教
育
委
員
会
が
定
め
る
期
間
」
を
「
一
の
年
度
に
お
い
て
連
続
し
て
九
十
日
を
超
え
な
い
期
間
」

に
改
め
、
同
条
中
第
九
項
を
第
十
二
項
と
し
、
第
六
項
か
ら
第
八
項
ま
で
を
三
項
ず
つ
繰
り
下
げ
、

第
五
項
の
次
に
次
の
三
項
を
加
え
る
。 

６ 

第
十
一
条
第
二
項
、
第
三
項
第
四
号
及
び
第
五
号
、
第
四
項
並
び
に
第
五
項
た
だ
し
書
の
規

定
は
、
第
三
項
第
一
号
の
休
暇
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
た
だ
し
、
第
十
一
条
第
三
項
第
四
号
及

び
第
五
号
の
規
定
は
、
次
項
に
規
定
す
る
場
合
に
は
、
準
用
し
な
い
。 

７ 

地
方
公
務
員
法
第
二
十
二
条
に
規
定
す
る
条
件
付
採
用
の
期
間
中
の
非
常
勤
の
学
校
職
員
が

第
三
項
第
一
号
の
休
暇
を
使
用
す
る
場
合
に
お
け
る
同
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
号

中
「
一
の
年
度
に
お
い
て
連
続
し
て
九
十
日
を
超
え
な
い
期
間
」
と
あ
る
の
は
、
「
そ
の
療
養

に
必
要
な
期
間
」
と
す
る
。 

８ 

非
常
勤
の
学
校
職
員
（
前
項
に
規
定
す
る
非
常
勤
の
学
校
職
員
を
除
く
。
）
が
定
期
的
に
通

院
加
療
を
行
う
こ
と
が
医
学
的
に
み
て
明
ら
か
に
必
要
と
判
断
さ
れ
た
場
合
で
断
続
的
に
病
気

休
暇
を
使
用
す
る
こ
と
に
つ
き
、
県
教
育
委
員
会
が
そ
の
療
養
を
必
要
と
認
め
る
場
合
に
お
け

る
第
三
項
第
一
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
号
中
「
一
の
年
度
に
お
い
て
連
続
し
て
九

十
日
を
超
え
な
い
期
間
」
と
あ
る
の
は
、
「
そ
の
療
養
に
必
要
な
期
間
」
と
す
る
。 

 

第
二
十
三
条
を
第
二
十
四
条
と
し
、
第
二
十
二
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

 

（
特
別
の
事
情
を
有
す
る
場
合
の
特
例
） 

第
二
十
三
条 

県
教
育
委
員
会
は
、
職
務
の
特
殊
性
等
に
よ
り
、
第
二
十
条
か
ら
前
条
ま
で
の
規

定
に
よ
り
難
い
場
合
に
お
け
る
非
常
勤
の
学
校
職
員
の
勤
務
時
間
及
び
休
暇
に
つ
い
て
は
、
別

に
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 

 

附 

則 



１ 

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

改
正
後
の
第
二
条
の
四
第
一
項
の
規
定
は
、
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
以
後
に
行
わ
れ
た
勤
務

時
間
の
割
振
り
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
行
わ
れ
た
勤
務
時
間
の
割
振
り
に
つ
い
て
は
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

  



埼玉県ヤードにおける自動車等の適正な取扱いの確保に関する条例施行規則をここに公布す

る。 

令和２年３月31日 

埼玉県公安委員会委員長 野 瀬 清 喜 

埼玉県公安委員会規則第５号 

埼玉県ヤードにおける自動車等の適正な取扱いの確保に関する条例施行規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、埼玉県ヤードにおける自動車等の適正な取扱いの確保に関する条例（令

和２年埼玉県条例第29号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものと

する。 

（条例第２条第２号の公安委員会規則で定めるもの） 

第２条 条例第２条第２号の公安委員会規則で定めるものは、別表１の左欄に掲げる種別の区

分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げるものとする。 

（条例第２条第４号の公安委員会規則で定める規模） 

第３条 条例第２条第４号の公安委員会規則で定める規模は、面積が250平方メートルとする。 

（ヤード内自動車等関連事業に係る届出） 

第４条 条例第３条第１項の規定による届出は、ヤードごとにヤード内自動車等関連事業届出

書（別記様式第１号）を当該届出に係るヤードの所在地を管轄する警察署長（当該届出に係

る一のヤードが二以上の警察署長の管轄にわたるときは、そのいずれかの警察署長。以下「

管轄警察署長」という。）を経由して公安委員会に提出することにより行うものとする。 

２ 前項の届出書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。 

(1) ヤードの平面図及びヤードの周囲の略図 

(2) 条例第３条第１項の規定による届出をしようとする者（以下「届出提出者」という。）

が当該届出に係るヤードの土地又は建物の使用について権原を有することを疎明する書類 

(3) 届出提出者が個人である場合は、当該届出提出者の住民票の写し（住民基本台帳法（昭

和42年法律第81号）第７条第５号に掲げる事項（外国人にあっては、同法第30条の45に規

定する国籍等）を記載したものに限る。以下同じ。） 

(4) 届出提出者が法人である場合は、当該法人の定款、登記事項証明書及び代表者に係る住

民票の写し 



(5) 届出提出者が未成年者（婚姻により成年に達したものとみなされる者を除く。以下同

じ。）であり、かつ、その法定代理人が個人である場合は、当該法定代理人の住民票の写

し 

(6) 届出提出者が未成年者であり、かつ、その法定代理人が法人である場合は、当該法人の

定款、登記事項証明書及び代表者に係る住民票の写し 

（変更の届出） 

第５条 条例第３条第２項の規定による変更の届出は、ヤード内自動車等関連事業届出事項変

更届出書（別記様式第２号）を管轄警察署長を経由して公安委員会に提出することにより行

うものとする。 

２ 前項の届出書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類

及び図面を添付するものとする。 

(1) 条例第３条第１項の規定による届出をした者（以下「届出者」という。）が個人であり、

かつ、同項第１号に掲げる事項に変更があった場合 当該届出者の住民票の写し 

(2) 届出者が法人であり、かつ、条例第３条第１項第１号に掲げる事項に変更があった場合 

   当該法人の登記事項証明書及び代表者に係る住民票の写し 

(3) 届出者が未成年者であり、かつ、その法定代理人が個人である場合において、当該法定

代理人の氏名又は住所に変更があったとき 当該法定代理人の住民票の写し 

(4) 届出者が未成年者であり、かつ、その法定代理人が法人である場合において、当該法定

代理人の名称若しくは住所又はその代表者の氏名に変更があったとき 当該法人の定款、

登記事項証明書及び代表者に係る住民票の写し 

(5) 届出者の届出に係る条例第３条第１項第２号又は第３号に掲げる事項に変更があった場

合 当該変更に係るヤードの平面図及び当該ヤードの周囲の略図並びに当該ヤードの土地

又は建物の使用について権原を有することを疎明する書類 

(6) 届出者が法人であり、かつ、当該法人の代表者の住所に変更があった場合 当該法人の

代表者に係る住民票の写し 

（休止等の届出） 

第６条 条例第３条第３項の規定による休止若しくは廃止又は再開の届出は、ヤード内自動車

等関連事業休止等届出書（別記様式第３号）を管轄警察署長を経由して公安委員会に提出す

ることにより行うものとする。 



（相手方の確認方法） 

第７条 条例第４条の公安委員会規則で定める方法は、相手方（条例第４条に規定する相手方

をいう。以下この条において同じ。）が法人の場合は取引担当者（ヤード内自動車等関連事

業者との間で現に自動車等の引渡しの任に当たっている個人をいう。次条において同じ。）

から、また、相手方が個人の場合は本人から、その氏名、住所、生年月日、職業及び国籍（

外国人に限る。以下同じ。）の申出を受けるとともに、その身分証明書、運転免許証、国民

健康保険被保険者証その他の同人の身元を確かめるに足りる資料の原本の提示を受ける方法

とする。 

（条例第４条第１号の公安委員会規則で定める事項） 

第８条 条例第４条第１号の公安委員会規則で定める事項は、次の各号に掲げる区分に応じ、

それぞれ当該各号に定めるとおりとする。 

(1) 取引担当者が日本人である場合 氏名、住所、生年月日及び職業 

(2) 取引担当者が外国人である場合 氏名、住所、生年月日、職業及び国籍（ただし、取引

担当者が本邦内に住所を有しないで本邦に在留する外国人であって、その所持する旅券（

出入国管理及び難民認定法（昭和26年政令第319号。以下この号において「入管法」とい

う。）第２条第５号に規定する旅券をいう。以下この号において同じ。）又は乗員手帳（

入管法第２条第６号に規定する乗員手帳をいう。以下この号において同じ。）の記載によ

って当該外国人のその属する国における住所を確認することができないものである場合（

入管法の規定により認められた在留又は上陸に係る旅券又は許可書に記載された期間が90

日を超えないと認められる外国人を含む。）は、氏名、居所、生年月日、職業、国籍及び

旅券等（旅券又は乗員手帳をいい、当該外国人の氏名及び生年月日の記載があるものに限

る。）の番号） 

（条例第４条第２号の公安委員会規則で定める事項） 

第９条 条例第４条第２号の公安委員会規則で定める事項は、前条の規定を準用する。 

（記録の作成の方法） 

第10条 条例第６条第１項の規定による記録の作成は、次の各号のいずれかの方法により行わ

なければならない。 

(1) 条例第６条第１項各号に掲げる事項を取引の順に記載することができる様式の書類に記

載し、又は当該事項に係る書類その他の物を添付する方法 



(2) 取引伝票その他これに類する書類であって条例第６条第１項各号に掲げる事項を取引ご

とに記載することができる様式の書類に記載し、又は当該事項に係る書類その他の物を添

付して取引の順にとじ合わせる方法 

(3) 条例第６条第１項各号に掲げる事項を電磁的方法（電子的方法、磁気的方法その他の人

の知覚によって認識することができない方法をいう。第12条及び第13条において同じ。）

により記録する方法 

（記録の作成事項） 

第11条 条例第６条第１項第６号の公安委員会規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。 

(1) 第６条第１項の規定により自動車等を引き渡す場合は、当該自動車等の引渡しを受ける

者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあっては、その代表者（法人でない団体

で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人）の氏名 

(2) 別表２の左欄に掲げる品目の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる事項 

（記録の保存の方法） 

第12条 条例第６条第２項の公安委員会規則で定める記録の保存の方法は、第10条第１号及び

第２号に掲げる書類に記載する方法により作成された記録をヤード内自動車等関連事業に係

るヤード内において直ちにその内容を確認できる状態で備え付ける方法又は同条第３号に規

定する電磁的方法により作成された記録をヤード内自動車等関連事業に係るヤード内におい

て直ちにその内容を書面に表示することができる状態で保存する方法とする。 

（従事者名簿の備付けの方法） 

第13条 条例第７条の規定による名簿の備付けは、ヤードにおける業務に従事する者（以下こ

の条及び次条において「従事者」という。）が退職した日から起算して３年を経過する日ま

で、その者に係る名簿をヤードに備え付ける方法により行わなければならない。 

２ 前項の名簿の記載に当たっては、従事者の身分証明書、運転免許証、国民健康保険被保険

者証その他の従事者の身元を確かめるに足りる資料の原本の提示を受けた上で行うものとす

る。 

３ 条例第７条の公安委員会規則で定める従事者名簿の備付けの方法は、従事者名簿をヤード

内自動車等関連事業に係るヤード内において直ちにその内容を確認できる状態で備え付ける

方法又は電磁的方法により作成された従事者名簿をヤード内自動車等関連事業に係るヤード

内において直ちにその内容を書面に表示することができる状態で備え付ける方法とする。 



（従事者名簿の記載事項） 

第14条 条例第７条の公安委員会規則で定める事項は、従事者の氏名、住所、性別、生年月日、

国籍、採用年月日、退職年月日及び前条第２項の規定による本人確認の方法とする。 

（ヤードの内部を見通すことができる構造） 

第15条 条例第９条の規定によるヤードの内部を見通すことができる構造は、工作物により当

該ヤードの内部における自動車等の保管又は解体の状況の外部からの視認が完全に妨げられ

ない構造とする。 

（標識の掲示方法等） 

第16条 条例第10条に規定する標識は、ヤード内自動車等関連事業届出済標識（別記様式第４

号）とし、記載事項を日本語で表示するものとする。 

２ 条例第10条の公安委員会規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。 

(1) 届出年月日 

(2) 届出警察署 

(3) ヤードの名称 

(4) ヤードの所在地 

(5) 届出者の氏名（法人にあっては名称及び代表者の氏名）及び連絡先の電話番号 

（身分を示す証明書） 

第17条 条例第11条第２項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書（別記様式第５号）と

する。 

附 則 

この規則は、令和２年３月31日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表１（第２条関係） 

１ 自動車 道路運送車両法（昭和26年法律第185号）第２条第２項に規定する自

動車（一度使用されたものに限るものとし、次に掲げるものを除く。

別表２において同じ。） 

(1) 競走用自動車（道路運送車両法第２条第５項に規定する運行の

用に供するものを除く。） 

(2) 自衛隊の使用する装甲車両 

(3) ホイール式高所作業車 

(4) 無人搬送車 

(5) 構内けん引車 

(6) 走行台車（道路以外の場所のみにおいて用いるものであって、

運搬の用に供するものに限る。） 

(7) 重ダンプトラック 

(8) ドリルジャンボ 

(9) コンクリート吹付機 

(10) ロードヒータ 

(11) ゴルフカー 

(12) 遊戯用自動車 

２ 原動機付自転車 道路運送車両法第２条第３項に規定する原動機付自転車（一度使用さ

れたものに限る。別表２において同じ。） 

３ 自転車 道路交通法（昭和35年法律第105号）第２条第１項第11号の２に規定

する自転車（一度使用されたものに限る。） 

４ 自動車部品 前記１に規定する自動車の原動機、動力伝達装置又は走行装置であっ

て次に掲げるもの（一度使用されたものに限るものとし、現に自動車

等に取り付けられているものを除く。） 

(1) 道路運送車両法施行規則（昭和26年運輸省令第74号）第３条第

１号に規定する原動機 



 

  

 (2) 動力伝達装置のうち、道路運送車両法施行規則第３条第２号に

規定するクラッチ、トランスミッション、プロペラシャフト又は

デファレンシャル 

(3) 走行装置のうち、道路運送車両法施行規則第３条第３号に規定

するフロント・アクスル、前輪独立懸架装置（ストラットを除

く。）又はリア・アクスル・シャフト 



別表２（第11条関係） 

１ 自動車検査証（道路運送車両法第60条第

１項に規定する自動車検査証をいう。以下

この表において同じ。）又は軽自動車届出

済証（道路運送車両法施行規則第63条の２

第３項に規定する軽自動車届出済証をい

う。以下この表において同じ。）を備え付

けている自動車（小型特殊自動車及び原動

機付自転車を除く。以下この表において同

じ。） 

(1) 当該自動車検査証又は軽自動車届出済

証の写し 

(2) 委任状、譲渡証明書（道路運送車両法

第33条第１項に規定する譲渡証明書をい

う。以下この表において同じ。）その他

の当該相手方が当該自動車を当該ヤード

内自動車等関連事業者に引き渡す権原を

証明するに足りる書類の写し（相手方（

条例第４条に規定する相手方をいう。以

下この表において同じ。）と当該自動車

に係る自動車検査証又は軽自動車届出済

証に所有者として記載された者とが異な

ると認められるときに限る。） 

２ 自動車検査証又は軽自動車届出済証を備

え付けていない自動車で、自動車検査証又

は軽自動車届出済証の交付を受けているも

の 

 

 

 

 

 

 

(1) 次に掲げるいずれかの書類の写し 

ア 道路運送車両法施行規則第２条の３

第２号に規定する登録識別情報等通知

書 

イ 道路運送車両法第69条第４項に規定

する自動車検査証返納証明書 

ウ 道路運送車両法施行規則第63条の６

第３項に規定する軽自動車届出済証返

納証明書（以下この表において「軽自

動車届出済証返納証明書」という。） 

(2) 委任状、譲渡証明書その他の当該相手 



 

 方が当該自動車を当該ヤード内自動車等

関連事業者に引き渡す権原を証明するに

足りる書類の写し（相手方と当該自動車

に係る登録識別情報等通知書又は自動車

検査証返納証明書に所有者（軽自動車届

出済証返納証明書にあっては返納者）と

して記載された者とが異なると認められ

るときに限る。） 

３ 自動車検査証又は軽自動車届出済証を備

え付けていない自動車で、自動車検査証又

は軽自動車届出済証の交付を受けていない

もの 

(1) 当該自動車の車台番号 

(2) 契約書、領収書その他の当該相手方が

当該自動車の所有権を取得した経緯を証

明するに足りる書類の写し 

４ 小型特殊自動車又は原動機付自転車（以

下この表において「原動機付自転車等」と

いう。） 

当該原動機付自転車等の標識交付証明書の写

し又は当該原動機付自転車等の車台番号 



別記様式第１号（第４条関係） 

 

ヤード内自動車等関連事業届出書 

年  月  日 

埼玉県公安委員会 殿 

住所 

（ﾌﾘｶﾞﾅ） 

氏名又は名称               ○印  

 

電話番号 

 

埼玉県ヤードにおける自動車等の適正な取扱いの確保に関する条例第３条第１項の規定によ

り必要な書類を添えて届け出ます。 

ヤ ー ド の 名 称 
 

ヤ ー ド の 所 在 地 
電話番号 

ヤ ー ド の 

概 要 

規 模 
 

設 備 
 

代 表 者 

(法人の場合) 

住 所 

( 居所 ) 電話番号 

(ﾌﾘｶﾞﾅ) 

氏 名 

 

 

備 考 
 

備考 １ ヤードが複数ある場合は、各欄を繰り返し設け、ヤードごとに一連番号を付した上、

記載すること。この場合においては、本届出書の各欄に「別紙に記載する」旨を記載

した上、別紙に記載しても差し支えない。 

２ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とすること。 

３ 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。この場合において、

署名は必ず本人が自署すること。 

４ 届出者が未成年者であり、かつ、その法定代理人が個人である場合は、法定代理人

の氏名及び住所を備考欄に記載すること。 

５ 届出者が未成年者であり、かつ、その法定代理人が法人である場合は、法定代理人

の名称及び住所並びにその代表者の氏名を備考欄に記載すること。 

６ その他参考となる事項については、備考欄に記載すること。  



別記様式第２号（第５条関係） 

 

ヤード内自動車等関連事業届出事項変更届出書 

 

年  月  日 

 

埼玉県公安委員会 殿 

 

住所 

（ﾌﾘｶﾞﾅ） 

氏名又は名称               ○印  

 

電話番号 

 

       年  月  日付け届出に係る事項について、以下のとおり変更をしたので、

埼玉県ヤードにおける自動車等の適正な取扱いの確保に関する条例第３条第２項の規定により

必要な書類を添えて届け出ます。 

変 更 年 月 日  

変 更 の 内 容 

新 

 

旧 

 

変 更 の 理 由 

 

備考 １ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とすること。 

２ 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。この場合において、

署名は必ず本人が自署すること。 

  



別記様式第３号（第６条関係） 

 

ヤード内自動車等関連事業休止等届出書 

 

年  月  日 

 

埼玉県公安委員会 殿 

 

住所 

（ﾌﾘｶﾞﾅ） 

氏名又は名称               ○印  

 

電話番号 

 

 

       年  月  日付け届出に係るヤードについて、       をしたので、 

埼玉県ヤードにおける自動車等の適正な取扱いの確保に関する条例第３条第３項の規定により

必要な書類を添えて届け出ます。 

ヤ ー ド の 名 称 

 

ヤードの所在地 

電話番号 

休止若しくは廃止

又は再開の年月日 
       年   月   日 

休止若しくは廃止

又は再開の理由 

 

備考 １ 休止若しくは廃止又は再開するヤードが複数ある場合は、各欄を繰り返し設け、ヤ

ードごとに一連番号を付した上、記載すること。この場合において、「休止若しくは

廃止又は再開の年月日」及び「休止若しくは廃止又は再開の理由」が同一である場合

においては、繰り返し設けることを省略することができる。 

２ 休止若しくは廃止又は再開するヤードが複数ある場合は、本届出書の同欄に「別紙

に記載する」旨を記載した上、別紙に記載しても差し支えない。 

３ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とすること。 

４ 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。この場合において、

署名は必ず本人が自署すること。 

５ 「休止、廃止、再開」の箇所は、該当するものの□の中にレ印を付すこと。 

□ 休 止 
□ 廃 止 
□ 再 開 



別記様式第４号（第16条関係） 

 

 

 

 

 

備考 材質は、プラスチック又はそれと同程度の耐久性を有するものとする。 

  

ヤード内自動車等関連事業届出済標識 

届 出 年 月 日     年   月   日 

届 出 警 察 署           警 察 署 

ヤ ー ド の 名 称  

ヤ ー ド の 所 在 地  

届 出 者 の 氏 名 

（名称・代表者の

氏名）・連絡先の
電 話 番 号 電話番号 

 

30センチメートル以上 

２０
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上 



別記様式第５号（第17条関係） 

 

 

（表） 

 

 

 

（裏） 

 

第     号 

 

 

身 分 証 明 書  

 

官 職 

氏 名 

 

上記の者は、埼玉県ヤードにおける自動車等の適正な取扱いの確保に関す

る条例第11条第１項の規定による立入検査等に従事する警察職員であること

を証明する。 

 

     年  月  日 

 

埼 玉 県 公 安 委 員 会   印 

 

埼玉県ヤードにおける自動車等の適正な取扱いの確保に関する条例（抜粋） 

 

（立入検査等） 

第11条 公安委員会は、この条例の施行に必要な限度において、警察職員

に、ヤード内自動車等関連事業を行っていると認められる者の事務所、 

ヤードその他の施設に立ち入り、書類その他の物件を検査させ、又は関係

者に質問させることができる。 

２ 前項の規定により立入検査をする警察職員は、その身分を示す証明書を

携帯し、関係者に提示しなければならない。 

３ 第１項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたも

のと解釈してはならない。 

 

写真 

8.6 センチメートル 

5.4 

セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル 



規  則 

 埼玉県道路交通法施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和２年３月31日 

                     埼玉県公安委員会委員長 野 瀬 清 喜 

埼玉県公安委員会規則第６号 

   埼玉県道路交通法施行細則の一部を改正する規則 

 埼玉県道路交通法施行細則（昭和41年埼玉県公安委員会規則第２号）の一部を次のように改

正する。 

 別表２に次のように加える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 393  一般国道463号 入間市大字上藤沢字神明623番１地先から 

入間市大字上藤沢字神明600番２地先まで 

394  県道川越入間線 狭山市大字堀兼１番地先から 

狭山市大字堀兼字芳野771番１地先まで 

395  県道川越入間線 所沢市林一丁目323番６地先から 

入間市大字宮寺字岾下2697番11地先まで 

396  県道中新田入間川線 狭山市大字堀兼843番1地先から 

狭山市大字青柳字山王塚517番３地先まで 

397  県道所沢堀兼狭山線 狭山市大字堀兼字芳野778番１地先から 

所沢市大字下富字武野839番３地先まで 

398  県道新堀尾島線 熊谷市妻沼小島字並木2622番３地先から 

熊谷市妻沼小島字南河原1543番２地先まで 

399  県道日高狭山線 飯能市大字下川崎109番地先から 

日高市上鹿山字諏訪ノ下715番４地先まで 

400  久喜市道3027号線 久喜市下早見1832番５地先から 

久喜市下早見1652番２地先まで 

401  羽生市道125号 羽生市大字北荻島847番８地先から 

羽生市大字藤井下組697番１地先まで 

402  鶴ヶ島市道7-2号線 鶴ヶ島市大字三ツ木字新山1038番２から 

鶴ヶ島市大字太田ヶ谷字藤久保１番７まで 

403  鶴ヶ島市道304号線 鶴ヶ島市大字太田ヶ谷字藤久保25番４から 

鶴ヶ島市大字太田ヶ谷字藤久保１番８まで 

404  鶴ヶ島市道319-2号線 鶴ヶ島市三ツ木新町二丁目７番６から 

鶴ヶ島市三ツ木新町二丁目８番27まで 

405 鶴ヶ島市道320号線 鶴ヶ島市大字三ツ木字新山1038番１から 

鶴ヶ島市大字三ツ木字大棚1002番３まで 

406 鶴ヶ島市道547-2号線 鶴ヶ島市三ツ木新町二丁目４番３から 

鶴ヶ島市三ツ木新町二丁目８番27まで 

407 鶴ヶ島市道927-1号線 鶴ヶ島市南町三丁目２番１から 

鶴ヶ島市松ヶ丘一丁目１番16まで 

408 鶴ヶ島市道1015-1号線 鶴ヶ島市柳戸町757番４から 

鶴ヶ島市大字三ツ木字西塚場920番１まで 

409 鶴ヶ島市道1205号線 鶴ヶ島市三ツ木新町一丁目２番１から 

鶴ヶ島市柳戸町６番12まで 

 



   附 則 

 この規則は、令和２年４月１日から施行する。 

 



規 
 

則 

 
管
理
職
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
委
員
長 

武 

笠 

正 

男 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
七
―
一
〇
二
六 

 
 

 

管
理
職
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

管
理
職
手
当
に
関
す
る
規
則
（
埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
七
―
一
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。 

 

別
表
第
一
知
事
部
局
の
部
中
「
報
道
長
」
、
「
政
策
・
財
務
局
長
」
及
び
「
地
域
包
括
ケ
ア
局 

長
」
を
削
り
、 

 
 

 
 

 
 

 

を 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
、
「
契
約
局
長
」
を
「
契 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
、
「
環
境
科
学
国
際
セ
ン
タ
ー
研
究
所
長
」
を 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

に
、
「
衛
生
研
究
所
長
」
を 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

に
、 

「
本
庁
課
（
所
）
長
」
を 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
、
「
危
機
対
策
幹
」
を
「
児
童
虐
待
対
策
幹
」 

に
、
「
主
席
協
同
組
合
検
査
員
」
を 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
、
「
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
副 

所
長
」
を
「
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
副
所
長
（
南
西
部
、
東
部
、
県
央
、
川
越
比
企
、
西
部
、
利
根
、

北
部
、
秩
父
）
」
に
、
「
発
達
障
害
総
合
支
援
セ
ン
タ
ー
副
所
長
」
を
「
発
達
障
害
総
合
支
援
セ 

ン
タ
ー
所
長
」
に
、 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

を
「
計
量
検
定
所
長
」
に
改

め
、
「
総
合
技
術
セ
ン
タ
ー
企
画
技
術
幹
」
を
削
り
、
「
西
関
東
連
絡
道
路
建
設
事
務
所
長
」
を

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

に
、 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

を
「
知
事
室
長
付
副
室
長
」

に
、
「
出
納
審
査
幹
」
を 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
改
め
、
同
表
警
察
本
部
の
部
中
「
生 

「
報
道
長 

 
総
合
調
整
幹 

 

政
策
・
財
務
局
長 

 

行
政
改
革
・
Ｉ
Ｃ
Ｔ
局
長 

 

地
域
経
営
局
長 

 
 

 

」 

「
契 

 

環 

 

地 

約
局
長 

境
未
来
局
長 

 

域
包
括
ケ
ア
局
長
」 

「
衛
生
研
究
所
長 

 
 

 
 

 
 

 

 

産
業
技
術
総
合
セ
ン
タ
ー
副
セ
ン
タ
ー
長
」 

「
本
庁
課
（
所
）
長 

 

 

副
報
道
長 

 
 

」 

「
主
席
協
同
組
合
検
査
員 

 

家
畜
衛
生
幹 

 
 

 

」 

「
計
量
検
定
所
長 

 

産
業
技
術
総
合
セ
ン
タ
ー
副
セ
ン
タ
ー
長
」 

「
西
関
東
連
絡
道
路
建
設
事
務
所
長 

 

鉄
道
高
架
建
設
事
務
所
長 

 
 

」 

「
知
事
室
長
付
副
室
長 

 

副
報
道
長 

 
 

 

」 

「
出
納
審
査
幹 

 

地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
副
所
長
」 

「
危
機
対
策
幹 

 
 

 

児
童
虐
待
対
策
幹
」 

「
総
合
調
整
幹 

 

地
域
経
営
局
長
」 

ー
長 

ー
研
究
所
長 

 

 
 

 
 

 
 

」 

「
環
境
科
学
国
際
セ
ン
タ 

 

環
境
科
学
国
際
セ
ン
タ 

 
医
療
経
営
管
理
幹 

 
 



活
安
全
特
別
捜
査
隊
長
」
及
び
「
特
別
機
動
警
察
隊
長
」
を
削
る
。 

 
 

 

附 

則 

 
こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 



規 
 

則 

 
給
料
表
の
適
用
範
囲
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
委
員
長 

武 

笠 

正 

男 
 

 
 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
七
―
一
〇
二
七 

 
 

 

給
料
表
の
適
用
範
囲
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

給
料
表
の
適
用
範
囲
に
関
す
る
規
則
（
埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
七
―
一
六
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

別
表
第
三
看
護
師
の
項
中
「
障
害
者
支
援
課
（
公
益
的
法
人
等
に
派
遣
さ
れ
る
者
に
限
る
。
）
」 

を 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

「
職
員
健
康
支
援
課 

 

障
害
者
支
援
課
（
公
益
的
法
人
等
に
派
遣
さ
れ
る
者
に
限
る
。
）
」 



規 
 

則 

 
期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
委
員
長 

武 

笠 

正 

男 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
七
―
一
〇
二
八 

 
 

 

期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

第
一
条 

期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
に
関
す
る
規
則
（
埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
七
―
九
三
）
の 

 

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
二
条
第
四
号
を
削
り
、
同
条
中
第
五
号
を
第
四
号
と
し
、
同
条
第
六
号
中
「
育
児
休
業
条 

 

例
」
を
「
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
四
年
埼
玉
県
条
例
第
六
号
。
以
下
「
育 

 

児
休
業
条
例
」
と
い
う
。
）
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
五
号
と
し
、
同
条
中
第
七
号
を
第
六 

 

号
と
し
、
第
八
号
か
ら
第
十
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。 

 
 

第
三
条
第
二
号
中
「
人
事
委
員
会
」
を
「
埼
玉
県
人
事
委
員
会
（
以
下
「
人
事
委
員
会
」
と 

 

い
う
。
）
」
に
改
め
、
同
号
ヘ
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

 

ヘ 

技
能
職
員
（
法
第
五
十
七
条
に
規
定
す
る
単
純
な
労
務
に
雇
用
さ
れ
る
者
で
あ
つ
て
、 

 
 

 
 

技
能
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
四
十
四
年
埼
玉
県
訓
令
第
四
号
）
の
適
用 

 
 

 
 

を
受
け
る
職
員
、
技
能
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
四
十
四
年
埼
玉
県
教
育 

 
 

 
 

委
員
会
訓
令
第
四
号
）
の
適
用
を
受
け
る
職
員
そ
の
他
人
事
委
員
会
の
定
め
る
職
員
を 

 
 

 
 

い
う
。
以
下
同
じ
。
） 

 
 

第
三
条
第
二
号
中
ト
を
削
り
、
チ
を
ト
と
し
、
同
号
リ
中
「
埼
玉
県
人
事
委
員
会
（
以
下
「
人 

 

事
委
員
会
」
と
い
う
。
）
」
を
「
人
事
委
員
会
」
に
改
め
、
同
号
リ
を
同
号
チ
と
し
、
同
条
第 

 

三
号
イ
中
「
前
号
リ
」
を
「
前
号
チ
」
に
改
め
る
。 

 
 

第
六
条
第
二
項
第
一
号
中
「
か
ら
第
五
号
ま
で
」
を
「
及
び
第
四
号
」
に
改
め
、
「
職
員
」 

 

の
下
に
「
並
び
に
非
常
勤
の
職
員
（
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
及
び
短
時
間
勤
務
職
員
を
除
く
。 

 

以
下
同
じ
。
）
」
を
加
え
、
同
条
第
三
項
中
「
第
二
条
第
四
号
に
掲
げ
る
職
員
」
を
「
非
常
勤 

 

の
職
員
」
に
改
め
る
。 

 
 

第
七
条
第
一
項
第
一
号
中
「
チ
ま
で
」
を
「
ト
ま
で
」
に
改
め
、
同
号
中
ヘ
を
削
り
、
ト
を 

 

ヘ
と
し
、
チ
を
ト
と
し
、
同
項
第
二
号
イ
中
「
前
号
チ
」
を
「
前
号
ト
」
に
改
め
る
。 

 
 

第
八
条
第
二
号
中
「
か
ら
第
五
号
ま
で
、
第
九
号
及
び
第
十
号
」
を
「
、
第
四
号
、
第
八
号 

 

及
び
第
九
号
」
に
改
め
る
。 

 
 

第
十
二
条
第
二
項
第
一
号
中
「
か
ら
第
五
号
ま
で
」
を
「
及
び
第
四
号
」
に
、
「
（
同
条
第 

 

四
号
に
掲
げ
る
職
員
に
あ
つ
て
は
、
」
を
「
並
び
に
非
常
勤
の
職
員
（
」
に
改
め
る
。 

 
 

第
十
四
条
中
「
百
分
の
百
九
十
五
」
を
「
百
分
の
百
九
十
」
に
、
「
百
分
の
二
百
三
十
五
」 

 

を
「
百
分
の
二
百
三
十
」
に
改
め
る
。 



第
二
条 

職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
規
則
（
埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
一
八
―
六
）
の
一
部 

 
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
八
条
第
一
項
第
二
号
中
「
か
ら
第
五
号
ま
で
、
第
九
号
及
び
第
十
号
」
を
「
、
第
四
号
、 

 

第
八
号
及
び
第
九
号
」
に
、
「
（
同
条
第
四
号
に
掲
げ
る
職
員
に
つ
い
て
は
、
」
を
「
並
び
に 

 

非
常
勤
の
職
員
（
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 



「
報
道
長 

 

困
難
な
業
務
を
所
掌
す
る
総
合
調
整
幹 

 

政
策
・
財
務
局
長 

 

行
政
改
革
・
Ｉ
Ｃ
Ｔ
局
長 

 

地
域
経
営
局
長 

 
 

 
 

 
 

 
 

」 

  

規 
 

則 

 
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。 

 
 

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
委
員
長 

武 

笠 

正 

男 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
七
―
一
〇
二
九 

 
 

 

初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
（
埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
七
―
二
二
一
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

別
表
第
一
イ
の
表
中
「
副
報
道
長
」
を
削
り
、
「
本
庁
の
所
長
」
を
「
本
庁
の
所
長
」
に
、
「
危

機
対
策
幹
」
を 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
、
「
主
席
協
同
組
合
検
査
員
」
を 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

に
、
「
副
セ
ン
タ
ー
長
」
を
「
副
セ
ン
タ
ー
長
（
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
副
セ
ン
タ

ー
長
に
限
る
。
）
」
に
改
め
、
「
企
画
技
術
幹
」
を
削
り
、 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

を 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

に
、
「
契
約
局
長
」
を 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

に
、 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

を 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
、 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

を
「
特
に
困
難 

な
業
務
を
所
掌
す
る
総
合
調
整
幹
」
に
、 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

を
「
ス
ポ
ー
ツ
局
長
」
に
改 

め
る
。 

 

別
表
第
一
ニ
の
表
中
「
参
事
」
を 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
改
め
る
。 

「
危
機
対
策
幹 

 

児
童
虐
待
対
策
幹
」

み

 
 

 
 

 

」 

 
 

」 

 
「
本
庁
の
所
長 

 

副
報
道
長 

」 

  

「
主
席
協
同
組
合
検 

 

家
畜
衛
生
幹 

  

査
員 

 
 

」 

 

「
困
難
な
業
務
を
所
掌
す
る
総
合
調
整 

 

地
域
経
営
局
長 

  

幹 

 

」 

  

「
契
約
局
長 

 

環
境
未
来
局
長 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

地
域
包
括
ケ
ア
局 

 

  
  

長
」 

  

「
参
与 

 

議
会
事
務
局
副
事
務
局
長
」 

  

「
参
与 

 

副
セ
ン
タ
ー
長
（
産
業
技
術
総
合
セ
ン
タ
ー
の
副 

 

 

議
会
事
務
局
副
事
務
局
長 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

 

セ
ン
タ
ー
長
に
限
る
。
） 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

「
報
道
長 

 

特
に
困
難
な
業
務
を
所
掌
す
る
総
合
調
整
幹 

 

政
策
・
財
務
局
長 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」 

  

「
ス
ポ
ー
ツ
局
長 

 

地
域
包
括
ケ
ア
局
長
」 

  

「
参
事 

 

医
療
経
営
管
理
幹
」 

  



 

別
表
第
三
の
二
短
大
卒
の
部
１
短
大
三
卒
の
項
⑴
中
「
卒
業
」
の
下
に
「
又
は
専
門
職
大
学
の

修
業
年
限
三
年
の
前
期
課
程
の
修
了
」
を
、
同
部
２
短
大
二
卒
の
項
⑴
中
「
卒
業
」
の
下
に
「
又

は
専
門
職
大
学
の
修
業
年
限
二
年
の
前
期
課
程
の
修
了
」
を
加
え
る
。 

 
 

 
附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
第
一
イ
及
び
別
表
第
一
ニ
の
改
正

規
定
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 



規 
 

則 

 
住
居
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
委
員
長 

武 

笠 

正 

男 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
七
―
一
〇
三
〇 

 
 

 

住
居
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

住
居
手
当
に
関
す
る
規
則
（
埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
七
―
二
九
九
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。 

第
四
条
中
「
一
万
二
千
円
」
を
「
一
万
六
千
円
」
に
改
め
る
。 

第
十
二
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

（
令
和
三
年
四
月
一
日
に
お
け
る
届
出
の
特
例
） 

 

第
十
二
条 

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日
に
お
い
て
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正 

 

す
る
条
例
（
令
和
元
年
埼
玉
県
条
例
第
十
九
号
）
附
則
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
住
居
手
当
を
支 

 

給
さ
れ
て
い
る
職
員
で
あ
つ
て
、
同
年
四
月
一
日
に
お
い
て
も
引
き
続
き
当
該
住
居
手
当
に
係 

 

る
住
宅
を
借
り
受
け
、
家
賃
を
支
払
つ
て
い
る
も
の
の
う
ち
、
同
日
に
条
例
第
九
条
の
五
第
一 

 

項
各
号
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
令
和
二
年
三
月
三
十
一
日
に
お
い
て
支 

 

給
さ
れ
て
い
た
住
居
手
当
に
係
る
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
行
わ
れ
た
届
出
（
令
和
元
年 

 

改
正
条
例
附
則
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
住
居
手
当
に
関
す
る
規
則
（
埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則 

 

七
―
一
〇
三
二
）
第
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
行
わ
れ 

 

た
場
合
に
は
、
当
該
届
出
）
を
令
和
三
年
四
月
一
日
に
お
い
て
支
給
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
住
居 

 

手
当
に
係
る
同
項
の
規
定
に
よ
り
行
わ
れ
た
届
出
と
み
な
す
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 



規 
 

則 

 
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
委
員
長 

武 

笠 

正 

男 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
七
―
一
〇
三
一 

 
 

 

職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
規
則
（
埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
七
―
七
二
四
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
三
条
第
三
項
第
一
号
中
「
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
三
号
」
の
下
に
「
。
以
下
「
精
神

保
健
福
祉
法
」
と
い
う
。
」
を
加
え
る
。 

 

第
十
三
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

（
変
則
勤
務
手
当
） 

第
十
三
条 

条
例
第
二
十
条
第
一
項
の
委
員
会
規
則
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
職 

 

員
が
行
う
当
該
各
号
に
定
め
る
業
務
と
す
る
。 

 

一 

県
営
競
技
事
務
所
に
勤
務
す
る
職
員 

自
転
車
競
技
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
九 

 
 

号
）
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
自
転
車
競
走
の
実
施
に
関
す
る
業
務 

 

二 

婦
人
相
談
セ
ン
タ
ー
に
勤
務
す
る
職
員 

売
春
防
止
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
十
八 

 
 

号
）
第
三
十
四
条
第
三
項
第
三
号
に
規
定
す
る
要
保
護
女
子
の
一
時
保
護
又
は
配
偶
者
か
ら 

 
 

の
暴
力
の
防
止
及
び
被
害
者
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
三
十
一
号
） 

 
 

第
三
条
第
三
項
第
三
号
に
規
定
す
る
被
害
者
の
緊
急
時
に
お
け
る
安
全
の
確
保
及
び
一
時
保 

 
 

護
に
関
す
る
業
務 

 

三 

総
合
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
に
勤
務
す
る
生
活
支
援
員 

障
害
者
の
日
常
生
活 

 
 

及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
。 

 
 

以
下
「
障
害
者
総
合
支
援
法
」
と
い
う
。
）
第
五
条
第
十
項
に
規
定
す
る
施
設
入
所
支
援
に 

 
 

関
す
る
業
務 

 

四 

精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
に
勤
務
す
る
職
員 

障
害
者
総
合
支
援
法
第
五
条
第
十
二
項
に 

 
 

規
定
す
る
自
立
訓
練
及
び
同
条
第
八
項
に
規
定
す
る
短
期
入
所
を
行
う
自
立
訓
練
施
設
又
は 

 
 

精
神
保
健
福
祉
法
第
十
九
条
の
十
一
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
整
備
す
る
精
神
科
救
急
情
報
セ 

 
 

ン
タ
ー
に
関
す
る
業
務 

 

五 

児
童
相
談
所
に
勤
務
す
る
職
員 

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
） 

 
 

第
十
一
条
第
一
項
第
二
号
ホ
に
規
定
す
る
児
童
の
一
時
保
護
に
関
す
る
業
務 

２ 

条
例
第
二
十
条
第
三
項
の
委
員
会
規
則
で
定
め
る
業
務
は
、
前
項
第
三
号
に
掲
げ
る
も
の
と 

 

す
る
。 

 
 

 

附 

則 



 

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 



規 
 

則 

 
令
和
元
年
改
正
条
例
附
則
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
住
居
手
当
に
関
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。 

 
 

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
委
員
長 

武 

笠 

正 

男 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
七
―
一
〇
三
二 

 
 

 

令
和
元
年
改
正
条
例
附
則
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
住
居
手
当
に
関
す
る
規
則 

（
適
用
を
受
け
る
職
員
） 

第
一
条 

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
令
和
元
年
埼
玉
県
条
例
第 

 

十
九
号
。
以
下
「
改
正
条
例
」
と
い
う
。
）
附
則
第
五
項
の
埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め 

 

る
職
員
は
、
改
正
条
例
第
二
条
の
規
定
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
令 

 

和
三
年
三
月
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
七
年
埼
玉
県 

 

条
例
第
十
九
号
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
給
与
条
例
」
と
い
う
。
）
の
適
用
を
受 

 

け
な
い
県
費
支
弁
の
常
勤
の
職
員
で
あ
っ
た
者
か
ら
引
き
続
き
新
た
に
職
員
と
な
っ
た
者
の
う 

 

ち
、
施
行
日
の
前
日
に
お
い
て
改
正
条
例
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
給
与
条
例
（
以
下 

 

「
改
正
前
給
与
条
例
」
と
い
う
。
）
第
九
条
の
五
の
規
定
を
適
用
す
る
と
し
た
な
ら
ば
支
給
さ 

 

れ
る
こ
と
と
な
る
住
居
手
当
の
月
額
が
二
千
円
を
超
え
る
職
員
と
す
る
。 

（
適
用
除
外
職
員
） 

第
二
条 

改
正
条
例
附
則
第
五
項
の
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
員
は
、
次
に
掲
げ
る
職
員
と
す
る
。 

 

一 

施
行
日
の
前
日
に
お
い
て
改
正
前
給
与
条
例
第
九
条
の
五
第
一
項
第
一
号
に
該
当
し
て
い 

 
 

た
職
員
又
は
同
日
に
お
い
て
同
条
の
規
定
を
適
用
す
る
と
し
た
な
ら
ば
同
号
に
該
当
す
る
こ 

 
 

と
と
な
る
職
員
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
職
員
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の 

 
 

イ 

給
与
条
例
第
九
条
の
五
の
規
定
を
適
用
す
る
と
し
た
な
ら
ば
新
た
に
同
条
第
一
項
第
二 

 
 

 

号
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
る
職
員 

 
 

ロ 

改
正
前
給
与
条
例
第
九
条
の
五
の
規
定
を
適
用
す
る
と
し
た
な
ら
ば
同
条
第
一
項
第
一 

 
 

 

号
に
該
当
し
な
い
こ
と
と
な
る
職
員 

 

二 

施
行
日
の
前
日
に
お
い
て
改
正
前
給
与
条
例
第
九
条
の
五
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該 

 
 

当
し
て
い
た
職
員
又
は
同
日
に
お
い
て
同
条
の
規
定
を
適
用
す
る
と
し
た
な
ら
ば
同
項
各
号 

 
 

の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
こ
と
と
な
る
職
員
で
あ
っ
て
、
同
条
の
規
定
を
適
用
す
る
と
し
た 

 
 

な
ら
ば
同
項
各
号
の
い
ず
れ
か
又
は
全
て
に
該
当
し
な
い
こ
と
と
な
る
職
員 

三 

改
正
条
例
附
則
第
五
項
に
規
定
す
る
旧
手
当
額
が
二
千
円
以
下
と
な
る
職
員 

四 

前
各
号
に
掲
げ
る
職
員
に
準
ず
る
職
員
と
し
て
埼
玉
県
人
事
委
員
会
（
次
条
及
び
第
七
条 

 

に
お
い
て
「
人
事
委
員
会
」
と
い
う
。
）
が
定
め
る
職
員 

（
家
賃
の
月
額
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合
の
旧
手
当
額
） 



第
三
条 

改
正
条
例
附
則
第
五
項
の
委
員
会
規
則
で
定
め
る
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の 

 
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
を
基
礎
と
し
て
改
正
前
給
与
条
例
第
九
条
の
五
第
二
項 

 
の
規
定
に
よ
り
算
出
さ
れ
る
住
居
手
当
の
月
額
に
相
当
す
る
額
と
す
る
。 

 

一 
変
更
後
の
家
賃
の
月
額
が
当
該
変
更
前
に
支
給
さ
れ
て
い
た
改
正
条
例
附
則
第
五
項
の
規 

 
 

定
に
よ
る
住
居
手
当
の
月
額
又
は
当
該
変
更
前
に
同
項
の
規
定
を
適
用
す
る
と
し
た
な
ら
ば 

 
 

支
給
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
住
居
手
当
の
月
額
の
算
出
の
基
礎
と
な
っ
た
家
賃
の
月
額
（
以
下 

 
 

こ
の
号
及
び
次
号
に
お
い
て
「
旧
家
賃
月
額
」
と
い
う
。
）
よ
り
高
い
場
合
（
第
三
号
に
掲 

 
 

げ
る
場
合
を
除
く
。
） 
旧
家
賃
月
額 

 

二 

変
更
後
の
家
賃
の
月
額
が
旧
家
賃
月
額
よ
り
低
い
場
合
（
次
号
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。
）  

 
 

 

変
更
後
の
家
賃
の
月
額 

 

三 

施
行
日
の
前
日
に
お
い
て
改
正
前
給
与
条
例
第
九
条
の
五
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該 

 
 

当
し
て
い
た
場
合
又
は
同
日
に
お
い
て
同
条
の
規
定
を
適
用
す
る
と
し
た
な
ら
ば
同
項
各
号 

 
 

の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
こ
と
と
な
る
場
合 
人
事
委
員
会
が
定
め
る
額 

 

（
確
認
及
び
決
定
） 

第
四
条 

任
命
権
者
（
そ
の
委
任
を
受
け
た
者
を
含
む
。
）
は
、
施
行
日
の
前
日
に
改
正
前
給
与 

 

条
例
第
九
条
の
五
の
規
定
に
よ
り
支
給
さ
れ
て
い
た
住
居
手
当
に
係
る
事
実
（
令
和
二
年
三
月 

 

二
日
か
ら
施
行
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
当
該
住
居
手
当
に
係
る
家
賃
の
月
額
の
変
更
を
含
む
。
） 

 

を
住
居
手
当
に
関
す
る
規
則
（
埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
七
―
二
九
九
。
第
六
条
に
お
い
て
「
住 

 

居
手
当
規
則
」
と
い
う
。
）
第
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
住
居
手
当
認
定
簿
そ
の
他
の
資
料
に 

 

よ
り
確
認
し
、
当
該
住
居
手
当
を
受
け
て
い
た
職
員
が
改
正
条
例
附
則
第
五
項
の
職
員
た
る
要 

 

件
を
具
備
す
る
場
合
は
、
そ
の
者
に
支
給
す
べ
き
同
項
の
規
定
に
よ
る
住
居
手
当
の
月
額
を
決 

 

定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
支
給
の
始
期
及
び
終
期
） 

第
五
条 

改
正
条
例
附
則
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
住
居
手
当
の
支
給
は
、
職
員
が
新
た
に
同
項
の 

 

職
員
た
る
要
件
を
具
備
す
る
に
至
っ
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
（
そ
の
日
が
月
の
初
日
で
あ
る 

 

と
き
は
、
そ
の
日
の
属
す
る
月
）
か
ら
開
始
し
、
職
員
が
同
項
の
職
員
た
る
要
件
を
欠
く
に
至 

 

っ
た
日
の
属
す
る
月
（
そ
の
日
が
月
の
初
日
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
日
の
属
す
る
月
の
前
月
） 

 

又
は
令
和
三
年
三
月
の
い
ず
れ
か
早
い
月
を
も
っ
て
終
わ
る
。
た
だ
し
、
次
条
に
お
い
て
準
用 

 

す
る
住
居
手
当
規
則
第
六
条
第
一
項
前
段
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
こ
れ
に
係
る
事
実
の
生
じ
た 

 

日
か
ら
十
五
日
を
経
過
し
た
後
に
さ
れ
た
場
合
に
お
け
る
当
該
住
居
手
当
の
支
給
の
開
始
に
つ 

 

い
て
は
、
そ
の
届
出
を
受
理
し
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
（
そ
の
日
が
月
の
初
日
で
あ
る
と
き 

 

は
、
そ
の
日
の
属
す
る
月
）
か
ら
行
う
も
の
と
す
る
。 

 

（
住
居
手
当
規
則
の
準
用
） 

第
六
条 

住
居
手
当
規
則
第
六
条
か
ら
第
十
条
ま
で
（
第
九
条
第
一
項
を
除
く
。
）
の
規
定
は
、 



 

改
正
条
例
附
則
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
住
居
手
当
の
支
給
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に 

 
お
い
て
、
住
居
手
当
規
則
第
六
条
第
一
項
中
「
新
た
に
条
例
第
九
条
の
五
第
一
項
」
と
あ
る
の 

 
は
「
令
和
元
年
改
正
条
例
附
則
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
住
居
手
当
に
関
す
る
規
則
（
埼
玉
県
人 

 

事
委
員
会
規
則
七
―
一
〇
三
二
）
第
一
条
に
規
定
す
る
職
員
で
あ
つ
て
、
新
た
に
職
員
の
給
与 

 

に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
令
和
元
年
埼
玉
県
条
例
第
十
九
号
）
附
則
第
五 

 

項
」
と
、
住
居
手
当
規
則
第
七
条
第
二
項
中
「
前
項
」
と
あ
る
の
は
「
令
和
元
年
改
正
条
例
附 

 

則
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
住
居
手
当
に
関
す
る
規
則
（
埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
七
―
一
〇
三 

 

二
）
第
四
条
又
は
前
項
」
と
、
住
居
手
当
規
則
第
九
条
第
二
項
中
「
改
定
す
る
。
前
項
た
だ
し 

 

書
の
規
定
は
、
住
居
手
当
の
月
額
を
増
額
し
て
改
定
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
」
と
あ
る 

 

の
は
「
改
定
す
る
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
雑
則
） 

第
七
条 

こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
改
正
条
例
附
則
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
住
居
手
当 

 

の
支
給
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
人
事
委
員
会
が
定
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 

 



規 
 

則 

 
管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
委
員
長 

武 

笠 

正 

男 
 

 
 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
一
二
―
一
三
五 

 
 

 

管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
（
埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
一
二
―
六
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

「
政
策
・
財
務
局 

 

別
表
知
事
及
び
会
計
管
理
者
本
庁
の
項
職
の
欄
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

を 

行
政
改
革
・
Ｉ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

地
域
経
営
局
長 

長 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

「
ス
ポ
ー
ツ
局
長 

Ｃ
Ｔ
局
長 

に
改
め
、 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

を 
環
境
未
来
局
長 

 
 

に
改
め
、 

 
 

 
 

」 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

地
域
包
括
ケ
ア
局
長
」 

 
 

 
 

 
 

「
危
機
対
策
幹 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

「
主
席
協
同
組 

 
 

 
 

 

を 

児
童
虐
待
対
策
幹 

に
改
め
、 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

を 

家
畜
衛
生
幹 

 
 

 
 

 
 

 

感
染
症
対
策
幹 

」 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

副
参
事 

合
検
査
員 

 
 

 
 

 

に
改
め
、
同
表
知
事
及
び
会
計
管
理
者
地
域
機
関
環
境
科
学
国
際
セ
ン
タ
ー
の
項
職 

 
 

 
 

」 

の
欄
中
「
総
長
」
を
「
セ
ン
タ
ー
長
」
に
改
め
、
同
表
知
事
及
び
会
計
管
理
者
地
域
機
関
総
合
リ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

「
副
局
長 

ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
の
項
職
の
欄
中 
 

 
 

 
 

 
 

 

を 

医
療
経
営
管
理
幹 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

医
療
安
全
管
理
幹
」 

に
改
め
、
同
表
知
事
及
び
会
計
管
理
者
地
域
機
関
総
合
技
術
セ
ン
タ
ー
の
項
職
の
欄
中
「
企
画
技

術
幹
」
を
削
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

「
政
策
・
財
務
局
長 

 

地
域
経
営
局
長 

」 

「
ス
ポ
ー
ツ
局
長 

 

地
域
包
括
ケ
ア
局
長
」 

「
危
機 

 

感
染 

対
策
幹 

症
対
策
幹
」 

「
主
席
協
同
組
合
検
査
員 

 

副
参
事 

 
 

 
 

 

」 

「
副
局
長 

 

医
療
安
全
管
理
幹
」 



訓

令 

埼
玉
県
訓
令
第
一
号 

本 
 

 
 

 

庁 

地 

域 

機 

関 

副
知
事
の
担
任
事
務
に
関
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

 
 

 

副
知
事
の
担
任
事
務
に
関
す
る
訓
令 

１ 

副
知
事
の
担
任
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
議
会
と
の
連
絡
調
整
に
つ
い
て

は
共
同
し
て
担
任
す
る
も
の
と
し
、
全
庁
的
に
推
進
す
る
事
務
等
で
知
事
が
特
に
指
定
す
る
も

の
に
つ
い
て
は
別
に
定
め
る
副
知
事
が
担
任
す
る
も
の
と
す
る
。 

 
 

副
知
事 

砂
川
裕
紀 

 
 

 

企
画
財
政
部
（
交
通
政
策
課
を
除
く
。
）
、
総
務
部
、
環
境
部
、
福
祉
部
、
保
健
医
療
部

及
び
会
計
管
理
者
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
こ
と
並
び
に
病
院
局
、
教
育
委
員
会
、
選
挙
管
理

委
員
会
、
監
査
委
員
及
び
人
事
委
員
会
と
の
連
絡
調
整
に
関
す
る
こ
と
。 

 
 

副
知
事 

橋
本
雅
道 

 
 

 

企
画
財
政
部
（
交
通
政
策
課
に
限
る
。
）
、
県
民
生
活
部
、
危
機
管
理
防
災
部
、
産
業
労

働
部
、
農
林
部
、
県
土
整
備
部
及
び
都
市
整
備
部
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
こ
と
並
び
に
企
業

局
、
下
水
道
局
、
公
安
委
員
会
、
労
働
委
員
会
及
び
収
用
委
員
会
と
の
連
絡
調
整
に
関
す
る

こ
と
。 

２ 

前
項
の
担
任
事
務
に
つ
い
て
疑
義
が
生
じ
た
と
き
は
、
知
事
が
こ
れ
を
裁
定
す
る
。 

 
 

 

附 

則 

１ 

こ
の
訓
令
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

副
知
事
の
担
任
事
務
に
関
す
る
訓
令
（
平
成
二
十
九
年
埼
玉
県
訓
令
第
一
号
）
は
、
廃
止
す

る
。 



訓

令 

埼
玉
県
訓
令
第
二
号 

本 
 

 
 

 
 

 
 

 

庁 

地

域

機

関 

埼
玉
県
労
働
委
員
会
事
務
局 

埼
玉
県
収
用
委
員
会
事
務
局 

埼
玉
県
職
員
服
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

 
 

 

埼
玉
県
職
員
服
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

 

埼
玉
県
職
員
服
務
規
程
（
昭
和
四
十
二
年
埼
玉
県
訓
令
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。 

 

第
二
条
第
一
項
第
二
号
中
「
政
策
・
財
務
局
長
」
の
下
に
「
、
行
政
改
革
・
Ｉ
Ｃ
Ｔ
局
長
」
を
、

「
ス
ポ
ー
ツ
局
長
」
の
下
に
「
、
環
境
未
来
局
長
」
を
加
え
る
。 

 

第
十
二
条
の
四
を
削
る
。 

 

第
十
二
条
の
三
第
一
項
中
「
様
式
第
十
一
号
の
三
」
を
「
様
式
第
十
一
号
の
四
」
に
改
め
、
同

条
第
二
項
中
「
前
条
第
二
項
」
を
「
第
十
二
条
の
二
第
二
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
二
条
の
四

と
し
、
第
十
二
条
の
二
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

 

（
修
学
部
分
休
業
の
変
更
承
認
申
請
） 

第
十
二
条
の
三 

修
学
部
分
休
業
を
し
て
い
る
職
員
は
、
現
に
承
認
を
受
け
て
い
る
修
学
部
分
休

業
の
一
部
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
修
学
部
分
休
業
変
更
承
認
申
請
書
（
様

式
第
十
一
号
の
三
）
を
所
属
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

前
条
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
に
規
定
す
る
申
請
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

 

様
式
第
十
一
号
の
二
の
（
注
）
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

    

様
式
第
十
一
号
の
二
に
別
紙
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 
 

 
 

 
 
５

 
修
学
部
分
休
業
の
承
認
の
取
消
し
を
申
請
す
る
場
合
は
、
総
務
事
務
シ
ス
テ
ム
に

 

 
 

 
 

 
よ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
こ
れ
に
よ
り
難
い
場
合
は
、
別
紙
に
記
入
し
、
申
請
す
る
こ

 

 
 

 
 

 
と
が
で
き
る
。

 

 



別紙 

 

 

 

 承 認 
申請

者印 

修 学 部 分 休 業 の 承 認 の 

取 消 し を 申 請 す る 時 間 
時間数 備考  

 
所属

長 
   月日 午 前 午 後    

      ・ 
 時 分から 

 時 分まで 

 時 分から 

 時 分まで 

時間 

分 
  

      ・ 
 時 分から 

 時 分まで 

 時 分から 

 時 分まで 

時間 

分 
  

      ・ 
 時 分から 

 時 分まで 

 時 分から 

 時 分まで 

時間 

分 
  

      ・ 
 時 分から 

 時 分まで 

 時 分から 

 時 分まで 

時間 

分 
  

      ・ 
 時 分から 

 時 分まで 

 時 分から 

 時 分まで 

時間 

分 
  

      ・ 
 時 分から 

 時 分まで 

 時 分から 

 時 分まで 

時間 

分 
  

      ・ 
 時 分から 

 時 分まで 

 時 分から 

 時 分まで 

時間 

分 
  

      ・ 
 時 分から 

 時 分まで 

 時 分から 

 時 分まで 

時間 

分 
  

      ・ 
 時 分から 

 時 分まで 

 時 分から 

 時 分まで 

時間 

分 
  

      ・ 
 時 分から 

 時 分まで 

 時 分から 

 時 分まで 

時間 

分 
  

      ・ 
 時 分から 

 時 分まで 

 時 分から 

 時 分まで 

時間 

分 
  

      ・ 
 時 分から 

 時 分まで 

 時 分から 

 時 分まで 

時間 

分 
  

      ・ 
 時 分から 

 時 分まで 

 時 分から 

 時 分まで 

時間 

分 
  

      ・ 
 時 分から 

 時 分まで 

 時 分から 

 時 分まで 

時間 

分 
  

（注）承認欄の職名等は適宜変更又は増減できること。 



 

様
式
第
十
一
号
の
四
を
削
る
。 

 

様
式
第
十
一
号
の
三
中
「 

 
 

 
 

 

」
を
「 

 
 

 
 

 

」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式

第
十
一
号
の
四
と
し
、
様
式
第
十
一
号
の
二
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。 

    
 

第
１
２
条
の
３

 
第
１
２
条
の
４

 



様式第１１号の３（第１２条の３関係） 

 

修学部分休業変更承認申請書              

年  月  日  

 埼玉県知事 様 

                     所属所名  

                     職  名  氏       名㊞ 

次のとおり修学部分休業の変更の承認を申請します。 

１ 教育施設名  

２ 申 請 期 間  

３ 変 更 理 由  

４ 変 更 後 の 

  休 業 時 間 

年  月  日から    年  月  日まで 

 時  分～ 時  分 水 時  分～ 時  分 

月 時  分～ 時  分 木 時  分～ 時  分 

火 時  分～ 時  分 金 時  分～ 時  分 

年  月  日から    年  月  日まで 

 時  分～ 時  分 水 時  分～ 時  分 

月 時  分～ 時  分 木 時  分～ 時  分 

火 時  分～ 時  分 金 時  分～ 時  分 

年  月  日から    年  月  日まで 

 時  分～ 時  分 水 時  分～ 時  分 

月 時  分～ 時  分 木 時  分～ 時  分 

火 時  分～ 時  分 金 時  分～ 時  分 

年  月  日から    年  月  日まで 

 時  分～ 時  分 水 時  分～ 時  分 

月 時  分～ 時  分 木 時  分～ 時  分 

火 時  分～ 時  分 金 時  分～ 時  分 

５ 備 考  

（注）この申請書には、この申請に係る事実を証明する書類等を添付すること
（写しでも可）。 

 

毎日 

毎日 

毎日 

毎日 



 

様
式
第
十
三
号
の
四
（
表
）
の
（
注
）
２
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

    

様
式
第
十
三
号
の
四
（
裏
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

 
 

 
 
２

 
部
分
休
業
の
承
認
の
取
消
し
を
請
求
す
る
場
合
は
、
総
務
事
務
シ
ス
テ
ム
に
よ
る

 

 
 

 
 

 
こ
と
。
た
だ
し
、
こ
れ
に
よ
り
難
い
場
合
は
、
裏
面
に
記
入
し
、
請
求
す
る
こ
と
が

 

 
 

 
 

 
で
き
る
。

 

 



裏 

 

 承 認 
請求

者印 

部分休業の承認の取消しを請求する時間 

時間数 備考 

 

 
決裁

権者 
   月日 午 前 午 後  

      ・ 
 時 分から 

 時 分まで 

 時 分から 

 時 分まで 

時間 

分 
  

      ・ 
 時 分から 

 時 分まで 

 時 分から 

 時 分まで 

時間 

分 
  

      ・ 
 時 分から 

 時 分まで 

 時 分から 

 時 分まで 

時間 

分 
  

      ・ 
 時 分から 

 時 分まで 

 時 分から 

 時 分まで 

時間 

分 
  

      ・ 
 時 分から 

 時 分まで 

 時 分から 

 時 分まで 

時間 

分 
  

      ・ 
 時 分から 

 時 分まで 

 時 分から 

 時 分まで 

時間 

分 
  

      ・ 
 時 分から 

 時 分まで 

 時 分から 

 時 分まで 

時間 

分 
  

      ・ 
 時 分から 

 時 分まで 

 時 分から 

 時 分まで 

時間 

分 
  

      ・ 
 時 分から 

 時 分まで 

 時 分から 

 時 分まで 

時間 

分 
  

      ・ 
 時 分から 

 時 分まで 

 時 分から 

 時 分まで 

時間 

分 
  

      ・ 
 時 分から 

 時 分まで 

 時 分から 

 時 分まで 

時間 

分 
  

      ・ 
 時 分から 

 時 分まで 

 時 分から 

 時 分まで 

時間 

分 
  

      ・ 
 時 分から 

 時 分まで 

 時 分から 

 時 分まで 

時間 

分 
  

      ・ 
 時 分から 

 時 分まで 

 時 分から 

 時 分まで 

時間 

分 
  

（注）承認欄の職名等は適宜変更又は増減できること。 

 

 



 
 

 

附 

則 

 

こ
の
訓
令
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 



訓

令 

埼
玉
県
訓
令
第
三
号 

本

庁 
 

 
 

地

域

機

関 
 

 
 

埼
玉
県
労
働
委
員
会
事
務
局 

 
 

 

埼
玉
県
収
用
委
員
会
事
務
局 

 
 

 

職
員
の
勤
務
時
間
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

 
 

 

職
員
の
勤
務
時
間
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

 

職
員
の
勤
務
時
間
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
二
十
七
年
埼
玉
県
訓
令
第
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
一
条
の
二
第
五
項
中
「
又
は
第
二
項
第
二
号
本
文
」
を
削
る
。 

附
則
第
五
項
中
「
勤
務
時
間
」
の
下
に
「
及
び
休
憩
時
間
」
を
加
え
る
。 

附
則
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

９ 

障
害
の
あ
る
職
員
の
う
ち
、
知
事
の
指
定
す
る
も
の
の
勤
務
時
間
及
び
休
憩
時
間
に
つ
い
て

は
、
第
一
条
及
び
別
表
（
休
憩
時
間
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
知
事

が
別
に
定
め
る
。 

 

別
表
雇
用
労
働
課
の
項
職
員
の
欄
中 

 
 

 
 

 
 

 

を
削
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
訓
令
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

「
労
働
相
談
又
は
」

 



訓

令 

埼
玉
県
訓
令
第
四
号 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

本

庁 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

地

域

機

関 

技
能
職
員
の
勤
務
時
間
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

技
能
職
員
の
勤
務
時
間
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

 

技
能
職
員
の
勤
務
時
間
等
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
四
十
四
年
埼
玉
県
訓
令
第
五
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

附
則
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

３ 

障
害
の
あ
る
技
能
職
員
の
う
ち
、
知
事
の
指
定
す
る
も
の
の
休
憩
時
間
に
つ
い
て
は
、
別
表

（
休
憩
時
間
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
別
に
定
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
訓
令
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 



中 

「 「 

」 「 を 

「 「 

に
改
め
る
。 

」 「 

訓

令 

埼
玉
県
訓
令
第
五
号 

本 
 

 
 

 

庁 

地 

域 

機 

関 

埼
玉
県
文
書
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

 
 

 

埼
玉
県
文
書
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

 

埼
玉
県
文
書
管
理
規
程
（
平
成
十
三
年
埼
玉
県
訓
令
第
二
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改 

正
す
る
。 

 

第
二
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

 

（
最
高
文
書
管
理
責
任
者
） 

第
二
条
の
二 

規
則
第
四
条
第
一
項
の
最
高
文
書
管
理
責
任
者
は
、
総
務
部
人
財
政
策
局
長
を
も

っ
て
充
て
る
。 

２ 

最
高
文
書
管
理
責
任
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
統
括
す
る
。 

 

一 

文
書
等
の
管
理
に
係
る
企
画
及
び
立
案
に
関
す
る
こ
と
。 

 

二 

文
書
等
の
管
理
に
係
る
研
修
に
関
す
る
こ
と
。 

 

三 

文
書
等
の
管
理
に
係
る
調
査
に
関
す
る
こ
と
。 

 

四 

文
書
等
の
管
理
に
係
る
指
導
及
び
助
言
に
関
す
る
こ
と
。 

 

五 

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
文
書
等
の
管
理
に
関
す
る
こ
と
。 

 

第
三
条
第
一
項
中
「
第
四
条
第
二
項
」
を
「
第
四
条
第
三
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
第
二
号

中
「
第
四
条
第
三
項
」
を
「
第
四
条
第
四
項
」
に
、「
同
条
第
四
項
」
を
「
同
条
第
五
項
」
に
改
め

る
。 

 

 

別
表
課
の
文
書
記
号
の
表
ラ
グ
ビ
ー
ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ
二
千
十
九
大
会
課
の
項
を
削
り
、
同
表 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

別
表
所
の
文
書
記
号
の
表
埼
玉
県
西
関
東
連
絡
道
路
建
設
事
務
所
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加

え
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
訓
令
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

消
防
防
災
課 

消 

 

災
害
対
策
課 

消
防
課 

 

  

災
対 

消
防 

 

埼
玉
県
鉄
道
高
架
建
設
事
務
所 

鉄
高
建 

 



訓

令 

埼
玉
県
訓
令
第
六
号 

本 
 

 
 

 

庁 

地 

域 

機 

関 

埼
玉
県
公
印
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

 
 

 

埼
玉
県
公
印
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

 

埼
玉
県
公
印
規
程
（
昭
和
三
十
五
年
埼
玉
県
訓
令
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

 
 
 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
訓
令
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

「
 

別
表
中 

」 

を 

「
 

」 

に
改
め
る
。 

 
 

消
防
防
災
課
長

 

 

消
 
防

 
課

 
長

 

 



訓 
 

令 

埼
玉
県
訓
令
第
七
号 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

本

庁 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼

玉

県

消

防

学

校

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
防
災
航
空
セ
ン
タ
ー 

埼
玉
県
消
防
関
係
職
員
の
服
制
及
び
制
服
の
貸
与
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を

次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

 
 

 

埼
玉
県
消
防
関
係
職
員
の
服
制
及
び
制
服
の
貸
与
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓 

 
 

 

令 

 

埼
玉
県
消
防
関
係
職
員
の
服
制
及
び
制
服
の
貸
与
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
五
十
八
年
埼
玉
県
訓

令
第
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
一
条
中
「
危
機
管
理
防
災
部
消
防
防
災
課
」
を
「
危
機
管
理
防
災
部
消
防
課
の
職
員
、
危
機

管
理
防
災
部
災
害
対
策
課
」
に
改
め
る
。 

第
三
条
第
二
項
中
「
埼
玉
県
危
機
管
理
防
災
部
消
防
防
災
課
長
」
を
「
埼
玉
県
危
機
管
理
防
災

部
消
防
課
長
、
埼
玉
県
危
機
管
理
防
災
部
災
害
対
策
課
長
」
に
改
め
る
。 

      

別
表
第
一
の
図
二
中 

          

管
理
課
、

 

課
、
災

 

策
課
及

 

学
保
安

 

「
危
機
管
理
課

 

 
長
、
消
防
課

 

 
長
、
災
害
対

 

 
策
課
長
、
化

 

 
学
保
安
課
長
、
 

 
消
防
学
校
長

 

 
及
び
防
災
航

 

 
空
セ
ン
タ
ー

 

 
所
長
又
は
こ

 

 
れ
ら
に
相
当

 

 
す
る
職
に
あ

 

 
る
者

 
 

 
」
 

を 

に
、 

を 「
危
機

 

 
消
防

 

 
害
対

 

 
び
化

 

 
課
の

 

 
消
防

 

 
担
当

 

 
び
に

 

 
空
セ

 

 
の
隊

 

 
こ
れ

 

 
当
す

 

 
あ
る

 
 

 

「
危
機
管
理
課

 

 
長
、
消
防
防

 

 
災
課
長
、
化

 

 
学
保
安
課
長
、
 

 
消
防
学
校
長

 

 
及
び
防
災
航

 

 
空
セ
ン
タ
ー

 

 
所
長
又
は
こ

 

 
れ
ら
に
相
当

 

 
す
る
職
に
あ

 

 
る
者

 
 

 
」
 

「
危
機
管
理
課
、
 

 
消
防
防
災
課

 

 
及
び
化
学
保

 

 
安
課
の
主
幹
、
 

 
消
防
学
校
の

 

 
担
当
部
長
並

 

 
び
に
防
災
航

 

 
空
セ
ン
タ
ー

 

 
の
隊
長
又
は

 

 
こ
れ
ら
に
相

 

 
当
す
る
職
に

 

 
あ
る
者

 
 
」
 

「
危
機
管
理
課
、
 

 
消
防
防
災
課
、
 

 
 

 
 

「
危
機
管
理
課
、
 

 
消
防
防
災
課

 

 
及
び
化
学
保

 

 
安
課
の
主
査

 

 
 

 

「
危
機
管
理
課
、
 

 
消
防
課
、
災

 

 
 
害
対
策
課
及

 

 
 
び
化
学
保
安

 

「
危
機
管
理
課
、
 

 
消
防
課
、
災

 

 
 

 
 



                           
 

 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
訓
令
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

   

 

に
、 

を 

に
、 

主
幹
、

 

学
校
の

 

部
長
並

 

防
災
航

 

ン
タ
ー

 

長
又
は

 

ら
に
相

 

る
職
に

 

者
 

 
」
 

を  
課
の
主
査
並

 

 
び
に
消
防
学

 

 
校
及
び
防
災

 

 
航
空
セ
ン
タ

 

 
ー
の
担
当
課

 

 
長
又
は
こ
れ

 

 
ら
に
相
当
す

 

 
る
職
に
あ
る

 

 
者

 
 

 
 
」
 

 

 
並
び
に
消
防

 

 
学
校
及
び
防

 

 
災
航
空
セ
ン

 

 
タ
ー
の
担
当

 

 
課
長
又
は
こ

 

 
れ
ら
に
相
当

 

 
す
る
職
に
あ

 

 
る
者

 
 

 
」
 

に
、 

課
長
、
災

 

安
課
長
、

 

航
空
セ
ン

 

に
相
当
す

 

 
 

 
 
」

 

 

「
危
機
管
理
課
、
消
防
防
災
課
及
び

 

 
化
学
保
安
課
の
主
幹
、
消
防
学
校

 

 
の
担
当
部
長
並
び
に
防
災
航
空
セ

 

 
ン
タ
ー
の
隊
長
又
は
こ
れ
ら
に
相

 

 
当
す
る
職
に
あ
る
者

 
 

 
 

 
」

 

を 「
危
機
管
理
課
、
消
防
課
、
災
害
対
策

 

 
課
、
化
学
保
安
課
、
消
防
学
校
及
び

 

 
防
災
航
空
セ
ン
タ
ー
の
主
任
、
主
事

 

 
及
び
技
師

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
」

 

」
 

機
管
理
課
、
消
防
防
災
課
、
化

 

保
安
課
、
消
防
学
校
及
び
防
災

 

空
セ
ン
タ
ー
の
主
任
、
主
事
及

 

技
師

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
」
 

」
 

「
危
機
管
理
課
、
消
防
課
、
災
害
対
策

 

 
課
及
び
化
学
保
安
課
の
主
査
並
び
に

 

 
消
防
学
校
及
び
防
災
航
空
セ
ン
タ
ー

 

 
の
担
当
課
長
又
は
こ
れ
ら
に
相
当
す

 

 
る
職
に
あ
る
者

 
 

 
 

 
 

 
 
」

 

      
 

 
 

 
 

 
 

 
」

 

に
、 「

危
機
管
理
課
、
消
防
防
災
課
及
び

 

 
化
学
保
安
課
の
主
査
並
び
に
消
防

 

 
学
校
及
び
防
災
航
空
セ
ン
タ
ー
の

 

 
担
当
課
長
又
は
こ
れ
ら
に
相
当
す

 

 
る
職
に
あ
る
者

 
 

 
 

 
 

 
」

 

を 

「
危
機
管
理
課
、
消
防
課
、
災
害
対

 

 
策
課
及
び
化
学
保
安
課
の
主
幹
、

 

 
消
防
学
校
の
担
当
部
長
並
び
に
防

 

 
災
航
空
セ
ン
タ
ー
の
隊
長
又
は
こ

 

 
れ
ら
に
相
当
す
る
職
に
あ
る
者

 
」
 

   

「
危

 

 
学

 

 
航

 

 
び

 

」
 

に
改
め
る
。 

 
化
学
保
安
課
、
 

 
消
防
学
校
及

 

 
び
防
災
航
空

 

 
セ
ン
タ
ー
の

 

 
主
任
、
主
事

 

 
及
び
技
師

 
」
 

 
害
対
策
課
、

 

 
化
学
保
安
課
、
 

 
消
防
学
校
及

 

 
び
防
災
航
空

 

 
セ
ン
タ
ー
の

 

 
主
任
、
主
事

 

 
及
び
技
師

 
」
 

を 

に
、 

を 

に
改
め
、
同
表
の
図
十
三
中 「

危
機
管
理
課
長
、
消
防
防
災
課
長
、
 

 
化
学
保
安
課
長
、
消
防
学
校
長
及

 

 
び
防
災
航
空
セ
ン
タ
ー
所
長
又
は

 

 
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
職
に
あ
る
者
」
 

 

「
危
機
管
理
課
長
、
消
防

 

 
害
対
策
課
長
、
化
学
保

 

 
消
防
学
校
長
及
び
防
災

 

 
タ
ー
所
長
又
は
こ
れ
ら

 

 
る
職
に
あ
る
者

 
 

 



訓

令 

埼
玉
県
訓
令
第
八
号 

環

境

部 

環
境
管
理
事
務
所 

埼
玉
県
鳥
獣
保
護
管
理
員
設
置
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

 
 

 

埼
玉
県
鳥
獣
保
護
管
理
員
設
置
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

埼
玉
県
鳥
獣
保
護
管
理
員
設
置
規
程
（
昭
和
三
十
九
年
埼
玉
県
訓
令
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
二
条
の
見
出
し
を
「
（
任
命
）
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
委
嘱
す
る
」
を
「
任
命
す
る
」

に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
委
嘱
」
を
「
任
命
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
を
削
る
。 

 

第
三
条
中
「
第
五
条
」
の
下
に
「
及
び
第
六
条
」
を
加
え
る
。 

 

第
四
条
第
三
項
中
「
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
任
期
が
満
了
し
た
と
き
、
又
は
同
条
第
三

項
の
規
定
に
よ
り
解
嘱
さ
れ
た
」
を
「
保
護
管
理
員
で
な
く
な
つ
た
」
に
改
め
る
。 

 

第
五
条
を
第
六
条
と
し
、
第
四
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

 

（
従
事
予
定
） 

第
五
条 

保
護
管
理
員
は
、
そ
の
職
務
に
従
事
す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
日
等
に
つ
い
て
、
知
事

が
別
に
定
め
る
様
式
の
職
務
従
事
予
定
表
に
所
定
の
事
項
を
記
入
し
、
そ
の
職
務
に
従
事
す
る

こ
と
が
見
込
ま
れ
る
日
の
属
す
る
月
の
前
月
の
七
日
ま
で
に
こ
れ
を
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
指

揮
監
督
を
受
け
る
課
長
又
は
所
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

別
記
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 



別記様式（第６条関係） 

 

     年  月分 鳥獣保護管理員職務報告書（月報） 

 

氏名            

      

勤務については、次のとおりです。 

 各勤務日の活動状況については、別紙のとおり報告します。 

１ 勤務日数    日 

２ 勤務した日 

注１ 用務先が複数ある場合には、自宅から一番遠い用務先を記入してください。 

２ 「用務先名称」欄には、地域名、施設名等を記入してください（例：荒川

河川敷、大宮公園周辺、名栗小学校鳥獣保護区域等）。 

３ 「用務先住所」欄には、町名若しくは字名及び地番まで記入してください。 

４ 職務報告書（月報・日報）は、翌月７日までに提出してください。 

番

号 
勤務日 曜日 

活 動 地 域 

用務先名称 用 務 先 住 所 

１ 
   

 

２ 
   

 

３ 
   

 

４ 
   

 

５ 
   

 

６ 
   

 

７ 
   

 

８ 
   

 

９ 
   

 

10 
   

 

備 考 
 

㊞ 



別紙 

鳥獣保護管理員職務報告書（日報） 

                        氏名           

１ 勤務日等 

 注 「記号」欄には、職務内容を次の区分により記号で記入してください（「職

務内容」が「Ｆその他」の場合は、その内容を記入してください。）。 

  【職務内容】Ａ狩猟取締り Ｂ鳥獣保護区等の管理 Ｃ鳥獣に関する諸調査 

        Ｄ鳥獣保護思想の普及啓発 Ｅ傷病野生鳥獣保護 Ｆその他 
 

２ 活動地域   

 注１ 活動地域が複数の市町村にわたる場合には、全て記入してください。 

２ 必要に応じて、地図を添付してください。 
 

３ 移動方法 

注１ 活動地域への移動方法について該当するものを〇で囲んでください。 

  ２ 「公共交通機関」及び「その他」の場合は、（   ）に具体的な移動方

法を記入してください。 
 

４ 活動内容・特記事項   

注 目撃した野生動物や地域の方の声、制札の破損状況等について具体的に記入

してください。 

勤 務 日 
天気 活動開始時間 

職 務 内 容 

年 月 日 記 号  

    
： 

  

用 務 先 名 称 
町 名 若 し く は 

字 名 及 び 地 番 
用 務 先 名 称 

町 名 若 し く は 

字 名 及 び 地 番 

    

    

    

 

自家用車・自転車・徒歩・公共交通機関（    ）・その他（    ） 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

附 

則 

 

こ
の
訓
令
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 



訓

令 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
二
号 

埼
玉
県
教
育
局 

県
立
教
育
機
関 

 

教
育
局
等
の
職
員
の
勤
務
時
間
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め

る
。 

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
教
育
長 

小 

松 

弥 

生 

 
 

 

教
育
局
等
の
職
員
の
勤
務
時
間
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

 

教
育
局
等
の
職
員
の
勤
務
時
間
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
四
十
年
埼
玉
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
三

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
一
条
の
二
第
五
項
中
「
又
は
第
二
項
第
二
号
本
文
」
を
削
る
。 

附
則
第
四
項
中
「
勤
務
時
間
」
の
下
に
「
及
び
休
憩
時
間
」
を
加
え
る
。 

附
則
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

８ 

障
害
の
あ
る
職
員
の
う
ち
、
教
育
長
の
指
定
す
る
も
の
の
勤
務
時
間
及
び
休
憩
時
間
に
つ
い

て
は
、
第
一
条
及
び
別
表
（
休
憩
時
間
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
教

育
長
が
別
に
定
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
訓
令
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 



訓

令 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
教
育
長
訓
令
第
一
号 

埼
玉
県
教
育
局 

県
立
教
育
機
関 

 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
教
育
長
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
委
任
及
び
決
裁
に
関
す
る
規
程
の
一
部

を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
教
育
長 

小 

松 

弥 

生 

 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
教
育
長
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
委
任
及
び
決
裁
に
関
す
る
規
程
の

一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
教
育
長
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
委
任
及
び
決
裁
に
関
す
る
規
程
（
昭
和

五
十
六
年
埼
玉
県
教
育
委
員
会
教
育
長
訓
令
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

別
表
第
一
専
決
事
項
の
欄
中
第
二
号
を
削
り
、
第
三
号
を
第
二
号
と
し
、
第
四
号
か
ら
第
十
号

ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。 

 

別
表
第
二
教
育
事
務
所
長
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

        

別
表
第
三
第
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

          
 

 

別
表
第
三
第
五
号
部
長
専
決
事
項
の
欄
１
及
び
２
を
削
る
。 

長 所 務 事 育 教 

 

学
校
教
育
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
八
年
政

令
第
三
百
四
十
号
）
第
二
十
五
条
第
五
号
に

規
定
す
る
市
町
村
立
小
中
学
校
の
二
部
授

業
の
届
出
を
受
理
す
る
こ
と
。 

市
町
村
立
中
学
校
生
徒
に
係
る
旅
客

運
賃
割
引
証
を
配
布
す
る
こ
と
。 

三 

教
育
委
員
会 

 

の
会
議
に
関
す 

 

る
事
務 

 

教
育
委
員
会
の
会
議
に
付
議
す

る
議
案
及
び
報
告
す
る
事
項
（
埼

玉
県
教
育
委
員
会
の
権
限
に
属
す

る
事
務
の
委
任
等
に
関
す
る
規
則

（
昭
和
六
十
一
年
埼
玉
県
教
育
委

員
会
規
則
第
十
三
号
）
第
四
条
第

二
項
の
規
定
に
よ
り
報
告
す
る
事

項
を
除
く
。
）
の
原
案
を
作
成
す

る
こ
と
。 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
の
権
限
に

属
す
る
事
務
の
委
任
等
に
関
す
る

規
則
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

り
教
育
委
員
会
の
会
議
に
報
告
す

る
事
項
の
原
案
を
作
成
す
る
こ
と
。 



 

別
表
第
四
県
立
学
校
部
の
表
県
立
学
校
人
事
課
の
項
第
一
号
事
務
の
種
類
の
欄
中
「
負
担
法
第

一
条
」
を
「
市
町
村
立
学
校
職
員
給
与
負
担
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
五
号
。
以
下
「
負

担
法
」
と
い
う
。
）
第
一
条
」
に
改
め
る
。 

 
 

 
附 

則 

 

こ
の
訓
令
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 



訓 
 

令 

第
一
号 

 

埼
玉
県
収
用
委
員
会
事
務
局
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

 
 

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼

玉

県

知

事 

大

野

元

裕 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
収
用
委
員
会
会
長 

中

村

達

也 

 
 

 

埼
玉
県
収
用
委
員
会
事
務
局
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼

玉

県 
 

埼
玉
県
収
用
委
員
会
事
務
局
決
裁
規
程
（
昭
和
五
十
二
年 

 
 

 
 

 
 

 

訓
令
第
一
号
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
収
用
委
員
会 

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

別
表
第
二
号
の
項
事
務
局
長
専
決
事
項
の
欄
１
中
「
事
務
局
長
及
び
副
事
務
局
長
の
旅
行
、
休

日
勤
務
及
び
時
間
外
勤
務
並
び
に
休
暇
（
事
務
局
長
に
あ
つ
て
は
引
き
続
き
三
日
以
上
の
休
暇
を

除
く
」
を
「
職
員
の
旅
行
（
事
務
局
長
以
外
の
職
員
に
あ
つ
て
は
宿
泊
を
伴
う
県
外
旅
行
に
限
る
」

に
改
め
、
同
欄
４
中
「
事
務
局
長
及
び
副
事
務
局
長
」
を
「
職
員
」
に
改
め
、
同
欄
４
を
同
欄
５

と
し
、
同
欄
３
中
「
副
事
務
局
長
」
を
「
職
員
（
事
務
局
長
を
除
く
。
）
」
に
改
め
、
同
欄
３
を

同
欄
４
と
し
、
同
欄
２
中
「
事
務
局
長
及
び
副
事
務
局
長
」
を
「
職
員
」
に
改
め
、
同
欄
２
を
同

欄
３
と
し
、
同
欄
１
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

２ 

職
員
の
休
日
勤
務
及
び
時
間
外
勤
務
並
び
に
休
暇
（
事
務
局
長
に
あ
つ
て
は
引
き
続
き
三
日 

 

以
上
の
休
暇
を
除
く
。
）
に
関
す
る
こ
と
。 

 

別
表
第
二
号
の
項
副
事
務
局
長
専
決
事
項
の
欄
１
中
「
及
び
副
事
務
局
長
を
除
く
。
以
下
こ
の

欄
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
旅
行
、
休
日
勤
務
及
び
時
間
外
勤
務
並
び
に
休
暇
」
を
「
を
除
く
。
）

の
旅
行
（
宿
泊
を
伴
う
県
外
旅
行
を
除
く
。
）
」
に
改
め
、
同
欄
中
２
か
ら
４
ま
で
を
削
り
、
５

を
２
と
し
、
６
を
３
と
す
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
訓
令
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

埼

玉

県

訓

令 
埼
玉
県
収
用
委
員
会
訓
令 



管

理

規

程 

埼
玉
県
公
営
企
業
管
理
規
程
第
一
号 

 
埼
玉
県
工
業
用
水
道
事
業
給
水
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

 
 

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
公
営
企
業
管
理
者 

立 

川 

吉 

朗 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
工
業
用
水
道
事
業
給
水
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程 

 

埼
玉
県
工
業
用
水
道
事
業
給
水
規
程
（
昭
和
四
十
一
年
埼
玉
県
公
営
企
業
管
理
規
程
第
六
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
十
三
条
第
一
項
中
第
一
号
を
削
り
、
第
二
号
を
第
一
号
と
し
、
第
三
号
を
第
二
号
と
す
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
程
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 



管

理

規

程 

埼
玉
県
公
営
企
業
管
理
規
程
第
二
号 

 
埼
玉
県
企
業
局
宿
舎
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
公
営
企
業
管
理
者 

立 

川 

吉 

朗 

 
 

 

埼
玉
県
企
業
局
宿
舎
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程 

埼
玉
県
企
業
局
宿
舎
管
理
規
程
（
昭
和
三
十
八
年
十
二
月
十
九
日
公
営
企
業
管
理
規
程
第
四

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
一
条
中
「
企
業
局
職
員
及
び
知
事
部
局
職
員
」
を
「
職
員
」
に
改
め
る
。 

 
 

附 

則 

こ
の
規
程
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 



 
 

管

理

規

程 

埼
玉
県
公
営
企
業
管
理
規
程
第
三
号 

埼
玉
県
公
営
企
業
財
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
公
営
企
業
管
理
者 

立 

川 

吉 

朗 
 

 
 

埼
玉
県
公
営
企
業
財
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程 

埼
玉
県
公
営
企
業
財
務
規
程
（
昭
和
三
十
九
年
埼
玉
県
公
営
企
業
管
理
規
程
第
五
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
八
条
の
四
第
一
項
中
「
主
幹
（
副
課
長
を
含
む
。（
第
百
四
十
条
の
二
の
表
中
欄
に
お
い
て
同

じ
。
）
）
又
は
副
所
長
（
副
場
長
、
支
所
長
、
部
長
及
び
担
当
部
長
を
含
む
。（
第
百
四
十
条
の
二
の

表
中
欄
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
「
職
に
あ
る
者
（
本
庁
に
あ
つ
て
は
主
幹
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る

職
以
上
の
職
に
あ
る
者
、
地
域
機
関
に
あ
つ
て
は
担
当
部
長
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
職
以
上
の
職

に
あ
る
者
に
限
る
。
」
に
改
め
る
。 

第
三
十
八
条
中
第
六
号
を
削
り
、
第
七
号
を
第
六
号
と
し
、
第
八
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
を
一

号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。 

第
四
十
四
条
第
一
項
中
「
を
作
成
」
を
「
の
作
成
及
び
会
計
伝
票
の
発
行
を
」
に
改
め
、
同
項

に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。 

た
だ
し
、
追
給
又
は
返
納
を
要
し
な
い
も
の
は
、
会
計
伝
票
の
発
行
を
要
し
な
い
。 

第
四
十
六
条
第
一
項
の
次
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。 

２ 

前
金
払
を
し
て
い
る
場
合
に
お
け
る
部
分
払
の
額
は
、
前
払
金
に
既
納
部
分
又
は
既
済
部
分

に
相
当
す
る
代
価
の
契
約
金
額
に
対
す
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
を
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
部

分
払
の
額
か
ら
差
し
引
い
た
額
と
す
る
。 

３ 

部
分
払
の
支
払
回
数
は
、
次
の
各
号
の
定
め
る
回
数
の
範
囲
内
に
お
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。

た
だ
し
、
特
別
の
理
由
が
あ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

 

一 

契
約
金
額
が
二
千
万
円
未
満
の
場
合 

一
回 

 

二 

契
約
金
額
が
二
千
万
円
以
上
五
千
万
円
未
満
の
場
合 

二
回 

 

三 

契
約
金
額
が
五
千
万
円
以
上
一
億
円
以
下
の
場
合 

三
回 

四 

契
約
金
額
が
一
億
円
を
超
え
る
場
合 

一
億
円
を
超
え
る
金
額
に
つ
き
五
千
万
円
を
増
す

ご
と
に
前
号
の
回
数
に
一
を
加
え
た
回
数 

第
百
十
九
条
の
三
第
二
項
第
一
号
中
「
又
は
都
市
ガ
ス
」
を
「
、
都
市
ガ
ス
又
は
液
化
石
油
ガ

ス
」
に
改
め
る
。 

第
百
二
十
九
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

（
落
札
者
の
決
定
の
失
効
） 

第
百
二
十
九
条 

管
理
者
又
は
そ
の
委
任
を
受
け
た
者
は
、
落
札
者
を
決
定
し
た
場
合
に
お
い
て
、



当
該
決
定
を
落
札
者
に
通
知
し
た
後
、
落
札
者
に
対
し
て
、
締
結
す
る
契
約
の
内
容
を
記
載
し

た
書
面
を
速
や
か
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 
前
項
の
書
面
が
落
札
者
に
到
達
し
た
日
か
ら
五
日
（
そ
の
期
間
中
に
埼
玉
県
の
休
日
を
定
め

る
条
例
（
平
成
元
年
埼
玉
県
条
例
第
三
号
）
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
県
の
休
日
が
あ
る
場

合
に
お
い
て
は
、
当
該
休
日
を
除
く
。
）
以
内
に
当
該
落
札
者
が
契
約
の
締
結
に
応
じ
な
い
と
き

は
、
前
項
の
決
定
は
効
力
を
失
う
。 

第
百
三
十
八
条
第
二
項
第
二
号
中
「
三
万
円
」
を
「
十
万
円
」
に
改
め
る
。 

第
百
四
十
条
の
二
中
「
第
二
百
四
十
三
条
の
二
第
一
項
」
を
「
第
二
百
四
十
三
条
の
二
の
二
第

一
項
」
に
改
め
、
同
項
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

支

出

命

令 

支
出
負
担
行
為 

行

為

の

種

類 

総
務
課
長 

管
理
部
長 

地
域
機
関
に
お
い
て
第
八

条
の
四
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
専
決
を
行
う
者 

所 
 

長 

本
庁
に
お
い
て
第
八
条 

の
四
第
一
項
の
規
定
に 

よ
り
専
決
を
行
う
者 

課 
 

長 

部 
 

長 

局 
 

長 

管 

理 

者 

行
為
を
行
う
者 

所
管
の
主
査
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
職
以
上

の
職
に
あ
る
者 

総
務
課
長 

所
管
の
担
当
課
長
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
職

以
上
の
職
に
あ
る
者 

所
管
の
担
当
課
長
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
職

以
上
の
職
に
あ
る
者 

所
管
の
主
査
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
職
以
上

の
職
に
あ
る
者 

所
管
の
主
査
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
職
以
上

の
職
に
あ
る
者 

所
管
の
課
長
又
は
所
長 

部
長
及
び
課
長
又
は
所
長 

局
長
及
び
部
長 補

助
す
る
も
の 



 
 

第
百
四
十
条
の
三
第
一
項
中
「
第
二
百
四
十
三
条
の
二
第
一
項
各
号
」
を
「
第
二
百
四
十
三
条

の
二
の
二
第
一
項
各
号
」
に
改
め
る
。 

別
表
第
二
費
用
の
表
「
節
」
の
項
中
「
賃
金
」
を
削
る
。 

別
表
第
三
費
用
の
表
「
節
」
の
項
中
「
賃
金
」
を
削
る
。 

別
表
第
七
の
二
中 

「 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」 

を
削
り
、
備
考
７
中
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」
を
「 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」
に
改
め
る
。 

 

別
表
第
七
の
三
中 

 

「 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」 

 

を
削
る
。 

様
式
第
四
十
六
号
（
四
）
の
規
定
中
、
「
平
成
」
を
削
る
。 

    

支

 

出 

支
出
負
担
行
為 

に
関
す
る
確
認 

支

出

命

令 

本
庁
の
企
業
出
納
員 

本
庁
の
企
業
出
納
員 

地
域
機
関
に
お
い
て
第
八

条
の
四
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
専
決
を
行
う
者 

所 
 

長 

本
庁
に
お
い
て
第
八
条 

の
四
第
一
項
の
規
定
に 

よ
り
専
決
を
行
う
者 

財
務
課
の
所
管
の
主
幹
及
び
主
査 

財
務
課
の
所
管
の
主
幹
及
び
主
査 

所
管
の
担
当
課
長
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
職

以
上
の
職
に
あ
る
者 

所
管
の
担
当
課
長
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
職

以
上
の
職
に
あ
る
者 

所
管
の
主
査
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
職
以
上

の
職
に
あ
る
者 

産
の

取
得

に
係

る
工

事
請

負
費

 

賃
 
 
 
 
 
 
 
　

金
支

出
決

定
の

と
き

。
支

出
し

よ
う

と
す

る
額

固
定

資
産

の
取

得
に

係
る

工
事

請
負

費
 

修
繕

費
、

固
定

資
 

○
◎

賃
金



様
式
第
四
十
八
号
を
様
式
第
四
十
八
号
（
一
）
と
し
、
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

   



 
 

様
式
第
四
十
八
号
（
一
）
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。 

 

   



様
式
第
七
十
八
号
（
二
）
の
規
定
中
、
「
平
成
」
を
削
る
。 

 
 

 

附 

則 

 
こ
の
規
程
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 



管

理

規

程 

埼
玉
県
公
営
企
業
管
理
規
程
第
四
号 

 
埼
玉
県
企
業
職
員
給
与
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
公
営
企
業
管
理
者 

立 

川 

吉 

朗 

 
 

 

埼
玉
県
企
業
職
員
給
与
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程 

 

埼
玉
県
企
業
職
員
給
与
規
程
（
昭
和
四
十
一
年
埼
玉
県
公
営
企
業
管
理
規
程
第
五
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

別
表
第
十
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

 

別
表
第
十
一
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

         

調整数 調整額 

      円 

１ 5,700 

２ 11,400 

 ３ 17,100 

 ４ 22,800 

別表第十一（第十四条の三、第十四条の四関係） 

報酬等の調整額表 



 
 

 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

 
こ
の
規
程
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 



管 

理 

規 

程 

埼
玉
県
公
営
企
業
管
理
規
程
第
五
号 

 
埼
玉
県
企
業
職
員
就
業
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う

に
定
め
る
。 

 
 

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
公
営
企
業
管
理
者 

立 

川 

吉 

朗 

 
 

 

埼
玉
県
企
業
職
員
就
業
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程 

 

埼
玉
県
企
業
職
員
就
業
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
（
平
成
十
年
埼
玉
県
公
営
企
業
管
理
規

程
第
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

附
則
第
二
項
中
「
勤
務
時
間
」
の
下
に
「
及
び
休
憩
時
間
」
を
加
え
、
「
第
三
条
第
二
項
」
の 

下
に
「
及
び
第
四
条
第
一
項
」
を
加
え
る
。 

 

附
則
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

６ 

障
害
の
あ
る
職
員
の
う
ち
、
管
理
者
の
指
定
す
る
も
の
の
勤
務
時
間
及
び
休
憩
時
間
に
つ
い 

 

て
は
、
第
三
条
及
び
第
四
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
管
理
者
が
別
に
定
め
る
。 

 
 

 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
程
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

  



管

理

規

程 

埼
玉
県
公
営
企
業
管
理
規
程
第
六
号 

埼
玉
県
企
業
局
事
務
の
委
任
及
び
決
裁
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う

に
定
め
る
。 

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日  

 
 

 

埼
玉
県
公
営
企
業
管
理
者 

立 

川 

吉 

朗 

 
 

 

埼
玉
県
企
業
局
事
務
の
委
任
及
び
決
裁
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程 

 

埼
玉
県
企
業
局
事
務
の
委
任
及
び
決
裁
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
五
十
二
年
埼
玉
県
公
営
企
業
管

理
規
程
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

別
表
第
五
の
欄
４
を
削
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
程
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 



管

理

規

程 

埼
玉
県
病
院
事
業
管
理
規
程
第
一
号 

埼
玉
県
病
院
局
会
計
年
度
任
用
職
員
の
報
酬
等
に
関
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日  

 
 

 

埼
玉
県
病
院
事
業
管
理
者 

岩 

中 
 

 

督 

 
 

 

埼
玉
県
病
院
局
会
計
年
度
任
用
職
員
の
報
酬
等
に
関
す
る
規
程 

（
趣
旨
） 

第
一
条 

こ
の
規
程
は
、
埼
玉
県
病
院
事
業
企
業
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
に
関
す
る
条
例

（
平
成
十
三
年
埼
玉
県
条
例
第
八
十
八
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
病
院
事
業
に
従
事
す
る
企
業

職
員
で
、
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
二
十
二
条
の
二
第
一

項
に
規
定
す
る
会
計
年
度
任
用
職
員
（
以
下
「
会
計
年
度
任
用
職
員
」
と
い
う
。
）
に
対
し
て

支
給
す
る
報
酬
、
費
用
弁
償
、
給
料
及
び
手
当
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

（
報
酬
等
基
準
額
表
） 

第
二
条 

 

会
計
年
度
任
用
職
員
に
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
報
酬
等
基
準
額
表
を
適
用
す
る
も
の

と
し
、
各
報
酬
等
基
準
額
表
の
適
用
範
囲
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
報
酬
等
基
準
額
表
に
定
め
る
職

種
の
区
分
に
よ
る
。 

一 
 

医
療
職
報
酬
等
基
準
額
表
㈠
（
別
表
第
一
） 

二 
 

医
療
職
報
酬
等
基
準
額
表
㈡
（
別
表
第
二
） 

三 
 

医
療
職
報
酬
等
基
準
額
表
㈢
（
別
表
第
三
） 

四 
 

行
政
事
務
報
酬
等
基
準
額
表
（
別
表
第
四
） 

（
新
た
に
会
計
年
度
任
用
職
員
と
な
っ
た
者
の
号
給
） 

第
三
条 

 

新
た
に
会
計
年
度
任
用
職
員
と
な
っ
た
者
の
号
給
は
、
そ
の
者
に
適
用
さ
れ
る
報
酬
等

基
準
額
表
に
定
め
る
そ
の
者
の
属
す
る
職
種
の
区
分
の
一
号
給
と
す
る
。 

２ 
 

学
歴
免
許
等
の
資
格
又
は
会
計
年
度
任
用
職
員
と
し
て
同
種
の
職
務
に
在
職
し
た
年
数
そ
の

他
経
験
を
有
す
る
会
計
年
度
任
用
職
員
の
号
給
に
つ
い
て
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

前
項
の
規
定
に
よ
る
号
給
よ
り
上
位
の
号
給
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
第
一
号
会
計
年
度
任
用
職
員
の
報
酬
等
） 

第
四
条 

地
方
公
務
員
法
第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
職
員
（
以
下
こ
の
条
か
ら

第
六
条
ま
で
に
お
い
て
「
第
一
号
会
計
年
度
任
用
職
員
」
と
い
う
。
）
に
対
し
て
は
、
報
酬
及

び
期
末
手
当
を
支
給
す
る
。 

２ 

報
酬
の
額
は
、
月
額
又
は
日
額
で
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

３ 

報
酬
の
額
は
、
次
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
決
定
し
た
報
酬
の
基
本
額
及
び
そ

の
基
本
額
に
埼
玉
県
病
院
局
職
員
給
与
規
程
（
平
成
十
四
年
埼
玉
県
病
院
事
業
管
理
規
程
第
六

号
）
第
七
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
割
合
（
医
師
及
び
歯



科
医
師
に
あ
っ
て
は
、
埼
玉
県
病
院
局
職
員
給
与
規
程
第
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
割
合
）
を

乗
じ
て
得
た
額
（
月
額
の
報
酬
に
あ
っ
て
は
そ
の
額
に
百
円
未
満
、
日
額
の
報
酬
に
あ
っ
て
は

そ
の
額
に
十
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
、
こ
れ
ら
を
そ
れ
ぞ
れ
四
捨
五
入
し
て
得
た
額
）

の
合
計
額
と
す
る
。 

４ 

前
二
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
第
一
号
会
計
年
度
任
用
職
員
に
対
し
て
は
、
一
般
職
の

常
勤
職
員
に
支
給
さ
れ
る
時
間
外
勤
務
手
当
、
休
日
勤
務
手
当
及
び
宿
日
直
手
当
に
相
当
す
る

報
酬
を
支
給
す
る
。 

５ 

期
末
手
当
は
、
一
般
職
の
常
勤
職
員
の
例
に
よ
り
支
給
す
る
。
た
だ
し
、
任
期
が
六
月
未
満

の
者
そ
の
他
の
者
で
別
に
定
め
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
期
末
手
当
は
支
給
し
な
い
。 

（
報
酬
の
基
本
額
） 

第
五
条 

月
額
の
報
酬
を
受
け
る
第
一
号
会
計
年
度
任
用
職
員
の
報
酬
の
基
本
額
は
、
勤
務
一
月

に
つ
き
、
そ
の
者
に
適
用
さ
れ
る
報
酬
等
基
準
額
表
の
月
額
（
以
下
こ
の
条
及
び
第
七
条
第
二

項
に
お
い
て
「
報
酬
等
基
準
額
」
と
い
う
。
）
に
、
そ
の
者
に
つ
い
て
定
め
ら
れ
た
一
週
間
当

た
り
の
勤
務
時
間
を
三
十
八
・
七
五
で
除
し
て
得
た
数
を
乗
じ
て
得
た
額
（
そ
の
額
に
百
円
未

満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
四
捨
五
入
し
て
得
た
額
）
と
す
る
。 

２ 

日
額
の
報
酬
を
受
け
る
第
一
号
会
計
年
度
任
用
職
員
の
報
酬
の
基
本
額
は
、
勤
務
一
日
に
つ

き
、
報
酬
等
基
準
額
を
二
十
一
で
除
し
て
得
た
額
に
、
そ
の
者
に
つ
い
て
定
め
ら
れ
た
一
日
当

た
り
の
勤
務
時
間
を
七
・
七
五
で
除
し
て
得
た
数
を
乗
じ
て
得
た
額
（
そ
の
額
に
十
円
未
満
の

端
数
を
生
じ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
四
捨
五
入
し
て
得
た
額
）
と
す
る
。 

３ 
 

行
政
事
務
報
酬
等
基
準
額
表
の
適
用
を
受
け
る
第
一
号
会
計
年
度
任
用
職
員
の
報
酬
等
基
準

額
が
、
職
務
の
複
雑
、
困
難
若
し
く
は
責
任
の
度
又
は
勤
労
の
強
度
、
勤
務
時
間
、
勤
労
環
境

そ
の
他
の
勤
労
条
件
が
同
じ
職
種
に
属
す
る
他
の
職
に
比
し
て
特
殊
な
職
に
対
し
適
当
で
な
い

と
認
め
る
と
き
は
、
前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
報
酬
等
基
準
額
に
別
表
第
五
に
定

め
る
調
整
額
を
加
え
て
得
た
額
を
報
酬
等
基
準
額
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
費
用
弁
償
） 

第
六
条 

第
一
号
会
計
年
度
任
用
職
員
が
勤
務
の
た
め
、
そ
の
者
の
住
居
と
勤
務
公
署
と
の
間
を

往
復
す
る
と
き
及
び
職
務
の
た
め
旅
行
し
た
と
き
は
、
そ
れ
ら
の
費
用
を
弁
償
す
る
。 

２ 

費
用
弁
償
の
額
は
、
一
般
職
の
常
勤
職
員
に
支
給
さ
れ
る
通
勤
手
当
及
び
旅
費
の
額
と
の
権

衡
を
考
慮
し
て
定
め
る
。 

（
第
二
号
会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
料
等
） 

第
七
条 

地
方
公
務
員
法
第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
職
員
（
こ
の
条
に
お
い
て

「
第
二
号
会
計
年
度
任
用
職
員
」
と
い
う
。
）
に
対
し
て
は
、
給
料
、
初
任
給
調
整
手
当
、
地

域
手
当
、
通
勤
手
当
、
時
間
外
勤
務
手
当
、
休
日
勤
務
手
当
、
宿
日
直
手
当
及
び
期
末
手
当
を

支
給
す
る
。 



２ 

給
料
の
額
は
、
報
酬
等
基
準
額
と
す
る
。 

３ 

第
五
条
第
三
項
の
規
定
は
、
行
政
事
務
報
酬
等
基
準
額
表
の
適
用
を
受
け
る
第
二
号
会
計
年

度
任
用
職
員
の
給
料
の
額
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

４ 

初
任
給
調
整
手
当
、
地
域
手
当
、
通
勤
手
当
、
時
間
外
勤
務
手
当
、
休
日
勤
務
手
当
、
宿
日

直
手
当
及
び
期
末
手
当
は
、
一
般
職
の
常
勤
職
員
の
例
に
よ
り
支
給
す
る
。
た
だ
し
、
任
期
が

六
月
未
満
の
者
そ
の
他
の
者
で
別
に
定
め
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
期
末
手
当
は
支
給
し
な
い
。 

５ 

退
職
し
た
第
二
号
会
計
年
度
任
用
職
員
に
対
す
る
退
職
手
当
の
額
を
計
算
す
る
場
合
に
お
け

る
給
料
の
額
は
、
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
別
に
定
め
る
額
と
す
る
。 

（
こ
の
規
程
に
定
め
が
な
い
事
項
） 

第
八
条 

会
計
年
度
任
用
職
員
の
報
酬
等
に
関
し
こ
の
規
程
に
定
め
が
な
い
事
項
に
つ
い
て
は
、

埼
玉
県
病
院
局
職
員
給
与
規
程
、
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
八
年
埼
玉
県

条
例
第
十
八
号
）
及
び
会
計
年
度
任
用
職
員
の
報
酬
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
三
十
一
年
埼
玉

県
条
例
第
六
号
）
に
基
づ
き
、
支
給
さ
れ
る
報
酬
等
の
例
に
よ
る
。 

附 

則 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
規
程
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
経
過
措
置
） 

２ 

行
政
事
務
報
酬
等
基
準
額
表
の
適
用
を
受
け
る
会
計
年
度
任
用
職
員
に
対
す
る
第
三
条
第
一

項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
一
号
給
」
と
あ
る
の
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か

ら
令
和
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
あ
っ
て
は
「
十
九
号
給
」
と
、
令
和
三
年
四
月
一
日

か
ら
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
あ
っ
て
は
「
十
三
号
給
」
と
、
令
和
四
年
四
月
一

日
か
ら
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
あ
っ
て
は
「
七
号
給
」
と
そ
れ
ぞ
れ
読
み
替
え

る
も
の
と
す
る
。 

３ 

平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
（
以
下
こ
の
項
及
び
次

項
に
お
い
て
「
特
定
期
間
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
非
常
勤
職
員
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
に
関

す
る
条
例
（
昭
和
三
十
一
年
埼
玉
県
条
例
第
三
十
一
号
）
の
適
用
を
受
け
て
い
た
非
常
勤
職
員

（
月
額
の
報
酬
を
受
け
て
い
た
非
常
勤
職
員
に
限
る
。
）
で
、
こ
の
規
程
の
施
行
の
日
（
以
下

こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
令
和
二
年
六
月
三
十
日
ま
で
の
間

に
こ
の
規
程
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
と
な
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
者
の
受
け
る
報
酬
の
月
額

が
特
定
期
間
に
お
い
て
受
け
て
い
た
報
酬
の
月
額
（
特
定
期
間
に
お
い
て
二
以
上
の
業
務
に
従

事
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
二
以
上
の
業
務
に
係
る
期
間
の
満
了
す
る
日
の
う
ち
、
施
行

日
に
最
も
近
い
日
の
属
す
る
月
に
お
け
る
報
酬
の
月
額
（
当
該
月
額
が
二
以
上
あ
る
と
き
は
、

当
該
月
額
の
う
ち
最
も
高
い
月
額
）
）
に
達
し
な
い
こ
と
と
な
る
場
合
に
お
い
て
は
、
令
和
二

年
六
月
三
十
日
ま
で
の
間
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額



を
報
酬
と
し
て
支
給
す
る
。 

一 

特
定
期
間
に
お
い
て
、
一
週
間
当
た
り
の
勤
務
時
間
が
同
一
で
、
か
つ
、
同
種
の
職
に
在

職
し
て
い
た
者 

特
定
期
間
に
お
い
て
受
け
て
い
た
報
酬
の
月
額 

二 
前
号
に
掲
げ
る
者
以
外
の
者 

特
定
期
間
に
お
い
て
、
一
週
間
当
た
り
の
勤
務
時
間
が
同

一
で
、
か
つ
、
同
種
の
職
に
在
職
し
た
も
の
と
し
た
場
合
に
特
定
期
間
に
お
い
て
受
け
る
こ

と
と
な
る
報
酬
月
額
に
相
当
す
る
額
（
そ
の
額
が
特
定
期
間
に
お
い
て
受
け
て
い
た
報
酬
の

月
額
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
特
定
期
間
に
お
い
て
受
け
て
い
た
報
酬
の
月
額
） 

４ 

次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
に
対
し
て
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
を
報
酬
と
し
て
支
給
す
る
。 

一 

特
定
期
間
に
月
額
に
よ
り
報
酬
を
受
け
、
施
行
日
か
ら
令
和
二
年
六
月
三
十
日
ま
で
の
間

に
日
額
に
よ
り
報
酬
を
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
者 

そ
の
者
の
報
酬
の
日
額
が
、
特
定
期
間

に
お
い
て
、
一
日
当
た
り
の
勤
務
時
間
が
同
一
で
、
か
つ
、
同
種
の
職
に
在
職
し
た
も
の
と

し
た
場
合
に
特
定
期
間
に
お
い
て
受
け
る
こ
と
と
な
る
報
酬
の
日
額
に
相
当
す
る
額
に
達
し

な
い
こ
と
と
な
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
相
当
す
る
額 

二 

特
定
期
間
に
日
額
に
よ
り
報
酬
を
受
け
、
施
行
日
か
ら
令
和
二
年
六
月
三
十
日
ま
で
の
間

に
月
額
に
よ
り
報
酬
を
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
者 

そ
の
者
の
報
酬
の
月
額
が
、
特
定
期
間

に
お
い
て
、
一
週
間
当
た
り
の
勤
務
時
間
が
同
一
で
、
か
つ
、
同
種
の
職
に
在
職
し
た
も
の

と
し
た
場
合
に
特
定
期
間
に
お
い
て
受
け
る
こ
と
と
な
る
報
酬
の
月
額
に
相
当
す
る
額
に
達

し
な
い
こ
と
と
な
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
相
当
す
る
額 

三 

特
定
期
間
に
日
額
に
よ
り
報
酬
を
受
け
、
施
行
日
か
ら
令
和
二
年
六
月
三
十
日
ま
で
の
間

に
日
額
に
よ
り
報
酬
を
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
者 

そ
の
者
の
報
酬
の
日
額
が
、
特
定
期
間

に
お
い
て
、
一
日
当
た
り
の
勤
務
時
間
が
同
一
で
、
か
つ
、
同
種
の
職
に
在
職
し
た
も
の
と

し
た
場
合
に
特
定
期
間
に
お
い
て
受
け
る
こ
と
と
な
る
報
酬
の
日
額
に
相
当
す
る
額
に
達
し

な
い
こ
と
と
な
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
相
当
す
る
額 

（
埼
玉
県
病
院
局
職
員
就
業
規
程
の
一
部
改
正
） 

５ 

埼
玉
県
病
院
局
職
員
就
業
規
程
（
平
成
十
四
年
埼
玉
県
病
院
事
業
管
理
規
程
第
三
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
三
十
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

（
会
計
年
度
任
用
職
員
の
就
業
に
関
す
る
事
項
） 

第
三
十
条 

前
条
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
会
計
年
度
任
用
職
員
の
就
業
に
関
す
る
事
項

は
、
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
の
例
に
よ
る
ほ
か
、
別
に
定
め
る
。 

第
三
十
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

（
会
計
年
度
任
用
職
員
の
費
用
弁
償
） 

第
三
十
条
の
二 

地
方
公
務
員
法
第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
会
計
年
度
任

用
職
員
の
費
用
弁
償
に
関
す
る
事
項
は
、
別
に
定
め
る
。 



（
埼
玉
県
病
院
局
事
務
の
委
任
及
び
決
裁
に
関
す
る
規
程
の
一
部
改
正
） 

６ 

埼
玉
県
病
院
局
事
務
の
委
任
及
び
決
裁
に
関
す
る
規
程
（
平
成
十
四
年
埼
玉
県
病
院
事
業
管

理
規
程
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

別
表
第
二
第
七
号
中
「
非
常
勤
職
員
」
の
次
に
「
及
び
会
計
年
度
任
用
職
員
の
」
を
加
え
、

「
及
び
こ
れ
ら
に
類
す
る
者
」
の
次
に
「
並
び
に
地
公
法
第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す

る
会
計
年
度
任
用
職
員
」
を
加
え
る
。 

 

別
表
第
三
第
四
項
を
削
り
、
第
五
項
を
第
四
項
と
し
、
第
四
項
の
次
に
第
五
項
と
し
て
次
の

一
項
を
加
え
る
。 

５ 

会
計
年
度
任
用
職
員
の
任
免
及
び
勤
務
条
件
の
決
定
を
行
う
こ
と
。 

（
埼
玉
県
病
院
局
職
員
給
与
規
程
の
一
部
改
正
） 

７ 

埼
玉
県
病
院
局
職
員
給
与
規
程
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
二
十
四
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

（
会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
） 

第
二
十
四
条 

地
方
公
務
員
法
第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
会
計
年
度
任
用
職
員
の

給
与
に
つ
い
て
は
、
他
の
職
員
の
給
与
と
の
権
衡
を
考
慮
し
、
別
に
定
め
る
。 

 別表第１（第２条関係）

職種 医師及び歯科医師

月額

円

438,300

号給

1

医療職報酬等基準額表⑴



別表第２（第２条関係）

職種 薬剤師 管理栄養士
栄養士（管理
栄養士を除
く。）

診療放射線技
師
臨床検査技師
臨床工学技士
理学療法士
作業療法士
視能訓練士
言語聴覚士

歯科衛生士

月額 月額 月額 月額 月額

円 円 円 円 円

247,354 206,458 184,127 203,201 194,514

186,057 204,725 196,342

187,986 206,248 197,865

189,815 207,772 199,795

191,643 209,397 201,827

193,573 210,717 203,757

195,401 212,241 205,686

196,925 215,158 207,515

198,448 209,343

199,972 211,273

201,597 213,101

202,917

204,441

206,458

10

11

12

13

14

9

号給

医療職報酬等基準額表⑵

1

2

3

4

5

6

7

8

別表第３（第２条関係）

職種

看護師
（外来業務以外の
業務に従事するも
の）

看護師
（外来業務に従事
するもの）

准看護師
（外来業務以外の
業務に従事するも
の）

准看護師
（外来業務に従事
するもの）

月額 月額 月額 月額

円 円 円 円

216,052 206,902 183,886 176,236

218,389 209,239

220,725 211,575

222,959 213,809

225,295 216,145

4

5

医療職報酬等基準額表⑶

号給

1

2

3



 

別表第４（第２条関係）

標準的な会計年度任用職員の職務を
行うもの

相当の知識又は経験を必要とする会
計年度任用職員の職務を行うもの

月額 月額

円 円

152,965 191,664

154,083 193,391

155,200 195,219

156,317 196,946

157,333 198,571

158,755 199,993

160,075 201,516

161,396 203,040

162,615 204,360

164,138 205,681

165,662 206,900

167,287 208,220

168,506 209,540

10

11

12

13

前記以外の職

4

5

6

7

8

9

3

職種

行政事務報酬等基準額表

号給

1

2

170,029 210,861

171,553 212,181

173,076 213,502

174,397 214,619

177,139 215,939

179,780 217,260

182,421 218,580

185,062 219,698

186,789 220,815

188,414 221,831

190,140 222,948

191,664 224,065

18

19

20

21

14

15

25

22

23

24

16

17



 

別表第５（第５条、第７条関係）

調整額

円

5,700

11,400

17,100

22,8004

報酬等の調整額表

調整数

1

2

3



管

理

規

程 

埼
玉
県
病
院
事
業
管
理
規
程
第
二
号 

 
埼
玉
県
病
院
事
業
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

 
 

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
病
院
事
業
管
理
者 

岩 

中 
 

 

督 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
病
院
事
業
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程 

 

埼
玉
県
病
院
事
業
管
理
規
程
（
平
成
十
四
年
病
院
事
業
管
理
規
程
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。 

 

様
式
第
一
号
中
「

を

に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
程
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

３
 
入
院
料
そ
の
他
の
諸
料
金
に
つ
い
て
、
本
人
が
納
入
し
な
い
場
合
は
、

 

誠
実
に
対
応
し
ま
す
。
」
 

「
３

 
入
院
料
そ
の
他
の
諸
料
金
に
つ
い
て
、
本
人
が
納
入
し
な
い
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

場
合
は
、
誠
実
に
対
応
し
ま
す
。

 

（
極
度
額

 
 

 
 

 
 

 
円
）
」
 



管

理

規

程 

埼
玉
県
病
院
事
業
管
理
規
程
第
三
号 

 
埼
玉
県
病
院
事
業
財
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
病
院
事
業
管
理
者 

岩 

中 
 

 

督 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
病
院
事
業
財
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程 

 

埼
玉
県
病
院
事
業
財
務
規
程
（
平
成
十
四
年
埼
玉
県
病
院
事
業
管
理
規
程
第
四
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
三
十
八
条
第
六
号
を
削
り
、
第
七
号
を
第
六
号
と
し
、
第
八
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
を
一
号

ず
つ
繰
り
上
げ
る
。 

 

第
百
十
七
条
第
六
号
中
「
都
市
ガ
ス
」
を
「
都
市
ガ
ス
又
は
液
化
石
油
ガ
ス
」
に
改
め
る
。 

第
百
四
十
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

（
落
札
者
の
決
定
の
失
効
） 

第
百
四
十
条 

契
約
締
結
権
者
は
、
落
札
者
を
決
定
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
決
定
通
知
後
、 

 

速
や
か
に
契
約
書
案
を
作
成
し
、
落
札
者
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

前
項
の
契
約
書
案
が
落
札
者
に
到
達
し
た
日
か
ら
五
日
以
内
（
埼
玉
県
の
休
日
を
定
め
る
条 

 

例
（
平
成
元
年
埼
玉
県
条
例
第
三
号
）
第
一
条
第
一
項
に
定
め
る
埼
玉
県
の
休
日
を
含
ま
な
い
。
） 

 

に
当
該
落
札
者
が
契
約
の
締
結
に
応
じ
な
い
と
き
は
、
前
項
の
決
定
は
効
力
を
失
う
。 

 

第
百
四
十
六
条
第
一
項
第
二
号
中
「
三
万
円
」
を
「
十
万
円
」
に
改
め
る
。 

 

第
百
五
十
条
中
「
自
治
法
第
二
百
四
十
三
条
の
二
第
一
項
」
を
「
自
治
法
第
二
百
四
十
三
条
の

二
の
二
第
一
項
」
に
改
め
る
。 

 

第
百
五
十
条
第
三
号
中
「
自
治
法
第
二
百
三
十
四
条
の
二
第
一
項
」
を
「
自
治
法
第
二
百
四
十

三
条
の
二
の
二
第
一
項
」
に
改
め
る
。 

 

第
百
五
十
一
条
第
一
項
中
「
自
治
法
第
二
百
四
十
三
条
の
二
第
一
項
」
を
「
自
治
法
第
二
百
四

十
三
条
の
二
の
二
第
一
項
」
に
改
め
る
。 

  

別
表
第
一
中 

「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」 

を 

 

 

 

報
酬

 
臨
時
又
は
非
常
勤
の
顧
問
、
参

与
、
嘱
託
員
等
に
対
す
る
報
酬

 

与
 



 

「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」 

に
改
め
、 

「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」 

と 

 

「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」 

を
削
る
。 

 

別
表
第
五
中
「
賃
金
、
」
を
削
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

 

こ
の
規
程
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

 

 

 

報
酬

 
非
常
勤
の
顧
問
、
参
与
、
会
計

年
度
任
用
職
員
に
対
す
る
報
酬

 

 

 

 

賃
金

 
臨
時
の
職
員
の
報
酬
、
賃
金

 

 

 

   

賃
金

 
臨
時
職
員
の
賃
金

 



管

理

規

程 

埼
玉
県
病
院
事
業
管
理
規
程
第
四
号 

埼
玉
県
病
院
局
組
織
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日  

 
 

 

埼
玉
県
病
院
事
業
管
理
者 

岩 

中 
 

 

督 

 
 

 

埼
玉
県
病
院
局
組
織
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程 

埼
玉
県
病
院
局
組
織
規
程
（
平
成
十
四
年
埼
玉
県
病
院
事
業
管
理
規
程
第
二
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
八
条
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

 

担
当
名

部
科
室
及
び
セ
ン
タ
ー

名

組
織

循
環
器
・
呼
吸
器
病
セ
ン
タ
ー

呼
吸
器
内
科

放
射
線
科

血
管
外
科

心
臓
外
科

腎
臓
内
科

循
環
器
内
科

病
理
診
断
科

麻
酔
科

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー

シ
ョ

ン
科

消
化
器
外
科

呼
吸
器
外
科

緩
和
ケ
ア
内
科

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー

シ
ョ

ン
部

実
験
検
査
部

栄
養
部

薬
剤
部

検
査
技
術
部

放
射
線
技
術
部

脳
血
管
内
治
療
科

脳
神
経
外
科
・
脳
卒
中
外
科

脳
神
経
セ
ン
タ
ー

臨
床
工
学
部

名
称



 
 

 

が
ん
セ
ン
タ
ー

    事
務
局

 業
務
部

  管
理
部

用
度
担
当

医
事
・
経
営
担
当

管
財
担
当

会
計
担
当

総
務
・
職
員
担
当

放
射
線
治
療
科

麻
酔
科

歯
科
口
腔
外
科

泌
尿
器
科

皮
膚
科

頭
頸
部
外
科

消
化
器
外
科

内
視
鏡
科

消
化
器
内
科

精
神
腫
瘍
科

緩
和
ケ
ア
科

乳
腺
外
科

婦
人
科

形
成
外
科

整
形
外
科

脳
神
経
外
科

胸
部
外
科

呼
吸
器
内
科

看
護
部

神
経
内
科
・
脳
卒
中
内
科

乳
腺
腫
瘍
内
科

血
液
内
科

地
域
医
療
連
携
・
入
退
院
支
援
セ

ン
タ
ー

医
療
安
全
管
理
室

感
染
管
理
室

Ｔ
Ｑ
Ｍ
推
進
室



 
 

 

小
児
医
療
セ
ン
タ
ー

    事
務
局

総
合
内
科

 業
務
部

  管
理
部

用
度
担
当

医
事
・
経
営
担
当

管
財
担
当

会
計
担
当

総
務
・
職
員
担
当

代
謝
・
内
分
泌
科

新
生
児
科

総
合
診
療
科

図
書
館

臨
床
腫
瘍
研
究
所

緩
和
ケ
ア
セ
ン
タ
ー

腎
臓
科

消
化
器
・
肝
臓
科

低
侵
襲
手
術
セ
ン
タ
ー

希
少
が
ん
・
サ
ル
コ
ー

マ
セ
ン

タ
ー

看
護
部

栄
養
部

薬
剤
部

臨
床
工
学
部

地
域
連
携
・
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー

治
験
管
理
室

医
療
安
全
管
理
室

感
染
管
理
室

Ｔ
Ｑ
Ｍ
推
進
室

周
術
期
セ
ン
タ
ー

総
合
診
療
セ
ン
タ
ー

検
査
技
術
部

放
射
線
技
術
部

腫
瘍
診
断
・
予
防
科

病
理
診
断
科

放
射
線
診
断
科



 
 

 

看
護
部

臨
床
工
学
部

外
傷
診
療
科

救
急
診
療
科

集
中
治
療
科

歯
科

病
理
診
断
科

麻
酔
科

栄
養
部

薬
剤
部

検
査
技
術
部

放
射
線
技
術
部

保
健
発
達
部

臨
床
研
究
部

形
成
外
科

整
形
外
科
・
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー

シ
ョ

ン
科

外
科

放
射
線
科

循
環
器
科

神
経
科

耳
鼻
咽
喉
科

眼
科

泌
尿
器
科

皮
膚
科

心
臓
血
管
外
科

脳
神
経
外
科

精
神
科

遺
伝
科

血
液
・
腫
瘍
科

感
染
免
疫
・
ア
レ
ル
ギ
ー

科



 

精
神
医
療
セ
ン
タ
ー

    事
務
局

    事
務
局

   管
理
業
務
部

 業
務
部

  管
理
部

用
度
担
当

会
計
担
当

医
事
・
経
営
担
当

管
財
担
当

総
務
・
職
員
担
当

用
度
担
当

医
事
・
経
営
担
当

管
財
担
当

会
計
担
当

総
務
・
職
員
担
当

外
来
・
地
域
支
援
科

依
存
症
治
療
研
究
部

第
七
精
神
科

第
六
精
神
科

第
五
精
神
科

第
二
精
神
科

医
療
安
全
管
理
室

感
染
管
理
室

Ｔ
Ｑ
Ｍ
推
進
室

政
策
医
療
企
画
室

看
護
部

栄
養
部

薬
剤
部

検
査
部

療
養
援
助
部

遺
伝
診
療
セ
ン
タ
ー

小
児
が
ん
セ
ン
タ
ー

移
植
外
科

移
植
セ
ン
タ
ー

第
一
精
神
科

地
域
連
携
・
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー

治
験
管
理
室

医
療
安
全
管
理
室

感
染
管
理
室

T
Q
M
推
進
室

ゲ
ノ
ム
情
報
管
理
室



 

第
九
条
第
一
項
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

病
院

地
域
医
療

連
携
・
入

退
院
支
援

セ
ン
タ
ー

脳
神
経
セ

ン
タ
ー

医
療
安
全

管
理
室

感
染
管
理

室 T
Q
M
推

進
室

地
域
医
療

連
携
・
入

退
院
支
援

セ
ン
タ
ー

長 脳
神
経
セ

ン
タ
ー

長

副
病
院
長

医
療
安
全

管
理
室
長

感
染
管
理

室
長

T
Q
M
推

進
室
長

セ
ン
タ
ー

付 病
院
長

職

上
司
の
命
を
受
け
、

地
域
医
療
連
携
・
入

退
院
支
援
セ
ン
タ
ー

の
事
務
を
掌
理
し
、

そ
の
事
務
を
処
理
す
る
た
め
、

職
員
を
指

揮
監
督
す
る
。

上
司
の
命
を
受
け
、

脳
神
経
セ
ン
タ
ー

の

事
務
を
掌
理
し
、

そ
の
事
務
を
処
理
す
る

た
め
、

職
員
を
指
揮
監
督
す
る
。

病
院
長
を
助
け
、

脳
神
経
セ
ン
タ
ー
、

T
Q
M
推
進
室
、

感
染
管
理
室
、

医
療
安

全
管
理
室
、

地
域
医
療
連
携
・
入
退
院
支

援
セ
ン
タ
ー

及
び
事
務
局
の
事
務
を
除
く

病
院
の
事
務
の
う
ち
、

あ
ら
か
じ
め
病
院

長
か
ら
そ
の
監
督
及
び
整
理
に
つ
い
て
指

定
さ
れ
た
事
務
に
係
る
職
員
の
担
任
す
る

事
務
を
監
督
し
、

事
務
を
整
理
す
る
。

上
司
の
命
を
受
け
、

医
療
安
全
管
理
室
の

事
務
を
掌
理
し
、

そ
の
事
務
を
処
理
す
る

た
め
、

職
員
を
指
揮
監
督
す
る
。

上
司
の
命
を
受
け
、

感
染
管
理
室
の
事
務

を
掌
理
し
、

そ
の
事
務
を
処
理
す
る
た

め
、

職
員
を
指
揮
監
督
す
る
。

上
司
の
命
を
受
け
、

T
Q
M
推
進
室
の
事

務
を
掌
理
し
、

そ
の
事
務
を
処
理
す
る
た

め
、

職
員
を
指
揮
監
督
す
る
。

上
司
の
命
を
受
け
、

セ
ン
タ
ー

の
特
定
事

務
に
従
事
す
る
。

上
司
の
命
を
受
け
、

当
該
機
関
が
分
掌
す

る
事
務
を
掌
理
し
、

そ
の
事
務
を
処
理
す

る
た
め
、

所
属
の
職
員
を
指
揮
監
督
す

る
。

職
務

組
織

循
環
器
・
呼
吸
器

病
セ
ン
タ
ー



 

図
書
館

臨
床
腫
瘍

研
究
所

緩
和
ケ
ア

セ
ン
タ
ー

地
域
連

携
・
相
談

支
援
セ
ン

タ
ー

治
験
管
理

室 周
術
期
セ

ン
タ
ー

低
侵
襲
手

術
セ
ン

タ
ー

希
少
が

ん
・
サ
ル

コ
ー

マ
セ

ン
タ
ー

総
合
診
療

セ
ン
タ
ー

図
書
館
長

臨
床
腫
瘍

研
究
所
長

緩
和
ケ
ア

セ
ン
タ
ー

長 地
域
連

携
・
相
談

支
援
セ
ン

タ
ー

長

治
験
管
理

室
長

周
術
期
セ

ン
タ
ー

長

低
侵
襲
手

術
セ
ン

タ
ー

長

希
少
が

ん
・
サ
ル

コ
ー

マ
セ

ン
タ
ー

長

総
合
診
療

セ
ン
タ
ー

長 副
病
院
長

上
司
の
命
を
受
け
、

図
書
館
の
事
務
を
掌

理
し
、

そ
の
事
務
を
処
理
す
る
た
め
、

職

員
を
指
揮
監
督
す
る
。

上
司
の
命
を
受
け
、

臨
床
腫
瘍
研
究
所
の

事
務
を
掌
理
し
、

そ
の
事
務
を
処
理
す
る

た
め
、

職
員
を
指
揮
監
督
す
る
。

上
司
の
命
を
受
け
、

緩
和
ケ
ア
セ
ン
タ
ー

の
事
務
を
掌
理
し
、

そ
の
事
務
を
処
理
す

る
た
め
、

職
員
を
指
揮
監
督
す
る
。

上
司
の
命
を
受
け
、

地
域
連
携
・
相
談
支

援
セ
ン
タ
ー

の
事
務
を
掌
理
し
、

そ
の
事

務
を
処
理
す
る
た
め
、

職
員
を
指
揮
監
督

す
る
。

上
司
の
命
を
受
け
、

治
験
管
理
室
の
事
務

を
掌
理
し
、

そ
の
事
務
を
処
理
す
る
た

め
、

職
員
を
指
揮
監
督
す
る
。

上
司
の
命
を
受
け
、

周
術
期
セ
ン
タ
ー

の

事
務
を
掌
理
し
、

そ
の
事
務
を
処
理
す
る

た
め
、

職
員
を
指
揮
監
督
す
る
。

上
司
の
命
を
受
け
、

低
侵
襲
手
術
セ
ン

タ
ー

の
事
務
を
掌
理
し
、

そ
の
事
務
を
処

理
す
る
た
め
、

職
員
を
指
揮
監
督
す
る
。

上
司
の
命
を
受
け
、

希
少
が
ん
・
サ
ル

コ
ー

マ
セ
ン
タ
ー

の
事
務
を
掌
理
し
、

そ

の
事
務
を
処
理
す
る
た
め
、

職
員
を
指
揮

監
督
す
る
。

上
司
の
命
を
受
け
、

総
合
診
療
セ
ン
タ
ー

の
事
務
を
掌
理
し
、

そ
の
事
務
を
処
理
す

る
た
め
、

職
員
を
指
揮
監
督
す
る
。

病
院
長
を
助
け
、

総
合
診
療
セ
ン
タ
ー
、

希
少
が
ん
・
サ
ル
コ
ー

マ
セ
ン
タ
ー
、

低

侵
襲
手
術
セ
ン
タ
ー
、

周
術
期
セ
ン

タ
ー
、

T
Q
M
推
進
室
、

感
染
管
理
室
、

医
療
安
全
管
理
室
、

治
験
管
理
室
、

地
域

連
携
・
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
、

緩
和
ケ
ア

セ
ン
タ
ー
、

臨
床
腫
瘍
研
究
所
、

図
書
館

及
び
事
務
局
の
事
務
を
除
く
病
院
の
事
務

の
う
ち
、

あ
ら
か
じ
め
病
院
長
か
ら
そ
の

監
督
及
び
整
理
に
つ
い
て
指
定
さ
れ
た
事

務
に
係
る
職
員
の
担
任
す
る
事
務
を
監
督

し
、

事
務
を
整
理
す
る
。

が
ん
セ
ン
タ
ー



 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
程
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

政
策
医
療

企
画
室

地
域
連

携
・
相
談

支
援
セ
ン

タ
ー

治
験
管
理

室 遺
伝
診
療

セ
ン
タ
ー

小
児
が
ん

セ
ン
タ
ー

移
植
セ
ン

タ
ー

科
長

部
長

副
局
長

局
長

政
策
医
療

企
画
室
長

副
病
院
長

地
域
連

携
・
相
談

支
援
セ
ン

タ
ー

長

治
験
管
理

室
長

遺
伝
診
療

セ
ン
タ
ー

長 小
児
が
ん

セ
ン
タ
ー

長 移
植
セ
ン

タ
ー

長

副
病
院
長

上
司
の
命
を
受
け
、

科
の
事
務
を
掌
理

し
、

そ
の
事
務
を
処
理
す
る
た
め
、

職
員

を
指
揮
監
督
す
る
。

上
司
の
命
を
受
け
、

部
の
事
務
を
掌
理

し
、

そ
の
事
務
を
処
理
す
る
た
め
、

職
員

を
指
揮
監
督
す
る
。

局
長
を
助
け
、

職
員
の
担
任
す
る
事
務
を

監
督
し
、

事
務
局
の
事
務
を
整
理
す
る
。

上
司
の
命
を
受
け
、

事
務
局
の
事
務
を
掌

理
し
、

そ
の
事
務
を
処
理
す
る
た
め
、

職

員
を
指
揮
監
督
す
る
。

上
司
の
命
を
受
け
、

政
策
医
療
企
画
室
の

事
務
を
掌
理
し
、

そ
の
事
務
を
処
理
す
る

た
め
、

職
員
を
指
揮
監
督
す
る
。

病
院
長
を
助
け
、

政
策
医
療
企
画
室
、

T
Q
M
推
進
室
、

感
染
管
理
室
、

医
療
安

全
管
理
室
及
び
事
務
局
の
事
務
を
除
く
病

院
の
事
務
の
う
ち
、

あ
ら
か
じ
め
病
院
長

か
ら
そ
の
監
督
及
び
整
理
に
つ
い
て
指
定

さ
れ
た
事
務
に
係
る
職
員
の
担
任
す
る
事

務
を
監
督
し
、

事
務
を
整
理
す
る
。

上
司
の
命
を
受
け
、

地
域
連
携
・
相
談
支

援
セ
ン
タ
ー

の
事
務
を
掌
理
し
、

そ
の
事

務
を
処
理
す
る
た
め
、

職
員
を
指
揮
監
督

す
る
。

上
司
の
命
を
受
け
、

治
験
管
理
室
の
事
務

を
掌
理
し
、

そ
の
事
務
を
処
理
す
る
た

め
、

職
員
を
指
揮
監
督
す
る
。

上
司
の
命
を
受
け
、

遺
伝
診
療
セ
ン
タ
ー

の
事
務
を
掌
理
し
、

そ
の
事
務
を
処
理
す

る
た
め
、

職
員
を
指
揮
監
督
す
る
。

上
司
の
命
を
受
け
、

小
児
が
ん
セ
ン
タ
ー

の
事
務
を
掌
理
し
、

そ
の
事
務
を
処
理
す

る
た
め
、

職
員
を
指
揮
監
督
す
る
。

上
司
の
命
を
受
け
、

移
植
セ
ン
タ
ー

の
事

務
を
掌
理
し
、

そ
の
事
務
を
処
理
す
る
た

め
、

職
員
を
指
揮
監
督
す
る
。

病
院
長
を
助
け
、

移
植
セ
ン
タ
ー
、

小
児

が
ん
セ
ン
タ
ー
、

遺
伝
診
療
セ
ン
タ
ー
、

T
Q
M
推
進
室
、

感
染
管
理
室
、

医
療
安

全
管
理
室
、

治
験
管
理
室
、

地
域
連
携
・

相
談
支
援
セ
ン
タ
ー

及
び
事
務
局
の
事
務

を
除
く
病
院
の
事
務
の
う
ち
、

あ
ら
か
じ

め
病
院
長
か
ら
そ
の
監
督
及
び
整
理
に
つ

い
て
指
定
さ
れ
た
事
務
に
係
る
職
員
の
担

任
す
る
事
務
を
監
督
し
、

事
務
を
整
理
す

る
。

部科

小
児
医
療
セ
ン

タ
ー

精
神
医
療
セ
ン

タ
ー

事
務
局



管

理

規

程 

埼
玉
県
病
院
事
業
管
理
規
程
第
五
号 

 
埼
玉
県
病
院
局
職
員
就
業
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
病
院
事
業
管
理
者 

岩 

中 
 

 

督 

 
 

 

埼
玉
県
病
院
局
職
員
就
業
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程 

第
一
条 

埼
玉
県
病
院
局
職
員
就
業
規
程
（
平
成
十
四
年
埼
玉
県
病
院
事
業
管
理
規
程
第
三
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

附
則
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

 
 

５ 

障
害
の
あ
る
職
員
の
う
ち
、
管
理
者
の
指
定
す
る
も
の
の
勤
務
時
間
及
び
休
憩
時
間
に

つ
い
て
は
、
第
三
条
及
び
第
四
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
管
理
者
が
別
に
定
め
る
。 

第
二
条 

埼
玉
県
病
院
局
職
員
就
業
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
（
平
成
二
十
八
年
埼
玉
県
病

院
事
業
管
理
規
程
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

附
則
第
二
項
中
「
勤
務
時
間
」
の
下
に
「
及
び
休
憩
時
間
」
を
加
え
、
「
第
三
条
第
二
項
」

の
下
に
「
及
び
第
四
条
第
一
項
」
を
加
え
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
程
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 



管

理

規

程 

埼
玉
県
病
院
事
業
管
理
規
程
第
六
号 

 
埼
玉
県
病
院
局
職
員
給
与
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
病
院
事
業
管
理
者 

岩 

中 
 

 

督 

 
 

 

埼
玉
県
病
院
局
職
員
給
与
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程 

 

埼
玉
県
病
院
局
職
員
給
与
規
程
（
平
成
十
四
年
埼
玉
県
病
院
事
業
管
理
規
程
第
六
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

別
表
第
九
イ
中
「
地
域
医
療
連
携
室
長
」
を
「
地
域
医
療
連
携
・
入
退
院
支
援
セ
ン
タ
ー
長
」 

 

に
改
め
、
「
希
少
が
ん
・
サ
ル
コ
ー
マ
セ
ン
タ
ー
長
」
を 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

に
改
め
る
。 

 

別
表
第
十
二
中
「
地
域
医
療
連
携
室
長
」
を
「
地
域
医
療
連
携
・
入
退
院
支
援
セ
ン
タ
ー
長
」 

 

に
改
め
、
「
希
少
が
ん
・
サ
ル
コ
ー
マ
セ
ン
タ
ー
長
」
を 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

に
改
め
る
。 

 

別
表
第
十
三
及
び
別
表
第
十
四
中
「
重
症
急
性
呼
吸
器
症
候
群
」
の
次
に
「
及
び
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
感
染
症
」
を
加
え
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
程
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
第
十
三
及
び
別
表
第
十

四
の
改
正
規
定
は
、
令
和
二
年
一
月
二
十
八
日
か
ら
適
用
す
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

「
総
合
診
療
セ
ン
タ
ー
長 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

希
少
が
ん
・
サ
ル
コ
ー
マ
セ
ン
タ
ー
長
」 

 
 

 
 

 
 

 
 

「
総
合
診
療
セ
ン
タ
ー
長 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

希
少
が
ん
・
サ
ル
コ
ー
マ
セ
ン
タ
ー
長
」 



管

理

規

程 

埼
玉
県
流
域
下
水
道
事
業
管
理
規
程
第
一
号 

 
埼
玉
県
流
域
下
水
道
事
業
財
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

平
成
二
年
三
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
下
水
道
事
業
管
理
者 

砂 

川 

裕 

紀 

 
 

 

埼
玉
県
流
域
下
水
道
事
業
財
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程 

 

埼
玉
県
流
域
下
水
道
事
業
財
務
規
程
（
平
成
二
十
二
年
埼
玉
県
流
域
下
水
道
事
業
管
理
規
程
第

十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
四
十
五
条
中
第
六
号
を
削
り
、
第
七
号
を
第
六
号
と
し
、
第
八
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で
を
一

号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。 

 

第
百
六
十
六
条
第
二
項
第
一
号
中
「
又
は
都
市
ガ
ス
」
を
「
、
都
市
ガ
ス
又
は
液
化
石
油
ガ
ス
」

に
改
め
る
。 

 

第
百
七
十
七
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

（
落
札
者
の
決
定
の
失
効
等
） 

第
百
七
十
七
条 

管
理
者
又
は
そ
の
委
任
を
受
け
た
者
は
、
落
札
者
を
決
定
し
た
場
合
に
お
い
て
、 

 

当
該
決
定
を
落
札
者
に
通
知
し
た
後
、
落
札
者
に
対
し
て
、
締
結
す
る
契
約
の
内
容
を
記
載
し 

 

 

た
書
面
を
速
や
か
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

前
項
の
書
面
が
落
札
者
に
到
達
し
た
日
か
ら
五
日
（
そ
の
期
間
中
に
埼
玉
県
の
休
日
を
定
め 

 

る
条
例
（
平
成
元
年
埼
玉
県
条
例
第
三
号
）
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
県
の
休
日
が
あ
る
場 

 

合
に
お
い
て
は
、
当
該
休
日
を
除
く
。
）
以
内
に
当
該
落
札
者
が
契
約
の
締
結
に
応
じ
な
い
と 

 

き
は
、
前
項
の
決
定
は
効
力
を
失
う
。 

 

第
百
八
十
五
条
第
一
項
第
二
号
中
「
三
万
円
」
を
「
十
万
円
」
に
改
め
る
。 

 

第
百
九
十
二
条
中
「
第
二
百
四
十
三
条
の
二
第
一
項
」
を
「
第
二
百
四
十
三
条
の
二
の
二
第
一

項
」
に
改
め
る
。 

 

第
百
九
十
三
条
第
一
項
中
「
第
二
百
四
十
三
条
の
二
第
一
項
各
号
」
を
「
第
二
百
四
十
三
条
の

二
の
二
第
一
項
各
号
」
に
改
め
る
。 

  

を
削
る
。 

  

を
削
る
。 

  

 
 

  
 

 賃
金
 

臨
時
職
員
及
び
人
夫
の
賃
金
等

 

 

別
表
第
一
中 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

を
削
り
、

「 

」
「
８
」 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

に
改
め
る
。 

「 

」 

 
賃
金
 

  
  

○
 

◎
 

 
 
 

 

「 

別
表
第
五
中 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

を
削
り
、

「 

」
「
８
」 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

に
改
め
る
。 

」 



  
を
削
る
。 

 
 

 
附 

則 

 

こ
の
規
程
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 賃
金
 

 
支
出
決
定
の
と
き
。
 

 支
出
し
よ
う
と
す
る
額
 

 
 
 

 

別
表
第
六
中 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
を
削
り
、

「 

」
「
８
」 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

に
改
め
る
。 

」 

「 



管

理

規

程 

埼
玉
県
流
域
下
水
道
事
業
管
理
規
程
第
二
号 

埼
玉
県
下
水
道
局
事
務
の
委
任
及
び
決
裁
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の

よ
う
に
定
め
る
。 

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
下
水
道
事
業
管
理
者 

砂 

川 

裕 

紀 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
下
水
道
局
事
務
の
委
任
及
び
決
裁
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程 

埼
玉
県
下
水
道
局
事
務
の
委
任
及
び
決
裁
に
関
す
る
規
程
（
平
成
二
十
二
年
埼
玉
県
流
域
下
水

道
事
業
管
理
規
程
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

別
表
第
一
地
域
機
関
の
長
の
項
委
任
事
務
の
欄
第
三
号
か
ら
第
六
号
ま
で
の
規
定
中
「
第
二
十

五
条
の
十
」
を
「
第
二
十
五
条
の
十
八
」
に
改
め
、
同
項
第
七
号
中
「
第
二
十
五
条
の
七
第
一
項
」

を
「
第
二
十
五
条
の
十
五
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
第
八
号
を
削
り
、
同
項
中
第
九
号
を
第
八
号

と
し
、
第
十
号
を
第
九
号
と
す
る
。 

 

別
表
第
二
第
九
号
局
長
専
決
事
項
の
欄
中
「
類
す
る
者
」
の
下
に
「
並
び
に
同
法
第
二
十
二
条

の
二
第
一
項
各
号
に
規
定
す
る
者
」
を
加
え
る
。 

 

別
表
第
三
第
四
号
を
削
り
、
同
表
中
第
五
号
を
第
四
号
と
し
、
第
六
号
か
ら
第
六
十
号
ま
で
を

一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
表
第
六
十
一
号
中
「
第
二
十
五
条
の
六
」
を
「
第
二
十
五
条
の
十
四
」

に
改
め
、
同
号
を
同
表
第
六
十
号
と
し
、
同
表
第
六
十
二
号
中
「
第
二
十
五
条
の
八
」
を
「
第
二

十
五
条
の
十
六
」
に
改
め
、
同
号
を
同
表
第
六
十
一
号
と
し
、
同
表
第
六
十
三
号
を
同
表
第
六
十

二
号
と
す
る
。 

 
 

 

附 

則 

こ
の
規
程
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 



管

理

規

程 

埼
玉
県
流
域
下
水
道
事
業
管
理
規
程
第
三
号 

埼
玉
県
下
水
道
局
職
員
給
与
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

埼
玉
県
下
水
道
事
業
管
理
者 

砂 

川 

裕 

紀 

 
 

 

埼
玉
県
下
水
道
局
職
員
給
与
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程 

埼
玉
県
下
水
道
局
職
員
給
与
規
程
（
平
成
二
十
二
年
埼
玉
県
流
域
下
水
道
事
業
管
理
規
程
第
五

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

別
表
第
七
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

別
表
第
八
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

         

別表第七（第十五条関係）

 職種
標準的な会計年度任用職員の職務を
行うもの

相当の知識又は経験を要する会計年
度任用職員の職務を行うもの

号 給 月額 月額

円 円

1 152,965 191,664

2 154,083 193,391

3 155,200 195,219

4 156,317 196,946

5 157,333 198,571

6 158,755 199,993

7 160,075 201,516

8 161,396 203,040

9 162,615 204,360

10 164,138 205,681

11 165,662 206,900

12 167,287 208,220

13 168,506 209,540

14 170,029 210,861

15 171,553 212,181

16 173,076 213,502

17 174,397 214,619

18 177,139 215,939

19 179,780 217,260

20 182,421 218,580

21 185,062 219,698

22 186,789 220,815

23 188,414 221,831

24 190,140 222,948

25 191,664 224,065

会計年度任用職員の報酬等基準額表
別表第八（第十五条の三、第十五条の四関係） 

    報酬等の調整額表 

調整数 調整額 

      円 

  

１ 5,700 

２ 11,400 

 ３ 17,100 

 ４ 22,800 

 



 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
程
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 



管

理

規

程 

埼
玉
県
流
域
下
水
道
事
業
管
理
規
程
第
四
号 

 
埼
玉
県
下
水
道
局
職
員
就
業
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
下
水
道
事
業
管
理
者 

砂 

川 

裕 

紀 

 
 

 

埼
玉
県
下
水
道
局
職
員
就
業
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程 

第
一
条 

埼
玉
県
下
水
道
局
職
員
就
業
規
程
（
平
成
二
十
二
年
埼
玉
県
流
域
下
水
道
事
業
管
理
規

程
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

附
則
に
次
の
一
項
に
加
え
る
。 

 
 

５ 

障
害
の
あ
る
職
員
の
う
ち
、
管
理
者
の
指
定
す
る
も
の
の
勤
務
時
間
及
び
休
憩
時
間
に

つ
い
て
は
、
第
三
条
及
び
第
四
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
管
理
者
が
別
に
定
め
る
。 

第
二
条 

埼
玉
県
下
水
道
局
職
員
就
業
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
（
平
成
二
十
八
年
埼
玉
県

流
域
下
水
道
事
業
管
理
規
程
第
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

附
則
第
二
項
中
「
勤
務
時
間
」
の
下
に
「
及
び
休
憩
時
間
」
を
加
え
、
「
第
三
条
第
二
項
」

の
下
に
「
及
び
第
四
条
第
一
項
」
を
加
え
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
程
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
七
十
七
号 

 
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
五
第
一
項
及
び
第

百
六
十
七
条
の
十
一
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
令
和
二
年
度
に
お
い
て
県
が
発
注
す
る
物
品
の

買
入
れ
、
売
払
い
及
び
借
入
れ
、
印
刷
の
請
負
並
び
に
電
子
計
算
に
関
す
る
業
務
、
建
築
物
の
管

理
に
関
す
る
業
務
並
び
に
催
物
、
映
画
及
び
広
告
の
企
画
・
製
作
並
び
に
そ
の
他
業
務
の
委
託
の

契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
又
は
指
名
競
争
入
札
（
以
下
「
競
争
入
札
」
と
い
う
。
）
に
参
加
す

る
者
に
必
要
な
資
格
等
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
定
め
た
。 

 
 

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

業
種
区
分
及
び
物
品
等
の
種
類 

 
 

業
種
区
分
及
び
物
品
等
の
種
類
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。 

                      

    

ハ 

物
品
の
賃
貸 

ロ 

物
品
の
買
受
け 

イ 

物
品
の
販
売 

業 

種 

区 

分 

Ｏ
Ａ
機
器
・
用
品 

事
務
機
器 

書
籍 

家
具 

室
内
装
備
品 

 

（
屋
内
装
飾
品
） 

厨
ち
ゅ
う

房
機
器 

建
具 

舞
台
装
置 

寝
具
類 

 
 

車
両
・
船
舶
・
バ
イ
ク
・
自
転
車 

自
動
車
用
品 

医
療
機 

器 

介
護
機
器 

測
量
機
器 

理
化
学
機
器 

光
学
機
器
・
時 

計 

空
調
冷
暖
房
機
器 

家
電
製
品 

視
聴
覚
機
器 

通
信
放 

送
機
器 

工
作
機
械
類 

農
業
・
建
設
機
械
類 

そ
の
他
機
械 

鉄
・
非
鉄
く
ず 

紙
・
繊
維
く
ず 

自
動
車 

機
械 

事
務
機 

器 

そ
の
他
の
買
受
け 

Ｏ
Ａ
機
器
・
用
品 

文
具
・
事
務
機
器
・
用
品 

書
籍 

家
具 

 
 

室
内
装
備
品
（
屋
内
装
飾
品
） 
厨

ち
ゅ
う

房
機
器 

建
具 

舞
台 

 

装
置 

寝
具
類 

車
両
・
船
舶
・
バ
イ
ク
・
自
転
車 

自
動
車 

 

用
品 

燃
料
類 

医
療
機
器 

医
療
用
薬
品 
介
護
機
器 

測 

 

量
機
器 

理
化
学
機
器 

光
学
機
器
・
時
計 
空
調
冷
暖
房
機 

 

器 

家
電
製
品 

視
聴
覚
機
器 

通
信
放
送
機
器 
工
作
機
械 

 

類 

農
業
・
建
設
機
械
類 

そ
の
他
機
械
器
具 

教
育
用
教
材 

 

等 

遊
具
類 

衣
類
・
帽
子
・
靴 

消
防
・
防
災
・
防
犯
用
品 

 
 

ス
ポ
ー
ツ
用
品 

楽
器 

記
章
・
カ
ッ
プ
・
美
術
工
芸
品 

 

 

看
板
・
標
識
・
旗
・
環
境
美
化
用
品 

食
料
品 

肥
料
・
飼
料 

 

・
農
薬 

動
植
物
・
用
品 

金
物
類 

工
業
用
薬
品 

建
設
資 

材
・
部
材
・
材
料
品 

百
貨
・
ギ
フ
ト 

そ
の
他
百
貨 

 

物 
品 

等 

の 

種 

類 

 



                                  

  

ト 

催
物
、
映
画
及 

ヘ 

建
築
物
の
管
理 

 

に
関
す
る
業
務 

ホ 

電
子
計
算
に
関 

 

す
る
業
務 

ニ 

印
刷
の
請
負 

 

催
物
の
企
画
・
運
営
等
関
連
業
務 

催
物
の
会
場
設
営
業
務 

 

展
示
等
関
連
業
務 

音
響
・
舞
台
照
明
等
関
連
業
務 

製
作
等 

関
連
業
務 

そ
の
他
催
物
関
連
業
務 

映
画
又
は
ビ
デ
オ
制
作 

１ 

管
理
業
務 

清
掃 

人
間
警
備 

機
械
警
備 

環
境
測
定 

殺
虫
・
消 

 

毒 

駐
車
場
管
理 

２ 

運
転
業
務 

受
変
電
・
非
常
電
源
・
負
荷
・
電
気
保
安
管
理 

通
信
設 

備 

空
調
機
械 

ボ
イ
ラ
ー 

冷
凍
機 

給
排
水
衛
生
設
備 

電
話
交
換 

３ 

点
検
・
検
査
業
務 

受
変
電
・
非
常
電
源
・
負
荷
・
電
気
保
安
管
理 

通
信
設 

備 

空
調
機
械 

ボ
イ
ラ
ー 

冷
凍
機 

上
水
槽
清
掃
・
貯 

水
槽
清
掃 

給
排
水
衛
生
設
備 

ガ
ス
設
備 

浄
化
槽
保
守 

点
検 

浄
化
槽
清
掃 

搬
送
運
搬
設
備 

防
災
設
備 

４ 

廃
棄
物
処
理
業
務 

 

一
般
廃
棄
物 

産
業
廃
棄
物 

 デ
ー
タ
エ
ン
ト
リ
ー 

フ
ァ
シ
リ
テ
ィ
・
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト 

 
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
等
セ
ッ
ト
ア
ッ
プ 

シ
ス
テ
ム
分
析 

シ
ス
テ

ム
開
発
（
汎
用
機
系
） 

シ
ス
テ
ム
開
発
（
Ｐ
Ｃ
・
Ｃ
Ｓ
Ｓ
系
） 

 

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
設
計
・
構
築 

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ 

ス
テ
ム
運
用
・
保
守 

Ｇ
Ｉ
Ｓ
関
連
業
務 

画
像
処
理
関
連
業 

務 

Ｃ
Ａ
Ｄ
／
Ｃ
Ａ
Ｍ
関
連
業
務 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
シ
ス
テ 

ム
関
連
業
務 

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
関
連
業
務 

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
技 

術
教
育 

電
子
媒
体
作
成
関
連
業
務 

セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
関
連
業 

務 

デ
ー
タ
ベ
ー
ス
サ
ー
ビ
ス 

そ
の
他
電
算
業
務 

一
般
印
刷 

フ
ォ
ー
ム
印
刷 

封
筒
印
刷 

シ
ー
ル
・
ラ
ベ
ル

印
刷 

そ
の
他
印
刷 

製
本 

器
具 

教
育
用
教
材
等 

遊
具
類 

衣
類
・
帽
子
・
靴 

消
防 

・
防
災
・
防
犯
用
品 

ス
ポ
ー
ツ
用
品 

楽
器 

美
術
工
芸
品 

 

看
板
・
標
識
・
旗
・
環
境
美
化
用
品 

動
植
物
・
用
品 

金 

物
類 

部
材
・
材
料
品 

そ
の
他
百
貨 

 



        

二 

競
争
入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
者 

 

イ 

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
特
別
の
理
由
が
あ
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
競
争
入
札 

 
 

に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

 
 

⑴ 

地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
六
十
七
条
の
四
第
一
項
（
同
令
第
百
六
十
七
条
の
十
一
第
一 

 
 

 

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
該
当
す
る
者 

 
 

⑵ 

十
一
ホ
又
は
ヘ
に
該
当
す
る
こ
と
に
よ
り
資
格
を
取
り
消
さ
れ
、
当
該
取
消
し
の
日
か 

 
 

 

ら
三
年
を
経
過
し
な
い
者 

 

ロ 

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
知
事
が
別
に
定
め
る
期
間
、
競
争
入
札
に
参
加
す
る 

 
 

こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
の
者
を
代
理
人
、
支
配
人
そ
の
他
の
使
用
人
又
は
入
札
代
理
人
と
し 

 
 

て
使
用
す
る
者
に
つ
い
て
も
、
同
様
と
す
る
。 

 
 

⑴ 

契
約
の
履
行
に
当
た
り
、
故
意
に
工
事
、
製
造
そ
の
他
の
役
務
を
粗
雑
に
行
い
、
又
は 

 
 

 

物
件
の
品
質
若
し
く
は
数
量
に
関
し
て
不
正
の
行
為
を
し
た
者 

 
 

⑵ 

競
争
入
札
又
は
せ
り
売
り
に
お
い
て
、
そ
の
公
正
な
執
行
を
妨
げ
た
者
又
は
公
正
な
価 

 
 

 

格
の
成
立
を
害
し
、
若
し
く
は
不
正
の
利
益
を
得
る
た
め
に
連
合
し
た
者 

 
 

⑶ 

落
札
者
が
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
又
は
契
約
者
が
契
約
を
履
行
す
る
こ
と
を
妨
げ
た
者 

 
 

⑷ 

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
三
十
四
条
の
二
第
一
項
の 

 
 

 

規
定
に
よ
る
監
督
又
は
検
査
の
実
施
に
当
た
り
職
員
の
職
務
の
執
行
を
妨
げ
た
者 

 
 

⑸ 

正
当
な
理
由
が
な
く
て
契
約
を
履
行
し
な
か
っ
た
者 

 
 

⑹ 

そ
の
他
契
約
の
相
手
方
と
し
て
不
適
当
と
認
め
ら
れ
る
者 

三 

競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格 

 

イ 

競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
（
以
下
「
資
格
」
と
い
う
。
）
は
、
履
行
能
力 

 
 

に
基
づ
き
、
契
約
の
種
類
及
び
執
行
予
定
額
に
応
じ
て
Ａ
、
Ｂ
及
び
Ｃ
の
三
等
級
に
区
分
し 

 
 

て
定
め
る
。 

 

ロ 

個
々
の
履
行
能
力
の
審
査
（
以
下
「
資
格
審
査
」
と
い
う
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に 

 
 

つ
い
て
行
う
。 

 
 

⑴ 

売
上
額 

 
 

⑵ 

経
営
規
模 

 

び
広
告
の
企
画
・ 

 

製
作
並
び
に
そ
の 

 
他
役
務 

業
務 

広
告
代
理
業
務 

写
真
撮
影
業
務 

旅
行
代
理
業
務 

 

庁
内
文
書
集
配
・
発
送
業
務 

封
入
及
び
封
か
ん
業
務 

テ
ー 

プ
版
・
点
字
版
発
行
業
務 

給
食
業
務 

洗
濯
業
務 

市
場
調 

査
業
務 

世
論
調
査
業
務 

広
報
紙
新
聞
折
り
込
み
及
び
配
布

業
務 

統
計
書
類
の
受
入
れ
・
保
管
・
配
送
業
務 

施
設
に
お

け
る
中
央
材
料
室
業
務 

そ
の
他
業
務 

 



 
 

 

（一） 

自
己
資
本
の
額 

 
 

 

（二） 

機
械
設
備
の
額
（
印
刷
の
請
負
契
約
に
係
る
資
格
審
査
に
限
り
適
用
す
る
。
） 

 
 

 

（三） 

従
業
員
の
数 

 
 

⑶ 
経
営
状
況 

 
 

 

（一） 
流
動
比
率 

 
 

 

（二） 

経
営
資
本
回
転
率 

 
 

⑷ 

従
業
員
一
人
当
た
り
の
売
上
額
（
建
築
物
の
管
理
に
関
す
る
業
務
の
委
託
契
約
に
係
る 

 
 

 

資
格
審
査
に
つ
い
て
は
除
く
。
） 

 
 

⑸ 

営
業
期
間 

 
 

⑹ 

Ｉ
Ｓ
Ｏ
９
０
０
１
の
認
証
取
得
状
況
（
物
品
の
買
入
れ
、
売
払
い
及
び
借
入
れ
に
関
す 

 
 

 

る
契
約
に
係
る
資
格
審
査
に
つ
い
て
は
除
く
。
） 

 
 

⑺ 

障
害
者
雇
用
状
況 

 
 

⑻ 

環
境
配
慮
状
況 

 

ハ 

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
特
別
の
理
由
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
資
格
を
有
し
な 

 
 

い
も
の
と
す
る
。 

 
 

⑴ 

登
録
、
免
許
、
許
可
等
を
営
業
の
要
件
と
す
る
営
業
種
目
に
つ
い
て
、
当
該
登
録
、
免 

 
 

 

許
、
許
可
等
を
受
け
て
い
な
い
者 

 
 

⑵ 

申
請
日
前
二
年
間
に
お
い
て
、
振
り
出
し
た
手
形
又
は
小
切
手
が
不
渡
り
と
な
り
、
銀 

 
 

 

行
当
座
取
引
を
停
止
さ
れ
て
い
る
者 

四 

資
格
審
査
の
申
請
方
法 

 

イ 

資
格
審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
以
下
「
申
請
者
」
と
い
う
。
）
は
、
電
子
情
報
処
理 

 
 

組
織
（
知
事
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
（
入
出
力
装
置
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
と
申
請 

 
 

者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
を
い 

 
 

う
。
以
下
同
じ
。
）
を
使
用
し
た
物
品
等
競
争
入
札
参
加
資
格
登
録
申
請
（
以
下
「
電
子
申 

 
 

請
」
と
い
う
。
）
を
知
事
に
対
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

ロ 

申
請
者
は
、
電
子
申
請
後
、
受
付
票
を
印
刷
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

ハ 

申
請
者
は
、
電
子
申
請
後
、
直
ち
に
次
に
掲
げ
る
書
類
（
以
下
「
提
出
書
類
」
と
い
う
。
） 

 
 

を
郵
送
等
に
よ
り
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

 

な
お
、
提
出
書
類
到
達
後
に
資
格
審
査
を
開
始
す
る
。 

 
 

⑴ 

受
付
票 

 
 

⑵ 

申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
は
、
登
記
事
項
証
明
書
の
写
し
（
履
歴
事
項
全
部
証
明
書 

 
 

 

又
は
現
在
事
項
全
部
証
明
書
） 

 
 

⑶ 

申
請
者
が
個
人
で
あ
る
場
合
は
、
身
分
証
明
書
の
写
し
（
市
区
町
村
長
が
発
行
し
た
も 

 
 

 

の
に
限
る
。
） 



 
 

⑷ 

申
請
者
が
個
人
で
あ
る
場
合
は
、
後
見
登
記
等
フ
ァ
イ
ル
に
成
年
被
後
見
人
、
被
保
佐 

 
 

 

人
又
は
被
補
助
人
と
す
る
記
録
が
な
い
こ
と
の
証
明
書
の
写
し
（
被
保
佐
人
又
は
被
補
助 

 
 

 

人
に
あ
っ
て
は
、
後
見
登
記
等
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
て
い
る
事
項
の
証
明
書
） 

 
 

⑸ 
申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
は
、
決
算
報
告
書
（
申
請
日
の
直
前
一
年
間
の
事
業
年
度 

 
 

 

の
決
算
に
関
す
る
も
の
。
た
だ
し
、
申
請
日
時
点
で
、
法
人
設
立
後
一
年
に
満
た
な
い
も 

 
 

 

の
に
あ
っ
て
は
、
提
出
可
能
な
決
算
に
関
す
る
も
の
） 

 
 

⑹ 

申
請
者
が
個
人
で
あ
る
場
合
は
、
所
得
税
確
定
申
告
書
等
の
写
し
（
申
請
日
の
直
前
一 

 
 

 

年
間
の
申
告
に
係
る
も
の
） 

 
 

⑺ 

県
民
税
及
び
事
業
税
の
納
税
証
明
書
の
写
し
（
法
人
県
民
税
及
び
事
業
税
に
つ
い
て
は
、 

 
 

 

埼
玉
県
内
の
事
業
所
に
係
る
も
の
。
個
人
県
民
税
に
つ
い
て
は
、
埼
玉
県
内
の
住
所
地
に 

 
 

 

係
る
も
の
） 

 
 
 
 

⑻ 

消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
の
納
税
証
明
書
の
写
し 

 
 

⑼ 

営
業
経
歴
書
（
創
業
時
か
ら
現
在
ま
で
の
営
業
経
歴
を
記
載
し
た
も
の
） 

 
 
 

⑽ 

Ｉ
Ｓ
Ｏ
９
０
０
１
認
証
取
得
登
録
証
の
写
し
（
物
品
の
買
入
れ
、
売
払
い
及
び
借
入
れ 

 
 

 

に
関
す
る
契
約
に
係
る
申
請
者
は
不
要
と
す
る
。
ま
た
、
認
証
を
受
け
て
い
る
場
合
の
み 

 
 

 

必
要
と
す
る
。
） 

 
 

⑾ 

障
害
者
雇
用
状
況
報
告
書
の
写
し
（
障
害
者
雇
用
状
況
報
告
書
の
提
出
が
義
務
付
け
ら 

 
 

 

れ
て
い
る
事
業
者
で
、
障
害
者
法
定
雇
用
率
を
達
成
し
て
い
る
場
合
の
み
必
要
と
す
る
。
） 

 
 

⑿ 

障
害
者
雇
用
の
証
明
書
（
障
害
者
雇
用
状
況
報
告
書
の
提
出
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
な 

 
 

 

い
事
業
者
で
、
障
害
者
雇
用
を
行
っ
て
い
る
場
合
の
み
必
要
と
す
る
。
） 

 
 

⒀ 

Ｉ
Ｓ
Ｏ
１
４
０
０
１
認
証
取
得
登
録
証
、
埼
玉
県
エ
コ
ア
ッ
プ
認
証
書
又
は
エ
コ
ア
ク 

 
 

 

シ
ョ
ン
２
１
認
証
・
登
録
証
の
写
し
（
認
証
を
受
け
て
い
る
場
合
の
み
必
要
と
す
る
。
） 

 
 
 

⒁ 

委
任
状
（
入
札
、
契
約
、
代
金
の
請
求
又
は
受
領
等
を
代
理
人
に
委
任
す
る
場
合
の
み 

 
 

 

必
要
と
す
る
。
） 

 
 

⒂ 

登
録
証
明
書
等
の
写
し
（
営
業
が
登
録
、
免
許
、
許
可
等
を
要
件
と
し
て
い
る
場
合
の 

 
 

 

み
必
要
と
す
る
。
） 

 
 

⒃ 

申
請
者
が
被
保
佐
人
、
被
補
助
人
又
は
未
成
年
者
で
あ
る
場
合
は
、
契
約
締
結
の
た
め 

 
 

 

に
必
要
な
同
意
を
し
て
い
る
者
が
発
行
す
る
同
意
書 

 
 

⒄ 

そ
の
他
知
事
が
必
要
と
認
め
る
書
類 

五 

電
子
申
請
等
に
用
い
る
言
語
等 

 

イ 

電
子
申
請
は
、
日
本
語
で
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
電
子
申
請
に
使
用
で
き
る
漢
字
は
、 

 
 

Ｊ
Ｉ
Ｓ
第
一
水
準
及
び
第
二
水
準
と
す
る
。
申
請
内
容
に
お
い
て
こ
れ
以
外
の
漢
字
を
使
用 

 
 

し
て
い
る
場
合
は
、
申
請
可
能
な
他
の
漢
字
又
は
平
仮
名
に
置
き
換
え
る
も
の
と
す
る
。 

 
 

 

な
お
、
提
出
書
類
で
外
国
語
で
記
載
し
て
あ
る
も
の
は
、
日
本
語
の
訳
文
を
付
記
し
、
又 



 
 

は
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

ロ 

電
子
申
請
の
金
額
表
示
は
、
日
本
国
通
貨
で
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

 

な
お
、
提
出
書
類
で
外
国
貨
幣
で
表
示
し
て
あ
る
も
の
は
、
日
本
国
通
貨
に
換
算
し
た
も 

 
 

の
を
付
記
し
、
又
は
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

 

ま
た
、
日
本
国
通
貨
へ
の
換
算
に
当
た
っ
て
は
、
出
納
官
吏
事
務
規
程
（
昭
和
二
十
二
年 

 
 

大
蔵
省
令
第
九
十
五
号
）
第
十
六
条
に
規
定
す
る
外
国
貨
幣
換
算
率
の
例
に
よ
る
も
の
と
す 

 
 

る
。 

六 

資
格
審
査
の
受
付
期
間 

 
 

資
格
審
査
の
受
付
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
三
年
二
月
五
日
ま
で
の
間
、
随
時
受 

 

付
を
行
う
が
、
資
格
者
と
し
て
登
録
さ
れ
た
日
（
以
下
「
資
格
登
録
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
有 

 

効
に
な
る
た
め
、
希
望
す
る
調
達
案
件
の
入
札
に
間
に
合
わ
な
い
こ
と
が
あ
る
。 

 
 

な
お
、
平
成
三
十
一
年
度
及
び
平
成
三
十
二
年
度
の
資
格
者
名
簿
に
登
載
さ
れ
て
い
る
者
は
、 

 

改
め
て
資
格
審
査
を
受
け
る
必
要
は
な
い
。 

七 

資
料
等
の
請
求 

 
 

知
事
は
、
資
格
審
査
に
関
し
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
資
料
の
提
出
若
し
く
は
提
示 

 

又
は
説
明
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

八 

申
請
者
へ
の
通
知 

 
 

知
事
は
、
資
格
審
査
の
結
果
を
、
当
該
申
請
者
に
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
通
知
す 

 

る
も
の
と
す
る
。 

九 

資
格
の
有
効
期
間 

 
 

随
時
受
付
に
よ
る
資
格
の
有
効
期
間
は
、
資
格
登
録
日
か
ら
令
和
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

 

と
す
る
。 

十 

変
更
等
の
届
出 

 
 

電
子
申
請
後
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合
、
営
業
を
休
止
し
、
若
し
く
は 

 

廃
止
し
た
場
合
又
は
営
業
の
停
止
命
令
を
受
け
た
場
合
は
、
速
や
か
に
そ
の
旨
を
電
子
情
報
処 

 

理
組
織
等
を
使
用
し
て
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

イ 

商
号
又
は
名
称 

 

ロ 

代
表
者
又
は
代
理
人 

 

ハ 

所
在
地
（
代
理
人
の
所
在
地
を
含
む
。
） 

 

ニ 

印
鑑
（
実
印
、
使
用
印
又
は
代
理
人
印
） 

 

ホ 

資
本
金 

 

ヘ 

電
話
番
号
又
は
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
番
号 

 
 

ト 

Ｉ
Ｓ
Ｏ
９
０
０
１
の
認
証
取
得
状
況 

 
 

チ 

障
害
者
雇
用
状
況 



 

リ 

環
境
配
慮
状
況 

 

ヌ 

登
録
、
免
許
、
許
可
等
に
関
す
る
事
項 

十
一 

資
格
の
取
消
し 

 
 

知
事
は
、
競
争
入
札
参
加
資
格
者
が
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
そ
の
資
格
を 

 

取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。 

 

イ 

二
イ
⑴
又
は
ロ
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
と
な
っ
た
と
き
。 

 

ロ 

営
業
に
関
し
必
要
な
登
録
、
免
許
、
許
可
等
の
取
消
し
を
受
け
た
と
き
。 

 

ハ 

電
子
申
請
又
は
提
出
書
類
等
に
故
意
に
虚
偽
の
事
項
の
記
録
又
は
記
載
を
し
た
と
き
。 

 

ニ 

経
済
的
信
用
を
著
し
く
欠
く
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。 

 

ホ 

私
的
独
占
の
禁
止
及
び
公
正
取
引
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
五
十 

 
 

四
号
）
第
三
条
又
は
第
八
条
第
一
号
の
規
定
に
違
反
し
て
公
正
取
引
委
員
会
か
ら
排
除
措
置 

 
 

命
令
、
課
徴
金
納
付
命
令
又
は
告
発
を
受
け
た
場
合
で
、
極
め
て
悪
質
で
あ
る
と
知
事
が
認 

 
 

め
た
と
き
。 

 

ヘ 

刑
法
（
明
治
四
十
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
九
十
六
条
の
六
第
二
項
に
規
定
す
る
罪
に
係 

 
 

る
被
疑
者
と
し
て
逮
捕
さ
れ
、
又
は
逮
捕
を
経
ず
に
起
訴
さ
れ
た
場
合
で
、
極
め
て
悪
質
で 

 
 

あ
る
と
知
事
が
認
め
た
と
き
。 

十
二 

資
格
の
更
新
手
続 

 
 

資
格
の
更
新
手
続
に
つ
い
て
は
、
令
和
二
年
度
中
に
別
に
告
示
す
る
。 



告 
 

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
七
十
八
号 

 
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
五
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

認
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
認
定
が
失
効
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

名
称 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
Ｄ
Ｎ
Ａ
研
究
会
・
健
康
な
街
づ
く
り
推
進
グ
ル
ー
プ 

二 

代
表
者
の
氏
名 

廣
川 

行
夫 

三 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

 

埼
玉
県
北
本
市
二
ツ
家
四
丁
目
二
百
五
番
地 

四 

失
効
日 

 
 

令
和
二
年
二
月
十
日 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
七
十
九
号 

 
平
成
二
十
四
年
埼
玉
県
告
示
第
四
百
二
号
（
埼
玉
県
地
球
温
暖
化
対
策
に
係
る
事
業
活
動
対
策

指
針
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

 

第
二
の
一
⑶
中
エ
を
オ
と
し
、
ウ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 
 

 
 

 

  

第
四
の
三
中
「
⑶
に
」
を
「
⑷
に
」
に
改
め
、
第
四
の
三
⑵
中
「
平
成
〇
年
度
」
を
「
令
和
〇

年
度
」
に
改
め
、
第
四
の
三
⑶
中
「
平
成
〇
年
度
」
を
「
令
和
〇
年
度
」
に
改
め
、
第
四
の
三
中

⑶
を
⑷
と
し
、
⑵
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 
 

 

 

第
四
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

                    

別
表
第
一
の
第
一
の
二
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

⑷
に

 
平
成

3
1
年
度

 
令

和
元

 

年
度

 

⑶
に

 

エ
 
生
産
プ
ロ
セ
ス
の
合
理
化
等
に

よ
る
生
産
性
の
向

上
を
通
じ

、
エ
ネ
ル
ギ
ー

消
費

 

 
を
抑
制
す
る
こ
と
。

 

令
和
７
年

度
 

平
成

3
2
年
度

 

⑶
 
第
３

計
画
期
間
（
令
和
２
年
度
か
ら

令
和

６
年
度
ま
で
）

 
令
和

６
年

度
 

第
５

 
地
球
温
暖
化

対
策
推
進
者

 

 
 

１
 

地
球
温
暖
化
対
策
推
進
者
の
選
任

 

 
 

 
 

特
定
事
業
者
は
、
条
例

第
1
6
条
第
１
項

の
規
定
に
よ
り
、
地
球
温
暖
化

対
策
推
進
者
を

 

 
 

 
選
任

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

な
お
、

特
定
事
業
者

の
規
模
に
応
じ
て
地
球
温
暖
化
の
対

策
を
効
率
的

に
推
進
で
き
る

 

よ
う
、
地
球
温
暖
化
対
策
推
進

者
を
複
数
選
任
す

る
。

 

 
 

 
 

特
定
事
業
者
は
、

第
２
の
３

⑴
で

整
備
す
る
組
織
体
制
に
地
球
温
暖
化
対
策

推
進

者
を

 

 
 

 
配
置

し
、
第
４
で
作
成
し
た
地
球
温
暖
化
対
策
計
画
に
基
づ
き
、
地
球
温
暖
化

対
策
を
実

 

 
 

 
施
す
る
。

 

 
 

２
 

地
球
温
暖
化

対
策
推
進
者

の
職
務

 

 
 

 
 

地
球
温
暖
化
対
策

推
進
者

は
、
次
に
掲
げ
る
温
室
効
果
ガ
ス
の

排
出
抑
制

に
関
す
る
職

 

 
 

 
務
を
行
う
も
の
と
す
る
。

 

 
 

 
⑴

 
地
球
温
暖
化
対
策

計
画

の
作
成
及
び
進
行
管
理

並
び
に
措
置
の
実
施
の

状
況

の
報
告

 

 
 

 
⑵

 
取
締
役
会

等
の
業
務
執
行
を
決
定
す
る
機
関
へ
の
上
記

⑴
に
よ
り
作

成
し
た
地
球
温

 

 
 

 
 

暖
化
対
策

計
画
及
び
措
置
の
実
施
の

状
況
の
報
告

並
び
に
意
見
の
申
出

 

 
 

 
⑶

 
従
業
員
に
対
す
る
地
球
温
暖
化
の
防
止
に
つ
い
て
の
教
育

 

 
 

 
⑷

 
地
球
温
暖
化
の

防
止
に
つ
い
て
の
情
報
の
収
集

 

 
 

 
⑸

 
上
記
⑴
か
ら
⑷
ま
で

に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
設
置
す
る

事
業
所
で
地
球
温
暖
化
対

 

 
 

 
 

策
の
た
め
に
必
要

な
業
務

 



 

別
表
第
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

     

別
表
第
三
の
備
考
三
中
「
当
該
状
況
変
更
年
度
の
属
す
る
各
削
減
計
画
期
間
内
に
お
い
て
、
大

規
模
事
業
所
に
該
当
し
た
年
度
あ
ら
当
該
削
減
計
画
期
間
の
終
了
年
度
（
知
事
が
別
に
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
終
了
年
度
が
変
更
さ
れ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
変
更
後
の
終
了
年
度
）
ま
で
の

期
間
（
以
下
「
削
減
期
間
」
と
い
う
。
）
の
終
了
す
る
年
度
」
を
「
次
の
状
況
変
更
根
年
度
の
前

年
」
に
改
め
る
。 

 

別
表
第
四
の
第
二
及
び
備
考
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

                 

２
 

エ
ネ
ル
ギ

ー
の

使
用

状
況

の
把

握
 

⑸
 

エ
ネ

ル
ギ

ー
使

用
量

の
大

き
い

設
備

の
廃

熱
等

の
発

生
状

況
を

、
優

先
順

位
を

つ
け

て
把

握
・

分
析

し
課

題
を

抽
出

す
る

こ
と

。
 

⑷
 

事
業

所
等

ご
と

の
エ

ネ
ル

ギ
ー

の
使

用
状

況
を

把
握

し
、

地
球

温
暖

化
の

対
策

を
推

進
す

る
指

標
と

し
て

活
用

す
る

こ
と

。
 

⑶
 

管
理

用
の

計
量

器
で

把
握

し
た

設
備

の
エ

ネ
ル

ギ
ー

の
使

用
量

に
よ

り
、

主
要

な
設

備
の

エ
ネ

ル
ギ

ー
の

使
用

状
況

を
把

握
す

る
こ

と
。

 

⑵
 

エ
ネ

ル
ギ

ー
に

つ
い

て
、

過
去

数
年

の
使

用
量

の
記

録
を

種
類

ご
と

に
比

較
し

、
使

用
の

傾
向

を
把

握
す

る
こ

と
。

 

⑴
 

エ
ネ

ル
ギ

ー
の

使
用

量
に

つ
い

て
、

月
ご

と
に

前
年

度
の

使
用

量
と

比
較

し
、

エ
ネ

ル
ギ

ー
の

使
用

傾
向

を
把

握
す

る
こ

と
。

 

４
 
令
和
７
年
度

以
降
の
５

か
年
度
ご
と
の
期
間

 

３
 
令
和
２
年
度
か
ら
令
和
６
年

度
ま
で
の

期
間

 

２
 
平
成

2
7
年
度

か
ら

令
和

元
年
度

ま
で
の

期
間

 

１
 
平
成

2
3
年
度
か
ら

平
成

2
6
年
度

ま
で
の
期
間

 

 

 

別
表
第
２
（

削
減

計
画
期
間
）

 

当
該
状
況
変
更
年
度
の
属
す
る
各
削
減
計
画
期
間
内
に
お
い
て
、
大

 

度
 

規
模
事
業
所
に
該
当
し
た
年
度
か

ら
当
該
削
減
計
画
期
間
の
終
了
年
度
（
知
事
が
別
に
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
終
了
年
度
が
変
更
さ
れ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
変
更
後
の
終
了
年
度
）
ま
で
の

期
間
（
以
下
「
削
減
期
間
」
と
い
う
。
）
の
終
了
す
る
年
度

 
次

の
状
況

変
更
年
度

の
前
年

 



 第２ 別表第２の２及び３に掲げる削減計画期間における目標削減率 

備考 

 １ 大規模事業所のうち、知事が別に定めるところにより次の要件に該当する者

が設置する事業所（当該事業所を設置する者が複数である場合は、全ての者が

該当する場合に限る。）として認めたものの目標削減率は、この表の区分に応

じ、割合１の欄に掲げる値の４分の３とする。 

  ⑴ 中小企業基本法（昭和38年法律第154号）第２条第１項に規定する中小企業

者（以下「中小企業者」という。）のうち、次のアからオまでの要件に該当

するものである場合を除く。 

ア 当該中小企業者が持株会社（私的独占の禁止及び公正取引の確保に関す

る法律（昭和22年法律第54号）第９条第４項第１号に規定する持株会社を

いう。）であって、かつ、その子会社（同条第５項に規定する子会社をい

う。）が大企業（中小企業者以外の会社をいう。以下同じ。）である場合

その他当該中小企業者が大企業の経営を実質的に支配することが可能とな

る関係にあるものとして知事が認めるもの（以下「特定中小企業」という。）

である場合 

イ 一の大企業若しくは特定中小企業又はその役員が、当該中小企業者の発

事業所の種類 割合１ 割合２ 割合３ 

第１区分事業所 

 次に掲げる事業所 

ア 熱供給事業所 

イ 自己熱源事業所 

100分の22 100分の15 100分の８ 

 上記以外のもの 100分の20 100分の13 100分の６ 

第２区分事業所 100分の20 100分の13 100分の６ 

備考 

１ 平成23年度に大規模事業所に該当した事業所にあっては、別表第２の２

に掲げる削減計画期間においてはこの表の割合２の欄に掲げる割合とし、

別表第２の３に掲げる削減計画期間においてはこの表の割合１の欄に掲げ

る割合とする。 

２ 平成24年度以降に大規模事業所に該当した事業所にあっては、大規模事

業所に該当した年度から起算して４か年度に満たない期間においてはこの

表の割合３の欄に掲げる割合とし、大規模事業所に該当した年度から起算

して５か年度以上９か年度未満の期間においてはこの表の割合２の欄に掲

げる割合とし、10か年度以上の場合はこの表の割合１の欄に掲げる割合と

する。 



行済株式の総数又は出資価額の総額の２分の１以上を所有している場合 

ウ 複数の大企業若しくは特定中小企業又はその役員が、当該中小企業者の

発行済株式の総数又は出資価額の総額の３分の２以上を所有している場合 

エ 一の大企業又は特定中小企業の役員又は職員が、当該中小企業者の役員

総数の２分の１以上を兼務している場合 

オ 上記アからエまでに掲げるもののほか、中小企業者及び次の⑵から⑸ま

でに該当するもの以外のものが当該中小企業の経営を実質的に支配するこ

とが可能となる関係にあると知事が認める場合 

⑵ 中小企業団体の組織に関する法律（昭和32年法律第185号）第３条第１項

第７号に規定する協業組合、同項第８号に規定する商工組合又は同項第９号

に規定する商工組合連合会 

⑶ 中小企業等協同組合法（昭和24年法律第181号）第３条第１号に規定する

事業協同組合、同条第１号の２に規定する事業協同小組合、同条第２号に規

定する信用協同組合、同条第３号に規定する協同組合連合会又は同条第４号

に規定する企業組合 

⑷ 商店街振興組合法（昭和37年法律第141号）第２条第１項に規定する商店

街振興組合又は商店街振興組合連合会 

⑸ 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律（昭和32年法律第

164号）第３条に規定する生活衛生同業組合、同法第52条の４第１項に規定

する生活衛生同業小組合又は同法第53条第１項に規定する生活衛生同業組合

連合会 

⑹ 個人 

２ 大規模事業所のうち、知事が別に定めるところにより、主たる用途が病院そ

の他の医療施設で構成される事業所として認めたもの（備考１に該当する事業

所を除く。）の目標削減率は、この表の区分に応じ、割合１の欄に掲げる値か

ら100分の２を減じた値とする。 

３ 地球温暖化対策の推進の程度が特に優れた事業所として知事が別に定める基

準に適合することを知事が認めた大規模事業所の目標削減率は、当該事業所が

知事が定める基準に適合する旨を知事に申請した年度から当該年度の属する削

減計画期間の終了年度（知事が別に定めるところにより終了年度が変更された

場合にあっては、当該変更後の終了年度）までの期間（以下「削減期間」とい

う。）の終了する年度（平成24年度から平成26年度までの間に申請を行った事

業所にあっては申請を行った年度から起算して４年度目の年度、平成28年度か

ら令和元年度までの間に申請を行った事業所にあっては申請を行った年度から



起算して５年度目の年度。ただし、基準に適合しなくなったことを知事が認め

た場合にあっては、その認めた日の属する年度。以下同じ。）までの期間にお

いて、この表の区分に応じ、割合の欄、割合１の欄、割合２の欄及び割合３の

欄に掲げる値（備考１又は２に該当する事業所にあっては、備考１又は２の規

定を適用した値）の４分の３とする。 

４ 地球温暖化対策の推進の程度が極めて優れた事業所として知事が別に定める

基準に適合することを知事が認めた大規模事業所の目標削減率は、当該事業所

が知事が定める基準に適合する旨を知事に申請した年度から当該年度の属する

削減期間の終了する年度までの期間において、この表の区分に応じ、割合の欄、

割合１の欄、割合２の欄及び割合３の欄に掲げる値（備考１又は２に該当する

事業所にあっては、備考１又は２の規定を適用した値）の２分の１とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別
表
第
五
の
二
⑷
並
び
に
⑺
ア
及
び
イ
中
「
電
気
等
環
境
価
値
保
有
量
に
あ
っ
て
は 

 
 

」

の
次
に
「
、
別
表
第
二
の
一
及
び
二
に
掲
げ
る
削
減
計
画
期
間
に
お
い
て
は
」
を
、「1

0
0

分
の1

5
0

」

の
次
に
「
、
別
表
第
二
の
三
及
び
四
に
掲
げ
る
削
減
計
画
期
間
に
お
い
て
は1

0
0

分
の1

0
0

」
を
加

え
る
。 

定
め
る

電
気
等
環
境
価
値
保
有
量
に
あ
っ
て
は

 
 

、
別
表
第
２
の
１
及
び
２
に
掲
げ
る
削
減
計
画
期
間
に
お
い
て
は

 
1
0
0
分

の
1
5
0
 

、
別
表
第
２
の
３
及
び
４
に
掲
げ
る
削
減
計
画
期
間
に
お

い
て

は
1
0
0
分
の

1
0
0
 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
八
十
号 

平
成
二
十
二
年
埼
玉
県
告
示
第
四
百
八
十
五
号
（
埼
玉
県
地
球
温
暖
化
対
策
推
進
条
例
の
規
定

に
基
づ
く
自
動
車
排
出
温
室
効
果
ガ
ス
を
排
出
せ
ず
、
又
は
そ
の
排
出
量
が
相
当
程
度
少
な
い
自

動
車
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

第
四
号
イ
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

イ 

ガ
ソ
リ
ン
自
動
車
又
は
デ
ィ
ー
ゼ
ル
自
動
車
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
自
動
車 

 
 

⑴ 

乗
用
自
動
車
で
、
平
成
三
十
二
年
度
燃
費
基
準
達
成
車
又
は
燃
費
基
準
実
施
要
領 

 
 

 

に
基
づ
く
平
成
二
十
七
年
度
燃
費
基
準
を
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
上
回
る
燃
費
性
能
を 

 
 

 

有
す
る
自
動
車 

 
 

⑵ 

軽
量
貨
物
車
又
は
中
量
貨
物
車
で
、
平
成
二
十
七
年
度
燃
費
基
準
達
成
車 

 

第
四
号
中
ロ
を
削
り
、
ハ
を
ロ
と
す
る
。 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
八
十
一
号 

平
成
二
十
二
年
埼
玉
県
告
示
第
四
百
八
十
六
号
（
埼
玉
県
地
球
温
暖
化
対
策
推
進
条
例
の
規
定

に
基
づ
く
低
燃
費
車
を
導
入
す
べ
き
期
限
及
び
低
燃
費
車
の
台
数
の
割
合
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
し
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

第
一
号
中
「
平
成
三
十
二
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
る
。 

第
二
号
中
「
二
十
パ
ー
セ
ン
ト
」
を
「
四
十
パ
ー
セ
ン
ト
」
に
改
め
る
。 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
八
十
二
号 

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
及
び
第
五
十
五
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
医
療
扶
助
並
び
に
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し

た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十

号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
四
十
九
条
及
び

第
五
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
医
療
支
援
給
付
の
た
め
の
医
療
を
担
当
す
る
機
関
又
は
施
術

を
担
当
す
る
機
関
と
し
て
、
次
の
者
を
指
定
し
た
。 

 
 

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕
上 

一 

指
定
医
療
機
関 

ユ
タ
カ
歯
科 

あ
い
ゆ
う
歯
科
和
光

診
療
所 

り
ゅ
う
内
科
・
整
形

外
科
医
院 

り
ゅ
う
内
科
・
整
形

外
科
医
院 

あ
さ
ひ
整
形
外
科
・

皮
ふ
科 

医
療
法
人
共
立
医
療

会 

き
た
も
と
内
科

ク
リ
ニ
ッ
ク 

所
沢
整
形
外
科
ペ
イ

ン
ク
リ
ニ
ッ
ク 

名 
 

称 

御
座 

俊
英 

医
療
法
人
社
団
あ

い
ゆ
う
会 

医
療
法
人
隆
健
会 

医
療
法
人
隆
健
会 

医
療
法
人
あ
さ
ひ

整
形
外
科
・
皮
ふ

科 医
療
法
人
共
立
医

療
会 

湯
舟 

晋
也 

開
設
者
名 

所
沢
市
東
狭
山
ケ
丘
一
―
一
二
―

二 和
光
市
白
子
三
―
一
〇
―
五
〇 

白
岡
市
白
岡
一
五
〇
一
イ
リ
ー

デ
・
カ
ー
サ
一
階 

白
岡
市
白
岡
一
四
八
七
―
四 

坂
戸
市
泉
町
二
―
一
四
―
二 

北
本
市
中
丸
五
―
二
三
―
一 

所
沢
市
く
す
の
き
台
二
―
五
―
一

サ
ン
ウ
イ
ン
ズ
ビ
ル
一
Ｆ 

所 

在 

地 

令
和
元
年
十
二

月
一
日 

令
和
二
年
二
月

一
日 

令
和
二
年
二
月

一
日 

令
和
元
年
十
二

月
一
日 

令
和
二
年
二
月

十
日 

令
和
二
年
二
月

一
日 

令
和
二
年
三
月

一
日 指

定
年
月
日 



 

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ

ン 

お
お
む
ら
さ
き 

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ

ン
リ
ハ
ロ
ー 

フ
タ
バ
薬
局 

か
ば
さ
ん
薬
局 

日
高

店 阪
神
調
剤
薬
局 

埼

玉
日
高
店 

阪
神
調
剤
薬
局 

深

谷
店 

中
央
薬
局
三
ヶ
尻
店 

阪
神
調
剤
薬
局 

新

所
沢
店 

か
と
う
歯
科
ク
リ
ニ
ッ

ク 医
療
法
人
社
団
に
こ

に
こ
す
ま
い
る 

た
き

の
歯
科 

医
療
法
人
蒼
龍
会 

株
式
会
社
リ
ハ
ロ

ー サ
イ
ソ
ン
調
剤
合

同
会
社 

株
式
会
社
タ
ウ
ン

メ
デ
ィ
カ
ル 

Ｉ
＆
Ｈ
株
式
会
社 

Ｉ
＆
Ｈ
株
式
会
社 

有
限
会
社
ア
ド
ニ

ス Ｉ
＆
Ｈ
株
式
会
社 

加
藤 

義
国 

医
療
法
人
社
団
に

こ
に
こ
す
ま
い
る 

東
松
山
市
上
唐
子
一
三
一
二
―

一 所
沢
市
緑
町
四
―
九
―
四
桐
華

マ
ン
シ
ョ
ン
一
〇
一 

白
岡
市
白
岡
一
五
〇
一
イ
リ
ー

デ
・
カ
ー
サ
一
Ｆ 

日
高
市
原
宿
二
一
六
―
一 

日
高
市
栗
坪
一
〇
六
―
一 

深
谷
市
原
郷
三
九
八
―
五 

熊
谷
市
三
ケ
尻
四
八
―
二 

所
沢
市
中
富
一
八
七
五
―
一
〇 

本
庄
市
早
稲
田
の
杜
三
―
一
―

五 ふ
じ
み
野
市
滝
一
―
一
―
八 

平
成
三
十
年
十

一
月
一
日 

令
和
二
年
三
月

一
日 

令
和
二
年
二
月

一
日 

令
和
二
年
三
月

一
日 

令
和
二
年
二
月

一
日 

令
和
二
年
二
月

一
日 

令
和
二
年
二
月

一
日 

令
和
二
年
二
月

一
日 

令
和
二
年
二
月

一
日 

令
和
元
年
十
二

月
一
日 



  

二 

指
定
施
術
機
関 

  

大
塚 

寛
泰 

和
泉 

奈
々

絵 青
山 

昌
弘 

大
嶋 

直
也 

氏 
名 

 
 

 
 

 
 

 
 

住
所 

株
式
会
社
匠
グ
ル

ー
プ 

第
２
い
ず
み
接
骨

院 さ
く
ら
整
骨
院 

そ
ら
整
骨
院 

名 
 

称 

施
術
所 

東
京
都
墨
田
区
東
向
島
二
―
七

―
七
―
三
Ｆ 

比
企
郡
小
川
町
腰
越
一
七
四
―

一 東
京
都
板
橋
区
大
山
東
町
二
八

―
八
飛
田
ビ
ル
一
Ｆ 

東
京
都
板
橋
区
中
板
橋
二
二
―

五 

所 

在 

地 

令
和
二
年
二
月

二
十
五
日 

令
和
元
年
十
二

月
九
日 

令
和
二
年
三
月

二
日 

令
和
二
年
二
月

十
四
日 

指
定
年
月
日 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
八
十
三
号 

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
及
び
第
五
十
五
条
第
一
項

並
び
に
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び

特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に

お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
四
十
九
条
及
び
第
五
十
五
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
又
は
指
定
施
術
機
関
か
ら
、
次
の
と
お
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
。 

 
 

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

一 

指
定
医
療
機
関 

在
宅
サ
ポ
ー
ト
２

１
狭
山
訪
問
看
護

ス
テ
ー
シ
ョ
ン 

パ
ル
薬
局
清
見
店 

パ
ル
薬
局
鶴
馬
店 

パ
ル
薬
局
黒
須
店 

パ
ル
薬
局
柏
原
店 

パ
ル
薬
局
所
沢
店 

パ
ル
薬
局
蕨
店 

パ
ル
薬
局
春
日
部

中
央
店 名

称 

所 

在 

地 

名 
 

 

称 

名 
 

 

称 

名 
 

 

称 

名 
 

 

称 

名 
 

 

称 

名 
 

 

称 

名 
 

 

称 

変
更
事
項 

狭
山
市
水
野
三
六
―
三 

さ
く
ら
薬
局 

さ
い
と
ー
薬
局 

平
安
薬
局 

ホ
ー
プ
薬
局 

恵
和
薬
局 

ポ
ピ
ー
薬
局 

す
み
れ
薬
局
２
号
店 

変

更

前 

狭
山
市
水
野
五
九
四 

パ
ル
薬
局
清
見
店 

パ
ル
薬
局
鶴
馬
店 

パ
ル
薬
局
黒
須
店 

パ
ル
薬
局
柏
原
店 

パ
ル
薬
局
所
沢
店 

パ
ル
薬
局
蕨
店 

パ
ル
薬
局
春
日
部
中
央
店 

変

更

後 



二 

指
定
施
術
機
関 

   

尾
野 

彰 

髙
井 

日
年 

山
下 

周
一 

氏

名 

施
術
所 

施
術
所 

施
術
所 変

更
事
項 

所
在
地 

名 

称 

所
在
地 

名 

称 
名 

称 

三
郷
市
早
稲
田
二
―

一
七
―
一
六 

訪
問
マ
ッ
サ
ー
ジ
純
誠

会 

ラ
ポ
ー
ル
鍼
灸

指
圧
治
療
所 

春
日
部
市
中
央
八
―

二
―
二
春
日
部
パ
ー

ク
フ
ァ
ミ
リ
ア
Ａ
―
二

〇
一 

髙
井
指
圧 

名
倉
整
骨
院 

変

更

前 

三
郷
市
早
稲
田
二
―

一
九
―
二
〇
―
一
〇

三 訪
問
マ
ッ
サ
ー
ジ
純
誠

会 越
谷
市
下
間
久
里
九

六
―
四
松
崎
ビ
ル
一
Ｆ 

Ｋ
Ｅ
ｉ
Ｒ
Ｏ
Ｗ
越
谷
間

久
里
ス
テ
ー
シ
ョ
ン 

東
武
接
骨
院 

変

更

後 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
八
十
四
号 

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
及
び
第
五
十
五
条
第
一
項

並
び
に
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び

特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に

お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
四
十
九
条
及
び
第
五
十
五
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
又
は
指
定
施
術
機
関
か
ら
、
次
の
と
お
り
廃
止
の
届
出
が
あ
っ
た
。 

 
 

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

指
定
医
療
機
関 

 

ホ
ワ
イ
ト
歯
科 

あ
さ
ひ
整
形
外
科
・
皮

ふ
科 

り
ゅ
う
内
科
・
整
形
外

科
医
院 

医
療
法
人
共
立
医
療
会 

北
本
共
立
診
療
所 

み
ん
な
の
診
療
所 

在
宅
療
養
支
援
診
療
所 

ア
ー
ス
訪
問
ク
リ
ニ
ッ

ク
志
木 

医
療
法
人
社
団
絆
会 

三
郷
愛
生
ク
リ
ニ
ッ
ク 

り
ゅ
う
内
科
整
形
外
科

医
院 

名 

称 

上
尾
市
原
新
町
一
九
―
四
―
一
〇
一 

坂
戸
市
泉
町
二
―
一
一
―
八 

白
岡
市
白
岡
一
四
八
七
―
四 

北
本
市
中
丸
五
―
六
―
八 

比
企
郡
嵐
山
町
鎌
形
一
三
三
一
―
一 

志
木
市
本
町
五
―
二
三
―
二
四
第
三
本
吉
ビ

ル
四
階 

三
郷
市
早
稲
田
四
―
二
四
―
四
ジ
ュ
ネ
ス
稲

垣
二
〇
四 

白
岡
市
白
岡
一
四
八
七
―
四 

所 
在 
地 

令
和
元
年
十
一
月
三

十
日 

令
和
二
年
二
月
九
日 

令
和
二
年
一
月
三
十

一
日 

令
和
二
年
一
月
三
十

一
日 

令
和
二
年
一
月
三
十

一
日 

平
成
三
十
一
年
三
月

三
十
一
日 

平
成
二
十
八
年
三
月

二
十
八
日 

令
和
元
年
十
一
月
三

十
日 

廃
止
年
月
日 



二 

指
定
施
術
機
関 

  

フ
タ
バ
薬
局 

阪
神
調
剤
薬
局 

埼
玉

日
高
店 

薬
局
く
す
り
の
福
太
郎 

新
座
店 

阪
神
調
剤
薬
局 

深
谷

店 阪
神
調
剤
薬
局 

新
所

沢
店 

高
野
台
薬
局 

ト
マ
ト
薬
局 

西
武
歯
科
医
院 

医
療
法
人
社
団
に
こ
に

こ
す
ま
い
る 
た
き
の

歯
科 

埼
玉
歯
科
医
院 

白
岡
市
白
岡
一
四
八
七
―
一
二 

日
高
市
栗
坪
一
〇
六
―
一 

新
座
市
野
火
止
五
―
三
―
一
一 

深
谷
市
原
郷
三
九
八
―
五 

所
沢
市
中
富
一
八
七
五
―
一
〇 

北

飾
郡
杉
戸
町
下
高
野
一
一
九
四
―
二 

春
日
部
市
梅
田
本
町
二
―
五
―
五 

一
Ｆ
―

Ｂ
号 

新
座
市
あ
た
ご
三
―
七
―
一
三 

ふ
じ
み
野
市
滝
二
―
五
―
三
七 

富
士
見
市
東
み
ず
ほ
台
一
―
四
―
三 

Ｊ
Ｃ

ス
テ
ェ
シ
ョ
ン
一
四
三
―
Ａ 

令
和
二
年
一
月
三
十

一
日 

令
和
二
年
一
月
三
十

一
日 

令
和
二
年
一
月
三
十

一
日 

令
和
二
年
一
月
三
十

一
日 

令
和
二
年
一
月
三
十

一
日 

令
和
二
年
一
月
三
十

一
日 

令
和
二
年
一
月
三
十

一
日 

令
和
元
年
十
一
月
二

十
六
日 

令
和
元
年
十
一
月
三

十
日 

平
成
三
十
一
年
二
月

二
十
八
日 

首
藤 

正
樹 

氏
名 

 
 住
所 

ひ
ば
り
東
洋
鍼
灸
院 

名
称 施 

 
 

術 
 

 

所 

所
沢
市
上
安
松
二
三
五

―
九 

所
在
地 

令
和
二
年
二
月
二
十

七
日 

廃
止
年
月
日 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
八
十
五
号 

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の

円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援

に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の

と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
か
ら
、
次
の
と
お
り
辞
退
の

届
出
が
あ
っ
た
。 

 
 

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

  

川
田
歯
科
医
院 

名
称 

上
尾
市
中
分
一
―
二
一
―
七 

所
在
地 

令
和
二
年
一
月
三
十
一
日 

辞
退
年
月
日 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
八
十
六
号 

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の

円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援

に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の

と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
か
ら
、
次
の
と
お
り
休
止
の

届
出
が
あ
っ
た
。 

 
 

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

  

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
さ

や 

名 

称 

春
日
部
市
内
牧
字
四
方
谷
五
〇

六
六
―
一 

所
在
地 

令
和
二
年
二
月
二
十
九
日 

休
止
年
月
日 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
八
十
七
号 

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
介
護
扶
助
の
た
め
の
居
宅
介
護
等
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住

帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律

第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
四

条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
介
護
支
援
給
付
の
た
め
の
居
宅
介
護
等
を
担
当
す
る
機
関
と
し
て
、

次
の
者
を
指
定
し
た
。 

 
 

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

  

ウ
ェ
ル
パ
ー
ク
薬

局 

北
朝
霞
店 

す
が
ぬ
ま
歯
科
医

院 Ｓ
Ｏ
Ｍ
Ｐ
Ｏ
ケ
ア 

北
戸
田 

居
宅

介
護
支
援 

名
称 

朝
霞
市
西
原
一

―
三
―
三
一 

東
松
山
市
松
葉

町
一
―
二
二
―

六 戸
田
市
新
曽
二

二
五
二 

所
在
地 

株
式
会
社
ウ
ェ

ル
パ
ー
ク 

菅
沼 

慎
一
郎 

Ｓ
Ｏ
Ｍ
Ｐ
Ｏ
ケ
ア

株
式
会
社 

開
設
者
名 

介
護
予
防
居
宅

療
養
管
理
指
導 

居
宅
療
養
管
理

指
導 

介
護
予
防
居
宅

療
養
管
理
指
導 

居
宅
療
養
管
理

指
導 

居
宅
介
護
支
援 

サ
ー
ビ
ス
の
種
類 

令
和
二
年
三
月
一

日 令
和
元
年
八
月
一

日 令
和
元
年
十
一
月

一
日 指

定
年
月
日 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
八
十
八
号 

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
及
び
中
国
残

留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の

自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
。
以
下
「
中
国
残
留
邦
人
等
支
援
法
」

と
い
う
。
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
四

条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
介
護
機
関
（
同
条
第
二
項
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
支
援
法
第

十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
四
条
の
二
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
の
指
定
を
受
け
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
介
護
機
関
を
含
む
。
）
か
ら
、

次
の
と
お
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
。 

 
 

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

あ
す
か
サ
ー
ビ
ス 

戸
田
ほ
ほ
え
み
の
郷 

ふ
れ
あ
い
ラ
ン
ド
戸
田 

中
央
居
宅
介
護
支
援

セ
ン
タ
ー 

在
宅
サ
ポ
ー
ト
２
１
狭

山
訪
問
看
護
ス
テ
ー

シ
ョ
ン 

在
宅
サ
ポ
ー
ト
２
１
狭

山
訪
問
看
護
ス
テ
ー

シ
ョ
ン 

名
称 

事
業
所
所

在
地 

事
業
者
所

在
地 

事
業
者
所

在
地 

事
業
者
所

在
地 

事
業
所
所

在
地 

事
業
所
所

在
地 

変
更
事
項 

所
沢
市
東
所
沢

二
―
四
四
―
八 

戸
田
市
大
字
上

戸
田
五
―
四 

戸
田
市
大
字
上

戸
田
五
―
四 

戸
田
市
大
字
上

戸
田
五
―
四 

狭
山
市
水
野
三

六
―
三 

狭
山
市
水
野
三

六
―
三 

変
更
前 

所
沢
市
東
所
沢

和
田
三
―
一
四

―
二 

戸
田
市
大
字
上

戸
田
五
―
七 

戸
田
市
大
字
上

戸
田
五
―
七 

戸
田
市
大
字
上

戸
田
五
―
七 

狭
山
市
水
野
五

九
四 

狭
山
市
水
野
五

九
四 変

更
後 

訪
問
介
護 

短
期
入
所
生
活
介
護 

 

介
護
予
防
短
期
入
所
生

活
介
護 

通
所
介
護 

 

認
知
症
対
応
型
通
所
介

護 
 

介
護
予
防
認
知
症
対
応

型
通
所
介
護 

居
宅
介
護
支
援 

定
期
巡
回
・
随
時
対
応

型
訪
問
介
護
看
護 

訪
問
介
護 

 

訪
問
看
護 

 
介
護
予
防
訪
問
看
護 

サ
ー
ビ
ス
の
種
類 



   

ア
イ
ン
薬
局
久
喜
駅

前
店 

ア
イ
ン
薬
局
久
喜
本

町
店 

ア
イ
ン
薬
局
本
庄
店 

ア
イ
ン
薬
局 

入
間

野
田
店 

ア
イ
ン
薬
局 

仏
子

店 ア
イ
ン
薬
局
新
白
岡

店 ア
イ
ン
薬
局
宮
代
店 

ア
イ
ン
薬
局 
小
川

町
店 

ア
イ
ン
薬
局
春
日
部

西
口
店 

事
業
所
名

称 事
業
所
名

称 事
業
所
名

称 事
業
所
名

称 事
業
所
名

称 事
業
所
名

称 事
業
所
名

称 事
業
所
名

称 事
業
所
名

称 

わ
か
ば
薬
局 

駅
前
店 

わ
か
ば
薬
局 

本
町
店 

あ
さ
ひ
調
剤
薬

局 

本
庄
店 

み
ど
り
薬
局 

す
ず
ら
ん
薬
局 

わ
か
ば
薬
局
白

岡
店 

わ
か
ば
薬
局 

宮
代
店 

あ
さ
ひ
調
剤
薬

局 

小
川
店 

中
央
一
丁
目
薬

局 

ア
イ
ン
薬
局
久

喜
駅
前
店 

ア
イ
ン
薬
局
久

喜
本
町
店 

ア
イ
ン
薬
局
本

庄
店 

ア
イ
ン
薬
局 

入
間
野
田
店 

ア
イ
ン
薬
局 

仏
子
店 

ア
イ
ン
薬
局
新

白
岡
店 

ア
イ
ン
薬
局
宮

代
店 

ア
イ
ン
薬
局 

小
川
町
店 

ア
イ
ン
薬
局
春

日
部
西
口
店 

居
宅
療
養
管
理
指
導 

 

介
護
予
防
居
宅
療
養

管
理
指
導 

居
宅
療
養
管
理
指
導 

 

介
護
予
防
居
宅
療
養

管
理
指
導 

居
宅
療
養
管
理
指
導 

 

介
護
予
防
居
宅
療
養

管
理
指
導 

居
宅
療
養
管
理
指
導 

 

介
護
予
防
居
宅
療
養

管
理
指
導 

居
宅
療
養
管
理
指
導 

 

介
護
予
防
居
宅
療
養

管
理
指
導 

居
宅
療
養
管
理
指
導 

 

介
護
予
防
居
宅
療
養

管
理
指
導 

居
宅
療
養
管
理
指
導 

 

介
護
予
防
居
宅
療
養

管
理
指
導 

居
宅
療
養
管
理
指
導 

 

介
護
予
防
居
宅
療
養

管
理
指
導 

居
宅
療
養
管
理
指
導 

 

介
護
予
防
居
宅
療
養

管
理
指
導 



 

ア
イ
ン
薬
局
久
喜
店 

事
業
所
名

称 

わ
か
ば
薬
局 

久
喜
店 

ア
イ
ン
薬
局
久

喜
店 

居
宅
療
養
管
理
指
導 

 

介
護
予
防
居
宅
療
養

管
理
指
導 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
八
十
九
号 

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
及
び
中
国
残

留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の

自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
。
以
下
「
中
国
残
留
邦
人
等
支
援
法
」

と
い
う
。
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
四

条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
介
護
機
関
（
同
条
第
二
項
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
支
援
法
第

十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
四
条
の
二
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
の
指
定
を
受
け
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
介
護
機
関
を
含
む
。
）
か
ら
、

次
の
と
お
り
休
止
の
届
出
が
あ
っ
た
。 

 
 

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

  

訪
問
看
護
ス
テ

ー
シ
ョ
ン
さ
や 

名
称 

春
日
部
市
内
牧
字
四
方
谷

五
〇
六
六
―
一 

所
在
地 

介
護
予
防
訪
問
看
護 

訪
問
看
護 

サ
ー
ビ
ス
の
種
類 

令
和
二
年
二
月
二
十

九
日 休

止
年
月
日 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
九
十
号 

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
及
び
中
国
残

留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の

自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
。
以
下
「
中
国
残
留
邦
人
等
支
援
法
」

と
い
う
。
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
四

条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
介
護
機
関
（
同
条
第
二
項
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
支
援
法
第

十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
四
条
の
二
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
の
指
定
を
受
け
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
介
護
機
関
を
含
む
。
）
か
ら
、

次
の
と
お
り
廃
止
の
届
出
が
あ
っ
た
。 

 
 

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

  
 

阪
神
調
剤
薬
局 

埼

玉
日
高
店 

阪
神
調
剤
薬
局 

深

谷
店 

阪
神
調
剤
薬
局
新
所

沢
店 

名
称 

日
高
市
栗
坪
一
〇

六
―
一  

深
谷
市
原
郷
三
九

八
―
五  

所
沢
市
中
富
一
八

七
五
―
一
〇 

所
在
地 

介
護
予
防
居
宅
療
養

管
理
指
導 

居
宅
療
養
管
理
指
導 

介
護
予
防
居
宅
療
養

管
理
指
導 

居
宅
療
養
管
理
指
導 

介
護
予
防
居
宅
療
養

管
理
指
導 

居
宅
療
養
管
理
指
導 

サ
ー
ビ
ス
の
種
類 

令
和
二
年
一
月
三
十

一
日 

令
和
二
年
一
月
三
十

一
日 

令
和
二
年
一
月
三
十

一
日 

廃
止
年
月
日 



 

戸
田
ほ
ほ
え
み
の
郷 

居
宅
介
護
支
援
事
業

所
さ
や 

在
宅
サ
ポ
ー
ト
２
１

狭
山
訪
問
看
護
ス
テ

ー
シ
ョ
ン 

戸
田
市
大
字
上
戸

田
五
―
四 

春
日
部
市
内
牧
字

四
方
谷
五
〇
六
六

―
一 

狭
山
市
水
野
五
九

四 

介
護
老
人
福
祉
施
設 

居
宅
介
護
支
援 

介
護
予
防
訪
問
介
護 

居
宅
介
護
支
援 

平
成
二
十
年
三
月
三

十
一
日 

平
成
三
十
年
七
月
三

十
一
日 

平
成
三
十
年
三
月
三

十
一
日 

平
成
十
九
年
十
月
三

十
一
日 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
九
十
一
号 

 
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
七
十
八
号
）
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に

よ
り
指
定
の
辞
退
が
あ
っ
た
の
で
、
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
細
則
（
平
成
五
年
埼
玉
県
規
則
第

三
十
九
号
）
第
一
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。 

 
 

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

 
 



角
岡 

東
光 

島
崎 

至
弘 

天
草 

万
里 

比
佐 

健
二 

川
崎 

智 

牛
渡 

一
盛 

矢
鋪 

滋 

医
師
の
氏
名 

肢
体
不
自
由 

肢
体
不
自
由 

肢
体
不
自
由
、
心
臓
機
能
障
害 

肢
体
不
自
由 

肢
体
不
自
由 

肢
体
不
自
由 

肢
体
不
自
由 

指
定
障
害
区
分 

医
療
法
人
啓
仁
会
所
沢
ロ
イ
ヤ
ル
病
院 

医
療
法
人
誠
至
会
狭
山
厚
生
病
院 

医
療
法
人
の
ぞ
み
会
希
望
病
院 

医
療
法
人
社
団
明
芳
会
イ
ム
ス
三
芳
総
合
病
院 

医
療
法
人
社
団
明
芳
会
イ
ム
ス
三
芳
総
合
病
院 

医
療
法
人
社
団
明
芳
会
イ
ム
ス
三
芳
総
合
病
院 

鶴
ケ
岡
医
院 

医
療
機
関
の
名
称 

所
沢
市
北
野
三
―
一
―
十
一 

狭
山
市
中
央
一
―
二
十
四
―
十 

北
足
立
郡
伊
奈
町
小
室
三
千
百

七
十 

入
間
郡
三
芳
町
藤
久
保
九
百
七

十
四
―
三 

入
間
郡
三
芳
町
藤
久
保
九
百
七

十
四
―
三 

入
間
郡
三
芳
町
藤
久
保
九
百
七

十
四
―
三 

ふ
じ
み
野
市
鶴
ケ
岡
三
―
六
―

十
一 

医
療
機
関
の
所
在
地 

平
成
三
十
一
年
三
月
三
日 

平
成
三
十
一
年
二
月
二
十
四
日 

平
成
三
十
一
年
二
月
六
日 

平
成
二
十
九
年
六
月
三
十
日 

平
成
二
十
七
年
十
一
月
三
十
日 

平
成
二
十
七
年
十
一
月
三
十
日 

平
成
二
十
五
年
十
一
月
二
十
五
日 

辞
退
年
月
日 



  
 

前
田 

秀
将 

黒
田 

直
樹 

星 

永
進 

興
村 

義
孝 

山
田 

宗
明 

大
供 

孝 

藤
野 

義
雄 

肢
体
不
自
由 

ぼ
う
こ
う
又
は
直
腸
機
能
障
害 

呼
吸
器
機
能
障
害 

平
衡
機
能
障
害
、
音
声
・
言
語

機
能
障
害
、
肢
体
不
自
由 

心
臓
機
能
障
害 

音
声
・
言
語
機
能
障
害
、
そ
し

ゃ
く
機
能
障
害
、
肢
体
不
自
由 

肢
体
不
自
由 

医
療
社
団
法
人
春
明
会
み
く
に
病
院 

く
ろ
だ
内
科
ク
リ
ニ
ッ
ク 

埼
玉
県
立
循
環
器
・
呼
吸
器
病
セ
ン
タ
ー 

興
村
脳
神
経
外
科
ク
リ
ニ
ッ
ク 

社
会
医
療
法
人
財
団
石
心
会
埼
玉
石
心
会
病

院 医
療
法
人
三
愛
会
埼
玉
み
さ
と
総
合
リ
ハ
ビ

リ
テ
ー
シ
ョ
ン
病
院 

藤
野
医
院 

春
日
部
市
下
大
増
新
田
九
十
七

―
一 

朝
霞
市
溝
沼
七
百
六
十 

熊
谷
市
板
井
千
六
百
九
十
六 

吉
川
市
中
曽
根
二
―
六
―
六 

狭
山
市
入
間
川
二
―
三
十
七
―

二
十 

三
郷
市
新
和
五
―
二
百
七 

白
岡
市
高
岩
九
百
九
十
―
一 

令
和
元
年
十
一
月
三
十
日 

令
和
元
年
十
一
月
二
十
八
日 

令
和
元
年
十
一
月
二
十
八
日 

令
和
元
年
十
一
月
二
十
八
日 

令
和
元
年
九
月
一
日 

令
和
元
年
五
月
三
十
一
日 

令
和
元
年
五
月
二
十
二
日 



  
 

里
見 

昭 

三
原 

良
明 

岡
田 

栄
子 

梅
香
路 

英
正 

川
村 

耕
平 

川
邊 

保
隆 

木
村 
至 

ぼ
う
こ
う
又
は
直
腸
機
能
障
害
、

小
腸
機
能
障
害 

ぼ
う
こ
う
又
は
直
腸
機
能
障
害 

じ
ん
臓
機
能
障
害 

肢
体
不
自
由 

肢
体
不
自
由 

肢
体
不
自
由 

視
覚
障
害 

埼
玉
医
科
大
学
病
院 

医
療
法
人
社
団
明
芳
会
イ
ム
ス
三
芳
総
合
病

院 医
療
法
人
社
団
愛
友
会
蓮
田
一
心
会
病
院 

埼
玉
医
科
大
学
病
院 

埼
玉
医
科
大
学
病
院 

埼
玉
医
科
大
学
病
院 

埼
玉
医
科
大
学
病
院 

入
間
郡
毛
呂
山
町
毛
呂
本
郷
三

十
八 

入
間
郡
三
芳
町
藤
久
保
九
百
七

十
四
―
三 

蓮
田
市
本
町
三
―
十
七 

入
間
郡
毛
呂
山
町
毛
呂
本
郷
三

十
八 

入
間
郡
毛
呂
山
町
毛
呂
本
郷
三

十
八 

入
間
郡
毛
呂
山
町
毛
呂
本
郷
三

十
八 

入
間
郡
毛
呂
山
町
毛
呂
本
郷
三

十
八 

令
和
元
年
十
二
月
四
日 

令
和
元
年
十
二
月
三
日 

令
和
元
年
十
二
月
一
日 

令
和
元
年
十
二
月
一
日 

令
和
元
年
十
二
月
一
日 

令
和
元
年
十
二
月
一
日 

令
和
元
年
十
二
月
一
日 



  
 

盛
田 

恵 

上
出 

杏
里 

岩
間 

洋
亮 

長
谷
川 

芳
男 

中
澤 

貞
夫 

大
橋 

英
行 

名
越 
正
樹 

聴
覚
障
害
、
平
衡
機
能
障
害
、

音
声
・
言
語
機
能
障
害
、
そ
し

ゃ
く
機
能
障
害 

肢
体
不
自
由
、
音
声
・
言
語
機

能
障
害
、
そ
し
ゃ
く
機
能
障
害 

肢
体
不
自
由
、
そ
し
ゃ
く
機
能

障
害 

肢
体
不
自
由 

心
臓
機
能
障
害
、
呼
吸
器
機
能

障
害 

じ
ん
臓
機
能
障
害
、
ぼ
う
こ
う

又
は
直
腸
機
能
障
害 

肢
体
不
自
由
、
ぼ
う
こ
う
又
は

直
腸
機
能
障
害 

医
療
法
人
誠
壽
会
上
福
岡
総
合
病
院 

国
立
障
害
者
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ

ー 医
療
法
人
社
団
東
光
会
戸
田
中
央
リ
ハ
ビ
リ

テ
ー
シ
ョ
ン
病
院 

医
療
法
人
埼
玉
成
恵
会
病
院 

中
沢
医
院 

埼
玉
県
総
合
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ

ー な
ご
し
ク
リ
ニ
ッ
ク 

ふ
じ
み
野
市
福
岡
九
百
三
十
一 

所
沢
市
並
木
四
―
一 

戸
田
市
新
曽
南
四
―
一
―
二
十

九 東
松
山
市
石
橋
千
七
百
二
十
一 

上
尾
市
柏
座
二
―
十
三
―
四 

上
尾
市
西
貝
塚
百
四
十
八
―
一 

蓮
田
市
黒
浜
三
千
三
―
三 

令
和
元
年
十
二
月
三
十
一
日 

令
和
元
年
十
二
月
三
十
一
日 

令
和
元
年
十
二
月
二
十
八
日 

令
和
元
年
十
二
月
二
十
七
日 

令
和
元
年
十
二
月
十
日 

令
和
元
年
十
二
月
七
日 

令
和
元
年
十
二
月
六
日 



   

森
田 

訓
子 

岩
谷 

周
一 

今
村 

仁 

石
川 

陽
子 

明
石 

壽
也 

聴
覚
障
害
、
平
衡
機
能
障
害
、

音
声
・
言
語
機
能
障
害
、
そ
し

ゃ
く
機
能
障
害 

じ
ん
臓
機
能
障
害
、
ぼ
う
こ
う

又
は
直
腸
機
能
障
害 

肢
体
不
自
由 

肢
体
不
自
由 

聴
覚
障
害
、
平
衡
機
能
障
害
、

音
声
・
言
語
機
能
障
害
、
そ
し

ゃ
く
機
能
障
害 

耳
鼻
咽
喉
科
気
管
食
道
科
木
村
医
院 

医
療
法
人
如
月
会
幸
手
ク
リ
ニ
ッ
ク 

医
療
法
人
社
団
和
風
会
所
沢
中
央
病
院 

医
療
法
人
仁
和
会
埼
玉
江
南
病
院 

医
療
法
人
惠
志
会
鈴
木
メ
デ
ィ
カ
ル
ク
リ

ニ
ッ
ク 

熊
谷
市
河
原
町
二
―
百
七
十
五 

幸
手
市
大
字
上
高
野
二
千
七
十
七 

所
沢
市
く
す
の
き
台
三
―
十
八
―
一 

熊
谷
市
江
南
中
央
二
―
七
―
二 

戸
田
市
喜
沢
一
―
四
十
五
―
二
十 

令
和
二
年
二
月
二
十
九
日 

令
和
二
年
二
月
九
日 

令
和
二
年
一
月
二
十
八
日 

令
和
二
年
一
月
二
十
日 

令
和
二
年
一
月
十
三
日 



    
 

 
 

 

    
 

 
 

 

 

区 
 

 
 

 

分 

金 
 

 
 

 

額 

身
体
検
査
（
試
験
検
査
を
除
く
。
） 

ツ
ベ
ル
ク
リ
ン
反
応
検
査
及
び
予
防
接
種 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

三
、
一
六
○
円 

一
人
一
日
に
つ
き 

 
 

 
 
 
 
 

自
立
訓
練
及
び
短
期
入
所 

 
 

 
 

 
 

二
八
〇
円 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

一
回
に
つ
き 

平
成
二
十
二
年
埼
玉
県
告
示
第
五
百
二
十 

六
号
の
表
の
ツ
ベ
ル
ク
リ
ン
反
応
検
査
及 

び
予
防
接
種
の
項
の
中
欄
に
掲
げ
る
区
分 

に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
項
の
下
欄
に
掲
げ 

る
金
額 

告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
九
十
二
号 

 
埼
玉
県
立
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
条
例
（
平
成
十
三
年
埼
玉
県
条
例
第
八
十
四
号
）
別
表
第

一
の
自
立
訓
練
及
び
短
期
入
所
の
項
並
び
に
別
表
第
一
の
二
の
身
体
検
査
（
試
験
検
査
を
除
く
。
）

の
項
及
び
ツ
ベ
ル
ク
リ
ン
反
応
検
査
及
び
予
防
接
種
の
項
の
知
事
が
別
に
定
め
る
額
を
次
の
表
の

と
お
り
定
め
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

平
成
二
十
二
年
埼
玉
県
告
示
第
五
百
二
十
七
号
（
埼
玉
県
立
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
条
例
別

表
第
一
に
規
定
す
る
知
事
が
別
に
定
め
る
額
に
つ
い
て
）
は
、
令
和
三
年
三
月
三
十
一
日
限
り
、

廃
止
す
る
。 

 
 

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

          

備
考 

次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
に
係
る
ツ
ベ
ル
ク
リ
ン
反
応
検
査
及
び
予
防
接
種
の
金
額
は
、 

 
 

 

所
定
の
金
額
に
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
金
額
を
加
え
た
も
の
と
す
る
。 

 
 

 

一 

三
歳
未
満
の
者 

二
、
二
五
〇
円 

 
 

 

二 

三
歳
以
上
六
歳
未
満
の
者 

八
二
〇
円 

   
 

 
 

 
 

 

 

    



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
九
十
三
号 

 
車
両
制
限
令
（
昭
和
三
十
六
年
政
令
第
二
百
六
十
五
号
）
第
三
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
基

づ
き
、
通
行
す
る
車
両
の
高
さ
の
最
高
限
度
が
四
・
一
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
道
路
を
次
の
と
お
り
指

定
し
、
及
び
同
令
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
当
該
道
路
を
通
行
す
る
高
さ
が
三
・
八
メ

ー
ト
ル
を
超
え
四
・
一
メ
ー
ト
ル
以
下
の
車
両
の
通
行
方
法
を
次
の
と
お
り
定
め
る
。 

 
 

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

一 

指
定
す
る
道
路
の
種
類
、
路
線
名
及
び
区
間 

二 

指
定
す
る
期
日 

 
 

令
和
二
年
四
月
一
日 

三 

通
行
方
法 

 

一
の
道
路
を
通
行
す
る
高
さ
が
三
・
八
メ
ー
ト
ル
を
超
え
四
・
一
メ
ー
ト
ル
以
下
の
車
両
は
、

次
の
通
行
方
法
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

イ 

走
行
位
置
の
指
定 

 

上
空
障
害
箇
所
で
は
、
車
両
又
は
車
両
に
積
載
す
る
貨
物
が
建
築
限
界
を
侵
す
お
そ
れ
が

県
道 

県
道 

県
道 

県
道 

県
道 

県
道 

一
般

国
道 

種 

類 

日
高
狭
山
線 

新
堀
尾
島
線 

所
沢
堀
兼
狭
山

線 中
新
田
入
間
川

線 川
越
入
間
線 

川
越
入
間
線 

四
百
六
十
三
号 

路 
 

線 
 

名 

飯
能
市
大
字
下
川
崎
一
〇
九
番
地
先
か
ら 

日
高
市
上
鹿
山
字
諏
訪
ノ
下
七
一
五
番
四
地
先
ま
で 

熊
谷
市
妻
沼
小
島
字
並
木
二
六
二
二
番
三
地
先
か
ら 

熊
谷
市
妻
沼
小
島
字
南
河
原
一
五
四
三
番
二
地
先
ま
で 

狭
山
市
大
字
堀
兼
字
芳
野
七
七
八
番
一
地
先
か
ら 

所
沢
市
大
字
下
富
字
武
野
八
三
九
番
三
地
先
ま
で 

狭
山
市
大
字
堀
兼
八
四
三
番
一
地
先
か
ら 

同
市
大
字
青
柳
字
山
王
塚
五
一
七
番
三
地
先
ま
で 

所
沢
市
林
一
丁
目
三
二
三
番
六
地
先
か
ら 

入
間
市
大
字
宮
寺
字
岾
下
二
六
九
七
番
一
一
地
先
ま
で 

狭
山
市
大
字
堀
兼
一
番
地
先
か
ら 

同
市
大
字
堀
兼
字
芳
野
七
七
一
番
一
地
先
ま
で 

入
間
市
大
字
上
藤
沢
字
神
明
六
二
三
番
一
地
先
か
ら 

同
市
大
字
上
藤
沢
字
神
明
六
〇
〇
番
二
地
先
ま
で 

区 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

間 



あ
る
の
で
、
車
線
か
ら
は
み
出
さ
な
い
よ
う
走
行
す
る
と
と
も
に
、
道
路
に
隣
接
す
る
施
設

等
に
出
入
り
す
る
た
め
や
む
を
得
ず
車
線
か
ら
は
み
出
す
場
合
は
、
標
識
や
樹
木
等
の
上
空

障
害
物
に
接
触
し
な
い
よ
う
十
分
に
注
意
す
る
こ
と
。 

ロ 
後
方
警
戒
措
置 

 

後
方
車
両
に
対
し
十
分
な
車
間
距
離
を
取
ら
せ
、
交
通
の
危
険
を
防
止
す
る
た
め
、
横
寸

法
〇
・
二
三
メ
ー
ト
ル
以
上
、
縦
寸
法
〇
・
一
二
メ
ー
ト
ル
以
上
（
又
は
横
寸
法
〇
・
一
二

メ
ー
ト
ル
以
上
、
縦
寸
法
〇
・
二
三
メ
ー
ト
ル
以
上
）
の
地
が
黒
色
の
板
等
に
黄
色
の
反
射

塗
装
そ
の
他
反
射
性
を
有
す
る
材
料
で
「
背
高
」
と
表
示
し
た
標
識
を
、
車
両
の
後
方
の
見

や
す
い
箇
所
に
掲
げ
る
こ
と
。 

ハ 

道
路
情
報
の
収
集 

 

道
路
の
状
況
は
、
工
事
の
実
施
等
に
よ
り
変
化
す
る
こ
と
が
あ
る
の
で
、
あ
ら
か
じ
め
道

路
情
報
を
収
集
し
、
上
空
障
害
箇
所
の
な
い
こ
と
を
確
認
の
上
走
行
す
る
こ
と
。 



告 
 

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
九
十
四
号 

 
土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

土
地
区
画
整
理
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
告

す
る
。 

 
 

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

組
合
の
名
称 

 
 

三
芳
町
富
士
塚
土
地
区
画
整
理
組
合 

二 

事
業
施
行
期
間 

 
 

平
成
二
十
五
年
二
月
五
日
か
ら
令
和
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

三 

施
行
地
区 

 
 

埼
玉
県
入
間
郡
三
芳
町
大
字
藤
久
保
字
富
士
塚
及
び
同
字
東
の
各
一
部 

四 

事
務
所
の
所
在
地 

 
 

埼
玉
県
入
間
郡
三
芳
町
大
字
藤
久
保
五
千
二
百
七
十
一
番
地 

五 

設
立
認
可
の
年
月
日 

 
 

平
成
二
十
五
年
二
月
五
日 

六 

変
更
認
可
の
年
月
日 

 
 

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
九
十
五
号 

埼
玉
県
手
数
料
条
例
（
平
成
十
二
年
埼
玉
県
条
例
第
九
号
）
別
表
都
市
整
備
部
の
項
第
百
十
三

号
金
額
の
欄
イ
の
知
事
が
別
に
定
め
る
建
築
物
及
び
同
欄
ロ
の
知
事
が
別
に
定
め
る
も
の
を
次
の

よ
う
に
定
め
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

 

埼
玉
県
手
数
料
条
例
別
表
都
市
整
備
部
の
項
第
百
十
三
号
金
額
の
欄
イ
の
知
事
が
別
に
定
め
る

建
築
物
及
び
同
欄
ロ
の
知
事
が
別
に
定
め
る
も
の
は
、
建
築
物
に
係
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合

理
化
の
一
層
の
促
進
そ
の
他
の
建
築
物
の
低
炭
素
化
の
促
進
の
た
め
に
誘
導
す
べ
き
基
準
（
平
成

二
十
四
年
経
済
産
業
省
・
国
土
交
通
省
・
環
境
省
告
示
第
百
十
九
号
）

の
第
２
の
２
―
３
⑵
ロ

の
算
定
方
法
に
よ
り
設
計
一
次
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
量
を
算
出
し
た
建
築
物
と
す
る
。 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
九
十
六
号 

埼
玉
県
手
数
料
条
例
（
平
成
十
二
年
埼
玉
県
条
例
第
九
号
）
別
表
都
市
整
備
部
の
項
第
百
十
八

号
金
額
の
欄
イ
の
知
事
が
別
に
定
め
る
建
築
物
を
次
の
よ
う
に
定
め
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら

施
行
す
る
。 

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

 

埼
玉
県
手
数
料
条
例
別
表
都
市
整
備
部
の
項
第
百
十
八
号
金
額
の
欄
イ
の
知
事
が
別
に
定
め
る

建
築
物
は
、
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
基
準
等
を
定
め
る
省
令
（
平
成
二
十
八
年
経
済
産
業

省
・
国
土
交
通
省
令
第
一
号
）
第
四
条
第
三
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
設
計
一
次
エ
ネ
ル
ギ
ー
消

費
量
を
算
出
し
た
建
築
物
と
す
る
。 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
九
十
七
号 

埼
玉
県
手
数
料
条
例
（
平
成
十
二
年
埼
玉
県
条
例
第
九
号
）
別
表
都
市
整
備
部
の
項
第
百
二
十

二
号
金
額
の
欄
ハ
の
知
事
が
別
に
定
め
る
建
築
物
を
次
の
よ
う
に
定
め
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か

ら
施
行
す
る
。 

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

 

埼
玉
県
手
数
料
条
例
別
表
都
市
整
備
部
の
項
第
百
二
十
二
号
金
額
の
欄
ハ
の
知
事
が
別
に
定
め

る
建
築
物
は
、
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
建
築
物
と
す
る
。 

一 

建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
基
準
等
を
定
め
る
省
令
（
平
成
二
十
八
年
経
済
産
業
省
・
国

土
交
通
省
令
第
一
号
）
第
四
条
第
三
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
設
計
一
次
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
量

を
算
出
し
た
建
築
物 

二 

住
宅
部
分
の
外
壁
、
窓
等
を
通
し
て
の
熱
の
損
失
の
防
止
に
関
す
る
基
準
及
び
一
次
エ
ネ
ル

ギ
ー
消
費
量
に
関
す
る
基
準
（
平
成
二
十
八
年
国
土
交
通
省
告
示
第
二
百
六
十
六
号
）
に
適
合

す
る
建
築
物 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
九
十
八
号 

平
成
十
九
年
埼
玉
県
告
示
第
五
百
六
十
二
号
（
会
計
管
理
者
事
務
の
一
部
委
任
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
し
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

別
表
第
一
第
四
項
第
一
号
イ
⑶
及
び
ハ
中
「
、
賃
金
」
を
削
る
。 

 
 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
九
十
九
号 

 
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
昭
和
五 

十
五
年
埼
玉
県
告
示
第
四
百
三
十
六
号
で
告
示
し
た
毛
呂
山
・
越
生
都
市
計
画
下
水
道
事
業
の
事 

業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。 

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

一 

施
行
者
の
名
称 

 
 

毛
呂
山
・
越
生
・
鳩
山
公
共
下
水
道
組
合 

二 

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称 

 
 

毛
呂
山
・
越
生
都
市
計
画
下
水
道
事
業
毛
呂
山
・
越
生
・
鳩
山
公
共
下
水
道 

三 

事
業
施
行
期
間 

 
 

昭
和
五
十
五
年
三
月
十
八
日
か
ら
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

四 

変
更
に
係
る
事
業
地 

 

イ 

汚
水 

 
 

⑴ 

収
用
の
部
分 

 
 

 
 

昭
和
五
十
五
年
埼
玉
県
告
示
第
四
百
三
十
六
号
、
昭
和
五
十
八
年
埼
玉
県
告
示
第
千
五 

 
 

 

百
五
十
九
号
、
平
成
元
年
埼
玉
県
告
示
第
三
百
六
十
号
、
平
成
六
年
埼
玉
県
告
示
第
四
百 

 
 

 

九
十
一
号
、
平
成
七
年
埼
玉
県
告
示
第
四
百
八
十
号
、
平
成
十
年
埼
玉
県
告
示
第
九
十
一 

 
 

 

号
、
平
成
十
三
年
埼
玉
県
告
示
第
五
百
十
六
号
、
平
成
十
三
年
埼
玉
県
告
示
第
千
四
百
二 

 
 

 

十
九
号
、
平
成
十
五
年
埼
玉
県
告
示
第
二
千
二
百
十
一
号
、
平
成
十
七
年
埼
玉
県
告
示
第 

 
 

 

二
千
二
百
七
十
五
号
、
平
成
二
十
三
年
埼
玉
県
告
示
第
三
百
九
十
四
号
、
平
成
二
十
四
年 

 
 

 

埼
玉
県
告
示
第
千
七
百
五
十
五
号
、
平
成
二
十
五
年
埼
玉
県
告
示
第
千
百
二
十
八
号
、
平 

 
 

 

成
三
十
年
埼
玉
県
告
示
第
百
五
十
二
号
、
平
成
三
十
一
年
埼
玉
県
告
示
第
二
百
四
十
二
号 

 
 

 

の
事
業
地
の
う
ち
、
毛
呂
山
町
大
字
川
角
字
八
反
田
を
削
り
、
鳩
山
町
大
字
赤
沼
字
夏
目 

 
 

 

台
地
内
に
お
い
て
事
業
地
を
変
更
す
る
。 

 
 

⑵ 

使
用
の
部
分 

 
 

 
 

変
更
な
し 

 

ロ 

雨
水 

 
 

⑴ 

収
用
の
部
分 

 
 

 
 

変
更
な
し 

 
 

⑵ 

使
用
の
部
分 

 
 

 
 

変
更
な
し 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
三
百
号 

 
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
昭
和
四 

十
六
年
埼
玉
県
告
示
第
三
百
三
十
六
号
で
告
示
し
た
秩
父
都
市
計
画
下
水
道
事
業
の
事
業
計
画
の 

変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。 

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

一 

施
行
者
の
名
称 

 
 

秩
父
市 

二 

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称 

 
 

秩
父
都
市
計
画
下
水
道
事
業
秩
父
市
公
共
下
水
道 

三 

事
業
施
行
期
間 

 
 

昭
和
三
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

四 

変
更
に
係
る
事
業
地 

 

イ 

分
流
区
域 

 
 

⑴ 

汚
水 

 
 

 

㈠ 

収
用
の
部
分 

 
 

 
 

 

変
更
な
し 

 
 

 

㈡ 

使
用
の
部
分 

 
 

 
 

 

変
更
な
し 

 
 

⑵ 

雨
水 

 
 

 

㈠ 

収
用
の
部
分 

 
 

 
 

 

変
更
な
し 

 
 

 

㈡ 

使
用
の
部
分 

 
 

 
 

 

変
更
な
し 

 

ロ 

合
流
区
域 

 
 

⑴ 

収
用
の
部
分 

 
 

 
 

変
更
な
し 

 
 

⑵ 

使
用
の
部
分 

 
 

 
 

変
更
な
し 

 



告

示 

埼
玉
県
朝
霞
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
十
一
号 

 
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ

う
に
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
二
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境

課
及
び
埼
玉
県
朝
霞
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
朝
霞
県
土
整
備
事
務
所
長 

相 

原 

秀 

行 

 

 

 

 



 

   
 

 

保
谷
志
木
線 

  

路 
 

線 
 

名 

朝
霞
市
泉
水
一
丁
目
二
一
四
四
番
一
地
先
か

ら
同
市
三
原
五
丁
目
二
一
四
八
番
四
地
先
ま

で （
た
だ
し
、
関
係
図
面
に
表
示
す
る
部
分
に

限
る
。
） 

 

供
用
開
始
の
区
間 

 

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日 

供
用
開
始
の
期
日 

平

成

二

十

二

年

十

二

月
二
十
四
日
付
け
埼
玉

県

朝

霞

県

土

整

備

事

務

所

長

告

示

第

十

七

号
で
告
示
し
た
道
路
予

定
区
域
の
一
部
供
用
開

始
で
あ
る
。 

延
長
一
九
〇
・
九
一
メ

ー
ト
ル 

        

備 

 

考 



告

示 

埼
玉
県
朝
霞
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
十
二
号 

 
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路

の
占
用
を
制
限
す
る
区
域
を
指
定
す
る
こ
と
と
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と

お
り
公
示
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
二
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
二
週
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境
課

及
び
埼
玉
県
朝
霞
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
埼
玉
県
朝
霞
県
土
整
備
事
務
所
長 

相 

原 

秀 

行 

一 

道
路
の
種
類
及
び
路
線
名 

 
 

 
 

 
 

占
用
を
制
限
す
る
区
域 

 
 

県
道 

保
谷
志
木
線 

 
 

朝
霞
市
泉
水
一
丁
目
二
一
四
四
番
一
地
先
か
ら
同
市
三
原
五
丁 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

目
二
一
四
八
番
四
地
先
ま
で 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二 

制
限
の
対
象
と
す
る
占
用
物
件 

 
 

新
た
に
地
上
に
設
け
る
電
柱
（
占
用
の
制
限
の
開
始
の
期
日
よ
り
前
に
占
用
を
認
め
ら
れ
た 

 

電
柱
の
更
新
又
は
移
設
に
よ
る
も
の
を
除
く
。
） 

 
 

た
だ
し
、
電
柱
を
地
上
に
設
け
る
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
り
、
当
該
道
路
の
敷
地
外
に
直 

 

ち
に
用
地
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。 

三 

占
用
を
制
限
す
る
理
由 

 
 

緊
急
輸
送
道
路
の
占
用
を
制
限
す
る
こ
と
に
よ
り
、
災
害
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
被
害 

 

 

の
拡
大
を
防
止
す
る
た
め
。 

四 

占
用
の
制
限
の
開
始
の
期
日 

 
 

令
和
二
年
四
月
一
日 



告

示 

埼
玉
県
朝
霞
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
十
三
号 

 
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ

う
に
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
二
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境

課
及
び
埼
玉
県
朝
霞
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
朝
霞
県
土
整
備
事
務
所
長 

相 

原 

秀 

行 

 

 

 

 



 

   
 

 

志
木
停
車
場
線 

  

路 
 

線 
 

名 

志
木
市
本
町
五
丁
目
一
九
九
二
番
一
地
先
か

ら
同
市
本
町
六
丁
目
二
三
七
五
番
二
地
先
ま

で （
た
だ
し
、
関
係
図
面
に
表
示
す
る
部
分
に

限
る
。
） 

 

供
用
開
始
の
区
間 

 

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日 

供
用
開
始
の
期
日 

平

成

三

十

年

十

一

月

六
日
付
け
埼
玉
県
朝
霞

県

土

整

備

事

務

所

長

告
示
第
六
号
で
告
示
し

た
道
路
予
定
区
域
の
一

部
供
用
開
始
で
あ
る
。 

延
長
一
八
二
・
一
七
メ

ー
ト
ル 

        

備 

 

考 



告

示 

埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
五
号 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の

区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。 

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
二
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境

課
及
び
埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
長 

大 

髙 

智 

之 

一 

道
路
の
種
類 

 

県
道 

二 

路 

線 

名 
 

石
坂
高
坂
停
車
場
線 

三 

道
路
の
区
域 



 
新 旧 

旧
新
別 

東
松
山
市
大
字
正
代
字
折
本

一
〇
二
四
番
一
地
先
か
ら
同

市
大
字
高
坂
字
参
番
町
九
六

四
番
二
地
先
ま
で 

東
松
山
市
大
字
正
代
字
折
本

一
〇
二
四
番
一
地
先
か
ら
同

市
大
字
高
坂
字
参
番
町
九
六

四
番
一
地
先
ま
で 

区 
 

間 

一
二
・
○
○ 

～
四
一
・
〇
〇 

七
・
三
五 

～ 

一
七
・
〇
〇 

敷
地
の
幅
員 

（
メ
ー
ト
ル
） 

一
〇
二
六
・
九
〇 

一
〇
六
三
・
一
八 

延 
 

長 

（
メ
ー
ト
ル
） 

平
成
十
八
年
十
二
月
二
十
六

日
付
け
埼
玉
県
東
松
山
県
土

整
備
事
務
所
長
告
示
第
二
百

十
六
号
及
び
平
成
二
十
八
年

十
月
十
八
日
付
け
埼
玉
県
東

松
山
県
土
整
備
事
務
所
長
告

示
第
十
五
号
の
道
路
予
定
区

域
の
変
更
で
あ
る
。 

 

備 
 

考 

 



告

示 

埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
六
号 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ

う
に
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
二
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境

課
及
び
埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日 

 
埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
長 

大 

髙 

智 

之 

 



  

石
坂
高
坂
停
車
場
線 

路 
 

線 
 

名 

東
松
山
市
大
字
正
代
字
折
本
一
〇

二
四
番
一
地
先
か
ら
同
市
大
字
高

坂
字
参
番
町
九
六
四
番
二
地
先
ま

で 
供
用
開
始
の
区
間 

令
和
二
年
四
月
一
日 

供
用
開
始
の
期
日 

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日
付

け
埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備

事
務
所
長
告
示
第
五
号
で
告

示
し
た
道
路
予
定
区
域
の
供
用

開
始
で
あ
る
。
延
長
一
〇
二

六
・
九
〇
メ
ー
ト
ル 

備 

 

考 



告

示 

埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
七
号 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の

区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。 

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
二
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境

課
及
び
埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
長 

大 

髙 

智 

之 

一 

道
路
の
種
類 

 

県
道 

二 

路 

線 

名 
 

高
坂
上
唐
子
線 

三 

道
路
の
区
域 



 
新 旧 

旧
新
別 

東
松
山
市
大
字
高
坂
字
二
番

町
八
八
八
番
三
地
先
か
ら
同

市
大
字
高
坂
字
壱
番
町
七
五

九
番
一
地
先
ま
で 

東
松
山
市
大
字
高
坂
字
二
番

町
八
八
八
番
一
地
先
か
ら
同

市
大
字
高
坂
字
壱
番
町
七
七

五
番
二
地
先
ま
で 

区 
 

間 

一
六
・
○
○ 

～
三
三
・
四
五 

九
・
八
五 

～ 

二
六
・
五
○ 

敷
地
の
幅
員 

（
メ
ー
ト
ル
） 

五
〇
七
・
〇
四 

五
〇
三
・
一
七 

延 
 

長 

（
メ
ー
ト
ル
） 

東
松
山
都
市
計
画
事
業
高
坂

駅
東
口
第
一
土
地
区
画
整
理

事
業
に
よ
る
道
路
改
築
で
あ

る
。 

 

備 
 

考 

 



告

示 

埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
八
号 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ

う
に
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
二
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境

課
及
び
埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日 

 
埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
長 

大 

髙 

智 

之 

 



  

高
坂
上
唐
子
線 

路 
 

線 
 

名 

東
松
山
市
大
字
高
坂
字
二
番
町
八

八
八
番
三
地
先
か
ら
同
市
大
字
高

坂
字
壱
番
町
七
五
九
番
一
地
先
ま

で 
供
用
開
始
の
区
間 

令
和
二
年
四
月
一
日 

供
用
開
始
の
期
日 

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日
付

け
埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備

事
務
所
長
告
示
第
七
号
で
告

示
し
た
道
路
予
定
区
域
の
供
用

開
始
で
あ
る
。
延
長
五
〇
七
・

〇
四
メ
ー
ト
ル 

備 

 

考 



告

示 

埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
九
号 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の

区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。 

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
二
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境

課
及
び
埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
長 

大 

髙 

智 

之 

一 

道
路
の
種
類 

 

県
道 

二 

路 

線 

名 
 

東
松
山
鴻
巣
線 

三 

道
路
の
区
域 



 
新
Ｂ 

新
Ａ 

旧
Ａ 

旧
新
別 

比
企
郡
吉
見
町
大
字
久
保
田

字
赤
城
九
五
番
一
地
先
か
ら

同
郡
同
町
大
字
久
保
田
字
原

一
四
〇
三
番
一
地
先
ま
で 

比
企
郡
吉
見
町
大
字
久
米
田

字
一
ノ
耕
地
一
八
二
番
四
地

先
か
ら
同
郡
同
町
大
字
久
保

田
字
原
一
四
一
二
番
一
地
先

ま
で 

区 
 

間 

一
四
・
六
〇 

～
一
九
・
八
六 

二
四
・
三
二 

～
五
九
・
四
七 

二
四
・
三
二 

～ 

五
二
・
三
二 

敷
地
の
幅
員 

（
メ
ー
ト
ル
） 

九
四
・
一
五 

一
四
九
・
四
〇 

延 
 

長 

（
メ
ー
ト
ル
） 

現
道
拡
幅
に
伴
う
横
断
歩
道

橋
設
置
及
び
橋
り
ょ
う
架
換

に
伴
う
仮
道
設
置
を
目
的
と

し
た
道
路
改
築
工
事
で
あ
る
。 

平
成
三
十
年
三
月
九
日
付
け

埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事

務
所
長
告
示
第
四
号
の
道
路

予
定
区
域
の
一
部
変
更
で
あ

る
。 

 

備 
 

考 

 



告

示 

埼
玉
県
飯
能
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
三
号 

 
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の

区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
二
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境

課
及
び
埼
玉
県
飯
能
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
飯
能
県
土
整
備
事
務
所
長 

小
宮
山 

節 

男 
 

 
 

一 

道
路
の
種
類 

県
道 

二 

路 

線 

名 

飯
能
寄
居
線 

三 

道
路
の
区
域



 
新
Ｃ 

旧
Ｃ 

旧
Ｂ 

旧
Ａ 

旧 

新 

別 
入
間
郡
越
生
町
大
字
黒
岩
字
東
川
原
一

四
七
番
地
先
か
ら
同
郡
同
町
大
字
西
和

田
字
福
石
三
九
一
番
一
七
地
先
ま
で 

入
間
郡
越
生
町
大
字
黒
岩
字
東
川
原
一

四
七
番
地
先
か
ら
同
郡
同
町
大
字
黒
岩

字
東
川
原
一
四
六
番
一
地
先
ま
で 

入
間
郡
越
生
町
大
字
黒
岩
字
東
川
原
一

四
六
番
一
地
先
か
ら
同
郡
同
町
大
字
黒

岩
字
東
川
原
一
一
六
番
一
地
先
ま
で 

入
間
郡
越
生
町
大
字
黒
岩
字
東
川
原
一

一
六
番
一
地
先
か
ら
同
郡
同
町
大
字
成

瀬
字
横
捲
八
三
五
番
一
地
先
ま
で 

区 
 
 
 

間 

 
 

四
・
〇
二
～ 

 
 
 
 

一
七
・
〇
六 

 
 

六
・
七
四
～ 

 
 
 
 

六
・
八
九 

 
 

七
・
〇
〇
～ 

 
 
 
 

一
五
・
三
〇 

 
 

六
・
九
六
～ 

 
 
 
 

一
八
・
一
二 

敷
地
の
幅
員 

（
メ
ー
ト
ル
） 

六
六
三
・
八
三 

二
〇
・
〇
〇 

三
六
六
・
六
〇 

六
一
七
・
七
〇 

延 
 

長 

（
メ
ー
ト
ル
） 

  

県
道
越
生
長
沢
線
と
す
る
。 

 

越
生
町
に
引
き
継
ぐ
。 

備 

 

 

考 



告

示 

埼
玉
県
飯
能
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
四
号 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の

区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
二
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境

課
及
び
埼
玉
県
飯
能
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
飯
能
県
土
整
備
事
務
所
長 

小
宮
山 

節 

男 
 

 
 

一 

道
路
の
種
類 

県
道 

二 

路 

線 

名 

越
生
長
沢
線 

三 

道
路
の
区
域 

 
 



   

新 旧 

旧 

新 

別 

 

入
間
郡
越
生
町
大
字
西
和
田
字
福
石

三
九
一
番
一
地
先
か
ら
同
郡
同
町
大
字

黒
岩
字
東
川
原
一
二
四
番
五
地
先
ま
で 

 

入
間
郡
越
生
町
大
字
黒
岩
字
東
川
原

一
二
五
番
二
地
先
か
ら
同
郡
同
町
大
字

黒
岩
字
東
川
原
一
二
四
番
五
地
先
ま
で 

区 
 
 
 

間 

 

四
・
〇
二
～
一
八
・
七
九 

 

一
三
・
七
二
～
一
八
・
七
九 

敷
地
の
幅
員 

（
メ
ー
ト
ル
） 

一
〇
三
五
・
八
七 

二
〇
・
〇
〇 

延 
 

長 

（
メ
ー
ト
ル
） 

 
 

備 

 

 

考 



告

示 

埼
玉
県
飯
能
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
五
号 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の

区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
二
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境

課
及
び
埼
玉
県
飯
能
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
飯
能
県
土
整
備
事
務
所
長 

小
宮
山 

節 

男 
 

 
 

一 

道
路
の
種
類 

県
道 

二 

路 

線 

名 

東
松
山
越
生
線 

三 

道
路
の
区
域 

 
 



   

新 旧 

旧 

新 

別 

 

入
間
郡
越
生
町
大
字
西
和
田
字
入
山

田
七
八
二
番
三
地
先
か
ら
同
郡
同
町
大

字
西
和
田
字
入
山
田
七
八
二
番
三
地
先

ま
で 

 

入
間
郡
越
生
町
大
字
西
和
田
字
入
山

田
七
八
二
番
三
地
先
か
ら
同
郡
同
町
大

字
黒
岩
字
東
川
原
九
二
番
一
地
先
ま
で 

区 
 
 
 

間 

 

一
八
・
〇
二
～
一
八
・
二
七 

 

四
・
〇
二
～
四
〇
・
四
七 

敷
地
の
幅
員 

（
メ
ー
ト
ル
） 

二
〇
・
〇
〇 

一
一
七
一
・
九
四 

延 
 

長 

（
メ
ー
ト
ル
） 

  

県
道
飯
能
寄
居
線
と
す
る
。 

備 

 

 

考 



告

示 

埼
玉
県
飯
能
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
六
号 

 
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の

区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
二
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境

課
及
び
埼
玉
県
飯
能
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
飯
能
県
土
整
備
事
務
所
長 

小
宮
山 

節 

男 
 

 
 

一 

道
路
の
種
類 

県
道 

二 

路 

線 

名 

飯
能
寄
居
線 

三 

道
路
の
区
域



 
新
Ｄ 

旧
Ｃ 

旧
Ｂ 

旧
Ａ 

旧 
新 

別 

日
高
市
大
字
上
鹿
山
字
数
久
保
八
〇
七

番
一
地
先
か
ら
同
市
大
字
山
根
字
後
山

一
三
三
二
番
三
地
先
ま
で 

日
高
市
大
字
南
平
沢
字
和
田
前
四
九
〇

番
地
先
か
ら
同
市
大
字
山
根
字
後
山
一

三
三
二
番
三
地
先
ま
で 

日
高
市
大
字
上
鹿
山
字
前
真
土
二
〇
四

番
八
地
先
か
ら
同
市
大
字
南
平
沢
字
和

田
前
四
九
〇
番
地
先
ま
で 

日
高
市
大
字
上
鹿
山
字
尾
崎
山
六
五
八

番
一
地
先
か
ら
同
市
大
字
上
鹿
山
字
前

真
土
二
〇
四
番
八
地
先
ま
で 

区 
 
 
 

間 

 
 

一
五
・
〇
～ 

七
一
・
〇 

 
 

八
・
二
五
～ 

 
 
 
 

二
〇
・
〇
〇 

 
 

七
・
四
五
～ 

 
 
 
 

一
五
・
〇
〇 

 
 

一
一
・
六
〇
～ 

 
 
 
 

二
六
・
五
七 

敷
地
の
幅
員 

（
メ
ー
ト
ル
） 

四
五
三
六
・
三
八 

一
六
七
六
・
九
〇 

二
五
〇
〇
・
〇
〇 

六
三
一
・
六
二 

延 
 

長 

（
メ
ー
ト
ル
） 

 

 

県
道
日
高
川
島
線
と
す
る
。 

 

日
高
市
に
引
き
継
ぐ
。 

 

県
道
日
高
狭
山
線
と
す
る
。 

備 

 

 

考 



告

示 

埼
玉
県
飯
能
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
七
号 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の

区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
二
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境

課
及
び
埼
玉
県
飯
能
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
飯
能
県
土
整
備
事
務
所
長 

小
宮
山 

節 

男 

一 

道
路
の
種
類 

県
道 

二 

路 

線 

名 

日
高
狭
山
線 

三 

道
路
の
区
域 

 
 



   

新 旧 

旧 

新 

別 

日
高
市
大
字
上
鹿
山
字
尾
崎
山
六
五
八

番
一
地
先
か
ら
同
市
大
字
上
鹿
山
字
屋

敷
ノ
内
二
六
五
番
二
地
先
ま
で 

日
高
市
大
字
上
鹿
山
字
屋
敷
ノ
内
二
六

五
番
二
地
先
か
ら
同
市
大
字
上
鹿
山
字

屋
敷
ノ
内
二
六
五
番
二
地
先
ま
で 

区 
 
 
 

間 

 

八
・
八
〇
～
二
六
・
五
七 

 

八
・
八
〇
～
二
四
・
七
五 

敷
地
の
幅
員 

（
メ
ー
ト
ル
） 

六
五
一
・
六
二 

二
〇
・
〇
〇 

延 
 

長 

（
メ
ー
ト
ル
） 

 

備 

 

 

考 



告

示 

埼
玉
県
飯
能
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
八
号 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の

区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
二
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境

課
及
び
埼
玉
県
飯
能
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
飯
能
県
土
整
備
事
務
所
長 

小
宮
山 

節 

男 

一 

道
路
の
種
類 

県
道 

二 

路 

線 

名 

日
高
川
島
線 

三 

道
路
の
区
域 

 
 



   

新 旧 

旧 

新 

別 

日
高
市
大
字
山
根
字
後
山
一
三
三
二
番

三
地
先
か
ら
同
市
大
字
南
平
沢
字
宮
ケ
谷

戸
六
二
〇
番
一
地
先
ま
で 

日
高
市
大
字
南
平
沢
字
久
保
地
八
三
一

番
四
地
先
か
ら
同
市
大
字
南
平
沢
字
宮
ケ

谷
戸
六
二
〇
番
一
地
先
ま
で 

区 
 
 
 

間 

 

八
・
二
五
～
五
四
・
二
二 

 

二
〇
・
〇
三
～
五
四
・
二
二 

敷
地
の
幅
員 

（
メ
ー
ト
ル
） 

一
六
九
六
・
九
〇 

二
〇
・
〇
〇 

延 
 

長 

（
メ
ー
ト
ル
） 

 

備 

 

 

考 



告

示 

埼
玉
県
熊
谷
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
二
号 

 
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の

区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
二
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境

課
及
び
埼
玉
県
熊
谷
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
熊
谷
県
土
整
備
事
務
所
長 

大 

山 
 

 

裕 

一 

道
路
の
種
類 

 

県
道 

二 

路 

線 

名 
 

熊
谷
館
林
線 

三 

道
路
の
区
域 

 
 



 

新
Ｂ 

旧
Ｂ 

旧
Ａ 

旧 
新 

別 

熊
谷
市
新
島
字
戸
井
下
二
〇
番
三
地
先 

か
ら 

同
市
肥
塚
字
道
河
原
上
一
四
〇
五
番
一
地
先

ま
で 

熊
谷
市
筑
波
一
丁
目
一
一
二
番
地
先 

か
ら 

同
市
肥
塚
字
道
河
原
上
一
四
〇
五
番
一
地
先

ま
で 

区 
 
 
 

間 

一
七
・
八
〇
～
八
九
・
三
五 

一
五
・
九
四
～
五
二
・
四
〇 

敷
地
の
幅
員 

（
メ
ー
ト
ル
） 

三
八
七
〇
・
〇
〇 

二
五
一
五
・
〇
〇 

延 
 

長 

（
メ
ー
ト
ル
） 

旧
Ａ
の
一
部
は
県
道
熊
谷
羽
生
線

と
し
て
存
置
し
、
残
区
間
を
熊
谷
市

に
引
き
継
ぐ
。 

備 

 

 

考 



告

示 

埼
玉
県
熊
谷
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
三
号 

 
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の

区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
二
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境

課
及
び
埼
玉
県
熊
谷
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
熊
谷
県
土
整
備
事
務
所
長 

大 

山 
 

 

裕 

一 

道
路
の
種
類 

 

県
道 

二 

路 

線 

名 
 

冑
山
熊
谷
線 

三 

道
路
の
区
域 

 
 



 

新
Ｂ 

旧
Ｂ 

旧
Ａ 

旧 
新 

別 

熊
谷
市
高
本
字
道
下
二
八
三
番
一
地
先 

か
ら 

同
市
中
曽
根
字
北
町
二
〇
一
八
番
地
先 

ま
で 

熊
谷
市
高
本
字
道
上
二
四
七
番
一
地
先 

か
ら 

同
市
中
曽
根
字
新
田
橋
二
〇
四
八
番
地
先 

ま
で 

区 
 
 
 

間 

九
・
二
〇
～
三
七
・
九
〇 

九
・
一
二
～
二
五
・
五
八 

敷
地
の
幅
員 

（
メ
ー
ト
ル
） 

二
一
一
八
・
六
〇 

一
三
五
五
・
〇
〇 

延 
 

長 

（
メ
ー
ト
ル
） 

平
成
二
十
九
年
十
一
月
十
七
日
付

け
埼
玉
県
熊
谷
県
土
整
備
事
務
所

長
告
示
第
二
十
一
号
の
道
路
予
定

区
域
の
一
部
変
更
で
あ
る
。
旧
Ａ
は

熊
谷
市
に
引
き
継
ぐ
。 

備 

 

 

考 



告

示 

埼
玉
県
行
田
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
七
号 

 
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の

区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
二
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境

課
及
び
埼
玉
県
行
田
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
行
田
県
土
整
備
事
務
所
長 

根 

岸 

幸 

司 
 

 
 

一 

道
路
の
種
類 

県
道 

二 

路 

線 

名 

北
中
曽
根
北
大
桑
線 

三 

道
路
の
区
域 

 



 

 

新
Ｃ 

旧
Ｃ 

旧
Ｂ 

新
Ｂ 

新
Ａ 

旧
Ａ 

旧 

新 

別 
加
須
市
水
深
字
上
原
一
三
八
二
番
二
一
地
先

か
ら 

同
市
水
深
字
上
原
一
三
八
二
番
一
地
先
ま
で 

加
須
市
大
室
字
大
宮
八
二
番
八
地
先
か
ら 

加
須
市
花
崎
一
丁
目
二
五
番
七
地
先
ま
で 

加
須
市
水
深
字
上
原
一
三
七
九
番
一
地
先
か

ら 同
市
花
崎
一
丁
目
二
五
番
六
地
先
ま
で 

加
須
市
大
室
字
大
宮
八
二
番
一
地
先
か
ら 

同
市
花
崎
一
丁
目
二
五
番
六
地
先
ま
で 

旧 

新 

別 

一
一
・
一
一
～ 

 
 

 

一
六
・
三
八 

一
二
・
五
〇
～ 

 
 

 
二
二
・
〇
〇 

一
二
・
〇
〇
～ 

 
 

 

三
四
・
二
〇 

八
・
四
四
～ 

 
 

 

二
二
・
七
〇 

五
・
〇
〇
～ 

 
 

 

一
九
・
二
〇 

敷
地
の
幅
員 

（
メ
ー
ト
ル
） 

五
八
・
八
〇 

一
三
四
八
・
八
七 

三
六
一
・
五
三 

二
四
七
七
・
〇
〇 

延 
 

長 

（
メ
ー
ト
ル
） 

平
成
二
十
二
年
三
月
十
九
日
付
け

行
田
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第

一
号
で
予
定
さ
れ
た
引
継
ぎ
処
理
で

あ
り
、
旧
Ａ
の
一
部
は
県
道
北
中
曽

根
北
大
桑
線
と
し
て
存
置
し
、
残
区

間
を
加
須
市
道
と
し
て
引
継
ぐ
。 

備 
 

考 



告

示 

埼
玉
県
越
谷
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
三
号 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ

う
に
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
二
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境

課
及
び
埼
玉
県
越
谷
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
越
谷
県
土
整
備
事
務
所
長 

木 

﨑 

秀 

夫 
 

 
 

     



     

西
宝
珠
花
屏
風
線 

路 
 

線 
 

名 

春
日
部
市
西
親
野
井
字
浅
間
下
四
五
一
番
一
地
先
か
ら 

同
市
西
親
野
井
字
浅
間
下
四
五
一
番
一
地
先
ま
で 

供
用
開
始
の
区
間 

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日 

供
用
開
始
の
期
日 

平
成
三
十
一
年
二
月
二
十

二
日
付
け
埼
玉
県
越
谷
県

土
整
備
事
務
所
長
告
示
第

二
号
で
告
示
し
た
道
路
予

定
区
域
の
供
用
開
始
で
あ

る
。 

備 

 

考 



告

示 

埼
玉
県
越
谷
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
四
号 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の

区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。 

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
二
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境

課
及
び
埼
玉
県
越
谷
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
越
谷
県
土
整
備
事
務
所
長 

木 

﨑 

秀 

夫 
 

 
 

一 

道
路
の
種
類 

 

県
道 

二 

路 

線 

名 
 

野
田
岩
槻
線 

三 

道
路
の
区
域 

 



 

新
旧 

旧 

新 
別 

春
日
部
市
大
畑
字
前
二
〇
五
番
八
地
先
か
ら 

 

同
市
大
畑
字
前
一
八
九
番
八
地
先
ま
で 

区 
 

間 

一
七
・
四
四
～ 

 
 

 
 

 
 

二
七
・
二
一 

敷
地
の
幅
員 

（
メ
ー
ト
ル
） 

一
一
三
・
一
一 

延 
 

長 

（
メ
ー
ト
ル
） 

 

備 
 

考 



告

示 

埼
玉
県
越
谷
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
五
号 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ

う
に
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
二
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境

課
及
び
埼
玉
県
越
谷
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
越
谷
県
土
整
備
事
務
所
長 

木 

﨑 

秀 

夫 
 

 
 

     



     

野
田
岩
槻
線 

路 
 

線 
 

名 

春
日
部
市
大
畑
字
前
二
〇
五
番
八
地
先
か
ら 

同
市
大
畑
字
前
一
八
九
番
八
地
先
ま
で 

供
用
開
始
の
区
間 

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日 

供
用
開
始
の
期
日 

平
成
二
十
二
年
七
月
六
日

付
け
埼
玉
県
越
谷
県
土
整

備
事
務
所
長
告
示
第
十
号

で
告
示
し
た
道
路
予
定
区

域
の
供
用
開
始
で
あ
る
。 

備 

 

考 



告

示 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
八
号 

 
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
開

発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。 

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日 埼

玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

松 

井 

直 

行 

一 

許
可
番
号 

 
 

令
和
元
年
十
二
月
二
十
六
日 

 
 

指
令
川
建
セ
第
〇
一
〇
〇
九
〇
号 

二 

検
査
済
証
番
号 

 
 

令
和
二
年
三
月
二
十
五
日 

 
 

川
建
セ
第
〇
一
〇
一
四
号 

三 

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

 
 

埼
玉
県
入
間
郡
越
生
町
上
野
東
二
丁
目
二
番
一
、
二
番
二
、
二
番
三
、
二
番
四 

四 

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

 
 

埼
玉
県
入
間
郡
毛
呂
山
町
岩
井
西
二
丁
目
十
一
番
地
四 

 

 
 

株
式
会
社 

ヤ
マ
ニ 

代
表
取
締
役 

佐
野 

裕
也 



告

示 

埼
玉
県
越
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
十
六
号 

 
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
開

発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。 

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日 埼

玉
県
越
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

平 

野 
 

 

隆 
 

 
 

一 

許
可
番
号 

 
 

令
和
二
年
三
月
十
七
日 

 
 

指
令
越
建
セ
第
〇
一
〇
一
五
一
号 

二 

検
査
済
証
番
号 

 
 

令
和
二
年
三
月
二
十
六
日 

 
 

越
建
セ
第
五
二
〇
―
一
号 

三 

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

 
 

埼
玉
県
南
埼
玉
郡
宮
代
町
字
東
三
百
六
十
一
番
八
、
三
百
六
十
二
番
一 

四 

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

 
 

埼
玉
県
南
埼
玉
郡
宮
代
町
川
端
四
丁
目
一
番
十
六
号 

ド
ル
チ
ェ
二
〇
三
号 

 
 

吉
田 

篤
史 



告

示 

埼
玉
県
越
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
十
七
号 

 
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
開

発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。 

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日 埼

玉
県
越
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

平 

野 
 

 

隆 
 

 
 

一 

許
可
番
号 

 
 

令
和
二
年
三
月
十
八
日 

 
 

指
令
越
建
セ
第
〇
一
〇
一
八
一
号 

二 

検
査
済
証
番
号 

 
 

令
和
二
年
三
月
二
十
六
日 

 
 

越
建
セ
第
五
二
二
―
一
号 

三 

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

 
 

埼
玉
県
南
埼
玉
郡
宮
代
町
大
字
国
納
字
丸
屋
百
番
一
、
百
番
二 

四 

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

 
 

埼
玉
県
南
埼
玉
郡
宮
代
町
大
字
和
戸
七
百
二
十
六
番
地
一 

 
 

小
林 

祐
貴 



告

示 

埼
玉
県
越
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
十
八
号 

 
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
開

発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。 

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日 埼

玉
県
越
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

平 

野 
 

 

隆 
 

 
 

一 

許
可
番
号 

 
 

令
和
二
年
三
月
十
七
日 

 
 

指
令
越
建
セ
第
〇
一
〇
三
二
一
号 

二 

検
査
済
証
番
号 

 
 

令
和
二
年
三
月
二
十
六
日 

 
 

越
建
セ
第
五
二
三
―
一
号 

三 

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

 
 

埼
玉
県
南
埼
玉
郡
宮
代
町
字
東
四
百
四
十
五
番
十
四 

四 

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

 
 

埼
玉
県
北
葛
飾
郡
杉
戸
町
大
字
本
郷
九
百
五
十
二
番
地
一 
キ
ャ
ト
ル
メ
ゾ
ン
Ｔ
Ａ
一
〇
二 

 
 

宮
田 

恭
兵
、
宮
田 

里
織 



告

示 

埼
玉
県
議
会
告
示
第
一
号 

埼
玉
県
政
務
活
動
費
の
交
付
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

 
 

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
議
会
議
長 

田 

村 
 

実 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
政
務
活
動
費
の
交
付
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示 

埼
玉
県
政
務
活
動
費
の
交
付
に
関
す
る
規
程
（
平
成
十
三
年
埼
玉
県
議
会
告
示
第
三
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

題
名
中
「
交
付
」
の
下
に
「
等
」
を
加
え
る
。 

 

第
一
条
中
「
埼
玉
県
政
務
活
動
費
の
交
付
に
関
す
る
条
例
」
を
「
埼
玉
県
政
務
活
動
費
の
交
付

等
に
関
す
る
条
例
」
に
改
め
る
。 

 

第
七
条
第
一
項
中
「
（
次
項
に
お
い
て
「
証
拠
書
類
」
と
い
う
。
）
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
を
削

り
、
同
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。 

 

（
収
支
報
告
書
等
の
閲
覧
） 

第
八
条 

条
例
第
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
収
支
報
告
書
等
の
閲
覧
は
、
議
長
が
指
定
す
る
場

所
で
、
執
務
時
間
中
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

収
支
報
告
書
等
は
、
前
項
の
場
所
以
外
に
持
ち
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。 

３ 

収
支
報
告
書
等
は
、
丁
重
に
取
り
扱
い
、
破
損
、
汚
損
又
は
加
筆
等
の
行
為
を
し
て
は
な
ら

な
い
。 

４ 

前
三
項
の
規
定
に
違
反
す
る
者
に
対
し
て
は
、
そ
の
閲
覧
を
中
止
さ
せ
、
又
は
閲
覧
を
禁
止

す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

５ 

前
各
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
条
例
第
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
収
支
報
告
書
等
の
閲

覧
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
議
長
が
定
め
る
。 

 

（
一
般
選
挙
後
の
措
置
） 

第
九
条 

条
例
及
び
こ
の
規
程
の
規
定
に
よ
り
議
長
が
行
う
事
務
に
つ
い
て
は
、
一
般
選
挙
後
議

長
が
選
挙
さ
れ
る
ま
で
の
間
は
、
事
務
局
長
が
行
う
も
の
と
す
る
。 

 

様
式
第
一
号
か
ら
様
式
第
四
号
ま
で
の
規
定
中
「
埼
玉
県 

政
務
活
動
費
の
交
付
に
関
す
る
規
」

を
「
埼
玉
県
政
務
活
動
費
の
交
付
等
に
関
す
る
規
程
」
に
改
め
る
。 

 

様
式
第
五
号
及
び
様
式
第
六
号
中
「
埼
玉
県
政
務
活
動
費
の
交
付
に
関
す
る
条
例
」
を
「
埼
玉

県
政
務
活
動
費
の
交
付
等
に
関
す
る
条
例
」
に
改
め
る
。 

 

様
式
第
七
号
中
「
埼
玉
県
政
務
活
動
費
の
交
付
に
関
す
る
規
程
」
を
「
埼
玉
県
政
務
活
動
費
の

交
付
等
に
関
す
る
規
程
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
告
示
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

埼
玉
県
政
務
活
動
費
の
交
付
に
関
す
る
規
程

 

埼
玉
県
政
務
活
動
費
の
交
付
に
関
す
る
条
例

 

埼
玉
県
政
務
活
動
費
の
交
付
等
に
関
す
る
規
程

 

埼
玉

 

県
政
務
活
動
費
の
交
付
等
に
関
す
る
条
例

 

埼
玉
県
政
務
活
動
費
の
交
付
に
関
す
る
規
程

 

交
付
等
に
関
す
る
規
程

 

埼
玉
県
政
務
活
動
費
の

 



告

示 

埼
玉
県
病
院
事
業
告
示
第
四
号 

 
平
成
十
五
年
埼
玉
県
病
院
事
業
告
示
第
六
号
（
埼
玉
県
病
院
事
業
に
係
る
料
金
の
う
ち
病
院
事

業
管
理
者
が
定
め
る
額
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
病
院
事
業
管
理
者 

岩 

中 
 

 

督 

 
 

 

埼
玉
県
病
院
事
業
告
示
第
六
号
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示 

 

表
中
表
の
部
分
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

非
紹
介
患
者
の
再
診 

非
紹
介
患
者
の
初
診 

埼
玉
県
立
小
児
医
療
セ
ン
タ
ー 

埼
玉
県
立
循
環
器
・
呼
吸
器
病
セ

ン
タ
ー 

埼
玉
県
立
小
児
医
療
セ
ン
タ
ー 

埼
玉
県
立
が
ん
セ
ン
タ
ー 

埼
玉
県
立
循
環
器
・
呼
吸
器
病
セ

ン
タ
ー 

一
回
に
つ
き 

二
、
七
五
〇
円 

一
回
に
つ
き 

二
、
七
五
〇
円 

一
回
に
つ
き 

五
、
五
〇
〇
円 

 
一
回
に
つ
き 

二
、
七
五
〇
円 

一
回
に
つ
き 

五
、
五
〇
〇
円 



告

示 

埼
玉
県
病
院
事
業
告
示
第
五
号 

 
地
方
公
営
企
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
九
十
二
号
）
第
三
十
三
条
の
二
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
施
設
の
業
務
に
係
る
公
金
の
う
ち
、
患
者
自
己
負
担
分
等
に
係
る

未
収
金
収
納
事
務
を
、
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
者
に
、
下
欄
に
掲
げ
る
期
間
委
託
し
た
。 

 
 

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
病
院
事
業
管
理
者 

岩 

中 
 

 

督 
 

 
 

  

埼
玉
県
立
循
環

器
・
呼
吸
器
病

セ
ン
タ
ー 

埼
玉
県
立
が
ん

セ
ン
タ
ー 

埼
玉
県
立
小
児

医
療
セ
ン
タ
ー 

埼
玉
県
立
精
神

医
療
セ
ン
タ
ー 

施
設
の
名
称 

東
京
都
千
代
田
区
紀
尾
井
町
三
番
十
二
号 

紀
尾
井
町
ビ
ル 

弁
護
士
法
人 

一
番
町
綜
合
法
律
事
務
所 

代
表
社
員 

神
﨑 

浩
昭 

受
託
者
の
住
所
、
名
称
及
び
代
表
者
氏
名 

令
和
二
年
三
月
二
十

六
日
か
ら
一
年
間 

委
託
期
間 



正

誤 

  
埼
玉
県
病
院
事
業
管
理
規
程
第
六
号
（
令
和
元
年
十
二
月
二
十
四
日
）
中
訂
正 

 

ペ
ー
ジ 

 
行 

九 
 

 
 

前
か
ら
一 

 

誤 「
備
考 

こ
の
表
は
、
が
ん
セ
ン
タ
ー
に
勤
務
し
、
」 

 

正 「
備
考 

こ
の
表
は
、
循
環
器
・
呼
吸
器
病
セ
ン
タ
ー
又
は
が
ん
セ
ン
タ
ー
に
勤
務
し
、
」 

   

ペ
ー
ジ 

 

行 

九 
 

 
 

前
か
ら
四 

 

誤 「
１ 

こ
の
表
は
、
が
ん
セ
ン
タ
ー
に
勤
務
し
、
」 

 

正 「
１ 

こ
の
表
は
、
循
環
器
・
呼
吸
器
病
セ
ン
タ
ー
又
は
が
ん
セ
ン
タ
ー
に
勤
務
し
、
」 

 


	Kenpo93
	t93_20200331-001i13557comp
	t93_20200331-002i13585comp
	t93_20200331-003i13454comp
	t93_20200331-004i13319comp
	t93_20200331-005i13384comp
	t93_20200331-006i13431comp
	t93_20200331-007i13492comp
	t93_20200331-008i13281comp
	t93_20200331-009i13475comp
	t93_20200331-010i13392comp
	t93_20200331-011i13394comp
	t93_20200331-012i13446comp
	t93_20200331-013i13408comp
	t93_20200331-014i13337comp
	t93_20200331-015i13401comp
	t93_20200331-016i13345comp
	t93_20200331-017i13129comp
	t93_20200331-018i13414comp
	t93_20200331-019i13301comp
	t93_20200331-020i13330comp
	t93_20200331-021i13380comp
	t93_20200331-022i13146comp
	t93_20200331-023i13257comp
	t93_20200331-024i13348comp
	t93_20200331-025i13505comp
	t93_20200331-026i13503comp
	t93_20200331-027i13558comp
	t93_20200331-028i13570comp
	t93_20200331-029i13455comp
	t93_20200331-030i13320comp
	t93_20200331-031i13385comp
	t93_20200331-032i13432comp
	t93_20200331-033i13491comp
	t93_20200331-034i13282comp
	t93_20200331-035i13573comp
	t93_20200331-036i13393comp
	t93_20200331-037i13395comp
	t93_20200331-038i13445comp
	t93_20200331-039i13409comp
	t93_20200331-040i13338comp
	t93_20200331-041i13402comp
	t93_20200331-042i13344comp
	t93_20200331-043i13128comp
	t93_20200331-044i13415comp
	t93_20200331-045i13303comp
	t93_20200331-046i13329comp
	t93_20200331-047i13379comp
	t93_20200331-048i13145comp
	t93_20200331-049i13256comp
	t93_20200331-050i13349comp
	t93_20200331-051i13506comp
	t93_20200331-052i13502comp
	t93_20200331-053i13510comp
	t93_20200331-054i13584comp
	t93_20200331-055i13586comp
	t93_20200331-056i13590comp
	t93_20200331-057i13484comp
	t93_20200331-058i13489comp
	t93_20200331-059i13382comp
	t93_20200331-060i13470comp
	t93_20200331-061i13497comp
	t93_20200331-062i13386comp
	t93_20200331-063i13520comp
	t93_20200331-064i13501comp
	t93_20200331-065i13540comp
	t93_20200331-066i13498comp
	t93_20200331-067i13377comp
	t93_20200331-068i13365comp
	t93_20200331-069i13366comp
	t93_20200331-070i13562comp
	t93_20200331-071i13523comp
	t93_20200331-072i13528comp
	t93_20200331-073i13529comp
	t93_20200331-074i13451comp
	t93_20200331-075i13433comp
	t93_20200331-076i13434comp
	t93_20200331-077i13485comp
	t93_20200331-078i13565comp
	t93_20200331-079i13567comp
	t93_20200331-080i13539comp
	t93_20200331-081i13563comp
	t93_20200331-082i13560comp
	t93_20200331-083i13396comp
	t93_20200331-084i13397comp
	t93_20200331-085i13449comp
	t93_20200331-086i13525comp
	t93_20200331-087i13471comp
	t93_20200331-088i13383comp
	t93_20200331-089i13521comp
	t93_20200331-090i13517comp
	t93_20200331-091i13518comp
	t93_20200331-092i13613comp
	t93_20200331-093i13416comp
	t93_20200331-094i13417comp
	t93_20200331-095i13535comp
	t93_20200331-096i13487comp
	t93_20200331-097i13495comp
	t93_20200331-098i13262comp
	t93_20200331-099i13522comp
	t93_20200331-100i13196comp
	t93_20200331-101i13209comp
	t93_20200331-102i13526comp
	t93_20200331-103i13538comp
	t93_20200331-104i13546comp
	t93_20200331-105i13534comp
	t93_20200331-106i13531comp
	t93_20200331-107i13532comp
	t93_20200331-108i13530comp
	t93_20200331-109i13533comp
	t93_20200331-110i13578comp
	t93_20200331-111i13543comp
	t93_20200331-112i13507comp
	t93_20200331-113i13457comp
	t93_20200331-114i13460comp
	t93_20200331-115i13461comp
	t93_20200331-116i13462comp
	t93_20200331-117i13464comp
	t93_20200331-118i13465comp
	t93_20200331-119i13466comp
	t93_20200331-120i13477comp
	t93_20200331-121i13512comp
	t93_20200331-122i13566comp
	t93_20200331-123i13582comp
	t93_20200331-124i13583comp
	t93_20200331-125i13541comp
	t93_20200331-126i13610comp
	t93_20200331-127i13482comp
	t93_20200331-128i13591comp
	t93_20200331-129i13556comp
	t93_20200331-130i13524comp
	t93_20200331-131i13412comp
	t93_20200331-132i13201comp
	t93_20200331-133i13478comp
	t93_20200331-134i13559comp
	t93_20200331-135i13572comp
	t93_20200331-136i13574comp
	t93_20200331-137i13575comp
	t93_20200331-138i13504comp
	t93_20200331-139i13527comp
	t93_20200331-140i13516comp
	t93_20200331-141i13544comp
	t93_20200331-142i13545comp
	t93_20200331-143i13592comp
	t93_20200331-144i13537comp
	t93_20200331-145i13476comp
	t93_20200331-146i13481comp
	t93_20200331-147i13515comp
	t93_20200331-148i13430comp
	t93_20200331-149i13500comp
	t93_20200331-150i13593comp
	t93_20200331-151i13406comp
	t93_20200331-152i13407comp
	t93_20200331-153i13547comp
	t93_20200331-154i13548comp
	t93_20200331-155i13549comp
	t93_20200331-156i13550comp
	t93_20200331-157i13551comp
	t93_20200331-158i13552comp
	t93_20200331-159i13553comp
	t93_20200331-160i13554comp
	t93_20200331-161i13555comp
	t93_20200331-162i13494comp
	t93_20200331-163i13580comp
	t93_20200331-164i13571comp
	t93_20200331-165i13453comp
	t93_20200331-166i13206comp
	t93_20200331-167i13207comp
	t93_20200331-168i13208comp
	t93_20200331-169i13458comp
	t93_20200331-170i13513comp
	t93_20200331-171i13594comp
	t93_20200331-172i13373comp
	t93_20200331-173i13374comp
	t93_20200331-174i13419comp
	t93_20200331-175i13483comp
	t93_20200331-176i13486comp
	t93_20200331-177i13488comp
	t93_20200331-178i13490comp
	t93_20200331-179i13400comp
	t93_20200331-180i13340comp
	t93_20200331-181i13341comp
	t93_20200331-182i13342comp
	t93_20200331-183i13576comp
	t93_20200331-184i13577comp
	t93_20200331-185i13579comp
	t93_20200331-186i13336comp
	t93_20200331-187i13346comp
	t93_20200331-188i13511comp
	t93_20200331-189i13564comp
	t93_20200331-190i13568comp
	t93_20200331-191i13569comp
	t93_20200331-192i13463comp
	t93_20200331-193i13587comp
	t93_20200331-194i13588comp
	t93_20200331-195i13589comp
	t93_20200331-196i13381comp
	t93_20200331-197i13499comp
	t93_20200331-198i13519comp
	t93_20200331-199i13405comp

